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原子炉施設保安規定の変更認可申請について

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規定に基づき、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所原子炉施設保安規定について、

別紙のとおり変更認可を申請いたします。
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別紙 

原子力科学研究所原子炉施設保安規定の変更の内容及び理由 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所原子炉施設保安規定の主な変

更の内容及び理由は、以下のとおりである。なお、変更内容の詳細は別表に示す。 

 

１．変更の内容 

（１）原子力事業者等に対する検査制度の見直し、品質管理に関する要求の拡大等の安全

性向上に資する措置に伴う変更 

１）原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則

の制定に伴う変更（第１編第２条、第４条、第６条、第７条、第11条、第13条、

第17条から第26条の２、第32条、第48条、別表第３、別表第４、別表第６及

び別図第１、第２編第９条、第３編第２条、第４編第１条、第５編第２条、第６

編第２条、第７編第２条、第８編第１条、第９編第１条、第11編第２条並びに第

12編第１条の２） 

２）事業者検査の独立性確保のための変更（第１編第４条、第７条，第16条の２、第

16条の３、別表第３及び別図第１） 

３）ＡＬＡＲＡの精神に基づく活動の明確化のための変更（第２編第22条、第33条

及び第35条） 

４）施設管理に係る活動の追加に係る変更（第１編第２条、第４条、第７条，第 14

条、第30条の４から第30条の８及び別表第３、第２編第37条の２から第38条、

第３編第７条、第14条、第22条、第22条の７から第22条の 11、第 25条及び

第32条、第４編第２条、第６条から第８条の６、第13条、第14条及び第21条、

第５編第 23 条、第 26 条から第 27 条の６、第 32 条、第 33 条、第 44 条、第 59

条及び第60条、第６編第６条の３から第６条の７、第11条及び第18条、第７編

第 20 条、第 23 条から第 24 条の６、第 29 条、第 30 条、第 42 条、第 52 条、第

54条及び第56条、第８編第18条の２から第18条の６、第９編第19条の２から

第 19 条の６、第 11 編第７条の２及び第 22 条の２から第 22 条の６並びに第 12

編第２条の２及び第４条の３から第４条の17） 

５）法令及び規則の改正に伴う記載の変更（第１編第４条、第７条、第 12 条、第 13

条、第34条、第38条、別表第５及び別表第６、第２編第２条、第３編第４条、

第８編第23条、第９編第24条、第11編第27条及び第33条並びに第12編第９

条及び第11条） 

６）その他、検査制度の見直しに伴う記載の適正化（第１編第15条、第15条の２及

び第30条の９から第30条の12、第２編第39条から第42条の３、第３編第４条

及び第27条から第30条、第４編第３条、第５条の２及び第９条から第12条、第

５編第７条、第８条及び第28条から第31条、第６編第４条、第６条の２及び第

７条から第10条、第７編第6条、第25条から第27条の２及び第29条の４、第

８編第19条から第22条及び第34条、第９編第20条から第23条及び第35条、

第11編第23条から第26条、第12編第５条から第８条） 
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２．変更の理由 

（１）原子力事業者等に対する検査制度の見直し、品質管理に関する要求の拡大等の安全

性向上に資する措置に伴う変更 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）の一部の施行によ

り、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）及び関連規則が一部改正又は制定されたことから、原子炉施設保安規定の条文の変

更及び新規条文を追加するため。 

 

３．施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。 

 

以上 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
目 次 

第１章  通則（第１条－第５条） 
第２章  保安管理体制 
第１節  組織及び職務（第６条－第 10 条） 
第２節  委員会（第 11 条－第 13 条） 
第３節  原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者（第 14 条－第 16 条）  

 
第３章  品質保証（第 17 条－第 26 条の３） 
第４章  放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理（第 27 条－第 30 条） 
第４章の２ 共通施設の管理（第 30 条の２－第 30 条の４） 
第５章  核燃料物質等の運搬 (第 31 条) 
第６章  保安教育及び保安訓練（第 32 条－第 33 条） 
第７章  原子炉施設の定期的な評価（第 34 条－第 38 条） 
第８章  非常の場合に採るべき措置 

第１節 事前の措置（第 39 条） 
第２節 通報及び現地対策本部の設置（第 40 条－第 41 条） 
第３節 非常事態の措置（第 42 条－第 45 条） 
第４節  隣接する原子炉施設事業所との関係（第 46 条） 

第９章  研究所に所属しない職員等、及び職員等以外の者に対する保安措置及び

放射線管理（第 47 条） 
第 10 章 記録及び報告（第 48 条－第 51 条） 

 

目 次 
第１章  通則（第１条－第５条） 
第２章  保安管理体制 
第１節  組織及び職務（第６条－第 10 条） 
第２節  委員会（第 11 条－第 13 条） 
第３節  原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者（第 14 条－第 16 条） 
第４節  独立検査組織（第 16 条の２－第 16 条の３）  

第３章  品質マネジメント計画（第 17 条－第 26 条の３） 
第４章  放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理（第 27 条－第 30 条） 
第４章の２ 共通施設の管理（第 30 条の２－第 30 条の 12） 
第５章  核燃料物質等の運搬 (第 31 条) 
第６章  保安教育及び保安訓練（第 32 条－第 33 条） 
第７章  原子炉施設の定期的な評価（第 34 条－第 38 条） 
第８章  非常の場合に講ずべき措置 

第１節 事前の措置（第 39 条） 
第２節 通報及び現地対策本部の設置（第 40 条－第 41 条） 
第３節 非常事態の措置（第 42 条－第 45 条） 
第４節  隣接する原子炉施設事業所との関係（第 46 条） 

第９章  研究所に所属しない職員等、及び職員等以外の者に対する保安措置及び

放射線管理（第 47 条） 
第 10 章 記録及び報告（第 48 条－第 51 条） 

 

 
 
 
 
 
事業者検査の独立性確保のための変

更 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 

第１章  通則 
（目的） 
第１条  この規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32 年法律第 166 号。以下「法」という。）第 37 条第１項の規定に基づき定める。 
２ この規定は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）

原子力科学研究所（以下「研究所」という。）における次に掲げる原子炉施設の保安

に関する基本的事項を定め、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原

子炉による災害の防止を図ることを目的とする。 
(1) 放射性廃棄物処理場及び汚染除去場(以下「廃棄物処理場」という｡) 
(2) ＪＲＲ－２原子炉施設（以下「ＪＲＲ－２」という。） 
(3) ＪＲＲ－３原子炉施設（以下「ＪＲＲ－３」という。） 
(4) ＪＲＲ－４原子炉施設（以下「ＪＲＲ－４」という。） 
(5) ＮＳＲＲ原子炉施設（以下「ＮＳＲＲ」という。） 
(6) 軽水臨界実験装置（以下「ＴＣＡ」という。） 

第１章  通則 
（目的） 
第１条  この規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32 年法律第 166 号。以下「法」という。）第 37 条第１項の規定に基づき定める。 
２ この規定は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）

原子力科学研究所（以下「研究所」という。）における次に掲げる原子炉施設の保安

に関する基本的事項を定め、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原

子炉による災害の防止を図ることを目的とする。 
(1) 放射性廃棄物処理場及び汚染除去場(以下「廃棄物処理場」という｡) 
(2) ＪＲＲ－２原子炉施設（以下「ＪＲＲ－２」という。） 
(3) ＪＲＲ－３原子炉施設（以下「ＪＲＲ－３」という。） 
(4) ＪＲＲ－４原子炉施設（以下「ＪＲＲ－４」という。） 
(5) ＮＳＲＲ原子炉施設（以下「ＮＳＲＲ」という。） 
(6) 軽水臨界実験装置（以下「ＴＣＡ」という。） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(7) 高速炉臨界実験装置（以下「ＦＣＡ」という。） 
(8) （削除） 
(9) 定常臨界実験装置（以下「ＳＴＡＣＹ」という。） 
(10) 過渡臨界実験装置（以下「ＴＲＡＣＹ」という。） 

 

(7) 高速炉臨界実験装置（以下「ＦＣＡ」という。） 
 
(8) 定常臨界実験装置（以下「ＳＴＡＣＹ」という。） 
(9) 過渡臨界実験装置（以下「ＴＲＡＣＹ」という。） 

 

 
号番号の繰り上げ 
 

（基本方針） 
第２条 前条の目的を達成するため、安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会に

よる放射線防護の精神にのっとり、原子炉の運転等による災害防止のために適切な

品質保証活動のもと保安活動を実施する。 
 

（基本方針） 
第２条 前条の目的を達成するため、安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会に

よる放射線防護の精神にのっとり、原子炉の運転等による災害防止のために適切な

品質マネジメント活動のもと保安活動を実施する。 
２ 法第 35 条第１項の規定に基づき、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等

に関する規則（昭和 32 年総理府令第 83 号。以下「試験炉規則」という。）第９条第

１項第１号から第４号の定めに従って、試験研究用等原子炉施設の施設管理に関す

る方針（以下「施設管理方針」という。）、施設管理の目標（以下「施設管理目標」）

及び施設管理の実施計画（以下「施設管理実施計画」という。）を定め、保全活動を

実施する。 
 

 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
 

第３条  （省略） 
 

第３条  （変更なし） 
 

 

（定義） 
第４条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 
(1) 「職員等」とは、職員及び職員に準ずる者として機構と雇用関係にある者をいう。 
(2) 「部長」とは、保安管理部長、工務技術部長、放射線管理部長、研究炉加速器技

術部長、バックエンド技術部長及び臨界ホット試験技術部長をいう。 
 
(3) 「部長等」とは、部長及び部に準ずる組織の長をいう。なお、安全・核セキュリ

ティ統括部長は含まれない。 
(4) 「課長等」とは、課長及び課に準ずる組織の長をいう。 
(5) 「施設管理統括者」とは、原子炉施設を統括する部長をいう。 
(6) 「施設管理者」とは、原子炉施設を管理する課長をいう。 
(7) 「廃止措置施設保安主務者」とは、原子炉施設の廃止措置に関する保安の監督を

行う者をいう。 
(8) 「放射線業務従事者」とは、原子炉施設の運転又は利用、原子炉施設の保全、核

燃料物質等の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、

管理区域に立ち入る者をいう。 
(9) 「見学者等」とは、見学、視察等の目的で、放射線作業以外の業務のため一時的

（定義） 
第４条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 
(1) 「職員等」とは、職員及び職員に準ずる者として機構と雇用関係にある者をいう。 
(2) 「部長」とは、保安管理部長、工務技術部長、放射線管理部長、研究炉加速器技

術部長、バックエンド技術部長、臨界ホット試験技術部長及び原子力施設検査室

長をいう。 
(3) 「部長等」とは、部長及び部に準ずる組織の長をいう。なお、安全・核セキュリ

ティ統括部長及び契約部長は含まれない。 
(4) 「課長等」とは、課長及び課に準ずる組織の長をいう。 
(5) 「施設管理統括者」とは、原子炉施設を統括する部長をいう。 
(6) 「施設管理者」とは、原子炉施設を管理する課長をいう。 
(7) 「廃止措置施設保安主務者」とは、原子炉施設の廃止措置に関する保安の監督を

行う者をいう。 
(8) 「放射線業務従事者」とは、原子炉施設の運転又は利用、原子炉施設の保全、核

燃料物質等の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、

管理区域に立ち入る者をいう。 
(9) 「見学者等」とは、見学、視察等の目的で、放射線作業以外の業務のため一時的

 
 
 
 
 
事業者検査の独立性確保のための変

更 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
に管理区域内に立ち入る者をいう。 

(10) 「放射線管理」とは、原子炉施設に係る放射線による障害を防止するために行

う対策をいう。 
(11) 「放射線作業」とは、管理区域において、核燃料物質等の取扱い、管理又はこ

れに付随する作業をいう。 
(12) 「核燃料物質等」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（法

第 61 条の２第１項の確認を受けた物は除く。）をいう｡ 
(13) 「燃料要素等」とは、燃料要素、燃料体及び燃料をいう。 
(14) 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質等で廃棄しようとする物をいう。 
(15) 「廃棄物の仕掛品」とは、原子炉施設で発生し、使用を止めて捨てる物であっ

て、廃棄施設（原子炉施設内の廃棄物保管場所又は廃棄物処理場）に移す前段階

の固体状の物をいう。 
(16) 「キャプセル等」とは、照射試料、キャプセル及び必要に応じて包装、熱媒体、

ヒータ、センサ、測定・制御用配線等の構成部材から成る挿入物をいう。 
(17) 「非常事態」とは、地震、火災及びその他の原因により、原子炉施設において

事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合であって、事業所の通常組織

では、事故の原因除去、拡大防止等のための活動を迅速に行うことが困難な事態

であり、別表第２に掲げる事態をいう。 
(18) 「緊急作業」とは、原子炉施設の非常事態において行う事故の原因除去、拡大

防止等のための活動のうち、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規

則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（以下「線量告示」という。）第７条

に定める線量限度が適用されるものをいう。 
(19) 「品質保証」とは、保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、

原子力の安全を確保することをいう｡ 
(20) 「保安活動」とは、原子炉施設の保安のために必要な措置をいう。 
 
 
(21) 「廃止措置」とは、原子炉の廃止に伴う措置であって、原子炉施設の解体、そ

の保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去及び核燃料物質に

よって汚染された物の廃棄をいう。 
(22) 「放射能濃度確認対象物」とは、第１条第２項の原子炉施設において用いた資

材その他の物であって、法第 61 条の２第１項の確認を受けようとするものをい

う。 
(23) 「クリアランス検認責任者」とは、法第 61 条の２第２項により認可を受けた

放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価に関する業務を統括する者を

いう。 

に管理区域内に立ち入る者をいう。 
(10) 「放射線管理」とは、原子炉施設に係る放射線による障害を防止するために行

う対策をいう。 
(11) 「放射線作業」とは、管理区域において、核燃料物質等の取扱い、管理又はこ

れに付随する作業をいう。 
(12) 「核燃料物質等」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（法

第 61 条の２第１項の確認を受けた物は除く。）をいう｡ 
(13) 「燃料要素等」とは、燃料要素、燃料体及び燃料をいう。 
(14) 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質等で廃棄しようとする物をいう。 
(15) 「廃棄物の仕掛品」とは、原子炉施設で発生し、使用を止めて捨てる物であっ

て、廃棄施設（原子炉施設内の廃棄物保管場所又は廃棄物処理場）に移す前段階

の固体状の物をいう。 
(16) 「キャプセル等」とは、照射試料、キャプセル及び必要に応じて包装、熱媒体、

ヒータ、センサ、測定・制御用配線等の構成部材から成る挿入物をいう。 
(17) 「非常事態」とは、地震、火災及びその他の原因により、原子炉施設において

事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合であって、事業所の通常組織

では、事故の原因除去、拡大防止等のための活動を迅速に行うことが困難な事態

であり、別表第２に掲げる事態をいう。 
(18) 「緊急作業」とは、原子炉施設の非常事態において行う事故の原因除去、拡大

防止等のための活動のうち、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規

則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（以下「線量告示」という。）第７条

に定める線量限度が適用されるものをいう。 
(19) 「品質マネジメント」とは、保安のために必要な措置を体系的に実施すること

により、原子力の安全を確保することをいう｡ 
(20) 「保安活動」とは、原子炉施設の保安のために必要な措置をいう。 
(21)「保全活動」とは、保安活動のうち、原子炉施設の設備の機能又は性能を確認、

維持又は向上させる活動をいう。 
(22) 「廃止措置」とは、原子炉の廃止に伴う措置であって、原子炉施設の解体、そ

の保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去及び核燃料物質に

よって汚染された物の廃棄をいう。 
(23) 「放射能濃度確認対象物」とは、第１条第２項の原子炉施設において用いた資

材その他の物であって、法第 61 条の２第１項の確認を受けようとするものをい

う。 
(24) 「クリアランス検認責任者」とは、法第 61 条の２第２項により認可を受けた

放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価に関する業務を統括する者を

いう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
事業者検査の独立性確保のための変

更 
以下、号番号の繰下げ 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 (25) 「事業者検査」とは、法第 28 条第１項に基づき事業者が行う使用前事業者検

査（溶接検査を含む。）及び法第 29 条第１項に基づき事業者が行う定期事業者検

査をいう。 

(26) 「廃止措置対象施設」とは、法第 43 条の３の２第２項の認可を受けた廃止措

置計画（同条第３項において読み替えて準用する法第 12 条の６第３項又は第５項

の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの）に係る廃

止措置の対象となる原子炉施設をいう。 
(27) 「性能維持施設」とは、廃止措置対象施設において、廃止措置期間中に性能を

維持すべき原子炉施設（設備・機器）をいう。 
(28) 「施設管理方針」とは、原子炉施設が法第 23 条第１項若しくは第 26 条第１項

の許可又は法第 43 条の３の２第２項の認可を受けたところによるものであり、か

つ、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（令和 2 年原子力規

制委員会規則第７号。以下「技術基準規則」という。）に定める技術基準に適合す

る性能を有するよう、原子炉施設を設置し、及び維持するために策定する方針を

いう。ただし、廃止措置対象施設においては、性能維持施設に係る方針をいう。 
(29) 「施設管理目標」とは、施設管理方針に従って達成すべき原子炉施設ごとの施

設管理の目標をいう。施設管理目標には、重要度の高い設備について定量的に定

めた目標を含める。 
(30) 「施設管理実施計画」とは、施設管理目標を達成するために原子炉施設ごとに

策定する計画（施設管理の総体としての文書体系）をいう。 
(31) 「設備保全整理表」とは、施設管理実施計画に定める事項のうち、原子炉施設

の工事の方法及び時期に関する事項、原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻

度及び時期に関する事項について、設備・機器単位で整理した表をいう。 
(32) 「検査要否整理表」とは、施設管理実施計画に定める事項のうち、原子炉施設

の検査の方法に関する事項について、技術基準規則の条項単位で整理した表をい

う。 
 

事業者検査の独立性確保のための変

更 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 

第５条  （省略） 
 

第５条  （変更なし） 
 

 

第２章 保安管理体制 
第１節 組織及び職務 
（組織） 
第６条 原子炉施設の保安に関する組織は別図第１のとおりとする。 
２ 機構の本部組織（以下「本部」という。）は、理事長、統括監査の職、安全・核セ

キュリティ統括部長及び中央安全審査・品質保証委員会をいう。 
 

第２章 保安管理体制 
第１節 組織及び職務 
（組織） 
第６条 原子炉施設の保安に関する組織は別図第１のとおりとする。 
２ 機構の本部組織（以下「本部」という。）は、統括監査の職、安全・核セキュリテ

ィ統括部長及び契約部長をいう。 
 

 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（職務） 
第７条 原子炉施設の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

(1) 理事長は、原子炉施設に係る保安に関する業務を総理する。 
(2) 統括監査の職は、原子炉施設の品質保証活動に係る内部監査の業務を行う。 
 
(3) 管理責任者は、原子炉施設の品質保証活動に関する業務の責任者として、品質保

証活動に必要なプロセスの確立、実施及び維持に係る業務、理事長への品質保証

活動の実施状況及び改善の必要性に係る報告並びに原子炉施設の安全確保に対す

る認識の高揚に係る業務を行う。なお、管理責任者は、監査プロセスにおいては

統括監査の職、本部（監査プロセスを除く。）においては安全・核セキュリティ統

括部長、研究所においては原子力科学研究所担当理事とする。 
 
(4) 原子力科学研究所担当理事は、理事長を補佐し、研究所の原子炉施設の保安に係

る業務を統理する。 
(5) 安全・核セキュリティ統括部長は、原子炉施設の本部の品質保証活動に係る業務、

それに関する本部としての総合調整、指導及び支援の業務並びに中央安全審査・

品質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 
 
(6) 所長は、研究所における原子炉施設に係る保安活動を統括する。 
 
 
(7) 保安管理部長は、所長を補佐し、原子炉施設に関する保安活動及び品質保証活動

に係る調整業務を行うとともに、第 8 号から第 12 号（第 10 号に掲げる施設管理

者が行う業務を除く。）に掲げる業務を統括する。併せて、施設管理統括者として、

第 10 号に掲げる施設管理者が行う業務を統括する。 
(8) 安全対策課長は、保安管理部長が行う統括に関する庶務の業務及び放射線業務従

事者等の教育訓練に係る事務に関する業務を行う。 
 
(9) 施設安全課長は、原子炉施設に関する保安活動の統括に係る事務に関する業務を

行う。 
(10) 危機管理課長は、非常の場合に採るべき措置の事務及び異常時の通報に関する

業務並びに施設管理者として、原子力科学研究所の共通施設の保守に関する業務

を行う。 
(11) 核物質管理課長は、周辺監視区域の境界の管理及び周辺監視区域内の保安措置

に関する業務を行う。 
(12) 品質保証課長は、原子炉施設に関する品質保証活動の統括に係る事務及び原子

（職務） 
第７条 原子炉施設の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

(1) 理事長は、原子炉施設に係る保安に関する業務を総理する。 
(2) 統括監査の職は、原子炉施設の品質マネジメント活動に係る内部監査の業務を行

う。 
(3) 管理責任者は、原子炉施設の品質マネジメント活動に関する業務の責任者とし

て、品質マネジメント活動に必要なプロセスの確立、実施及び維持に係る業務、

理事長への品質マネジメント活動の実施状況及び改善の必要性に係る報告並びに

原子炉施設の安全確保に対する認識の高揚に係る業務を行う。なお、管理責任者

は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセスを除く。）におい

ては安全・核セキュリティ統括部長、研究所においては原子力科学研究所担当理

事とする。 
(4) 原子力科学研究所担当理事は、理事長を補佐し、研究所の原子炉施設の保安に係

る業務を統理する。 
(5) 安全・核セキュリティ統括部長は、原子炉施設の本部の品質マネジメント活動に

係る業務、それに関する本部としての総合調整、指導及び支援の業務並びに中央

安全審査・品質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 
(6) 契約部長は、原子炉施設の保安に関する調達業務を行う。 
(7) 所長は、研究所における原子炉施設に係る保安活動を統括する。 
(8) 原子力施設検査室長は、第 16 条の２に定める独立検査の検査責任者として、事

業者検査に関する業務を行う。 
(9) 保安管理部長は、所長を補佐し、原子炉施設に関する保安活動及び品質マネジメ

ント活動に係る調整業務を行うとともに、第 10 号から第 14 号（第 12 号に掲げ

る施設管理者が行う業務を除く。）に掲げる業務を統括する。併せて、施設管理統

括者として、第 12 号に掲げる施設管理者が行う業務を統括する。 
(10) 安全対策課長は、研究所における安全文化の育成・維持活動並びに保安管理部

長が行う統括に関する庶務の業務及び放射線業務従事者等の教育訓練に係る事務

に関する業務を行う。 
(11) 施設安全課長は、研究所における関係法令及び規定の遵守並びに原子炉施設に

関する保安活動の統括に係る事務に関する業務を行う。 
(12) 危機管理課長は、非常の場合に講ずべき措置の事務及び異常時の通報に関する

業務並びに施設管理者として、原子力科学研究所の共通施設の保守に関する業務

を行う。 
(13) 核物質管理課長は、周辺監視区域の境界の管理及び周辺監視区域内の保安措置

に関する業務を行う。 
(14) 品質保証課長は、原子炉施設に関する品質マネジメント活動の統括に係る事務

 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
以下、号番号の繰下げ 
事業者検査の独立性確保のための変

更 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
炉施設等安全審査委員会の庶務に関する業務を行う。 

(13) 工務技術部長は、施設管理統括者として、第 14 号から第 16 号に掲げる業務を

統括する。 
(14) 技術管理課長は、工務技術部長が行う統括に関する庶務の業務を行う。 
(15) 工務第１課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－３、ＮＳＲＲ、ＴＣＡ、ＦＣＡ、

ＳＴＡＣＹ、ＴＲＡＣＹ及び廃棄物処理場の特定施設の運転及び保守に関する業

務を行う。 
(16) 工務第２課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－２の特定施設の運転及び保守に

関する業務を行う。 
(17) 放射線管理部長は、施設管理統括者として、第 18 号から第 21 号に掲げる業務

を統括する。 
(18) 線量管理課長は、放射線管理部長が行う統括に関する庶務の業務並びに施設管

理者として、放射線測定機器の保守並びに放射線業務従事者の内部被ばく及び外

部被ばくに係る線量の測定に関する業務を行う。 
(19) 環境放射線管理課長は、周辺監視区域における放射線の測定、並びに風向及び

風速、降雨量、大気温度の観測に関する業務を行う。 
 
(20) 放射線管理第１課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－２、ＪＲＲ－３及びＪＲ

Ｒ－４の放射線測定機器の運転並びに区域放射線管理担当課長として、線量当量

率、線量当量、表面密度、空気中の放射性物質の濃度及び気体廃棄物中・液体廃

棄物中の放射性物質の濃度の測定に関する業務を行う。 
(21) 放射線管理第２課長は、施設管理者として、廃棄物処理場、ＮＳＲＲ、ＴＣＡ、

ＦＣＡ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの放射線測定機器の運転並びに区域放射線管

理担当課長として、線量当量率、線量当量、表面密度、空気中の放射性物質の濃

度及び気体廃棄物中・液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定に関する業務を行

う。 
(22) 研究炉加速器技術部長は、施設管理統括者として、第 23 号から第 28 号に掲げ

る業務を統括する。 
(23) 計画調整課長は、研究炉加速器技術部長が行う統括に関する庶務の業務を行

う。 
(24) 利用施設管理課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－３の利用施設の運転及び保

守並びにキャプセルの管理並びにＪＲＲ－４の利用施設の保守に関する業務を行

う。 
(25) 研究炉技術課長は、核燃料管理者として、ＪＲＲ－３の使用済燃料要素及び燃

料体の管理並びにＪＲＲ－４からＪＲＲ－３へ搬出した使用済燃料要素の管理に

関する業務を行う。 

及び原子炉施設等安全審査委員会の庶務に関する業務を行う。 
(15) 工務技術部長は、施設管理統括者として、第 16 号から第 18 号に掲げる業務を

統括する。 
(16) 技術管理課長は、工務技術部長が行う統括に関する庶務の業務を行う。 
(17) 工務第１課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－３、ＮＳＲＲ、ＴＣＡ、ＦＣＡ、

ＳＴＡＣＹ、ＴＲＡＣＹ及び廃棄物処理場の特定施設の運転及び保守に関する業

務を行う。 
(18) 工務第２課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－２の特定施設の運転及び保守に

関する業務を行う。 
(19) 放射線管理部長は、施設管理統括者として、第 20 号から第 23 号に掲げる業務

を統括する。 
(20) 線量管理課長は、放射線管理部長が行う統括に関する庶務の業務並びに施設管

理者として、放射線測定機器の保守並びに放射線業務従事者の内部被ばく及び外

部被ばくに係る線量の測定に関する業務を行う。 
(21) 環境放射線管理課長は、周辺監視区域における放射線の測定、並びに風向及び

風速、降雨量、大気温度の観測に関する業務を行う。また、施設管理者として、

周辺監視区域における放射線測定機器の運転及び保守に関する業務を行う。 
(22) 放射線管理第１課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－２、ＪＲＲ－３及びＪＲ

Ｒ－４の放射線測定機器の運転及び保守並びに区域放射線管理担当課長として、

線量当量率、線量当量、表面密度、空気中の放射性物質の濃度及び気体廃棄物中・

液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定に関する業務を行う。 
(23) 放射線管理第２課長は、施設管理者として、廃棄物処理場、ＮＳＲＲ、ＴＣＡ、

ＦＣＡ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの放射線測定機器の運転及び保守並びに区域

放射線管理担当課長として、線量当量率、線量当量、表面密度、空気中の放射性

物質の濃度及び気体廃棄物中・液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定に関する

業務を行う。 
(24) 研究炉加速器技術部長は、施設管理統括者として、第 25 号から第 30 号に掲げ

る業務を統括する。 
(25) 計画調整課長は、研究炉加速器技術部長が行う統括に関する庶務の業務を行

う。 
(26) 利用施設管理課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－３の利用施設の運転及び保

守並びにキャプセルの管理並びにＪＲＲ－４の利用施設の保守に関する業務を行

う。 
(27) 研究炉技術課長は、核燃料管理者として、ＪＲＲ－３の使用済燃料要素及び燃

料体の管理並びにＪＲＲ－４からＪＲＲ－３へ搬出した使用済燃料要素の管理に

関する業務を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(26) ＪＲＲ－３管理課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－３の本体施設の運転及び

保守、核燃料管理者として、燃料要素（使用済を除く。）、ＪＲＲ－３の重水（反

射体）及びＪＲＲ－４の重水の管理並びに区域管理者として、ＪＲＲ－３の管理

区域に係る放射線管理に関する業務を行う。 
(27) ＪＲＲ－４管理課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－４の廃止措置の管理並び

に特定施設の運転及び保守に関する業務を行う。また、核燃料管理者として、未

使用燃料要素の管理及び区域管理者として、ＪＲＲ－４の管理区域に係る放射線

管理に関する業務を行う。 
(28) ＮＳＲＲ管理課長は、施設管理者として、ＮＳＲＲの本体施設の運転及び保守

並びにＮＳＲＲで使用するキャプセル等の管理並びに核燃料管理者として、燃料

要素の管理に関する業務を行う。また、区域管理者として、ＮＳＲＲの管理区域

に係る放射線管理に関する業務を行う。 
(29) バックエンド技術部長は、施設管理統括者及びクリアランス検認責任者とし

て、第 30 号から第 33 号に掲げる業務を統括する。 
(30) 高減容処理技術課長は、バックエンド技術部長が行う統括に関する庶務の業

務、施設管理者として、第３編別表第１の３に掲げる廃棄物処理場本体施設の運

転及び保守並びに区域管理者として、廃棄物処理場（解体分別保管棟（ただし、

保管室を除く。）及び減容処理棟）の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行

う。また、廃棄物処理場（解体分別保管棟の解体室及び減容処理棟）における放

射性廃棄物の貯蔵及び処理に関する業務を行う。 
(31) 放射性廃棄物管理第１課長は、施設管理者として、第３編別表第１に掲げる廃

棄物処理場本体施設の運転及び保守並びに区域管理者として、廃棄物処理場（第

２廃棄物処理棟、解体分別保管棟（ただし、保管室を除く。）及び減容処理棟を除

く。）の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。また、放射性廃棄物の運

搬、廃棄物処理場（第２廃棄物処理棟、解体分別保管棟の解体室及び減容処理棟

を除く。）における放射性廃棄物の貯蔵、処理及び保管廃棄並びに機器の汚染の除

去に関する業務並びに放射能濃度確認対象物（昭和 60 年度から平成元年度にかけ

て行われたＪＲＲ－３の改造工事に伴って発生し、保管廃棄施設・ＮＬに保管廃

棄しているコンクリートに限る。）について、法第 61 条の２第２項の認可を受け

た放射能濃度の測定及び評価に関する業務を行う。 
(32) 放射性廃棄物管理第２課長は、施設管理者として、第３編別表第１の２に掲げ

る廃棄物処理場本体施設の運転及び保守並びに区域管理者として、廃棄物処理場

（第２廃棄物処理棟）の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。また、

廃棄物処理場（第２廃棄物処理棟）における放射性廃棄物の貯蔵及び処理に関す

る業務を行う。 
(33) 廃止措置課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－２の廃止措置の管理及び区域管

(28) ＪＲＲ－３管理課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－３の本体施設の運転及び

保守、核燃料管理者として、燃料要素（使用済を除く。）、ＪＲＲ－３の重水（反

射体）及びＪＲＲ－４の重水の管理並びに区域管理者として、ＪＲＲ－３の管理

区域に係る放射線管理に関する業務を行う。 
(29) ＪＲＲ－４管理課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－４の廃止措置の管理並び

に特定施設の運転及び保守に関する業務を行う。また、核燃料管理者として、未

使用燃料要素の管理及び区域管理者として、ＪＲＲ－４の管理区域に係る放射線

管理に関する業務を行う。 
(30) ＮＳＲＲ管理課長は、施設管理者として、ＮＳＲＲの本体施設の運転及び保守

並びにＮＳＲＲで使用するキャプセル等の管理並びに核燃料管理者として、燃料

要素の管理に関する業務を行う。また、区域管理者として、ＮＳＲＲの管理区域

に係る放射線管理に関する業務を行う。 
(31) バックエンド技術部長は、施設管理統括者及びクリアランス検認責任者とし

て、第 32 号から第 35 号に掲げる業務を統括する。 
(32) 高減容処理技術課長は、バックエンド技術部長が行う統括に関する庶務の業

務、施設管理者として、第３編別表第１の３に掲げる廃棄物処理場本体施設の運

転及び保守並びに区域管理者として、廃棄物処理場（解体分別保管棟（ただし、

保管室を除く。）及び減容処理棟）の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行

う。また、廃棄物処理場（解体分別保管棟の解体室及び減容処理棟）における放

射性廃棄物の貯蔵及び処理に関する業務を行う。 
(33) 放射性廃棄物管理第１課長は、施設管理者として、第３編別表第１に掲げる廃

棄物処理場本体施設の運転及び保守並びに区域管理者として、廃棄物処理場（第

２廃棄物処理棟、解体分別保管棟（ただし、保管室を除く。）及び減容処理棟を除

く。）の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。また、放射性廃棄物の運

搬、廃棄物処理場（第２廃棄物処理棟、解体分別保管棟の解体室及び減容処理棟

を除く。）における放射性廃棄物の貯蔵、処理及び保管廃棄並びに機器の汚染の除

去に関する業務並びに放射能濃度確認対象物（昭和 60 年度から平成元年度にかけ

て行われたＪＲＲ－３の改造工事に伴って発生し、保管廃棄施設・ＮＬに保管廃

棄しているコンクリートに限る。）について、法第 61 条の２第２項の認可を受け

た放射能濃度の測定及び評価に関する業務を行う。 
(34) 放射性廃棄物管理第２課長は、施設管理者として、第３編別表第１の２に掲げ

る廃棄物処理場本体施設の運転及び保守並びに区域管理者として、廃棄物処理場

（第２廃棄物処理棟）の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。また、

廃棄物処理場（第２廃棄物処理棟）における放射性廃棄物の貯蔵及び処理に関す

る業務を行う。 
(35) 廃止措置課長は、施設管理者として、ＪＲＲ－２の廃止措置の管理及び区域管
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変 更 前 変 更 後 備 考 
理者として、ＪＲＲ－２の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。 

(34) 臨界ホット試験技術部長は、施設管理統括者として、第 35 号から第 37 号に掲

げる業務を統括する。 
(35) ホット使用施設管理課長は、臨界ホット試験技術部長が行う統括に関する庶務

の業務を行う。 
(36) 臨界技術第１課長は、施設管理者として、ＳＴＡＣＹの本体施設の運転及び保

守の管理、核燃料管理者として、燃料及びＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用

済燃料の管理並びに区域管理者として、ＳＴＡＣＹの管理区域に係る放射線管理

に関する業務を行う。また、施設管理者として、ＴＲＡＣＹの本体施設の廃止措

置の管理及び区域管理者として、ＴＲＡＣＹの管理区域に係る放射線管理に関す

る業務を行う。ただし、ＳＴＡＣＹの更新工事が完了するまでは原子炉の運転に

関する業務を行わない。 
(37) 臨界技術第２課長は、施設管理者として、ＴＣＡ及びＦＣＡの本体施設に係る

運転及び保守、核燃料管理者として、ＴＣＡ及びＦＣＡにおける燃料要素の管理

並びに区域管理者として、ＴＣＡ及びＦＣＡの管理区域に係る放射線管理に関す

る業務を行う。 
２ この規定に定める保安活動及び品質保証活動と前項に掲げる者との関連は、別表第

３に示すとおりとし、各職位は、品質保証の考えのもとに各自が所掌する保安活動

の業務を実施する。 
３ 同一の原子炉施設が複数の施設管理統括者によって分担管理されている場合にお

ける当該施設の保安管理のとりまとめは、特に定めのない限り、本体施設の施設管

理統括者が行う。 
４ 施設管理者の業務の一部を行わせるため分任施設管理者を置くことができ、分任施

設管理者に係る業務等は、次のとおりとする。 
(1) 分任施設管理者が行う保安管理の業務のとりまとめは、施設管理者が行う。 
(2) 分任施設管理者及びその業務の範囲は、所長が指定する。 

５ 同一の原子炉施設が複数の施設管理者によって運転されている場合における運転

のとりまとめは、本体施設の施設管理者が行う。保守についても、これを準用する。 
 

理者として、ＪＲＲ－２の管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。 
(36) 臨界ホット試験技術部長は、施設管理統括者として、第 37 号から第 39 号に掲

げる業務を統括する。 
(37) ホット使用施設管理課長は、臨界ホット試験技術部長が行う統括に関する庶務

の業務を行う。 
(38) 臨界技術第１課長は、施設管理者として、ＳＴＡＣＹの本体施設の運転及び保

守の管理、核燃料管理者として、燃料及びＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用

済燃料の管理並びに区域管理者として、ＳＴＡＣＹの管理区域に係る放射線管理

に関する業務を行う。また、施設管理者として、ＴＲＡＣＹの本体施設の廃止措

置の管理及び区域管理者として、ＴＲＡＣＹの管理区域に係る放射線管理に関す

る業務を行う。ただし、ＳＴＡＣＹの更新工事が完了するまでは原子炉の運転に

関する業務を行わない。 
(39) 臨界技術第２課長は、施設管理者として、ＴＣＡ及びＦＣＡの本体施設に係る

運転及び保守、核燃料管理者として、ＴＣＡ及びＦＣＡにおける燃料要素の管理

並びに区域管理者として、ＴＣＡ及びＦＣＡの管理区域に係る放射線管理に関す

る業務を行う。 
２ この規定に定める保安活動及び品質マネジメント活動と前項に掲げる者との関連

は、別表第３に示すとおりとし、各職位は、品質マネジメントの考えのもとに各自

が所掌する保安活動の業務を実施する。 
３ 同一の原子炉施設が複数の施設管理統括者によって分担管理されている場合にお

ける当該施設の保安管理のとりまとめは、特に定めのない限り、本体施設の施設管

理統括者が行う。 
４ 施設管理者の業務の一部を行わせるため分任施設管理者を置くことができ、分任施

設管理者に係る業務等は、次のとおりとする。 
(1) 分任施設管理者が行う保安管理の業務のとりまとめは、施設管理者が行う。 
(2) 分任施設管理者及びその業務の範囲は、所長が指定する。 

５ 同一の原子炉施設が複数の施設管理者によって運転されている場合における運転

のとりまとめは、本体施設の施設管理者が行う。保守についても、これを準用する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 

第８条  （省略） 
 

第８条  （変更なし） 
 

 

（運転長の設置） 
第９条 第７条第１項第 37 号に定める臨界技術第２課長の業務のうち、ＴＣＡ及びＦ

ＣＡに関する業務の一部を行わせるため、臨界技術第２課にＴＣＡ運転長及びＦＣ

Ａ運転長を置く。 
２ 運転長の職務を補佐し、その職務を代理させるため、運転長代理を置く。 

（運転長の設置） 
第９条 第７条第１項第 39 号に定める臨界技術第２課長の業務のうち、ＴＣＡ及びＦ

ＣＡに関する業務の一部を行わせるため、臨界技術第２課にＴＣＡ運転長及びＦＣ

Ａ運転長を置く。 
２ 運転長の職務を補佐し、その職務を代理させるため、運転長代理を置く。 

 
号番号の繰下げによる変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
３ 運転長及び運転長代理は、所長が指名する。 
 

３ 運転長及び運転長代理は、所長が指名する。 
 

第 10 条  （省略） 
 

第 10 条  （変更なし） 
 

 

第２節 委員会 
（中央安全審査・品質保証委員会） 
第 11 条 機構に中央安全審査・品質保証委員会を設置する。 
２ 中央安全審査・品質保証委員会は、理事長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項に

ついて審議する。 
(1) 施設の設置、運転等に伴う安全に関する基本事項 
① 原子炉の設置許可及びその変更に関する重要事項 
② 原子炉施設の定期的な評価の結果 

(2) 事故又は非常事態に関する重大事項 
(3) 品質保証活動の基本事項 
(4) その他、理事長の諮問する事項 

３ 中央安全審査・品質保証委員会の委員長及び委員は、理事長が任命する。 
４ 理事長は、中央安全審査・品質保証委員会の答申を尊重する。 

第２節 委員会 
（中央安全審査・品質保証委員会） 
第 11 条 機構に中央安全審査・品質保証委員会を設置する。 
２ 中央安全審査・品質保証委員会は、理事長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項に

ついて審議する。 
(1) 施設の設置、運転等に伴う安全に関する基本事項 
① 原子炉の設置許可及びその変更に関する重要事項 
② 原子炉施設の定期的な評価の結果 

(2) 事故又は非常事態に関する重大事項 
(3) 品質マネジメント活動の基本事項 
(4)その他、理事長の諮問する事項 

３ 中央安全審査・品質保証委員会の委員長及び委員は、理事長が任命する。 
４ 理事長は、中央安全審査・品質保証委員会の答申を尊重する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 

第 11 条の２  （省略） 
 

第 1１条の２  （変更なし） 
 

 

（原子炉施設等安全審査委員会の審議事項） 
第 12 条 原子炉施設等安全審査委員会は、所長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項

について審議する。 
(1) 原子炉施設の設置許可及び設置許可の変更に関する事項 
 
(2) この規定の改定に関する事項 
(3) 原子炉施設の設計及び工事の方法の認可申請等に関する事項 
(4) 原子炉施設の運転、保守及び利用に係る規則等の制定、改定及び廃止に関する事

項 
(5) 原子炉施設の定期的な評価に関する事項 
(6) 原子炉施設の廃止措置の認可申請に関する事項 
(7) 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可申請に関する

事項 
(8) 原子炉施設に係る事故原因及び再発防止に関し安全審査を必要とする事項 
(9) その他所長からの諮問事項 

２ 原子炉施設等安全審査委員会は、前項に掲げる事項について、所長に答申し又は意

（原子炉施設等安全審査委員会の審議事項） 
第 12 条 原子炉施設等安全審査委員会は、所長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項

について審議する。 
(1) 原子炉施設の設置許可及び設置許可の変更に関する事項（法第 23 条第 2 項第 9
号に係る事項を除く。） 

(2) この規定の改定に関する事項（第 17 条に係る事項を除く。） 
(3) 原子炉施設の設計及び工事の計画の認可申請等に関する事項 
(4) 原子炉施設の運転、保守及び利用に係る規則等の制定、改定及び廃止に関する事

項 
(5) 原子炉施設の定期的な評価に関する事項 
(6) 原子炉施設の廃止措置の認可申請に関する事項 
(7) 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可申請に関する

事項 
(8) 原子炉施設に係る事故原因及び再発防止に関し安全審査を必要とする事項 
(9) その他所長からの諮問事項 

２ 原子炉施設等安全審査委員会は、前項に掲げる事項について、所長に答申し又は意

 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
見を具申することができる。 

３ 所長は、前項の答申又は意見を尊重するものとする。 
 

見を具申することができる。 
３ 所長は、前項の答申又は意見を尊重するものとする。 

（品質保証推進委員会の審議事項） 
第 13 条 品質保証推進委員会は、この規定に定める保安活動に係る品質保証活動の円

滑な推進を図るため、次の各号に掲げる事項について審議する。 
(1) 品質保証活動に関する基本的事項 
(2) 所長の諮問する事項 
 
 
 
(3) その他品質保証活動に関する重要事項 

２ 品質保証推進委員会は、前項に掲げる事項について、審議結果を所長に報告又は答

申しなければならない。 
３ 所長は、前項の報告又は答申を尊重するものとする。 

（品質保証推進委員会の審議事項） 
第 13 条 品質保証推進委員会は、この規定に定める保安活動に係る品質マネジメント

活動の円滑な推進を図るため、次の各号に掲げる事項について審議する。 
(1) 品質マネジメント活動に関する基本的事項 
(2) 所長の諮問する事項 
(3) 原子炉施設の設置許可及び設置許可の変更に関する事項（法第 23 条第 2 項第 9
号に係る事項に限る。） 

(4) この規定の改定に関する事項（第 17 条に係る事項に限る。） 
(5) その他品質マネジメント活動に関する重要事項 

２ 品質保証推進委員会は、前項に掲げる事項について、審議結果を所長に報告又は答

申しなければならない。 
３ 所長は、前項の報告又は答申を尊重するものとする。 
 

 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 

第３節 原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者 
（原子炉主任技術者の選任） 
第 14 条 理事長は、法第 40 条の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる施設の運転に関

する保安の監督を行わせるため、同表の右欄に掲げる原子炉主任技術者を原子炉主

任技術者免状を有する職員のうちから選任しなければならない。 
施  設 原子炉主任技術者 

ＪＲＲ－３ ＪＲＲ－３原子炉主任技術者 
Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ原子炉主任技術者 
Ｔ Ｃ Ａ Ｔ Ｃ Ａ原子炉主任技術者 
Ｆ Ｃ Ａ Ｆ Ｃ Ａ原子炉主任技術者 
ＳＴＡＣＹ ＳＴＡＣＹ原子炉主任技術者 

２ 理事長は、原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合その職務を代行させるた

め、必要に応じ代行者を原子炉主任技術者の免状を有する職員のうちから選任する。 
 
 
３ 廃棄物処理場の運転に関する保安の監督を行う原子炉主任技術者は、第１項の原子

炉主任技術者のうちから、理事長が選任する。 
４ 原子力科学研究所の共通施設に関する保安の監督を行う原子炉主任技術者（以下こ

の編において「共通施設原子炉主任技術者」という。）は、第１項の原子炉主任技術

者のうちから、理事長が選任する。 

第３節 原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者 
（原子炉主任技術者の選任） 
第 14 条 理事長は、法第 40 条の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる施設の運転に関

する保安の監督を行わせるため、同表の右欄に掲げる原子炉主任技術者を原子炉主

任技術者免状を有する職員のうちから選任しなければならない。 
施  設 原子炉主任技術者 

ＪＲＲ－３ ＪＲＲ－３原子炉主任技術者 
Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ原子炉主任技術者 
Ｔ Ｃ Ａ Ｔ Ｃ Ａ原子炉主任技術者 
Ｆ Ｃ Ａ Ｆ Ｃ Ａ原子炉主任技術者 
ＳＴＡＣＹ ＳＴＡＣＹ原子炉主任技術者 

２ 理事長は、原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合その職務を代行させるた

め、必要に応じ代行者を原子炉主任技術者の免状を有する職員のうちから選任する。 
３ 周辺監視区域における放射線測定機器の運転に関する保安の監督を行う原子炉主

任技術者は、ＪＲＲ－３原子炉主任技術者とする。 
４ 廃棄物処理場の運転に関する保安の監督を行う原子炉主任技術者は、第１項の原子

炉主任技術者のうちから、理事長が選任する。 
５ 原子力科学研究所の共通施設に関する保安の監督を行う原子炉主任技術者（以下こ

の編において「共通施設原子炉主任技術者」という。）は、第１項の原子炉主任技術

者のうちから、理事長が選任する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
以降項番号の繰下げ 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

第 14 条の２  （省略） 
 

第 14 条の２  （変更なし） 
 

 

（原子炉主任技術者の職務） 
第 15 条 原子炉主任技術者は、当該原子炉施設の運転に関する保安の監督を誠実に行

うことを任務とし、その職務は次のとおりとする。 
(1) 原子炉施設の運転に関し、保安上必要な場合には、理事長又は原子力科学研究所

担当理事に対して意見を具申する。 
(2) 原子炉施設の運転に関し、保安上必要な助言、勧告又は指示をする。 
(3) 法及び法に関係する規則類（以下「法令」という。）に基づく定期報告を確認す

る。 
(4) 第 49 条の保安に関する業務報告の記載内容を確認する。 
(5) 法令に基づき行う施設定期検査等に原則として立会う。 
(6) 第 51 条に該当する事象の原因調査に参画し報告書を確認する。 
(7) 第 32 条第１項に定める保安教育実施計画を確認する。 
(8) 原子炉施設等安全審査委員会において、当該原子炉施設に関し審議する場合は、

原則として出席する。 
(9) 当該原子炉施設に関し、この規定の改定及び保安上重要な規則等の制定、改定及

び廃止に参画する。 
(10) 原子炉施設の定期的な評価に関し、この規定に定める評価実施計画等を確認す

る。 
(11) 原子炉施設の廃止措置計画の作成に参画する。 

 

（原子炉主任技術者の職務） 
第 15 条 原子炉主任技術者は、当該原子炉施設の運転に関する保安の監督を誠実に行

うことを任務とし、その職務は次のとおりとする。 
(1) 原子炉施設の運転に関し、保安上必要な場合には、理事長又は原子力科学研究所

担当理事に対して意見を具申する。 
(2) 原子炉施設の運転に関し、保安上必要な助言、勧告又は指示をする。 
(3) 法及び法に関係する規則類（以下「法令」という。）に基づく定期報告を確認す

る。 
(4) 第 49 条の保安に関する業務報告の記載内容を確認する。 
 
(5) 第 51 条に該当する事象の原因調査に参画し報告書を確認する。 
(6) 第 32 条第１項に定める保安教育実施計画を確認する。 
(7) 原子炉施設等安全審査委員会において、当該原子炉施設に関し審議する場合は、

原則として出席する。 
(8) 当該原子炉施設に関し、この規定の改定及び保安上重要な規則等の制定、改定及

び廃止に参画する。 
(9) 原子炉施設の定期的な評価に関し、この規定に定める評価実施計画等を確認す

る。 
(10) 原子炉施設の廃止措置計画の作成に参画する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正

化、以下、号番号の繰上げ 

（廃止措置施設保安主務者の職務） 
第 15 条の２ 廃止措置施設保安主務者は、当該原子炉施設の廃止措置に関する保安の

監督を誠実に行うことを任務とし、その職務は次のとおりとする。 
(1) 原子炉施設の廃止措置に関し、保安上必要な場合には、所長に対して意見を具申

する。 
(2) 原子炉施設の廃止措置に関し、保安上必要な助言、勧告又は指示をする。 
(3) 法令に基づく定期報告を確認する。 
(4) 第 49 条の保安に関する業務報告の記載内容を確認する。 
(5) 法令に基づき行われる保安規定の遵守状況の検査等に原則として立会う。 
(6) 第 51 条に該当する事象の原因調査に参画し報告書を確認する。 
(7) 第 32 条第１項に定める保安教育実施計画を確認する。 
(8) 原子炉施設等安全審査委員会において、当該原子炉施設に関し審議する場合は、

原則として出席する。 

（廃止措置施設保安主務者の職務） 
第 15 条の２ 廃止措置施設保安主務者は、当該原子炉施設の廃止措置に関する保安の

監督を誠実に行うことを任務とし、その職務は次のとおりとする。 
(1) 原子炉施設の廃止措置に関し、保安上必要な場合には、所長に対して意見を具申

する。 
(2) 原子炉施設の廃止措置に関し、保安上必要な助言、勧告又は指示をする。 
(3) 法令に基づく定期報告を確認する。 
(4) 第 49 条の保安に関する業務報告の記載内容を確認する。 
 
(5) 第 51 条に該当する事象の原因調査に参画し報告書を確認する。 
(6) 第 32 条第１項に定める保安教育実施計画を確認する。 
(7) 原子炉施設等安全審査委員会において、当該原子炉施設に関し審議する場合は、

原則として出席する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正

化、以下、号番号の繰上げ 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(9) 当該原子炉施設に関し、この規定の改定及び保安上重要な規則等の制定、改定及

び廃止に参画する。 
(10) 原子炉施設の廃止措置計画の改正に参画する。 

 

(8) 当該原子炉施設に関し、この規定の改定及び保安上重要な規則等の制定、改定及

び廃止に参画する。 
(9) 原子炉施設の廃止措置計画の改正に参画する。 

 
第 16 条  （省略） 
 

第 16 条  （変更なし） 
 

 

 第４節 独立検査組織 

（独立検査組織の設置） 

第16条の２ 原子炉施設の運転・保守担当課から独立性を持たせた者による事業者

検査（以下「独立検査」という。）を行うために、研究所に独立検査を行う組織

として原子力施設検査室を設置する。 

 

事業者検査の独立性確保のための変

更 
 

 （事業者検査の独立性の確保等） 

第16条の３ 所長並びに原子炉施設の運転・保守担当課及びその部長は、独立検査

を行う組織の活動に不当な圧力や影響を与えてはならない。 

２ 独立検査に関係する者は、公衆及び放射線業務従事者の安全並びに機構の使命

を念頭に、法令や社会との約束を遵守し、与えられた職務の範囲内で誠実に業務

を履行しなければならない。 

 

事業者検査の独立性確保のための変

更 
 

第３章 品質保証 
（品質保証計画の策定） 
第 17 条 理事長は、この規定に定める原子炉施設に関する保安活動を適切に実施する

ため、トップマネジメントとして次の各号に掲げる事項を定めた品質保証計画を策

定しなければならない。 
(1) 品質保証計画の策定の目的に関すること。 
(2) 品質保証活動を行う者の職務及び組織に関すること。 
(3) 品質保証活動の実施に関すること。 
(4) 品質保証活動の評価に関すること。 
(5) 品質保証計画の継続的な改善に関すること。 
(6) 文書及び記録の管理に関すること。 

 

第３章 品質マネジメント計画 
（品質マネジメント計画） 
第17 条 第２条に係る保安活動のための品質マネジメント活動を実施するに当た

り、次のとおり品質マネジメント計画を定める。 
 

品質管理基準規則の制定に伴う変更 

以下、この章において同じ 

 

 

品質マネジメント計画は、別添に示

す。 

（品質保証活動の実施） 
第 18 条 理事長は、第７条第１項第２号から第 37 号に掲げる者に対し、品質保証計

画に基づき、所掌する保安活動の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む品質保

証活動を実施させなければならない。 
２ 第７条第１項第２号から第 37 号に掲げる者は、前項に基づき品質保証活動を実施

 

第 18 条 ～ 第26条の３（削除） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
しなければならない。 

 
（保安活動の計画、実施、評価及び継続的な改善） 
第 19 条 所長、部長及び課長は、保安活動に必要な計画又は管理の方法を策定しなけ

ればならない。 
２ 所長、部長及び課長は、前項に基づく保安活動を実施しなければならない。 
３ 所長及び部長は、所掌する保安活動を定期的に評価し、保安活動の継続的な改善を

行わなければならない。 
 

  

（検査及び試験） 
第 20 条 理事長は、品質保証計画に、検査及び試験について定めなければならない。 
２ 施設管理統括者は、前項に基づき、検査及び試験の管理の方法を定めなければなら

ない。 
３ 施設管理者は、第１項及び前項に基づき、検査及び試験の管理を行わなければなら

ない。 
 

  

（内部監査） 
第 21 条 理事長は、品質保証活動が適切に実施されていることを確認するため、統括

監査の職に毎年度１回以上、内部監査を実施させなければならない。 
２ 統括監査の職は、前項の内部監査を実施するときには、内部監査の年度計画を作成

し、理事長の承認を得なければならない。 
３ 統括監査の職は、前項の年度計画に基づき、内部監査員の選定を含む監査計画を策

定し、内部監査を実施しなければならない。 
４ 統括監査の職は、前項の結果を理事長に報告しなければならない。 
５ 統括監査の職は、第３項の内部監査の結果、明らかとなった不適合について、本部

においては安全・核セキュリティ統括部長に、研究所においては原子力科学研究所

担当理事に対して不適合の処理及び是正処置の実施を指示しなければならない。 
６ 安全・核セキュリティ統括部長又は原子力科学研究所担当理事は、前項の指示に対

する不適合の処理及び是正処置を実施し、その結果を統括監査の職に報告しなけれ

ばならない。また、予防処置が必要と判断した場合には、その処置を実施しなけれ

ばならない。 
７ 統括監査の職は、前項の報告を受けた場合には、採られた処置を検証し、その結果

を理事長に報告しなければならない。 
 

  

（不適合管理） 
第 22 条 理事長は、不適合管理に関し、品質保証計画に次の各号に掲げる事項を定め
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変 更 前 変 更 後 備 考 
なければならない。 
(1) 不適合が放置されることを防ぐための管理に関すること。 
(2) 不適合の性質の記録、不適合に対して採られた特別採用を含む処置の記録の維持

に関すること。 
(3) 不適合に修正を施した場合に、要求事項への適合性を実証するための再検証に関

すること。 
２ 統括監査の職、安全・核セキュリティ統括部長、所長及び部長は、所掌する保安活

動において不適合を検出した場合には、その不適合に関し、品質保証計画に基づき、

不適合を除去するために必要な処置を行わなければならない。 
３ 部長は、前項の不適合のうち、次の各号に該当する不適合の処置を所長に報告しな

ければならない。 
(1) 第 51 条に定める事象が発生した場合 
(2) この規定に適合しない事項が発生した場合 
(3) その他部長が所長に報告する必要があると判断した場合 

４ 所長は、前項の報告を受けた場合には、安全・核セキュリティ統括部長に報告しな

ければならない。 
 
（是正処置） 
第 22 条の２ 理事長は、是正処置に関し、品質保証計画に次の各号に掲げる事項を定

めなければならない。 
(1) 不適合の内容確認に関すること。 
(2) 不適合の原因特定に関すること。 
(3) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価に関すること。 
(4) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 
(5) 採った処置の結果の記録に関すること。 
(6) 是正処置において実施した活動のレビューに関すること。 

２ 統括監査の職、安全・核セキュリティ統括部長、所長及び部長は、所掌する保安活

動の是正処置に関し、品質保証計画に基づき、検出した不適合が再発することを防

止するために不適合の原因を除去する必要な処置を行わなければならない。 
３ 部長は、前項の是正処置のうち、前条第３項の不適合に関する是正処置を所長に報

告しなければならない。 
４ 所長は、前項の報告を受けた場合には、安全・核セキュリティ統括部長に報告しな

ければならない。 
 

  

（予防処置） 
第 23 条 理事長は、予防処置に関し、品質保証計画に次の各号に掲げる事項を定めな
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変 更 前 変 更 後 備 考 
ければならない。 
(1) 起こり得る不適合及びその原因の特定に関すること。 
(2) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価に関すること。 
(3) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 
(4) 採った処置の結果の記録に関すること。 
(5) 予防処置において実施した活動のレビューに関すること。 

２ 安全・核セキュリティ統括部長、所長及び部長は、所掌する保安活動の予防処置に

関し、品質保証計画に基づき、起こり得る不適合が発生することを防止するために

必要な処置を行わなければならない。 
３ 安全・核セキュリティ統括部長は、第 22 条第４項の報告及び前条第４項の報告に

ついて、品質保証計画に基づき、機構内に必要な予防処置を行わなければならない。 
 
（品質保証計画の継続的な改善） 
第 24 条 理事長は、品質保証計画に基づく品質保証活動が適切に実施されたことを評

価するため、年１回以上、マネジメントレビューを実施しなければならない。 
２ 管理責任者は、所掌する品質保証活動を確認し、次の各号に掲げる事項を評価して、

マネジメントレビューにおいて理事長に報告しなければならない。 
(1) 内部監査の結果 
(2) 原子力安全の達成に関する外部の受け止め方 
(3) 保安活動の成果を含む実施状況並びに検査及び試験の結果 
(4) 是正処置及び予防処置の状況 
(5) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 
(6) 品質保証活動に影響を及ぼす可能性のある変更 
(7) 品質保証活動の改善のための提案 

３ 理事長は、マネジメントレビューの結果に応じて、品質保証活動を適切かつ有効に

機能させるために、必要な改善事項を、統括監査の職、管理責任者、原子力科学研

究所担当理事及び安全・核セキュリティ統括部長に指示しなければならない。 
４ 理事長は、本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者を通じて前項の指示に対す

る処置状況を確認し、品質保証計画を継続的に改善しなければならない。 
 

  

（文書及び記録の管理） 
第 25 条 安全・核セキュリティ統括部長、所長及び部長は、品質保証計画に基づき、

文書及び記録の管理の方法に関し、以下の事項を定めなければならない。 
(1) この規定に定める保安に必要な文書及び記録に関すること。 
(2) 文書の作成、制定、レビュー、改定、識別、配付、外部文書及び廃止文書に関す

ること。 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(3) 記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関すること。 

２ 第７条第１項に掲げる者は、前項に基づき文書及び記録の管理を実施しなければな

らない。 
 
（品質保証に関する教育） 
第 26 条 理事長は、管理責任者に別表第４に掲げる教育を実施させなければならない。 
２ 所長は、内部監査員に別表第４に掲げる教育を実施し、教育の有効性を評価すると

ともに、それらの結果を記録しなければならない。 
３ 部長は、所掌する原子炉施設の保安活動に常時従事する者に対し、別表第４に掲げ

る教育を実施し、教育の有効性を評価するとともに、それらの結果を記録しなけれ

ばならない。 
 

  

（保安管理部安全審査会） 
第 26 条の２ 保安管理部内に、部内安全審査会を設置する。 
２ 部内安全審査会は、次の各号に係る事項について保安管理部長の諮問に応じ審議し

なければならない。 
(1) 第 30 条の３第１項に定める変更計画 
(2) 原子力科学研究所の共通施設の品質保証に関する事項 
(3) 第 26 条の３第１項に定める手引 

３ 保安管理部長は、部内安全審査会の審議結果を尊重しなければならない。 
 

 

 

 
 

 

（手引の作成） 
第 26 条の３ 
 

  
第４章の２に記載を移動 

第４章 放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理 （省略） 
 
 

第４章 放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理 （変更なし） 
 

 

第４章の２ 共通施設の管理 第４章の２ 共通施設の管理  
（手引の作成） 
第 26 条の３ 危機管理課長は、共通施設の保守に関する業務を施行するため共通施設

管理手引を作成し、保安管理部長の承認を受けなければならない。これを変更しよ

うとするときも同様とする。 
２ 保安管理部長は、前項の承認をしようとするときは、共通施設原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 
３ 保安管理部長は、第１項の承認をしたときは所長に報告しなければならない。 
 

（手引の作成） 
第 30 条の２ 危機管理課長は、共通施設の保守に関する業務を施行するため共通施設

管理手引を作成し、保安管理部長の承認を受けなければならない。これを変更しよ

うとするときも、同様とする。 
２ 保安管理部長は、前項の承認をしようとするときは、共通施設原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 
３ 保安管理部長は、第１項の承認をしたときは所長に報告しなければならない。 
 

 
記載場所の変更による条番号の変更 
 
記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（共通施設の維持点検） 
第 30 条の２ 危機管理課長は、別表第１の２に掲げる共通施設を備え付けるとともに、

その機能を常に正常に維持するよう管理しなければならない。また、故障又は経年

劣化による機器の性能の低下が生じた場合は、修理又は代替品と交換しなければな

らない。 
２ 危機管理課長は、別図第２に示すとおり、敷地内通信連絡設備を配置しなければな

らない。 
３ 危機管理課長は、別表第１の２に掲げる共通施設を同表に定める頻度以上で点検し

なければならない。 
４ 危機管理課長は、前項の点検を行った結果、共通施設に故障又は経年劣化による機

器の性能の低下が生じた場合であって、直ちに修理又は代替品を補充できないと認

めたときは、保安管理部長、共通施設原子炉主任技術者及び関係する施設管理者に

通報するとともに、その原因を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じな

ければならない。 
 

（共通施設の維持点検） 
第 30 条の３ 危機管理課長は、別表第１の２に掲げる共通施設を備え付けるととも

に、その機能を常に正常に維持するよう管理しなければならない。また、故障又は

経年劣化による機器の性能の低下が生じた場合は、修理又は代替品と交換しなけれ

ばならない。 
２ 危機管理課長は、別図第２に示すとおり、敷地内通信連絡設備を配置しなければな

らない。 
３ 危機管理課長は、別表第１の２に掲げる共通施設を同表に定める頻度以上で点検し

なければならない。 
４ 危機管理課長は、前項の点検を行った結果、共通施設に故障又は経年劣化による機

器の性能の低下が生じた場合であって、直ちに修理又は代替品を補充できないと認

めたときは、保安管理部長、共通施設原子炉主任技術者及び関係する施設管理者に

通報するとともに、その原因を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じな

ければならない。 
 

 
条番号の繰下げ 

 （施設管理目標の策定） 
第 30 条の４ 保安管理部長は、共通施設について、第２条第２項に基づき理事長が定

める施設管理方針に従って、達成すべき施設管理目標を策定し、所長の承認を受け

なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
 

 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 

 （施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 
第 30 条の５ 危機管理課長は、前条の施設管理目標を踏まえて、共通施設のうち重要

度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定しなければならない。ただし、

目標設定すべき重要度の高い設備・機器がない場合は、この限りでない。 
２ 危機管理課長は、前項の定量的な施設管理目標について、保安管理部長の承認を

受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
３ 保安管理部長は、前項の承認をしようとするときは、共通施設原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 
 

 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 

 （施設管理実施計画等の策定） 
第 30 条の６ 危機管理課長は、共通施設について、次の各号に掲げる事項を定めた「施

設管理実施計画」を策定しなければならない。ただし、施設管理上必要としない事

項については、この限りでない。 
イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 
ロ 共通施設の設計及び工事に関すること。 
ハ 共通施設の巡視（共通施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
ニ 共通施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期に関すること。 
ホ 共通施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に

関すること。 
ヘ 共通施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関

すること。 
ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に

関すること。 
チ 共通施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 危機管理課長は、共通施設について、次の各号に掲げる事項を整理した「設備保

全整理表」及び「検査要否整理表」を策定しなければならない。 
イ 共通施設の工事の方法及び時期 
ロ 共通施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 危機管理課長は、第１項の施設管理実施計画及び前項の設備保全整理表及び検査

要否整理表について、保安管理部長の承認を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。 
４ 保安管理部長は、前項の承認をしようとするときは、共通施設原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 
 

 （保全活動の実施） 
第 30 条の７ 危機管理課長は、共通施設について、施設管理実施計画並びに設備保全

整理表及び検査要否整理表に定めるところにより、保全活動を実施しなければなら

ない。 
 

 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 

 （保全活動の有効性評価及び改善） 
第 30 条の８ 危機管理課長は、共通施設について、保全活動（工事、巡視、点検及び

検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて

行い、必要と認める場合には改善を行わなければならない。 
 

 
施設管理に係る活動の追加に係る変

更 

 （定期事業者検査） 
第 30 条の９ 原子力施設検査室長は、共通施設の定期事業者検査を実施しようとする

ときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、

共通施設原子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。ただし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影

響しない軽微な変更については、この限りでない。 
(1) 定期事業者検査計画 
イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

 
検査制度の見直しに伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
ロ 検査の項目及び実施体制 
ハ 予定期間 
二 定量的な施設管理目標（第 30 条の５の規定により策定した場合に限る） 

(2) 定期事業者検査要領書 
イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 検査の項目及び検査場所 
ハ 検査前条件 
ニ 検査の確認方法及び検査手順 
ホ 検査の判定基準 

２ 危機管理課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検査に必要な情報を

提供しなければならない。 
３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、危機管理課長に通知しなけ

ればならない。 
４ 危機管理課長は、前項の通知を受けたときは、保安管理部長に通知しなければな

らない。 
５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績

書を取りまとめ、共通施設原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 
 

（共通施設の変更に係る措置） 
第 30 条の３ 危機管理課長は、別表第１の２に掲げる共通施設の設置場所、対象機器

又は数量の変更を行おうとする場合において、その変更が設計及び工事の方法の認

可申請を伴うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした変更計画を作成し、保

安管理部長の同意を得るものとし、同意した保安管理部長は所長の承認を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも同様とする。 
(1) 変更をする施設、装置又は機器等の名称 
(2) 変更の内容 
(3) 予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、共通施設原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 
３ 危機管理課長は、第１項の承認を受けたときは、当該変更に関係のある課長等に

通知しなければならない。 
 

（共通施設の変更に係る措置） 
第 30 条の 10 危機管理課長は、別表第１の２に掲げる共通施設の設置場所、対象機

器又は数量の変更を行おうとする場合において、その変更が法第 28 条第１項に定め

る使用前事業者検査を伴うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした変更計画

を作成し、保安管理部長の確認を受けるものとし、確認した保安管理部長は所長の

承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
(1) 変更する施設、装置又は機器等の名称 
(2) 変更の内容 
(3) 予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、共通施設原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 
３ 危機管理課長は、第１項の承認を受けたときは、当該変更に関係のある課長等に

通知しなければならない。 

 
条番号の繰下げ 
検査制度の見直しに伴う記載の適正

化 

 （使用前事業者検査） 
第 30 条の 11 原子力施設検査室長は、共通施設の使用前事業者検査を実施しようと

するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定

し、共通施設原子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようと

 
検査制度の見直しに伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
するときも、同様とする。ただし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性

に影響しない軽微な変更については、この限りでない。 
(1) 使用前事業者検査計画 
イ 変更する施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 変更の内容 
ハ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 
イ 変更する施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 検査の項目及び検査場所 
ハ 検査前条件 
ニ 検査の確認方法及び検査手順 
ホ 検査の判定基準 

２ 危機管理課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検査に必要な情報を

提供しなければならない。 
３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、危機管理課長に通知しなけ

ればならない。 
４ 危機管理課長は、前項の通知を受けたときは、保安管理部長に報告するとともに、

関係のある部長等に通知しなければならない。 
５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績

書を取りまとめ、共通施設原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 
 

（共通施設の変更の報告） 
第 30 条の４ 危機管理課長は、前条の定めにより作成した変更計画の作業が終了した

ときは、その結果を保安管理部長に報告するとともに、当該変更に関係のある本体

施設の施設管理者に通知しなければならない。 
 
 
 
２ 保安管理部長は、前項の報告を受けたときは、共通施設原子炉主任技術者に通知す

るとともに、所長に報告しなければならない。 
 

（共通施設の変更の報告等） 
第 30 条の 12 原子力施設検査室長は、第 30 条の９第５項及び第 30 条の 11 第５項の

確認を受けたときは、その結果を危機管理課長に通知しなければならない。 
２ 危機管理課長は、第 30 条の９の定期事業者検査を終了したとき、第 30 条の 10
の共通施設の変更に係る作業及び前条の使用前事業者検査が終了したときは、その

結果を保安管理部長に報告するとともに、関係のある課長等に通知しなければなら

ない。 
３ 保安管理部長は、前項の報告を受けたときは、共通施設原子炉主任技術者に通知

するとともに、所長に報告しなければならない。 
 

 
検査制度の見直しに伴う記載の適正

化 

第５章 核燃料物質等の運搬 （省略） 
 

第５章 核燃料物質等の運搬 （変更なし） 
 

 

第６章 保安教育及び保安訓練 
（保安教育実施計画） 
第 32 条 所長は、原子炉施設の保安活動に従事する者に対し、別表第５に定める保安

第６章 保安教育及び保安訓練 
（保安教育実施計画） 
第 32 条 所長は、原子炉施設の保安活動に従事する者に対し、別表第５に定める保安
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変 更 前 変 更 後 備 考 
教育を実施するため、保安教育の項目、内容及び実施時期を記載した保安教育実施

計画を毎年度作成し、原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者の同意を得な

ければならない。 
２ 部長等は、前項の保安教育実施計画及び第 26 条第３項に定める品質保証に関する

教育を行うため、教育受講対象者を記載した部保安教育実施計画を作成しなければ

ならない。 
３ 部長等は、前項の部保安教育実施計画に基づく保安教育を実施しなければならな

い。 
４ 部長等は、当該年度において別表第５の保安教育実施方針に定める教育内容と同等

以上と認められる教育を他の施設又は他の事業所等で受けた者については、その受

講内容に応じた教育を免除することができる。 
５ 部長等は、前項に基づき保安教育の免除をするに当たっては、その保安教育を実施

した者の証明を確認しなければならない。 
６ 施設管理統括者は、当該原子炉施設の運転及び管理、その他原子炉を利用する業務

に新たに従事する者に対して、第２項に定める教育を受けた者でなければ、当該施

設に係る業務に従事させてはならない。 
７ 部長は、放射線業務従事者のうち原子炉施設の緊急作業に従事する者（以下「緊急

作業従事者」という。）として選定を受けようとする者に対し、別表第５の２に定め

る緊急作業についての教育を実施しなければならない。ただし、同表に定める教育

内容と同等以上と認められる教育を他の施設又は他の事業所等で受けた者について

は、その受講内容に応じた教育を免除することができる。 
８ 部長等は、第２項に基づく部保安教育実施計画並びに第３項及び前項に基づく教育

の実施結果を所長に報告しなければならない。 
 

教育を実施するため、保安教育の項目、内容及び実施時期を記載した保安教育実施

計画を毎年度作成し、原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者の同意を得な

ければならない。 
２ 部長等は、前項の保安教育実施計画に関する教育を行うため、教育受講対象者を記

載した部保安教育実施計画を作成しなければならない。 
 
３ 部長等は、前項の部保安教育実施計画に基づく保安教育を実施しなければならな

い。 
４ 部長等は、当該年度において別表第５の保安教育実施方針に定める教育内容と同等

以上と認められる教育を他の施設又は他の事業所等で受けた者については、その受

講内容に応じた教育を免除することができる。 
５ 部長等は、前項に基づき保安教育の免除をするに当たっては、その保安教育を実施

した者の証明を確認しなければならない。 
６ 施設管理統括者は、当該原子炉施設の運転及び管理、その他原子炉を利用する業務

に新たに従事する者に対して、第２項に定める教育を受けた者でなければ、当該施

設に係る業務に従事させてはならない。 
７ 部長は、放射線業務従事者のうち原子炉施設の緊急作業に従事する者（以下「緊急

作業従事者」という。）として選定を受けようとする者に対し、別表第５の２に定め

る緊急作業についての教育を実施しなければならない。ただし、同表に定める教育

内容と同等以上と認められる教育を他の施設又は他の事業所等で受けた者について

は、その受講内容に応じた教育を免除することができる。 
８ 部長等は、第２項に基づく部保安教育実施計画並びに第３項及び前項に基づく教育

の実施結果を所長に報告しなければならない。 
 

 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 

第 33 条  （省略） 
 
 

第 33 条  （変更なし） 
 

 

第７章 原子炉施設の定期的な評価 
（定期的な評価の実施に係る措置） 
第 34 条 所長は、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和

32 年総理府令第 83 号。以下「試験炉規則」という。）第 14 条の２に基づき、次

の各号に掲げるところにより、原子炉施設の定期的な評価を、施設管理統括者に実

施させなければならない。 
(1) 保安活動に関する評価 
（ｲ）原子炉施設における保安活動の実施状況の評価について、評価後 10 年を超え

ない期間ごとに再評価を行うこと。 

第７章 原子炉施設の定期的な評価 
（定期的な評価の実施に係る措置） 
第 34 条 所長は、試験炉規則第 14 条の２に基づき、次の各号に掲げるところにより、

原子炉施設（廃止措置計画の認可を受けた原子炉施設を除く。）の保安活動に関する

定期的な評価を、施設管理統括者に実施させなければならない。 
 
 

(1) 原子炉施設における保安活動の実施状況の評価について、評価後 10 年を超えな

い期間ごとに再評価を行うこと。 

 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
 
号番号の変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（ﾛ）原子炉施設における保安活動への最新技術知見の反映状況の評価について、評

価後 10 年を超えない期間ごとに再評価を行うこと。 
(2) 高経年化に関する評価 
 
 
（ｲ）運転開始後 30 年を経過する日までに、経年変化に関する技術的な評価を行い、

評価後 10 年を超えない期間毎に再評価を行うこと。 
 

(2) 原子炉施設における保安活動への最新技術知見の反映状況の評価について、評価

後 10 年を超えない期間ごとに再評価を行うこと。 
２ 所長は、試験炉規則第９条の２に基づき、次の各号に掲げるところにより、原子

炉施設（廃止措置計画の認可を受けた原子炉施設を除く。）の高経年化に関する定期

的な評価を、施設管理統括者に実施させなければならない。 
(1) 運転開始後 30 年を経過する日までに、経年変化に関する技術的な評価を行い、

評価後 10 年を超えない期間毎に再評価を行うこと。 
 

号番号の変更 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
号番号の変更 

第 35 条 ～ 第 37 条  （省略） 
 

第 35 条 ～ 第 37 条  （変更なし） 
 

 

（高経年化に関する評価に基づく保全計画の策定） 
第 38 条 施設管理統括者は、第 34 条第２号の高経年化に関する評価の結果に基づき、

評価後 10 年間の保全計画を策定し、所長の承認を受けなければならない。これを

変更する場合においても同様とする。 
２ 所長は、前項の承認をしようとする場合には、原子炉主任技術者の同意を得なけれ

ばならない。 
３ 所長は、前項の承認をした場合、保全計画に基づき保全の措置を実施しなければな

らない。 
４ 施設管理統括者は、前項に基づき実施した保全活動の実施状況について、施設定期

検査終了後速やかにとりまとめ、所長及び原子炉主任技術者に報告しなければなら

ない。 
 

（高経年化に関する評価に基づく長期施設管理方針の策定） 
第 38 条 施設管理統括者は、第 34 条第２項の高経年化に関する評価の結果に基づき、

評価後 10 年間の長期施設管理方針を策定し、所長の承認を受けなければならない。

これを変更する場合においても同様とする。 
２ 所長は、前項の承認をしようとする場合には、原子炉主任技術者の同意を得なけれ

ばならない。 
３ 所長は、前項の承認をした場合、長期施設管理方針に基づき保全の措置を実施しな

ければならない。 
４ 施設管理統括者は、前項に基づき実施した保全活動の実施状況について、定期事業

者検査終了後速やかにとりまとめ、所長及び原子炉主任技術者に報告しなければな

らない。 
 

法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 

第８章 非常の場合に採るべき措置 
第１節 ～ 第４節 （省略） 

 

第８章 非常の場合に講ずべき措置 
第１節 ～ 第４節 （変更なし） 

 

法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 

第９章 研究所に所属しない職員等、及び職員等以外の者に対する保安措置及び放射 
線管理 （省略） 
 

第９章 研究所に所属しない職員等、及び職員等以外の者に対する保安措置及び放射 
線管理 （変更なし） 
 

 

第 10 章 記録及び報告 
（記録及び保存） 
第 48 条 原子炉施設の保安に関する記録は、試験炉規則第６条に基づく別表第６に示

すところにより記録し保存しなければならない。 
２ この規定に定める保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する記録は、第 25 条に

定める文書及び記録の管理の方法に基づき記録し、保存しなければならない。 
 

第 10 章 記録及び報告 
（記録及び保存） 
第 48 条 原子炉施設の保安に関する記録は、試験炉規則第６条に基づく別表第６に示

すところにより記録し保存しなければならない。 
２ この規定に定める保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する記録は、第 17 条に

定める文書及び記録の管理の方法に基づき記録し、保存しなければならない。 
 

 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 

第 49 条 ～ 第 51 条（省略） 第 49 条 ～ 第 51 条  （変更なし）  
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第１ 原子炉施設の区分（第３条関係） 別表第１ 原子炉施設の区分（第３条関係）  

 
（以下省略） 
 

 
（以下変更なし） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設編との記載の整合 

別表第１の２ 共通施設（第３条・第 30 条の２関係） 
（省略） 

別表第１の２ 共通施設（第３条・第 30 条の２関係） 
（変更なし） 
 

 

別表第２ 非常事態（第４条第 18 号・第 39 条・第 40 条・第 42 条関係） 
（省略） 

別表第２ 非常事態（第４条第 18 号・第 39 条・第 40 条・第 42 条関係） 
（変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第３ 各職位とこの規定で定める保安活動及び品質保証活動との関連（第７条第 
２項関係） 

 

別表第３ 各職位とこの規定で定める保安活動及び品質マネジメント活動との関連（第

７条第２項関係） 

 

品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
事業者検査の独立性確保のための変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第４ 品質保証に関する教育（第 26 条・第 32 条第２項関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第４ （削除） 
 
 

品質管理基準規則の制定に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第５ 原子炉施設の保安活動に従事する者の保安教育実施方針（第 32 条関係） 

 

別表第５ 原子炉施設の保安活動に従事する者の保安教育実施方針（第 32 条関係） 

 

 
 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 

注記 
1. 各項目は毎年度１回以上実施する。ただし、変更・改正があったときは、その都度、

変更・改正内容に応じた時間教育する。 
2. 放射線業務従事者において、長期とは年間契約に基づく作業員を、短期とはその他

の契約の作業員をいう。短期の放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者に

対する教育時間は、業務に応じた時間数とする。 
凡例 
◎： 全員が教育の対象 
○： 業務に関連する者が対象（業務に応じ省略することができる） 

注記 
1. 各項目は毎年度１回以上実施する。ただし、変更・改正があったときは、その都度、

変更・改正内容に応じた時間教育する。 
2. 放射線業務従事者において、長期とは年間契約に基づく作業員を、短期とはその他

の契約の作業員をいう。短期の放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者に

対する教育時間は、業務に応じた時間数とする。 
凡例 
◎： 全員が教育の対象 
○： 業務に関連する者が対象（業務に応じ省略することができる） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
△： 第 32 条４項に掲げる者は免除することができる項目 
×：対象外 
＊１：放射線業務従事者の指定教育受講状況に応じて省略ができる項目 
＊２：廃止措置期間中の施設については廃止措置に関すること。ただし、ＪＲＲ－４

及びＴＲＡＣＹの教育内容については、それぞれ第６編及び第 12 編に示す。 

△： 第 32 条４項に掲げる者は免除することができる項目 
×：対象外 
＊１：放射線業務従事者の指定教育受講状況に応じて省略ができる項目 
＊２：廃止措置期間中の施設については廃止措置に関すること。ただし、ＪＲＲ－２、

ＪＲＲ－４及びＴＲＡＣＹの教育内容については、それぞれ第４編、第６編及び第

12 編に示す。 
 
 

 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 

別表第５の２ 緊急作業従事者選定前教育（第 32 条関係） 
（省略） 

別表第５の２ 緊急作業従事者選定前教育（第 32 条関係） 
（変更なし） 
 

 

別表第５の３ 緊急作業従事者選定前及び選定後訓練（第 33 条関係） 
（省略） 

別表第５の３ 緊急作業従事者選定前及び選定後訓練（第 33 条関係） 
（変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第６ 試験炉規則に基づく記録(第 48 条関係) 

 

別表第６ 試験炉規則に基づく記録(第 48 条関係) 

 

 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

  

 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

  

法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

  
 

以下番号繰り上げ 
 
 
 
 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 
＊１：第 20 条の検査及び試験に係る規定が関連する。 
＊２：当該記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存し

ている期間が５年を超えた場合において、原子炉設置者がその記録を原子力規制

委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間 

（削る） 
＊１：当該記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存し

ている期間が５年を超えた場合において、原子炉設置者がその記録を原子力規制

委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
 
 
 
法令及び規則の改正に伴う記載の変

更 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
以下番号の繰り上げ 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
＊３：原子炉設置変更許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 
＊４：原子炉停止中の場合を含む。試験・検査、点検及び保守で計画的に発報させる

ものは、記録から除外する。 
＊５：当該記録の保存期間が満了するまで保管する。 
＊６：ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの廃棄物保管場所に保管す

る固体廃棄物に係る記録責任者は、当該固体廃棄物を発生させた課長等又は共用

の容器に収納される固体廃棄物を管理する区域管理者とし、廃棄物処理場に引き

渡した後の放射性廃棄物に係る記録責任者は、放射性廃棄物管理第１課長とする。 
＊７：ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの廃棄物保管場所に保管す

る固体廃棄物に係る記録の保存責任者は、当該固体廃棄物を発生させた課長等又

は共用の容器に収納される固体廃棄物を管理する区域管理者とし、廃棄物処理場

に引き渡した後の放射性廃棄物に係る記録の保存責任者は、放射性廃棄物管理第

１課長とする。 
＊８：ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの廃棄物保管場所に保管す

る固体廃棄物に係る記録の保存期間は、当該固体廃棄物を廃棄物処理場に引き渡

すまでの期間とし、廃棄物処理場に引き渡した後の放射性廃棄物に係る記録の保

存期間は、法 43 条の３の２第３項において準用する法第 12 条の６第８項の確認

を受けるまでの期間とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊２：原子炉設置変更許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 
＊３：原子炉停止中の場合を含む。試験・検査、点検及び保守で計画的に発報させる

ものは、記録から除外する。 
＊４：当該記録の保存期間が満了するまで保管する。 
＊５：ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの廃棄物保管場所に保管す

る固体廃棄物に係る記録責任者は、当該固体廃棄物を発生させた課長等又は共用

の容器に収納される固体廃棄物を管理する区域管理者とし、廃棄物処理場に引き

渡した後の放射性廃棄物に係る記録責任者は、放射性廃棄物管理第１課長とする。 
＊６：ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの廃棄物保管場所に保管す

る固体廃棄物に係る記録の保存責任者は、当該固体廃棄物を発生させた課長等又

は共用の容器に収納される固体廃棄物を管理する区域管理者とし、廃棄物処理場

に引き渡した後の放射性廃棄物に係る記録の保存責任者は、放射性廃棄物管理第

１課長とする。 
＊７：ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹの廃棄物保管場所に保管す

る固体廃棄物に係る記録の保存期間は、当該固体廃棄物を廃棄物処理場に引き渡

すまでの期間とし、廃棄物処理場に引き渡した後の放射性廃棄物に係る記録の保

存期間は、法 43 条の３の２第３項において準用する法第 12 条の６第８項の確認

を受けるまでの期間とする。 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第１編 総則） 

38 
 

変 更 前 変 更 後 備 考 
別図第１ 原子炉施設の保安に関する組織図（第６条関係） 

 

別図第１ 原子炉施設の保安に関する組織図（第６条関係） 

 

 
 

 
 
 
 
品質管理基準規則の制定に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
事業者検査の独立性確保のための変

更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 

別図第２ 敷地内通信連絡設備 
（省略） 
 

別図第２ 敷地内通信連絡設備 
（変更なし） 
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別添 

 

 

【品質マネジメント計画】 

 

1. 目的 

本品質マネジメント計画は、原子炉施設における保安活動に関して、原子力施

設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和 2

年原子力規制委員会規則第 2 号）に従って、原子炉施設の安全の確保・維持・向

上を図るための保安活動に係る品質マネジメントシステムを構築し、実施し、評

価確認し、継続的に改善することを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

本品質マネジメント計画は、原子炉施設において実施する保安活動に適用する。 

 

3. 定義 

本品質マネジメント計画における用語の定義は、原子力施設の保安のための業

務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のため

の業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈並びにJIS Q 9000：

2015 品質マネジメントシステム－基本及び用語に従うものとする。 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質マネジメント計画に従い、保安活動に係る品

質マネジメントシステムを構築し、文書化し、実施し、維持するとともに、

その有効性を評価し、継続的に改善する。 

(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステ

ムを構築し、運用する。その際、次の事項を考慮する。 

a) 原子炉施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全

に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大

きさ 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適

切に計画され、若しくは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、原子炉施設に適用される関係法令及び規制要求事項

を明確にし、品質マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそ
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れらの組織への適用を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて

次の事項を実施する。 

図 4.1 に基本プロセスと各組織への適用に関する「品質マネジメントシス

テム体系図」を示す。 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスにより達成される結果を

明確にする。 

b) プロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）

を明確にする。 

図 4.2 に「品質マネジメントシステムプロセス関連図」を示す。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実

にするために、必要な保安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指

標を含む。以下「保安活動指標」という。）並びに判断基準及び方法を

明確にする。 

d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利

用できる体制を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）。 

e) これらのプロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監

視及び測定することが困難な場合は、この限りでない。 

f) これらのプロセスについて、「7.1業務の計画」どおりの結果を得るため、

かつ、有効性を維持するために必要な処置（プロセスの変更を含む。）

を行う。 

g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれた

ものにする。 

h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確

保されるように適切に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の

安全に係る対策とが互いに与える潜在的な影響を特定し、解決すること

を含む。 

i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・原子炉施設に係る要求事項への適合に影響を

与える保安活動のプロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理

の方式及び程度を「7.4 調達」に従って明確にし、管理する。 

(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行

う。 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一  般 

品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応

じて作成し、次の文書体系の下に管理する。 

また、表 4.2.1に原子炉施設に係る品質マネジメントシステム文書を示す。 
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(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 品質マニュアル（一次文書） 

本品質マネジメント計画 

原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメン

ト計画書 

(3) この規定が要求する手順及び組織が必要と判断した規則等の文書（二次文

書）及び記録 

(4) 組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、

二次文書以外に組織が必要と判断した指示書、図面等を含む文書（三次文

書）及び記録 

 

4.2.2 品質マニュアル 

理事長は、品質マニュアルとして、次の事項を含む本品質マネジメント計

画を策定し、必要に応じ見直し、維持する。また、本品質マネジメント計画

の運営を具体化するために、原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使

用施設等品質マネジメント計画書を作成する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を

管理し、不適切な使用又は変更を防止する。ただし、記録となる文書は、

「4.2.4 記録の管理」に規定する要求事項に従って管理する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の「文書及び記録管理要領」を

定め、所長は、「原子力科学研究所文書及び記録の管理要領」を定め、

部長は、各部の文書及び記録の管理要領を定め、次に掲げる業務に必要

な管理の手順を規定する。 

a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認

する。 

b) 文書は定期的に改定の必要性についてレビューする。また、改定する

場合は、文書作成時と同様の手続で承認する。 

c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部

門の要員を参加させる。 

d) 文書の変更内容の識別及び最新の改定版の識別を確実にする。 

e) 該当する文書の最新の改定版又は適切な版が、必要なときに、必要な

ところで使用可能な状態にあることを確実にする。 
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f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にす

る。 

g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定

した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確

実にする。 

h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの

目的で保持する場合には、適切に識別し、管理する。 

i) 文書の改定時等の必要な時に文書作成時に使用した根拠等が確認でき

るようにする。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 保安に係る各組織は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステム

の効果的運用の証拠を示すために作成する記録の対象を明確にし、管理

する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の｢文書及び記録管理要領｣を定

め、所長は、｢原子力科学研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部

長は、各部の文書及び記録の管理要領を定め、次に掲げる管理の手順を

規定する。 

a) 記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管

理を行う。 

b) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 

 

5. 経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任をもって品

質マネジメントシステムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善している

ことを実証するために、次の事項を行う。 

a) 品質方針を設定する。 

b) 品質目標が設定されていることを確実にする。 

c) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整え

る。 

d) マネジメントレビューを実施する。 

e) 資源が使用できることを確実にする。 

f) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保すること

の重要性を、組織内に周知する。 

g) 保安活動に関して、担当する業務について理解し遂行する責任を持つこと

を要員に認識させる。 

h) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及
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び説明する責任を考慮して確実に行われるようにする。 

 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際に

は、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がその

他の事由によって損なわれないようにすることを確実にする。 

 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす品質方針を設定する。これには、安全文

化を育成し維持することに関するもの及び施設管理に関する方針を含む。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善

に対して責任を持って関与することを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され、理解される。 

e) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを

含む。 

 

5.4 計  画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、保安に係る組織において、毎年度、品質目標（業務・原子炉

施設に対する要求事項を満たすために必要な目標（7.1（4）b）参照）

を含む。）が設定されていることを確実にする。 

また、保安活動の重要度に応じて、品質目標を達成するための計画（7.1

（4）参照）が作成されることを確実にする。 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれているこ

とを確実にする。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 理事長は、4.1 項に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメン

トシステムの構築と維持について、本品質マネジメント計画を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの

変更を計画し、実施する場合には、管理責任者を通じて、その変更が品

質マネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れ

ていることをレビューすることにより確実にする。この場合において、

保安活動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響

の程度及び必要な処置を含む。） 
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b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、第 1 編第 2 章の保安管理体制について、各組織を通じて全体に

周知し、保安活動に関係する要員が理解することを確実にする。 

また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順となる文書(4.2.1 参照)

を定めさせ、関係する要員が自らの職務の範囲において、その保安活動の内

容について責任を持って業務を遂行するようにする。 

 

5.5.2 管理責任者 

(1) 理事長は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセス

を除く。）においては安全・核セキュリティ統括部長、研究所において

は原子力科学研究所担当理事を管理責任者とする。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域

において次に示す責任及び権限をもつ。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を

確実にする。 

b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無につい

て、理事長に報告する。 

c) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子

力の安全を確保するための認識を高めることを確実にする。 

d) 関係法令を遵守する。 

 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、5.5.1 に定める管理者に、所掌する業務に関して、次に示す

責任及び権限を与えることを確実にする。 

a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に

改善する。 

b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設に対する要求事項について

の認識を高める。 

c) 成果を含む業務の実施状況について評価する。 

d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のための

リーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 
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a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施

状況を監視測定する。 

b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全へ

の取組を積極的に行えるようにする。 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に

確実に伝達する。 

d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、

要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるよう

にする。 

e) 要員が、積極的に業務の改善への貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組

むべき改善の機会を捉えるため、年1回以上（年度末及び必要に応じて）、

自己評価（安全文化について強化すべき分野等に係るものを含む。）を

実施する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

理事長は、組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にす

るため、機構に中央安全審査・品質保証委員会を、所長は、研究所に原子炉

施設安全審査委員会及び品質保証推進委員会を置く。また、理事長は、マネ

ジメントレビューを通じて、原子炉施設の品質マネジメントシステムの有効

性に関する情報交換が行われることを確実にする。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一  般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、か

つ有効であることを確実にするために、「マネジメントレビュー実施要

領」に基づき、年１回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレ

ビューを実施する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び

品質方針を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

管理責任者は、マネジメントレビューへのインプット情報として、次の事

項を含め報告する。 

a) 内部監査の結果 

b) 組織の外部の者からの意見 

c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況

を含む。） 
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d) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」と

いう。）並びに自主検査等の結果 

e) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について

強化すべき分野等に係る自己評価の結果を含む。） 

f) 関係法令の遵守状況 

g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローア

ップ 

i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

j) 改善のための提案 

k) 資源の妥当性 

l) 保安活動の改善のために実施した処置の有効性 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関す

る決定及び処置を含め、管理責任者に必要な改善を指示する。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために

必要な資源 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（4.2.4

参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を

行う。 

 

6. 資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、原子力科学研究所担当

理事、所長及び部長は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞ

れの権限及び責任において確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 
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6.2 人的資源 

6.2.1 一  般 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、原

子力科学研究所担当理事、所長、部長及び課長は、原子力の安全を確実

なものにするために必要とする要員を明確にし、保安に係る組織体制を

確保する。 

(2) 保安に係る各組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験

を判断の根拠として、力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必

要な力量を明確にすることを確実にする。 

 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 部長は、要員の力量を確保するために、教育・訓練に関する管理要領を

定め、保安活動の重要度に応じて、次の事項を確実に実施する。 

a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性

の認識及び原子力の安全に自らどのように貢献しているかを認識する

ことを確実にする。 

e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、

管理する（4.2.4 参照）。 

(2) 理事長は、監査員の力量について、「原子力安全監査実施要領」に定め

る。 

(3) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部における原子力の安全に影響

を及ぼす業務のプロセスを明確にし、(1)項の a)から e)に準じた管理

を行う。 

 

 6.3 インフラストラクチャ 

  部長及び課長は、インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及び

サービスの体系をいう。）を「7.1 業務の計画」にて明確にし、これを維持管理

する。 

 

 6.4 作業環境 

  部長及び課長は、保安のために業務に必要な作業環境を「7.1 業務の計画」

にて明確にし、運営管理する。なお、この作業環境には、作業場所の放射線量、

温度、照度及び狭隘の程度など作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。 
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7. 業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 所長及び部長は、原子炉施設ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管

理等（保安規定に基づく保安活動）について業務に必要なプロセスの計画

又は要領（二次文書）を表 4.2.1 のとおり策定する。 

(2) 所長、部長及び課長は、業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）

に基づき、個別業務に必要な計画（三次文書：マニュアル、手引、手順等）

を作成して、業務を実施する。 

(3) 上記(1)､(2)の業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロ

セスの要求事項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保す

る。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務の計画の策定及び変更に当たっては、次の事

項のうち該当するものについて個別業務への適用の程度とその内容を明確

にする。 

a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原

子力の安全への影響の程度及び必要な処置を含む。） 

b) 業務・原子炉施設に対する品質目標及び要求事項 

c) 業務・原子炉施設に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資

源の提供の必要性 

d) 業務・原子炉施設のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監

視及び測定並びにこれらの合否判定基準 

e) 業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が要求事項を満たしているこ

とを実証するために必要な記録（4.2.4 参照） 

(5) 業務の計画は、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとす

る。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長は、本部において原子炉施設の

保安活動を支援するその他業務がある場合、該当する業務のプロセスを明

確にし、上記(1)から(5)項に準じて業務の計画を策定し、管理する。 

 

7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

所長、部長及び課長は、次の事項を「7.1 業務の計画」において明確にする。 

a) 業務・原子炉施設に関連する法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設に必要な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項（安全基準等） 

 

7.2.2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 部長及び課長は、業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。
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このレビューは、その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは、次の事項について確認する。 

a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる

場合には、それについて解決されている。 

c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記

録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務・原子炉施設に対する要求事項が変更され

た場合には、関連する文書を改定する。また、変更後の要求事項が関連

する要員に理解されていることを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

所長、部長及び課長は、原子力の安全に関して組織の外部の者と適切なコ

ミュニケーションを図るため、効果的な方法を明確にし、これを実施する。 

 

7.3 設計・開発 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設の設計・開発の計画を策

定し、管理する。この設計・開発には、設備、施設、ソフトウェア及び

原子力の安全のために重要な手順書等に関する設計・開発を含む。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にす

る。 

a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並び

に管理体制 

c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

d) 設計開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 担当部長又は課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明

確な割当てを確実にするために、設計・開発に関与する関係者(他部署

を含む。)間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 担当部長又は課長は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切

に変更する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設の要求事項に関連するイ

ンプットを明確にし、記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。インプッ

トには次の事項を含める。 
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a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 担当部長又は課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビ

ューし承認する。要求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、

相反することがないようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプット（機

器等の仕様等）は、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うの

に適した形式により管理する。また、次の段階に進める前に、承認をす

る。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、

次の状態とする。 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達、業務の実施及び原子炉施設の使用に対して適切な情報を提供す

る。 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照して

いる。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の適切な段階において、

次の事項を目的として、計画されたとおり(7.3.1 参照)に体系的なレビ

ューを行う。 

a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階

に関連する部署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処

置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプットが、

設計・開発へのインプットとして与えられている要求事項を満たしてい

ることを確実にするために、計画されたとおり(7.3.1 参照)に検証を実

施する。 
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(2) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置が

あればその記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の結果として得られる原

子炉施設又は個別業務が、規定された性能、指定された用途又は意図さ

れた用途に係る要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画し

た方法(7.3.1 参照)に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。た

だし、当該原子炉施設の設置の後でなければ妥当性確認を行うことがで

きない場合は、当該原子炉施設の使用を開始する前に、設計・開発の妥

当性確認を行う。 

(2) 担当部長又は課長は、実行可能な場合はいつでも、原子炉施設を使用又

は個別業務を実施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認

を完了する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な

処置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の変更を行った場合は変

更内容を識別するとともに、その記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

(2) 担当部長又は課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を

適切に行い、その変更を実施する前に承認する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更

が、当該原子炉施設を構成する要素（材料又は部品）及び関連する原子

炉施設に及ぼす影響の評価を行う。 

(4) 担当部長又は課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記

録及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

 

7.4 調  達 

  所長は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）の調達を着実

にするため、調達に関する管理要領（契約部長が所掌する事項を除く。）を定め、

次の事項を管理する。 

  また、契約部長は、供給先の評価・選定に関する要領を定め、本部契約に関

する業務を実施する。 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が規定された調達要求事項に適合すること

を確実にする。 
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(2) 部長及び課長は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に

対する管理の方式と程度を定める。これには、一般産業用工業品を調達

する場合は、供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品

が要求事項に適合していることを確認できるよう管理の方法及び程度を

含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力

を判断の根拠として、供給者を評価し、選定する。また、必要な場合に

は再評価する。 

(4) 調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準は、研究所の調達に

関する管理要領及び本部の供給先の評価・選定に関する要領に定める。 

(5) 部長及び課長は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とさ

れた処置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

(6) 所長は、調達製品等の調達後における、維持又は運用に必要な保安に係

る技術情報を取得するための方法及びそれらを他の原子炉設置者と共有

する場合に必要な処置に関する方法を研究所の調達に関する管理要領に

定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 部長及び課長は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、

必要な場合には、次の事項のうち該当する事項を含める。 

a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求

事項 

g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 部長及び課長は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の

工場等において使用前事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規

制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規

定した調達要求事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 部長及び課長は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者

に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしている
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ことを確実にするために、必要な検査又はその他の活動を仕様書に定め

て、検証を実施する。 

(2) 部長及び課長は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その

検証の要領及び調達製品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事

項(7.4.2 参照)の中で明確にする。 

 

7.5 業務の実施 

  部長及び課長は、業務の計画（7.1 参照）に従って、次の事項を実施する。 

7.5.1 個別業務の管理 

部長及び課長は、原子炉施設の運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等

の保安活動について、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施

する。 

管理された状態には、次の事項のうち該当するものを含む。 

a) 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

b) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

e) 監視及び測定が実施されている(8.2.3 参照)。 

f) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 部長及び課長は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、

それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、その業務

の該当するプロセスの妥当性確認を行う。これらのプロセスには、業務

が実施されてからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれ

る。 

(2) 部長及び課長は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおり

の結果を出せることを実証する。 

(3) 部長及び課長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、

管理する(4.2.4 参照)。 

(4) 部長及び課長は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当する

ものを含んだ管理の方法を個別業務の計画の中で明確にする。 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

c) 妥当性確認の方法（所定の方法及び手順を変更した場合の再確認を含

む。） 

d) 記録に関する要求事項 
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7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 部長及び課長は、業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定

の要求事項に関連して適切な手段で業務・原子炉施設を識別し、管理す

る。 

(2) 部長及び課長は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、

業務・原子炉施設について固有の識別をし、その記録を管理する（4.2.4

参照）。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 部長及び課長は、管理下にある組織外の所有物のうち原子力の安全に影

響を及ぼす可能性のあるものについて、当該機器等に対する紛失、損傷

等を防ぐためリスト化し、識別や保護など取扱いに注意を払い、紛失、

損傷した場合は記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

 

7.5.5 調達製品の保存 

部長及び課長は、調達製品の検収後、受入から据付、使用されるまでの間、

調達製品を要求事項への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、

識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含める。なお、保存は、取替品、

予備品にも適用する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

  監視機器及び測定機器の管理を行う部長は、各部の監視機器及び測定機器の

管理要領を定め、次の管理を行う。 

(1) 部長及び課長は、業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証

するために、実施すべき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にす

る。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。 

(2) 部長及び課長は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法

で監視及び測定が実施できることを確実にする。 

(3) 部長及び課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、

測定機器に関し、次の事項を満たすようにする。 

a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能

な計量標準に照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しな

い場合には、校正又は検証に用いた基準を記録し、管理する（4.2.4

参照）。 

b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 
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(4) 部長及び課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した

場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、

記録する（4.2.4 参照）。 

また、その機器及び影響を受けた業務・原子炉施設に対して、適切な処

置を行う。 

(5) 部長及び課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を

作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

(6) 部長及び課長は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータ

ソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込

んだシステムが意図した監視及び測定ができることを確認する。この確

認は、最初に使用するのに先立って実施する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一  般 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、次の事項のために必要となる監視測定、分析、評価及び改

善のプロセスを「8.2 監視及び測定」から「8.5 改善」に従って計画し、

実施する。なお、改善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善

の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。 

a) 業務に対する要求事項への適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の

一つとして、原子力の安全を確保しているかどうかに関して組織の外部

の者がどのように受けとめているかについての情報を外部コミュニケー

ション（7.2.3 参照）により入手し、監視する。 

(2) この情報は、分析し、マネジメントレビュー等による改善のための情報

に反映する。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否

かを確認するため、毎年度１回以上、内部監査の対象業務に関与しない

要員により、統括監査の職に内部監査を実施させる。 
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a) 4.2.2 品質マニュアルにおいて定める品質マネジメント計画書 

b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定め

る。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その

他の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査

の結果を考慮して内部監査の対象を選定するとともに、内部監査に関す

る基本計画を策定し、実施させることにより、内部監査の実効性を維持

する。また、統括監査の職は、前述の基本計画を受けて実施計画を策定

し内部監査を行う。 

(4) 統括監査の職は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）

の選定及び内部監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 統括監査の職は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業

務に関する内部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並び

に記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに監査に係る要

求事項を「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(7) 統括監査の職は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選

定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項に

おいて不適合が発見された場合には、不適合を除去するための措置及び

是正処置を遅滞なく講じるとともに、当該措置の検証を行い、それらの

結果を統括監査の職に報告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所

長、部長及び課長は、品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び

測定を行う。この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不

適合についての強化すべき分野等に関する情報を含める。また、監視及

び測定の方法には、次の事項を含める。 

a) 監視及び測定の時期 

b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) これらの実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用

いる。 

(3) これらの方法は、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があるこ

とを実証するものとする。 

(4) 所長、部長及び課長は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を

共有し、その結果に応じて、保安活動の改善のために、必要な処置を行
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う。 

(5) 計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合に

は、当該プロセスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

 

8.2.4 検査及び試験 

   原子力施設検査室長は、「原子力科学研究所事業者検査の実施要領」を定め、

自主検査及び試験を行う部長は、試験・検査の管理要領を定め、次の事項を

管理する。 

(1) 部長及び課長は、原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証す

るために、個別業務の計画(7.1 参照)に従って、適切な段階で使用前事

業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等

又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

(3) 記録には、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を明記す

る。 

(4) 個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当該

機器等や原子炉施設を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者

が、個別業務の計画に定める手順により承認する場合は、この限りでな

い。 

(5) 原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査

等の中立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保

する。 

また、自主検査及び試験を行う部長及び課長は、自主検査等の検査及び

試験要員の独立性について、これを準用する。 

 

8.3 不適合管理 

  安全・核セキュリティ統括部長、所長は、不適合の処理に関する管理の手順

及びそれに関する責任と権限を、本部は「不適合管理並びに是正及び未然防止

処置要領」に、研究所は｢原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然

防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放

置され、運用されることを防ぐために、それらを識別し、管理すること

を確実にする。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

a) 不適合を除去するための処置を行う。 

b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及
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ぼす影響を評価し、当該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、

特別採用によって、その使用、リリース(次工程への引渡し)又は合格

と判定することを正式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、

その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(3) 不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性を実

証するための検証を行う。 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用

を含む処置の記録を作成し、管理する（4.2.4 参照）。 

(5) 所長は、原子炉施設の保安の向上を図る観点から、事故故障等を含む不

適合をその内容に応じて、｢原子力科学研究所不適合管理及び是正処置

並びに未然防止処置要領｣に定める不適合の公開の基準に従い、情報の

公開を行う。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長は、前項の情報の公開を受け、不適合に

関する情報をホームページに公開する。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証する

ため、また、品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能

性を評価するために、適切なデータを明確にし、それらのデータを収集

し、分析する。この中には、監視及び測定の結果から得られたデータ及

びそれ以外の不適合管理等の情報源からのデータを含める。 

(2) 前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連す

る改善のための情報を得る。 

a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知

見（8.2.1 参照） 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性(8.2.3及び8.2.4参照) 

c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設の特性及

び傾向(8.2.3 及び 8.2.4 参照) 

d) 供給者の能力（7.4 参照） 

 

8.5 改  善 

8.5.1 継続的改善 

理事長、管理責任者、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契

約部長、所長、部長及び課長は、品質方針、品質目標、監査結果、データの
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分析、是正処置、未然防止処置及びマネジメントレビューを通じて、品質マ

ネジメントシステムの有効性を向上させるために継続的に改善する。 

 

8.5.2 是正処置等 

   安全・核セキュリティ統括部長、所長は、不適合等の是正処置の手順（根

本的な原因を究明するための分析に関する手順を含む。）に関して、本部は「不

適合管理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢原子力科学研究所

不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理す

る。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」と

いう。）の再発防止のため、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、不適

合等の原因を除去する是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

a) 不適合等のレビュー及び分析 

b) 不適合等の原因（関連する要因を含む。）の特定 

c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

d) 必要な処置の決定及び実施 

e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合に関しては、根本的な原因を

究明するための分析の手順に従い、分析を実施する。 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（4.2.4 参

照）。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長

及び課長は、複数の不適合等の情報について、必要により類似する事象

を抽出し、分析を行い、その結果から共通する原因が認められた場合、

適切な処置を行う。 

 

8.5.3 未然防止処置 

   安全・核セキュリティ統括部長、所長は、他の原子炉施設等から得られた

知見を保安活動に反映するために未然防止処置の手順に関して、本部は「不

適合管理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢原子力科学研究所

不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領｣及び「原子力科学研究所水

平展開要領」に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長
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及び課長は、原子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見（核燃料

物質の使用等に係る技術情報を含む。）を収集し、起こり得る不適合の

重要性に応じて、次に掲げる手順により、未然防止処置を行う。この活

用には、得られた知見や技術情報を他の原子炉設置者と共有することも

含む。 

a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する(4.2.4

参照)。 



23 

 

 

図 4.1 品質マネジメントシステム体系図 
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図 4.2 品質マネジメントシステムプロセス関連図  
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表 4.2.1 品質マネジメントシステム文書 

関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

4.2.3 

4.2.4 

文 書 管

理 

記 録 の

管理 

文書及び記録管理要領 安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A01 

原子力科学研究所文書及び記録の

管理要領 

所長 (科)QAM-420 

保安管理部の文書及び記録の管理

要領 

保安管理部長 (科保)QAM-420 

放射線管理部文書及び記録の管理

要領 

放射線管理部長 (科放)QAM-420 

工務技術部文書及び記録の管理要

領 

工務技術部長 (科工)QAM-420 

研究炉加速器技術部文書及び記録

の管理要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-420 

臨界ホット試験技術部の文書及び

記録の管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-420 

バックエンド技術部文書及び記録の

管理要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-420 

原子力施設検査室文書及び記録の

管理要領 

原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-420 

5.1 経 営 者

の関与 

安全文化の育成及び維持並びに関

係法令等の遵守活動に係る実施要

領 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS–A09 

原子力科学研究所安全文化の育成

及び維持並びに関係法令等の遵守

活動に係る実施要領 

所長 (科)QAM-510 

5.4.1 品 質 目

標 

品質目標の設定管理要領 

 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A11 

原子力科学研究所品質目標管理要

領 

所長 (科)QAM-540 

5.5.4 内 部 コ

ミュニケ

ーション 

中央安全審査・品質保証委員会の運

営について 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A04 

原子炉施設等安全審査委員会規則 所長 (科)QAM-550 

原子力科学研究所品質保証推進委

員会規則 

所長 (科)QAM-552 
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関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

5.6.1 マネジメ

ントレビ

ュー 

マネジメントレビュー実施要領 理事長 QS-P02 

6.2.2 力量、教

育・訓練

及 び 認

識 

保安管理部教育・訓練管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-620 

放射線管理部教育・訓練管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-620 

工務技術部教育・訓練管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-620 

研究炉加速器技術部教育・訓練管理

要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-620 

臨界ホット試験技術部の教育・訓練

管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-620 

バックエンド技術部教育訓練管理

要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-620 

原子力施設検査室教育・訓練管理要

領 

原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-620 

教育訓練管理要領 安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A07 

7.1 業 務 の

計画 

原子力科学研究所放射線安全取扱

手引 

所長 (科)QAM-711 

原子力科学研究所核燃料物質等周

辺監視区域内運搬規則 

所長 (科)QAM-712 

原子力科学研究所事故対策規則 所長 (科)QAM-713 

原子力科学研究所事故故障及び災

害発生時の通報連絡に関する運用

基準 

所長 (科)QAM-714 

原子力科学研究所保全有効性評価

要領 

所長 (科)QAM-715 

原子力科学研究所 PI 設定評価要領 所長 (科)QAM-716 

保安管理部の業務の計画及び実施

に関する要領 

保安管理部長 (科保)QAM-710 

放射線管理部業務の計画及び実施

に関する要領 

放射線管理部長 (科放)QAM-710 

工務技術部の業務の計画及び実施

に関する要領 

工務技術部長 (科工)QAM-710 

研究炉加速器技術部業務の計画及

び実施に関する要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-710 
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関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

臨界ホット試験技術部の業務の計

画及び実施に関する要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-710 

バックエンド技術部業務の計画及び

実施に関する要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-710 

原子力施設検査室の業務の計画及

び実施に関する要領 

原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-710 

業務の計画及び実施管理要領 安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A12 

7.3 設計・開

発 

保安管理部設計・開発管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-730 

放射線管理部設計・開発管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-730 

工務技術部設計・開発管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-730 

研究炉加速器技術部設計・開発管理

要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-730 

臨界ホット試験技術部の設計・開発

管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-730 

バックエンド技術部設計・開発管理

要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-730 

7.4 調達 調達先の評価・選定管理要領 契約部長 QS-G01 

原子力科学研究所調達管理要領 所長 (科)QAM-740 

7.6 監 視 機

器 及 び

測 定 機

器 の 管

理 

保安管理部監視機器及び測定機器

の管理要領 

保安管理部長 (科保)QAM-760 

放射線管理部監視機器及び測定機

器の管理要領（放射線管理施設編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-760 

放射線管理部監視機器及び測定機

器の管理要領（放射線測定機器管理

編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-761 

放射線管理部監視機器及び測定機

器の管理要領（環境の放射線管理施

設編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-762 

工務技術部監視機器及び測定機器

の管理要領 

工務技術部長 (科工)QAM-760 

研究炉加速器技術部監視機器及び

測定機器の管理要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-760 

臨界ホット試験技術部監視機器及

び測定機器の管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-760 
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関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

バックエンド技術部監視機器及び測

定機器の管理要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-760 

8.2.2 内 部 監

査 

原子力安全監査実施要領 理事長 QS-P03 

8.2.4 検 査 及

び試験 

原子力科学研究所事業者検査の実

施要領 

原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-820 

保安管理部試験・検査の管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-820 

放射線管理部試験・検査の管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-820 

工務技術部試験・検査の管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-820 

研究炉加速器技術部試験・検査の管

理要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-820 

臨界ホット試験技術部の試験・検査

の管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-820 

バックエンド技術部試験・検査の管

理要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-820 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

不 適 合

管理 

是 正 処

置等 

未 然 防

止処置 

不適合管理並びに是正及び未然防

止処置要領 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A03 

原子力科学研究所不適合管理及び

是正処置並びに未然防止処置要領 

所長 (科)QAM-830 

原子力科学研究所水平展開要領 所長 (科)QAM-850 
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1 
 

変 更 前 変 更 後 備 考 
第２編 放射線管理 
 
目 次 

第１章 放射線管理の業務 
第１節 放射線管理の業務区分（第１条－第８条） 
第２節 部内品質保証活動（第９条・第９条の２） 

第２章 管理区域等の管理 
第１節 管理区域（第10条－第13条） 
第２節 管理区域の出入管理（第14条－第16条） 
第３節 保全区域の管理（第17条） 
第４節 周辺監視区域の管理（第18条・第19条） 
第５節 作業環境の管理（第20条・第21条） 
第６節 放射線作業の管理（第22条－第24条） 
第７節 汚染された物品の管理 (第24条の２) 

第３章 被ばく管理 
第１節 被ばくの防止（第25条－第27条） 
第２節 線量の測定（第28条－第30条） 

第４章 環境放射線の管理（第31条－第37条） 
第５章 放射線管理施設の管理（第38条－第42条） 
第６章 核燃料物質等の運搬（第43条－第45条） 
第７章 廃棄物処理場へ引き渡す放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理（第46条

－第49条） 
第８章 異常時の措置 
第１節 線量当量率等に係る異常を認めた場合の措置（第50条） 
第２節 放射線被ばくに係る異常の場合の措置（第51条－第53条） 
第３節 環境放射線に係る異常の場合の措置（第54条・第55条） 
第４節 放射線測定機器の点検において異常を認めた場合の措置（第56条） 
 
第５節 周辺監視区域内の運搬中において異常を認めた場合の措置（第57条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２編 放射線管理 
 
目 次 

第１章 放射線管理の業務（第１条－第９条） 
（削る） 
（削る） 

第２章 管理区域等の管理 
第１節 管理区域（第10条－第13条） 
第２節 管理区域の出入管理（第14条－第16条） 
第３節 保全区域の管理（第17条） 
第４節 周辺監視区域の管理（第18条・第19条） 
第５節 作業環境の管理（第20条・第21条） 
第６節 放射線作業の管理（第22条－第24条） 
第７節 汚染された物品の管理 (第24条の２) 

第３章 被ばく管理 
第１節 被ばくの防止（第25条－第27条） 
第２節 線量の測定（第28条－第30条） 

第４章 環境放射線の管理（第31条－第37条） 
第５章 放射線管理施設の管理（第37条の２－第42条の３） 
第６章 核燃料物質等の運搬（第43条－第45条） 
第７章 廃棄物処理場へ引き渡す放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理（第46条

－第49条） 
第８章 異常時の措置 
第１節 線量当量率等に係る異常を認めた場合の措置（第50条） 
第２節 放射線被ばくに係る異常の場合の措置（第51条－第53条） 
第３節 環境放射線に係る異常の場合の措置（第54条・第55条） 
第４節 放射線測定機器の巡視及び点検において異常を認めた場合の措置（第56

条） 
第５節 周辺監視区域内の運搬中において異常を認めた場合の措置（第57条） 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
条番号の追加 
削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条番号の追加 
 
 
 
 
 
 
 
保全活動に関する用語の

適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 第１章 放射線管理の業務 
  第１節 放射線管理の業務区分 
第１条 ～ 第８条 （省略） 

第２節 部内品質保証活動 
（部内品質保証委員会） 

第９条 放射線管理部内に、部内品質保証委員会を設置する。 
２ 部内品質保証委員会は、次の各号に係る事項について放射線管理部長の諮問に応じ審

議しなければならない。 
(1) 第 42 条第１項に規定する改造計画 
(2) 放射線管理施設の品質保証に関する事項 
(3) 第９条の２に定める手引の作成及び変更に関する事項  
３ 放射線管理部長は、部内品質保証委員会の審議結果を尊重しなければならない。 

（手引の作成） 
第９条の２ 環境放射線管理課長、放射線管理第１課長、放射線管理第２課長及び線量管

理課長は、次の各号に掲げる業務を施行するため放射線管理手引を作成し、放射線管理

部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 
(1) 環境放射線の管理に関する業務 
(2) 放射線測定機器の運転及び線量当量率、線量当量、表面密度及び空気中の放射性物

質の濃度、並びに、気体廃棄物中・液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定に関する

業務 
(3) 放射線測定機器の保守、放射線業務従事者の内部被ばく及び外部被ばくに係る線量

の測定に関する業務 
２ 放射線管理部長は、前項の承認をしたときは所長に報告しなければならない。 
 

第２章 管理区域等の管理 
第１節 管理区域（第 10 条～第 13 条） （省略） 
第２節 管理区域の出入管理（第 14 条～第 16 条） （省略） 
第３節 保全区域の管理（第 17 条） （省略） 
第４節 周辺監視区域の管理（第 18 条～第 19 条） （省略） 
第５節 作業環境の管理（第 20 条～第 21 条） （省略） 
第６節 放射線作業の管理 
（放射線作業前の措置） 

第 22 条 課長等は、放射線作業を行うときは、当該作業に係る次の各号に掲げる事項を

検討し、保安の措置を講じなければならない。   
 
 (1) 作業場所及び作業期間 

 第１章 放射線管理の業務 
（削る） 
第１条 ～ 第８条 （変更なし） 
（削る） 
（削る） 
（削る） 
 
 
 
 
 
 

（手引の作成） 
第９条 環境放射線管理課長、放射線管理第１課長、放射線管理第２課長及び線量管理課

長は、次の各号に掲げる業務を施行するため放射線管理手引を作成し、放射線管理部長

の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 
(1) 環境放射線の管理に関する業務 
(2) 放射線測定機器の運転及び線量当量率、線量当量、表面密度及び空気中の放射性物

質の濃度、並びに、気体廃棄物中・液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定に関す

る業務 
(3) 放射線測定機器の保守、放射線業務従事者の内部被ばく及び外部被ばくに係る線量

の測定に関する業務 
２ 放射線管理部長は、前項の承認をしたときは所長に報告しなければならない。 
 

第２章 管理区域等の管理 
第１節 管理区域（第 10 条～第 13 条） （変更なし） 
第２節 管理区域の出入管理（第 14 条～第 16 条） （変更なし） 
第３節 保全区域の管理（第 17 条） （変更なし） 
第４節 周辺監視区域の管理（第 18 条～第 19 条） （変更なし） 
第５節 作業環境の管理（第 20 条～第 21 条） （変更なし） 
第６節 放射線作業の管理 
（放射線作業前の措置） 

第 22 条 課長等は、放射線作業を行うときは、線量が合理的に達成できる限り低くなる

よう、当該作業に係る次の各号に掲げる事項を検討し、保安の措置を講じなければなら

ない。     
(1) 作業場所及び作業期間 

 
第２節の削除に伴う削除 
 
品質管理技術基準規則の

制定に伴う削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
条番号の繰上げ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＡＬＡＲＡの精神に基づ

く活動の明確化のための

変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(2) 作業の内容 
(3) 必要とする個人線量計及び防護具 
(4) 線量を低くするための措置 
(5) 作業に伴う線量 

２  課長等は、前項の放射線作業を行うときは、あらかじめ、作業場所及び作業期間につ

いて、区域管理者の同意を得なければならない。 
第 23 条 ～ 第 24 条の２ （省略） 
 
 第３章 被ばく管理 

第１節 被ばくの防止（第 25 条～第 27 条） （省略） 
第２節 線量の測定（第 28 条～第 30 条） （省略） 

第４章 環境放射線の管理 
第 31 条 ～ 第 32 条 （省略） 
 

（気体廃棄物中の放射性物質に係る放出管理目標値） 
第 33 条 気体廃棄物の管理者は、原子炉施設から放出する気体廃棄物中に含まれる放射

性物質の量が別表第 11 に掲げる放出管理目標値を超えないように管理しなければなら

ない。 
  
第 34 条 （省略） 
 
  （液体廃棄物の一般排水溝への放出の基準） 
第 35 条 原子炉施設から一般排水溝へ放出する液体廃棄物中の放射性物質の濃度は、３

月間についての平均濃度が法令で定める周辺監視区域外の水中濃度限度以下でなければ

ならない。 
 
 
 
  （液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定） 
第 36 条 液体廃棄物の管理者は、原子炉施設の廃液貯槽から一般排水溝により、液体廃

棄物を周辺監視区域外へ放出しようとするときは区域放射線管理担当課長の同意を得

なければならない。 
２ 区域放射線管理担当課長は、前項の同意をしようとするときは、液体廃棄物中の放射

性物質の濃度を別表第５に掲げるところにより年１回校正された放射能測定装置を用

いて測定し、その濃度が前条に規定する濃度を超えないこと及び放出量が別表第 12 に

定める放出管理目標値を超えないことを確認しなければならない。 

(2) 作業の内容 
(3) 必要とする個人線量計及び防護具 
(4) 線量を低くするための措置 
(5) 作業に伴う線量 

２  課長等は、前項の放射線作業を行うときは、あらかじめ、作業場所及び作業期間につ

いて、区域管理者の同意を得なければならない。 
第 23 条 ～ 第 24 条の２ （変更なし） 
 
第３章 被ばく管理 
第１節 被ばくの防止（第 25 条～第 27 条） （変更なし） 
第２節 線量の測定（第 28 条～第 30 条） （変更なし） 

第４章 環境放射線の管理 
第 31 条 ～ 第 32 条 （変更なし） 
 

（気体廃棄物中の放射性物質に係る放出管理目標値） 
第 33 条 気体廃棄物の管理者は、原子炉施設から放出する気体廃棄物中に含まれる放射

性物質の量が別表第 11 に掲げる放出管理目標値を超えないようにするとともに、その

放出量が合理的に達成できる限り低くなるよう管理しなければならない。 
 
第 34 条 （変更なし） 
 
（液体廃棄物の一般排水溝への放出の基準） 

第 35 条 原子炉施設から一般排水溝へ放出する液体廃棄物中の放射性物質の濃度は、３

月間についての平均濃度が法令で定める周辺監視区域外の水中濃度限度以下でなければ

ならない。 
２ 液体廃棄物の管理者は、周辺監視区域外に放出する液体廃棄物中の放射性物質の量

が別表第 12 に掲げる放出管理目標値を超えないようにするとともに、その放出量が合

理的に達成できる限り低くなるよう管理しなければならない。 
（液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定） 

第 36 条 液体廃棄物の管理者は、原子炉施設の廃液貯槽から一般排水溝により、液体廃

棄物を周辺監視区域外へ放出しようとするときは区域放射線管理担当課長の同意を得

なければならない。 
２ 区域放射線管理担当課長は、前項の同意をしようとするときは、液体廃棄物中の放射

性物質の濃度を別表第５に掲げるところにより年１回点検された放射能測定装置を用

いて測定し、その濃度が前条に規定する濃度を超えないこと及び放出量が別表第 12 に

定める放出管理目標値を超えないことを確認しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＡＬＡＲＡの精神に基づ

く活動の明確化のための

変更 
 
 
 
 
 
 
ＡＬＡＲＡの精神に基づ

く活動の明確化のための

変更 
 
 
 
 
 
保全活動に関する用語の

適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
３ 区域放射線管理担当課長は、前項の測定の結果に基づき、原子炉施設ごとにその施設

から放出される液体廃棄物中の放射性物質について、１日間及び３月間の平均濃度並び

に３月間及び１年間の放出量を算出し、その結果（１日間の平均濃度を除く）を環境放

射線管理課長、液体廃棄物の管理者、原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者に

通知しなければならない。 
４ 環境放射線管理課長は、前項の放出量の通知に基づき、３月間及び１年間に対する一

般排水溝により周辺監視区域外へ放出される放射性物質による周辺監視区域外におけ

る実効線量を算出し、その結果を放射線管理部長に報告するとともに、区域放射線管理

担当課長、原子炉主任技術者、廃止措置施設保安主務者及び液体廃棄物の管理者に通知

しなければならない。 
 

第 37 条 （省略） 
 

第５章 放射線管理施設の管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 区域放射線管理担当課長は、前項の測定の結果に基づき、原子炉施設ごとにその施設

から放出される液体廃棄物中の放射性物質について、１日間及び３月間の平均濃度並び

に３月間及び１年間の放出量を算出し、その結果（１日間の平均濃度を除く）を環境放

射線管理課長、液体廃棄物の管理者、原子炉主任技術者及び廃止措置施設保安主務者に

通知しなければならない。 
４ 環境放射線管理課長は、前項の放出量の通知に基づき、３月間及び１年間に対する一

般排水溝により周辺監視区域外へ放出される放射性物質による周辺監視区域外におけ

る実効線量を算出し、その結果を放射線管理部長に報告するとともに、区域放射線管理

担当課長、原子炉主任技術者、廃止措置施設保安主務者及び液体廃棄物の管理者に通知

しなければならない。 
 
第 37 条 （変更なし） 
 
第５章 放射線管理施設の管理 
（施設管理目標の策定） 

第37条の２ 放射線管理部長は、放射線管理施設について、第１編第２条第２項に基づ

き理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標を策定しなければな

らない。 
２ 放射線管理部長は、前項の施設管理目標について、所長の承認を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも、同様とする。 
（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 
第37条の３ 環境放射線管理課長及び線量管理課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、

それぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標

を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機器がない場

合は、この限りでない。 
２ 環境放射線管理課長及び線量管理課長は、前項の定量的な施設管理目標について、放

射線管理部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。 
３ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者、廃止措置

施設保安主務者の同意を得なければならない。 
（施設管理実施計画等の策定） 

第37条の４ 環境放射線管理課長及び線量管理課長は、それぞれ所掌する設備・機器に

ついて、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなければならない。

ただし、施設管理上必要としない事項については、この限りでない。 
イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 
ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（放射線測定機器の維持点検） 
第 38 条 区域放射線管理担当課長は、第３編第 36 条、第４編第 19 条、第５編第 69 条、

第６編第 27 条、第７編第 61 条、第８編第 41 条、第９編第 42 条、第 11 編第 47 条及

び第 12 編第 18 条に規定する放射線測定機器を備え付けるとともに、その性能を常に正

常に維持するよう管理しなければならない。 
 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関するこ

と。 
ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉施設の運転中及び運

転停止中の区別を含む。）に関すること。 
ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に

関すること。 
ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関す

ること。 
ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関

すること。 
チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 環境放射線管理課長及び線量管理課長は、それぞれ所掌する設備・機器について、次

の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査要否整理表を策定しなければ

ならない。 
イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 
ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 環境放射線管理課長及び線量管理課長は、第１項の施設管理実施計画並びに前項の

設備保全整理表及び検査要否整理表について、放射線管理部長の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
４ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者、廃止措置

施設保安主務者の同意を得なければならない。 
（保全活動の実施） 

第37条の５ 環境放射線管理課長及び線量管理課長は、それぞれ所掌する設備・機器に

ついて、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところ

により、保全活動を実施しなければならない。 

（保全活動の有効性評価及び改善） 
第37条の６ 環境放射線管理課長及び線量管理課長は、それぞれ所掌する設備・機器に

ついて、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を

定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わなけ

ればならない。 
（放射線測定機器の維持点検及び巡視） 

第38条 区域放射線管理担当課長は、第３編第36条、第４編第19条、第５編第69条、第

６編第27条、第７編第61条、第８編第41条、第９編第42条、第11編第47条及び第12編
第18条に規定する放射線測定機器を備え付けるとともに、その性能を常に正常に維持

するよう、各施設編に定める施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整

理表に定めるところにより管理しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
 
 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
 
 
 
保全活動に関する用語の

適正化 
 
 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 2 編 放射線管理） 新旧対照表 

6 
 

変 更 前 変 更 後 備 考 
２ 区域放射線管理担当課長は、前項に定める放射線測定機器の動作状況を毎週１回以

上、点検しなければならない。ただし、原子炉施設の運転が１週間以上連続して停止さ

れる場合において、当該測定機器による監視を必要としないときは、この限りではない。

この場合にあっても、１月を超えない範囲内で１回以上点検するものとする。 
３ 区域放射線管理担当課長は、第５編別表第 25、第７編別表第 23、第８編別表第 11 又

は第９編別表第 12に掲げる放射線測定機器の動作状況を原子炉の運転開始前に点検し、

その結果を本体施設の施設管理者に通報しなければならない。 
４ 区域放射線管理担当課長は、前項の放射線測定機器の動作状況を原子炉の運転中、毎

日１回以上点検しなければならない。 
５ 区域放射線管理担当課長は、同一運転日において予定した原子炉の運転を再開すると

きは、第３項の点検を省略することができる。 
６ 環境放射線管理課長は、別表第 15 に掲げる放射線測定機器について、その性能を常

に正常に維持するよう管理しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施設定期自主検査） 

第 39 条 線量管理課長は、放射線測定機器の性能を確認するため、別表第 16 に掲げる放

射線測定機器の施設定期自主検査を、施設定期検査を受ける原子炉施設については施設

定期検査を受ける時期ごとに、法第 43 条の３の２第２項の認可を受けた原子炉につい

ては年１回行わなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 区域放射線管理担当課長は、前項に定める放射線測定機器の動作状況を毎週１回以

上、巡視しなければならない。ただし、原子炉施設の運転が１週間以上連続して停止さ

れる場合において、当該測定機器による監視を必要としないときは、この限りでない。

この場合にあっても、１月を超えない範囲内で１回以上、巡視するものとする。 
３ 区域放射線管理担当課長は、第５編別表第25、第７編別表第23又は第９編別表第12

に掲げる放射線測定機器の動作状況を原子炉の運転開始前に点検し、その結果を本体

施設の施設管理者に通報しなければならない。 
（削る） 
 
４ 区域放射線管理担当課長は、同一運転日において予定した原子炉の運転を再開する

ときは、第３項の点検を省略することができる。 
５ 環境放射線管理課長は、別表第15に掲げる放射線測定機器について、その性能を常

に正常に維持するよう、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表

に定めるところにより管理しなければならない。 
６ 環境放射線管理課長は、前項に定める放射線測定機器の動作状況を毎週１回以上、巡

視しなければならない。 
７ 線量管理課長は、放射線測定機器の性能を確認するため、第３編、第４編、第５編、

第６編、第７編、第８編、第９編、第11編及び第12編において区域放射線管理担当課長

が定める設備保全整理表並びに第37条の４において環境放射線管理課長が定める設備

保全整理表により点検を行い、その結果をそれぞれ、区域放射線管理担当課長及び環境

放射線管理課長に通知しなければならない。 
（定期事業者検査） 

第39条 原子力施設検査室長は、環境放射線管理課所掌の放射線測定機器について定期

事業者検査を実施しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計

画及び検査要領書を策定し、原子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変

更しようとするときも、同様とする。ただし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の

安全性に影響しない軽微な変更については、この限りではない。 
(1) 定期事業者検査計画 
イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 検査の項目及び実施体制 
ハ 予定期間 
ニ 定量的な施設管理目標（第37条の３の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 
イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 検査の項目及び検査場所 
ハ 検査前条件 

 
保全活動に関する用語の

適正化 
 
原子炉運転がないため第

８編別表 11 の削除 
 
管理の見直し 
 
項番号の繰り上げ 
 
項番号の繰り上げ 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
放射線測定機器の動作状

況の巡視について追加 
施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （施設定期自主検査の実施計画） 
第 40 条 線量管理課長は、第 39 条の施設定期自主検査を行おうとするときは、次の各号

に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査実施計画書を作成し、放射線管理部長の

承認を受けなければならない。これを、変更しようとするときも同様とする。ただし、

第３号に定める予定期間の変更については、この限りではない。 
(1) 対象となる施設、設備、機器等の名称 

 (2) 検査の項目及び実施体制 
 (3) 予定期間 
２ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者又は廃止措

置施設保安主務者の同意を得なければならない。 
３ 線量管理課長は、第１項の承認を受けたときは、区域放射線管理担当課長及び本体施

設の施設管理者に通知しなければならない。 
（施設定期自主検査の報告等） 
第 41 条 線量管理課長は、第 39 条の施設定期自主検査を行ったときは、その結果を別表

第 17 に掲げるところにより放射線管理部長に報告するとともに、区域放射線管理担当

課長及び本体施設の施設管理者に通知しなければならない。 
 
 （改造に係る措置） 
第 42 条 放射線管理施設の改造を行おうとする場合は、別表第 18 に掲げる計画作成者

は、次の各号に掲げる事項を明らかにした改造計画を作成し、同表に掲げる計画承認者

の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。 
 
(1) 改造する施設、装置又は機器等の名称 

 (2) 改造の内容 
 (3) 予定期間 
２ 別表第 18 に掲げられている同意については、原子炉主任技術者又は廃止措置施設保

ニ 検査の確認方法及び検査手順 
ホ 検査の判定基準 

２ 環境放射線管理課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検査に必要な情報

を提供しなければならない。 
３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、環境放射線管理課長に通知しな

ければならない。 
４ 環境放射線管理課長は、前項の通知を受けたときは、放射線管理部長に報告しなけれ

ばならない。 
５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書

を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 
第40条 （削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（定期事業者検査の報告等） 

第41条 原子力施設検査室長は、第39条第５項の確認を受けたときは、その結果を環境

放射線管理課長に通知しなければならない。 
２ 環境放射線管理課長は、前項の通知を受けたときは、その結果を放射線管理部長に報

告するとともに、関係する本体施設の施設管理者に通知しなければならない。 
（修理及び改造） 

第42条 環境放射線管理課長は、放射線管理施設の修理及び改造を行おうとするときに

おいて、その修理及び改造が、法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴うとき

は、次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、放射線管理部長

の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
イ 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 修理及び改造の内容 
ハ 予定期間 

２ 放射線管理部長は、前項の同意をしようとするときは、関係する本体施設の施設管理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う

記載の削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 
記載の明確化 
記載の適正化 
用語の明確化 
検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 

 
記載の適正化 
 
 
記載の明確化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
安主務者の同意は計画承認者が、区域放射線管理担当課長の所管の第３編から第 12 編

に掲げる放射線管理施設の改造計画に係る当該施設に係る本体施設の施設管理者又は

部長等の同意は、計画作成者が得るものとする。 
 
 
３ 別表第 18 に掲げる計画作成者は、第１項の承認を受けたときは、当該改造に関係の

ある課長等に通知しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

統括者の同意を得なければならない。 

３ 放射線管理部長は、第 1 項の定めにより同意した修理及び改造計画について、所長

の承認を受けなければならない。 
４ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければな

らない。 
５ 環境放射線管理課長は、第３項の承認を受けたときは、当該修理及び改造に関係のあ

る課長等に通知しなければならない。 
６ 環境放射線管理課長は、放射線管理施設について、修理及び改造が必要と認めたとき

で、その修理及び改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴わない場合は、

正常な状態に復帰するために、修理及び改造を行うことができる。 
（使用前事業者検査） 
第42条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉主任技

術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただ

し、第１号ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更について

は、この限りでない。 
(1) 使用前事業者検査計画 
イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 工事の内容 
ハ 検査の項目及び実施体制 
ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 
イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 
ロ 検査の項目及び検査場所 
ハ 検査前条件 
ニ 検査の確認方法及び検査手順 
ホ 検査の判定基準 

２ 環境放射線管理課長は、原子力施設検査室長に、前項の検査に必要な情報を提供しな

ければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、環境放射線管理課長に通知しな

ければならない。 

４ 環境放射線管理課長は、前項の通知を受けたときは、当該修理及び改造に関係のある

部長に報告しなければならない。 
５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を

取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

（修理及び改造並びに使用前事業者検査の報告等） 

 
記載の明確化 
 
記載の明確化 
 
記載の明確化 
 
修理及び改造が使用前事

業者検査を伴わない場合

の記載を追記 
検査制度の見直しに伴う

記載の追加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 核燃料物質等の運搬 
第 43 条 ～ 第 45 条 （省略） 

第７章 廃棄物処理場へ引き渡す放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理 
第 46 条 （省略） 
  （廃棄物の仕掛品及び固体廃棄物の引渡し前の措置） 
第 46 条の２ 課長等は、前条第１項で規定する廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄

物処理場に引渡す場合は、当該廃棄物の仕掛品を指定の容器に封入しなければならな

い。ただし、指定の容器に封入することが困難な場合は、当該課長等は、放射性廃棄物

管理第１課長及び当該施設の区域放射線管理担当課長と協議し、放射性物質の飛散又は

漏えいの防止等の措置を講じなければならない。 
２ 課長等は、前項の規定により廃棄物の仕掛品を封入した容器若しくはこれを収納した

輸送用の遮蔽容器又は前項ただし書の措置を講じた廃棄物の仕掛品表面の線量当量率

の測定を行うとともに、別表第 22 に従って区分しなければならない。 
３ 課長等は、廃棄物の仕掛品について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律の規制対象となる施設から発生する放射性廃棄物（以下「炉規法廃棄物」とい

う。）、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規制対象となる施設か

ら発生する放射性廃棄物（以下「ＲＩ法廃棄物」という。）又はその双方が混在する放射

性廃棄物（以下「混在廃棄物」という。）の区分（以下「発生場所の区分」という。）、並

びに溶融処理又は処分に係る有害物質（以下「特殊な物質」という。）の有無により区分

しなければならない。 
４ 課長等は、前３項の措置を講じた廃棄物の仕掛品について、容器ごとに標識を付け、

別表第 23 に掲げる内容を表示しなければならない。 
５ ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹにおいては、前各項の措置を講じた

ものを固体廃棄物とする。 
 
第 47 条 ～ 第 49 条 （省略） 
 
第８章 異常時の措置  
第１節 線量当量率等に係る異常を認めた場合の措置（第 50 条） （省略） 

第42条の３ 原子力施設検査室長は、第42条の２第５項の確認を受けたときは、その結

果を環境放射線管理課長に通知しなければならない。 
２ 環境放射線管理課長は、前項の通知を受けたときは、その結果を放射線管理部長に報

告しなければならない。 
３ 放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、当該修理及び改造に関係のある部長

及び原子炉主任技術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 
 
第６章 核燃料物質等の運搬 

第 43 条 ～ 第 45 条 （変更なし） 
第 7 章 廃棄物処理場へ引き渡す放射性廃棄物及び廃棄物の仕掛品の管理 

第 46 条 （変更なし） 
（廃棄物の仕掛品及び固体廃棄物の引渡し前の措置） 

第 46 条の２ 課長等は、前条第１項で規定する廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄

物処理場に引渡す場合は、当該廃棄物の仕掛品を指定の容器に封入しなければならな

い。ただし、指定の容器に封入することが困難な場合は、当該課長等は、放射性廃棄物

管理第１課長及び当該施設の区域放射線管理担当課長と協議し、放射性物質の飛散又は

漏えいの防止等の措置を講じなければならない。 
２ 課長等は、前項の規定により廃棄物の仕掛品を封入した容器若しくはこれを収納した

輸送用の遮蔽容器又は前項ただし書の措置を講じた廃棄物の仕掛品表面の線量当量率

の測定を行うとともに、別表第 22 に従って区分しなければならない。 
３ 課長等は、廃棄物の仕掛品について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律の規制対象となる施設から発生する放射性廃棄物（以下「炉規法廃棄物」とい

う。）、放射性同位元素等の規制に関する法律の規制対象となる施設から発生する放射性

廃棄物（以下「ＲＩ法廃棄物」という。）又はその双方が混在する放射性廃棄物（以下「混

在廃棄物」という。）の区分（以下「発生場所の区分」という。）、並びに溶融処理又は処

分に係る有害物質（以下「特殊な物質」という。）の有無により区分しなければならな

い。 
４ 課長等は、前３項の措置を講じた廃棄物の仕掛品について、容器ごとに標識を付け、

別表第 23 に掲げる内容を表示しなければならない。 
５ ＪＲＲ－４、ＮＳＲＲ、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹにおいては、前各項の措置を講じた

ものを固体廃棄物とする。 
 
第 47 条 ～ 第 49 条 （変更なし） 
 
第８章 異常時の措置  
第１節 線量当量率等に係る異常を認めた場合の措置（第 50 条） （変更なし） 

記載の適正化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法律名称の変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第２節 放射線被ばくに係る異常の場合の措置（第 51 条～第 53 条） （省略） 
第３節 環境放射線に係る異常の場合の措置（第 54 条～第 55 条） （省略） 

   第４節 放射線測定機器の点検において異常を認めた場合の措置  
（放射線測定機器の点検において異常を認めた場合の措置） 

第 56 条 区域放射線管理担当課長は、第 38 条の点検を行った結果、放射線測定機器に故

障を認めたときは、修理又は交換等の措置を講ずるとともに、気体廃棄物中の放射性物

質の濃度を監視する放射線測定機器については、放射線管理部長及び原子炉主任技術者

又は廃止措置施設保安主務者に通報しなければならない。なお、交換等を要する場合は、

校正検査実施後１年以内の機器を代替えするものとする。 
２ 区域放射線管理担当課長は、前項の通報とともに、施設管理者に通報しなければなら

ない。  
 
 
 
 
 
  第５節 周辺監視区域内の運搬中において異常を認めた場合の措置 
第 57 条 （省略） 
 
別表第１ ～ 別表第 11 （省略） 
 
別表第 12 液体廃棄物の放出管理目標値（第 36、54 条関係） 

核    種 放出管理目標値 

3Ｈ、14Ｃ以外の核種 １８ ＧＢｑ／年   注） 

3Ｈ ２５ ＴＢｑ／年 

注）ただし、60Co､ 137Cs については、それぞれ３.７ＧＢｑ／年とする。 
 

別表第 13 周辺監視区域における空気吸収線量率の測定（第 37 条関係） 

項     目 ひ   ん   度 

空気吸収線量率 週１回 

 
 
別表第 14 ～ 別表第 15 （省略） 
 

第２節 放射線被ばくに係る異常の場合の措置（第 51 条～第 53 条） （変更なし） 
第３節 環境放射線に係る異常の場合の措置（第 54 条～第 55 条） （変更なし） 
第４節 放射線測定機器の巡視及び点検において異常を認めた場合の措置 

（放射線測定機器の巡視及び点検において異常を認めた場合の措置） 
第 56 条 区域放射線管理担当課長は、第 38 条の巡視及び点検を行った結果、放射線測定

機器に故障を認めたときは、修理又は交換等の措置を講ずるとともに、気体廃棄物中の

放射性物質の濃度を監視する放射線測定機器については、放射線管理部長及び原子炉主

任技術者又は廃止措置施設保安主務者に通報しなければならない。なお、交換等を要す

る場合は、点検実施後１年以内の機器を代替えするものとする。 
２ 区域放射線管理担当課長は、前項の通報とともに、本体施設の施設管理者に通報しな

ければならない。  
３  環境放射線管理課長は、第 38 条の巡視を行った結果、放射線測定機器に故障を認め

たときは、修理又は交換等の措置を講ずるとともに、放射線管理部長、原子炉主任技術

者及び関係する本体施設の施設管理者に通報しなければならない。なお、交換等を要す

る場合は、点検実施後１年以内の機器を代替えするものとする。 
 
  第５節 周辺監視区域内の運搬中において異常を認めた場合の措置 
第 57 条 （変更なし） 
 
別表第１ ～ 別表第 11 （変更なし） 
 
別表第 12 液体廃棄物の放出管理目標値（第 35、36、54 条関係） 

核    種 放出管理目標値 

3Ｈ、14Ｃ以外の核種 １８ ＧＢｑ／年   注） 

3Ｈ ２５ ＴＢｑ／年 

注）ただし、60Co､ 137Cs については、それぞれ３.７ＧＢｑ／年とする。 
 
別表第 13 周辺監視区域における空気吸収線量率の測定（第 37 条関係） 
項     目 測定機器 頻 度 測定箇所 数 量 

空気吸収線量率 
モニタリング 

ポスト 
週１回 

別図第２ 
に示す箇所 

５ 

 
別表第 14 ～ 別表第 15 （変更なし） 
 

 
 
保全活動に関する用語の

適正化 
保全活動に関する用語の

適正化 
 
 
記載の明確化 
記載の明確化 
 
異常を認めた場合の措置

の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
条番号の追加 
 
 
 
 
 
 
 
測定に関する項目の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第 16 施設定期自主検査に係る放射線測定機器及び検査項目（第39条関係） 

放 射 線 測 定 機 器 検査項目 

第３編別表第 16、第４編別表第５、第５編別表第 25、

第５編別表第 26、第６編別表第６、第７編別表第 23、

第８編別表第 11、第９編別表第 12、第 11 編別表第 19

及び第 12 編別表第４に掲げる放射線測定機器 

校正検査 

（指示精度検査及び線源校正検

査） 

設定値確認検査 

第３編別表第 17、第４編別表第６、第５編別表第 27、

第６編別表第７、第７編別表第 24、第８編別表第 12、

第９編別表第 13、第 11 編別表第 20 及び第 12 編別表

第５に掲げる放射線測定機器 

校正検査（線源校正検査） 

警報作動検査 注）  

注）警報作動検査についてはサーベイメータを除く。 
 
別表第 17 放射線測定機器に係る施設定期自主検査の報告等（第 41 条関係） 

放 射 線 測 定 機 器 報告又は通知先 

別表第 16 に掲げる放射線測定機器 

放射線管理部長 

区域放射線管理担当課長 

本体施設の施設管理者 

 
別表第 18 改造計画（第 42 条関係） 

改造の区分 施設区分 計画作成者 計画同意者 計画承認者 

 改造が、設計

及び工事の方

法の認可申請

を伴わないと

き 

 当該施設に

係る放射線管

理施設 
 当該施設に係る

区域放射線管理担

当課長 

 当該施設に係る

本体施設の施設

管理者 

 当該施設に係る

原子炉主任技術

者 

放射線管理部長 

 改造が、設計

及び工事の方

法の認可申請

を伴うとき 

 当該施設に

係る放射線管

理施設 放射線管理部長 

 当該施設に係る

部長等 

 当該施設に係る

原子炉主任技術

者 

所 長 

別表第 16 （削除） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
別表第 17 （削除） 

  

 

 

 

 

 
別表第 18 （削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検査制度の見直しに伴う

記載の削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う

記載の削除 
 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う

記載の削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第 19  ～ 別表第 21 （省略） 
 
別表第 22 放射性廃棄物の区分基準（第 46 条関係） 

種 類 

ベータ・ガンマ 注１） アルファ 注２） 
 

レベル 区

分 

固 

 

体 

 

廃 

 

棄 

 

物 

適用基準 
容器表面の 

線量当量率 

ベータ線のみを放出する

放射性物質を収納した容

器当たりの含有量 

容器（20L 基準）当たり

の含有量及び容器表面

の線量当量率 

Ａ－１ 500μSv/ｈ未満 
3.7ＧBq 未満(90Sr にあっ

ては、370 ＭBq 未満) 

37kBq 以上 37ＭBq 未満

であって、 500 μSv/ｈ

未満 

Ａ－２ 
500μSv/ｈ以上 

 2mSv/ｈ未満 
  

Ｂ－１ 

2mSv/ｈ以上 

4× 104mSv/ｈ＊

未満 

3.7ＧBq以上 (90Srにあっ

ては、370 ＭBq以上)、370 

ＧBq 未満 

 

Ｂ－２ 
4× 104mSv/ｈ＊

以上 
370 ＧBq 以上 

37ＭBq 以上又は、500μ

Sv/ｈ以上 

備 考 

ガンマ線放出核種とベータ線のみを放出す

る核種が混在する場合は、線量当量率と含

有量のいずれか上位のレベルになる基準を

適用する。 

 ＊ 容器表面から 50cm の線量当量率 

37kBq/容器未満のもの

は、ベータ・ガンマに係

る基準を適用する。Pu

にあっては、1g／容器未

満とする。 

液 

 

体 

 

廃 

適用基準 

3Ｈ以外の放射性物質

の水中濃度 

3Ｈ 
アルファ放射性物質の

水中濃度 

Ａ未満 

注３） 

 濃度限度を超え 3.7×10-1Bq/cm3未満 

(3Ｈについては 3.7×103Bq/cm3未満 ) 

1.85 Bq/cm3以上 

別表第 19  ～ 別表第 21 （変更なし） 
 
別表第 22 放射性廃棄物の区分基準（第 46 条の 2 関係） 

種 類 

ベータ・ガンマ 注１） アルファ 注２） 
 

レベル 

区分 

固 

 

体 

 

廃 

 

棄 

 

物 

適用基準 
容器表面の 

線量当量率 

ベータ線のみを放出する

放射性物質を収納した容

器当たりの含有量 

容器（20L 基準）当たり

の含有量及び容器表面

の線量当量率 

Ａ－１ 500μSv/ｈ未満 
3.7ＧBq 未満(90Sr にあっ

ては、370 ＭBq 未満) 

37kBq 以上37ＭBq未満

であって、 500 μSv/ｈ

未満 

Ａ－２ 
500μSv/ｈ以上 

 2mSv/ｈ未満 
  

Ｂ－１ 

2mSv/ｈ以上 

4× 104mSv/ｈ＊

未満 

3.7ＧBq 以上 (90Sr にあっ

ては、370 ＭBq 以上)、370 

ＧBq 未満 

 

Ｂ－２ 
4× 104mSv/ｈ＊

以上 
370 ＧBq 以上 

37ＭBq 以上又は、500μ

Sv/ｈ以上 

備 考 

ガンマ線放出核種とベータ線のみを放出す

る核種が混在する場合は、線量当量率と含

有量のいずれか上位のレベルになる基準を

適用する。 

 ＊ 容器表面から 50cm の線量当量率 

37kBq/容器未満のもの

は、ベータ・ガンマに係

る基準を適用する。Pu

にあっては、1g／容器未

満とする。 

液 

 

体 

 

廃 

適用基準 

3Ｈ以外の放射性物質

の水中濃度 

3Ｈ 
アルファ放射性物質の

水中濃度 

Ａ未満 

注３） 

 濃度限度を超え 3.7×10-1Bq/cm3未満 

(3Ｈについては 3.7×103Bq/cm3未満 ) 

1.85 Bq/cm3以上 

 
 
記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 

棄 

 

物 

Ａ 
3.7×10-1Bq/cm3以上 

3.7×101 Bq/cm3未満 

3.7×103 Bq/cm3 以

上 

3.7×105 Bq/cm3 未

満 

Ｂ－１ 
3.7×101Bq/cm3 以上 

3.7×104 Bq/cm3 未満 
 

Ｂ－２ 
3.7×104 Bq/cm3 以上 

3.7×105 Bq/cm3 未満 
 

備 考 

 3Ｈと 3Ｈ以外の核種が混在する場合は、い

ずれか上位のレベルになる基準を適用す

る。 

Pu にあっては、lg／容器

未満とする。 

 1.85Bq/cm3 未満は、ベ

ータ・ガンマの区分を適

用する。 

注1)  アルファ線を放出しない放射性物質及び注2)のアルファから除外された放射性

物質。 
注2) アルファ線を放出する放射性物質から、232Ｔh 、Ｔh-nat 、235Ｕ、238Ｕ、 

Ｕ-nat、アルファ／ベータ・ガンマの比が１／10以下の照射済燃料等及びこれら

によって汚染されたものを除いたもの。 
注3) 周辺監視区域外の水中濃度限度。 
 
別表第 23 放射性廃棄物の表示（第 47 条関係） 

放 射 性 廃 棄 物 の 種 類 表 示 事 項  注 1） 

固体廃棄物 

イ レベル区分 

ロ 主な核種 

ハ 推定放射性物質の量 

ニ 容器表面の線量当量率 

ホ 主要内容物 

ヘ 取扱い者名 

ト 発生場所 (施設名) 

チ 封入年月日 

リ 発生場所の区分 注 2） 

ヌ 特殊な物質の有無 

 

棄 

 

物 

Ａ 
3.7×10-1Bq/cm3以上 

3.7×101 Bq/cm3未満 

3.7×103 Bq/cm3 以

上 

3.7×105 Bq/cm3 未

満 

Ｂ－１ 
3.7×101Bq/cm3 以上 

3.7×104 Bq/cm3 未満 
 

Ｂ－２ 
3.7×104 Bq/cm3 以上 

3.7×105 Bq/cm3 未満 
 

備 考 

 3Ｈと 3Ｈ以外の核種が混在する場合は、い

ずれか上位のレベルになる基準を適用す

る。 

Pu にあっては、lg／容器

未満とする。 

 1.85Bq/cm3未満は、ベ

ータ・ガンマの区分を適

用する。 

注1) アルファ線を放出しない放射性物質及び注2)のアルファから除外された放射性

物質。 
注2) アルファ線を放出する放射性物質から、232Ｔh 、Ｔh-nat 、235Ｕ、238Ｕ、 

Ｕ-nat、アルファ／ベータ・ガンマの比が１／10以下の照射済燃料等及びこれら

によって汚染されたものを除いたもの。 
注3) 周辺監視区域外の水中濃度限度。 
 
別表第 23 放射性廃棄物の表示（第 46 条の 2 関係） 

放 射 性 廃 棄 物 の 種 類 表 示 事 項  注 1） 

固体廃棄物 

イ レベル区分 

ロ 主な核種 

ハ 推定放射性物質の量 

ニ 容器表面の線量当量率 

ホ 主要内容物 

ヘ 取扱い者名 

ト 発生場所 (施設名) 

チ 封入年月日 

リ 発生場所の区分 注 2） 

ヌ 特殊な物質の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

液体廃棄物 (容器入り) 

イ レベル区分 

ロ 液体廃棄物の量 

ハ 主な核種 

ニ 放射性物質の濃度 

ホ 容器表面の線量当量率 

ヘ 取扱い者名 

ト 発生場所 (施設名) 

チ 封入年月日 

注１）ベータ・ガンマ固体廃棄物Ａ－２、Ｂ－１、Ｂ－２で表示が困難な場合、又は

廃棄物処理場で処理ができない場合は、管理番号等あらかじめ放射性廃棄物管

理第１課長が指示する事項を記入すること。 

注２）Ａ－１、Ａ－２に属する廃棄物のうち、第３編第 16 条第３項の高圧縮処理及

び溶融処理の対象とする廃棄物に適用する。 
 
別表第 24 ～ 別表第 25 （省略） 

 
別図第１（その１） ～ 別図第１（その１１） （省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

液体廃棄物 (容器入り) 

イ レベル区分 

ロ 液体廃棄物の量 

ハ 主な核種 

ニ 放射性物質の濃度 

ホ 容器表面の線量当量率 

ヘ 取扱い者名 

ト 発生場所 (施設名) 

チ 封入年月日 

注１）ベータ・ガンマ固体廃棄物Ａ－２、Ｂ－１、Ｂ－２で表示が困難な場合、又は

廃棄物処理場で処理ができない場合は、管理番号等あらかじめ放射性廃棄物管

理第１課長が指示する事項を記入すること。 

注２）Ａ－１、Ａ－２に属する廃棄物のうち、第３編第 16 条第３項の高圧縮処理及

び溶融処理の対象とする廃棄物に適用する。 
 
別表第 24 ～ 別表第 25 （変更なし） 

 
別図第１（その１） ～ 別図第１（その１１） （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

別図第２ 周辺監視区域 

 
 
別記様式第１ ～ 別記様式第６ （省略） 

 別図第２ 周辺監視区域 

 
 
別記様式第１ ～ 別記様式第６ （変更なし） 

 
 
 
 
モニタリングポストの追

加 
 
 
 

 

■：モニタリングポスト 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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（第３編 廃棄物処理場の管理）

新旧対照表



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第３編 廃棄物処理場の管理） 

1 

変 更 前 変 更 後 備 考 
 

第３編 廃棄物処理場の管理 

 

目次 

第１章 通則（第１条－第７条） 

第２章 運転管理 

第１節 放射性廃棄物の種類及び区分（第８条） 

第２節 引取り前の確認（第９条） 

第３節 運搬及び引取り（第10条） 

第４節 貯蔵（第11条） 

第５節 処理（第12条－第18条） 

第６節 保管廃棄（第19条－第20条の２） 

第７節 汚染除去（第21条－第22条） 

第８節 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価（第22条の２－第22条

の６） 

第３章 保守管理（第23条－第30条） 

第４章 異常時の措置 

第１節 警報装置が作動した場合の措置（第31条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第32条） 

第３節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第33条） 

第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第34条） 

第５章 放射線管理（第35条－第37条） 

第６章 放射性廃棄物の受託処理に係る措置（第38条） 

第７章 記録及び保存（第39条） 

 

 

第３編 廃棄物処理場の管理 

 

目次 

第１章 通則（第１条－第７条） 

第２章 運転管理 

第１節 放射性廃棄物の種類及び区分（第８条） 

第２節 引取り前の確認（第９条） 

第３節 運搬及び引取り（第10条） 

第４節 貯蔵（第11条） 

第５節 処理（第12条－第18条） 

第６節 保管廃棄（第19条－第20条の２） 

第７節 汚染除去（第21条－第22条） 

第８節 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価（第22条の２－第22条

の６） 

第３章 保守管理（第22条の７－第30条） 

第４章 異常時の措置 

第１節 警報装置が作動した場合の措置（第31条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第32条） 

第３節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第33条） 

第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第34条） 

第５章 放射線管理（第35条－第37条） 

第６章 放射性廃棄物の受託処理に係る措置（第38条） 

第７章 記録及び保存（第39条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条の追加に伴う変更 

 

第１章  通則 

第１条 （省略） 

 

第１章  通則 

第１条 （変更なし） 

 

（部内品質保証委員会等） 

第２条 バックエンド技術部に部内品質保証委員会を、工務技術部に部内安全審査会を

設置する。 

２ バックエンド技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認又は同意しようとするとき

は、当該事項について、部内品質保証委員会の審議を得なければならない。 

(1) 第 29 条第１項及び第２編第 42 条に定める修理及び改造の計画 

(2) 第７条第１項に定める手引 

(3) 廃棄物処理場の品質保証に関する事項 

 

第２条 （削除） 

 

品質管理技術基準規則の制定

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(4) 第 22 条の２第１項に定める要領書 

３ 工務技術部長は、第７条第２項の承認をしようとするときは、当該事項について、工

務技術部の部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ バックエンド技術部長及び工務技術部長は、それぞれ部内品質保証委員会及び部内

安全審査会の審議の結果を尊重しなければならない。 

 

第３条 （省略） 

 

第３条 （変更なし）  

（年間処理計画） 

第４条 バックエンド技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、研究所内からの年間放射

性廃棄物引渡し予定量及び研究所外からの年間放射性廃棄物依頼量並びに当該年度に

おける処理能力等を勘案して、次の各号に掲げる事項を明らかにした年間放射性廃棄

物処理計画（以下この編において「年間処理計画」という。）を作成し、所長の承認を

受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 廃棄物処理施設ごとの稼動予定期間及び予定処理量 

(2) 保管廃棄施設の収納余裕量 

(3) 施設定期自主検査の予定期間 

(4) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 27 条に定める認可申請

（以下この編において「設計及び工事の方法の認可申請」という。）を伴う本体施設、

特定施設及び放射線管理施設の修理及び改造の項目並びに予定期間 

２ 所長は、第１項の承認をしようとするときは、廃棄物処理場に関する保安の監督を行

う原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得

なければならない。 

３ バックエンド技術部長は、第１項の承認を受けたときは、放射性廃棄物管理第１課

長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務第１課長及び放射線管理第

２課長に通知しなければならない。 

 

（年間処理計画） 

第４条 バックエンド技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、研究所内からの年間放射

性廃棄物引渡し予定量及び研究所外からの年間放射性廃棄物依頼量並びに当該年度に

おける処理能力等を勘案して、次の各号に掲げる事項を明らかにした年間放射性廃棄

物処理計画（以下この編において「年間処理計画」という。）を作成し、所長の承認を

受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 廃棄物処理施設ごとの稼動予定期間及び予定処理量 

(2) 保管廃棄施設の収納余裕量 

(3) 定期事業者検査の予定期間 

(4) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 27 条に定める認可申請

（以下この編において「設計及び工事の計画の認可申請」という。）を伴う本体施設、

特定施設及び放射線管理施設の修理及び改造の項目並びに予定期間 

２ 所長は、第１項の承認をしようとするときは、廃棄物処理場に関する保安の監督を行

う原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得

なければならない。 

３ バックエンド技術部長は、第１項の承認を受けたときは、放射性廃棄物管理第１課

長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務第１課長及び放射線管理第

２課長に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

法令及び規則の改正に伴う記

載の変更 

 

（処理実施計画） 

第５条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課

長は、毎月、前条の年間処理計画に基づき、次の各号に掲げる事項を明らかにした放射

性廃棄物処理実施計画（以下この章において「処理実施計画」という。）を作成し、バ

ックエンド技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも

同様とする。 

(1) 廃棄物処理施設ごとの稼動予定期間 

(2) 放射性廃棄物の受入れ能力 

(3) 放射性廃棄物の予定処理量 

（処理実施計画） 

第５条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課

長は、毎月、前条の年間処理計画に基づき、次の各号に掲げる事項を明らかにした放射

性廃棄物処理実施計画（以下この章において「処理実施計画」という。）を作成し、バ

ックエンド技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

(1) 廃棄物処理施設ごとの稼動予定期間 

(2) 放射性廃棄物の受入れ能力 

(3) 放射性廃棄物の予定処理量 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
２ バックエンド技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、第１項の承認を受け

たときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長に、また、高減容処理技術課長は、第

１項の承認を受けたときは、放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

２ バックエンド技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、第１項の承認を受け

たときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長に、また、高減容処理技術課長は、第

１項の承認を受けたときは、放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

第６条 （省略） 

 

第６条 （変更なし）  

（手引の作成） 

第７条 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、本体施設に関し、

次の第１号から第４号に掲げる事項について、高減容処理技術課長は、本体施設に関

し、次の第１号から第７号に掲げる事項について定めた廃棄物処理場本体施設運転手

引を作成し、バックエンド技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

(1) 作業開始前及び作業終了後に確認すべき事項 

(2) 設備の運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 特殊な物質の分別処理の方法に関する事項 

(6) 混在廃棄物を極力増やさないための溶融処理作業及び耐火物の交換等に関する事 

 項 

(7) 溶融サンプルの採取及び保管に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定め

た廃棄物処理場特定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければなら

ない。これを変更しようとするときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、バックエンド技術部長の同意を

得なければならない。 

４ バックエンド技術部長は、第１項の承認及び前項の同意をしようとするときは、原子

炉主任技術者の同意を得なければならない。 

５ バックエンド技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認を

したときは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

（手引の作成） 

第７条 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、本体施設に関し、

次の第１号から第４号に掲げる事項について、高減容処理技術課長は、本体施設に関

し、次の第１号から第７号に掲げる事項について定めた廃棄物処理場本体施設運転手

引を作成し、バックエンド技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 

(1) 作業開始前及び作業終了後に確認すべき事項 

(2) 設備の運転操作に関する事項 

(3) 巡視に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 特殊な物質の分別処理の方法に関する事項 

(6) 混在廃棄物を極力増やさないための溶融処理作業及び耐火物の交換等に関する事 

 項 

(7) 溶融サンプルの採取及び保管に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定め

た廃棄物処理場特定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、バックエンド技術部長の同意を

得なければならない。 

４ バックエンド技術部長は、第１項の承認及び前項の同意をしようとするときは、原子

炉主任技術者の同意を得なければならない。 

５ バックエンド技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認を

したときは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

第２章  運転管理 

第１節  放射性廃棄物の種類及び区分 

第８条 （省略） 

 

第２章  運転管理 

第１節  放射性廃棄物の種類及び区分 

第８条 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第２節  引取り前の確認 

第９条 （省略） 

 

第２節  引取り前の確認 

第９条 （変更なし） 

 

第３節  運搬及び引取り 

第 10 条 （省略） 

 

第３節  運搬及び引取り 

第 10 条 （変更なし） 

 

第４節  貯蔵 

第 11 条 （省略） 

 

第４節  貯蔵 

第 11 条 （変更なし） 

 

第５節  処理 

第 12 条 ～ 第 13 条 （省略） 

 

第５節  処理 

第 12 条  ～ 第 13 条 （変更なし） 

 

（作業中の点検） 

 

第 14 条 放射性廃棄物管理第１課長は別表第５、放射性廃棄物管理第２課長は別表第５

の２、高減容処理技術課長は別表第５の３、工務第１課長は別表第５の４に掲げるとこ

ろにより、処理作業中１日１回以上、その処理作業に係る設備等を点検し、異常のない

ことを確認しなければならない。 

 

（作業中の巡視） 

 

第 14 条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課

長は、第 22 条の９第１項の施設管理実施計画又は同条第３項の特別な施設管理実施計

画に定めるところにより、その処理作業に係る設備等を巡視し、異常のないことを確認

しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

第 15 条 ～ 第 18 条 （省略） 

 

第 15 条 ～ 第 18 条 （変更なし）  

第６節  保管廃棄 

第 19 条 （省略） 

 

第６節  保管廃棄 

第 19 条 （変更なし） 

 

（廃棄物パッケージ等の取出し） 

第 20 条 高減容処理技術課長は、別表第９に掲げる保管廃棄施設に保管廃棄されている

廃棄物パッケージ等を解体分別保管棟の解体室又は減容処理棟において処理しようと

するときは、廃棄物パッケージ等の種類及び数量を明らかにして保管廃棄施設からの

取り出しを放射性廃棄物管理第１課長に依頼しなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長は、前項の依頼を受けたときは、依頼された廃棄物パッケ

ージ等について、取り出すことが可能であることを確認しなければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長は、取り出した廃棄物パッケージ等を、解体分別保管棟の

解体室又は減容処理棟において高減容処理技術課長に引き渡すものとする。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長は、解体分別保管棟の解体室又は減容処理棟において引

き渡した廃棄物パッケージに含まれる廃棄物の発生場所の区分を、高減容処理技術課

長に通知し、容器ごとに表示しなければならない。 

（廃棄物パッケージ等の取出し） 

第 20 条 高減容処理技術課長は、別表第９に掲げる保管廃棄施設に保管廃棄されている

廃棄物パッケージ等を解体分別保管棟の解体室又は減容処理棟において処理しようと

するときは、廃棄物パッケージ等の種類及び数量を明らかにして保管廃棄施設からの

取出しを放射性廃棄物管理第１課長に依頼しなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長は、前項の依頼を受けたときは、依頼された廃棄物パッケ

ージ等について、取り出すことが可能であることを確認しなければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長は、取り出した廃棄物パッケージ等を、解体分別保管棟の

解体室又は減容処理棟において高減容処理技術課長に引き渡すものとする。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長は、解体分別保管棟の解体室又は減容処理棟において引

き渡した廃棄物パッケージに含まれる廃棄物の発生場所の区分を、高減容処理技術課

長に通知し、容器ごとに表示しなければならない。 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第３編 廃棄物処理場の管理） 

5 

変 更 前 変 更 後 備 考 
  

第 20 条の２ （省略） 

 

第 20 条の２ （変更なし）  

第７節  汚染除去 

第 21 条 （省略） 

 

第７節  汚染除去 

第 21 条 （変更なし） 

 

（汚染除去作業に係る点検） 

 

第 22 条 放射性廃棄物管理第１課長は、機器の汚染除去に係る作業開始前、作業中及び

作業終了後の汚染除去施設について、別表第４、別表第５及び別表第６により、また、

工務第１課長は、別表第４の４、別表第５の４及び別表第６の４に掲げるところにより

点検しなければならない。 

 

（汚染除去作業に係る点検及び巡視） 

 

第 22 条 放射性廃棄物管理第１課長は、機器の汚染除去に係る作業開始前及び作業終了

後の汚染除去施設について、別表第４及び別表第６により、また、工務第１課長は、別

表第４の４及び別表第６の４に掲げるところにより点検しなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長は、第 22 条の９第１項の施設管理実施計画又は同条第３

項の特別な施設管理実施計画に定めるところにより、作業中の汚染除去施設を巡視し、

異常のないことを確認しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

第８節 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価 

（クリアランス作業要領書の作成） 

第 22 条の２ 放射性廃棄物管理第１課長は、クリアランス認可申請書に基づいて放射能

濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価を行うにあたり、次の各号に掲げる事項

について定めたクリアランス作業要領書を作成し、バックエンド技術部長の承認を受

けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 放射能濃度確認対象物の取り出しに関する事項 

(2) 放射能濃度確認対象物の選別（不純物の除去）に関する事項 

(3) 著しい偏りがないことの確認に関する事項 

(4) 放射能濃度確認対象物の保管容器への収納に関する事項 

(5) 放射能濃度確認対象物の保管・管理に関する事項 

(6) 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価に関する事項 

２ バックエンド技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

３ バックエンド技術部長は第１項の承認をしたときは、所長に報告しなければならな

い。 

 

第８節 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価 

（クリアランス作業要領書の作成） 

第 22 条の２ 放射性廃棄物管理第１課長は、クリアランス認可申請書に基づいて放射能

濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価を行うにあたり、次の各号に掲げる事項

について定めたクリアランス作業要領書を作成し、バックエンド技術部長の承認を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 放射能濃度確認対象物の取出しに関する事項 

(2) 放射能濃度確認対象物の選別（不純物の除去）に関する事項 

(3) 著しい偏りがないことの確認に関する事項 

(4) 放射能濃度確認対象物の保管容器への収納に関する事項 

(5) 放射能濃度確認対象物の保管・管理に関する事項 

(6) 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価に関する事項 

２ バックエンド技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

３ バックエンド技術部長は第１項の承認をしたときは、所長に報告しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

（放射能濃度確認対象物の取り出し等における汚染拡大防止） 

第 22 条の３ 放射性廃棄物管理第１課長は、保管廃棄施設・ＮＬから放射能濃度確認対

象物の取り出し等を行うときは、放射性物質の汚染拡大を防止するために放射能濃度

確認対象物を取り出す１ピット全体を覆うように上屋を設けなければならない。 

（放射能濃度確認対象物の取出し等における汚染拡大防止） 

第 22 条の３ 放射性廃棄物管理第１課長は、保管廃棄施設・ＮＬから放射能濃度確認対

象物の取出し等を行うときは、放射性物質の汚染拡大を防止するために放射能濃度確

認対象物を取り出す１ピット全体を覆うように上屋を設けなければならない。 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
  

（放射能濃度確認対象物の保管・管理） 

第 22 条の４ 放射性廃棄物管理第１課長は、保管廃棄施設・ＮＬから取り出した放射能

濃度確認対象物を保管容器に収納して速やかに封印し、整理番号を付して放射能濃度

確認対象物を収納していることの表示を行わなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長は、前項の措置を講じた放射能濃度確認対象物の法第 61

条の２第１項の確認を受けるまでの間の保管を、クリアランス認可申請書に記載した

第２保管廃棄施設内の専用のテント倉庫、廃棄物保管棟・Ⅰ（地階を除く。）及び廃棄

物保管棟・Ⅱ（地階を除く。）で行うものとする。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長は、前項の保管にあたっては、法第 61 条の２第１項の確

認を受ける前の放射能濃度確認対象物、法第 61 条の２第１項の確認を受けた物及び保

管廃棄している放射性廃棄物が混在しないように仕切りを設け表示を行うこと等によ

り区画し、適切に管理しなければならない。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長は、放射能濃度確認対象物を保管廃棄しているピットに

は、当該ピットに保管廃棄している放射能濃度確認対象物の取り出しが完了するまで

の間、新たな放射性廃棄物の搬入を禁止しなければならない。 

５ 放射性廃棄物管理第１課長は、放射能濃度確認対象物を保管廃棄しているピットの

鋼製蓋表面に、放射能濃度確認対象物を保管廃棄していること及び新たな放射性廃棄

物の搬入を禁止することの表示を行わなければならない。 

 

（放射能濃度確認対象物の保管・管理） 

第 22 条の４ 放射性廃棄物管理第１課長は、保管廃棄施設・ＮＬから取り出した放射能

濃度確認対象物を保管容器に収納して速やかに封印し、整理番号を付して放射能濃度

確認対象物を収納していることの表示を行わなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長は、前項の措置を講じた放射能濃度確認対象物の法第 61

条の２第１項の確認を受けるまでの間の保管を、クリアランス認可申請書に記載した

第２保管廃棄施設内の専用のテント倉庫、廃棄物保管棟・Ⅰ（地階を除く。）及び廃棄

物保管棟・Ⅱ（地階を除く。）で行うものとする。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長は、前項の保管にあたっては、法第 61 条の２第１項の確

認を受ける前の放射能濃度確認対象物、法第 61 条の２第１項の確認を受けた物及び保

管廃棄している放射性廃棄物が混在しないように仕切りを設け表示を行うこと等によ

り区画し、適切に管理しなければならない。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長は、放射能濃度確認対象物を保管廃棄しているピットに

は、当該ピットに保管廃棄している放射能濃度確認対象物の取出しが完了するまでの

間、新たな放射性廃棄物の搬入を禁止しなければならない。 

５ 放射性廃棄物管理第１課長は、放射能濃度確認対象物を保管廃棄しているピットの

鋼製蓋表面に、放射能濃度確認対象物を保管廃棄していること及び新たな放射性廃棄

物の搬入を禁止することの表示を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

第 22 条の５ ～ 第 22 条の６ （省略） 

 

第 22 条の５ ～ 第 22 条の６ （変更なし）  

第３章  保守管理 

 

第３章  保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第 22 条の７ バックエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、廃棄物処理

場（本体施設、特定施設及び放射線管理施設を含む。）について、第１編第２条第２項

に基づき理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標をそれぞれ策

定しなければならない。 

２ バックエンド技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ バックエンド技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線管理

部長に通知しなければならない。 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 （施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第 22 条の８ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術

課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、それぞ

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
れ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定

しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機器がない場合は、

この限りでない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は、

前項の定量的な施設管理目標をとりまとめ、バックエンド技術部長の承認を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

４ バックエンド技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

５ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、第２項の承認を受け

たときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。また、高

減容処理技術課長は、第２項の承認を受けたときは、放射線管理第２課長に通知しなけ

ればならない。 

 

 （施設管理実施計画等の策定） 

第 22 条の９ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術

課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・機器について、

次の各号に掲げる事項を定めた「施設管理実施計画」を策定しなければならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関するこ

と。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉施設の運転中及び運

転停止中の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に

関すること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関す

ること。 

ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関

すること。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務

第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・機器について、次の各号

に掲げる事項を整理した「設備保全整理表」及び「検査要否整理表」を策定しなければ

ならない。 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、設備の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理

を行う観点から特別な状態にある場合は、第４条の定めにより作成する「年間処理計

画」において特別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試

験炉規則第９条第１項第７号の規定に基づき「特別な施設管理実施計画」及び「特別な

設備保全整理表及び検査要否整理表」を定めることができる。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は、

第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表をと

りまとめ、バックエンド技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

６ バックエンド技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

７ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、第４項の承認を受け

たときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。また、高

減容処理技術課長は、第４項の承認を受けたときは、放射線管理第２課長に通知しなけ

ればならない。 

 

 （保全活動の実施） 

第 22 条の 10 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術

課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機器について、施設管

理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところにより、保全活

動を実施しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 （保全活動の有効性評価及び改善） 

第 22 条の 11 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術

課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機器について、保全活

動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査

の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

第 23 条 ～ 第 24 条の２ （省略） 

 

第 23 条 ～ 第 24 条の２ （変更なし）  

（巡視及び点検） 

 

（巡視） 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第 25条 放射性廃棄物管理第１課長は別表第 12、放射性廃棄物管理第２課長は別表第 12

の２、高減容処理技術課長は別表第 12 の３、工務第１課長は別表第 12 の４に掲げる

ところにより巡視し、点検しなければならない。 

 

第 25 条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長

及び工務第１課長は、第 22 条の９第１項の施設管理実施計画又は同条第３項の特別な

施設管理実施計画に定めるところにより巡視しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

（地震後の措置） 

第 26 条 震度４以上の地震が発生したとき、放射性廃棄物管理第１課長は別表第１、放

射性廃棄物管理第２課長は別表第１の２、高減容処理技術課長は別表第１の３、工務第

１課長は別表第１の４に掲げる施設をそれぞれ点検しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の点検の結果を放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物

管理第２課長に通報しなければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、第１項の点検を行っ

たとき及び前項の通報を受けたとき、また、高減容処理技術課長は第１項の点検を行っ

たときは、バックエンド技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

 

（地震後の措置） 

第 26 条 震度４以上の地震が発生したとき、放射性廃棄物管理第１課長は別表第１、放

射性廃棄物管理第２課長は別表第１の２、高減容処理技術課長は別表第１の３、工務第

１課長は別表第１の４に掲げる施設をそれぞれ点検しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の点検の結果を放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物

管理第２課長に通報しなければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、第１項の点検を行っ

たとき及び前項の通報を受けたとき、また、高減容処理技術課長は第１項の点検を行っ

たときは、バックエンド技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌業務の整理による見直し 

（施設定期自主検査） 

第 27 条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長

及び工務第１課長は、保安上特に管理を必要とする設備について、性能が維持されてい

るかどうかの検査を、それぞれ別表第 13、別表第 13 の２、別表第 13 の３及び別表第

13 の４に掲げるところにより毎年１回以上行わなければならない。 

 

（定期事業者検査） 

第 27 条 原子力施設検査室長は、廃棄物処理場の定期事業者検査を実施しようとすると

きは、次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉

主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。ただし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第 22 条の８の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務

第１課長及び放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検査に

必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、放射性廃棄物管理第１課長、放

射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
に通知しなければならない。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務

第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の通知を受けたときは、それぞれバックエン

ド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を

取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

（施設定期自主検査の実施計画） 

第 28 条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長

及び工務第１課長は、前条の施設定期自主検査を行おうとするときは、それぞれ次の各

号に掲げる事項を明らかにした本体施設及び特定施設に係る施設定期自主検査の実施

計画を作成しなければならない。 

(1) 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 検査の項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は、

前項の施設定期自主検査の実施計画をとりまとめ、バックエンド技術部長の承認を受

けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、前項第３号

の予定期間の変更についてはこの限りでない。 

３ バックエンド技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、第２項の承認を受け

たときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長に、また、高減容処理技術課長は、第

２項の承認を受けたときは、放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

 

第 28 条 （削除） 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

（修理及び改造） 

第 29 条 別表第 14 に掲げる施設管理者は、同表に掲げる施設区分の施設について、必

要と認めた場合は、修理又は改造を行うことができる。 

 

２ 別表第 14に掲げる施設管理者は、前項の修理及び改造を行おうとする場合において、

その修理及び改造が設計及び工事方法の認可申請を伴うときは、次の各号を明らかに

した修理及び改造の計画を作成し、同表に掲げる第１同意者の同意を得なければなら

ない。これを変更するときも同様とする。 

 

 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

（修理及び改造） 

第 29 条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、

工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ本体施設、特定施設及び放射線管理

施設について、必要と認めた場合は、修理又は改造を行うことができる。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務

第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の修理及び改造を行おうとする場合におい

て、その修理及び改造が法第 28 条第１項に定める使用前事業者検査を伴うときは、次

の各号を明らかにした修理及び改造計画を作成し、それぞれ、バックエンド技術部長、

工務技術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第３編 廃棄物処理場の管理） 

11 

変 更 前 変 更 後 備 考 
(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

 

 

３ 別表第 14 に掲げる第１同意者は、前項の定めにより同意した修理及び改造の計画に

ついて、所長の承認を受けなければならない。なお、工務技術部長は、前項の同意をし

ようとするときは、バックエンド技術部長の同意を得なければならない。 

４ 所長は、第３項の承認をしようとするときは、第２同意者である原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

 

５ 別表第 14 に掲げる第１同意者は、第３項の承認を受けたときは、当該修理及び改造

に関係ある課長等に通知しなければならない。 

 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の確認をしようとするときは、それぞれバ

ックエンド技術部長の同意を得なければならない。 

４ バックエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、第２項の定めにより確

認した修理及び改造計画について、それぞれ所長の承認を受けなければならない。 

 

５ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければな

らない。 

 

６ バックエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、第４項の承認を受けた

ときは、当該修理及び改造に関係ある課長等に通知しなければならない。 

 

７ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は

本体施設について、工務第１課長は特定施設について、及び放射線管理第２課長は放射

線管理施設について、修理及び改造が必要と認めた場合で、その修理及び改造が法第 28

条第１項に定める使用前事業者検査を伴わないときは、正常な状態に復帰するために、

修理及び改造を行うことができる。 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

項番号の繰下げ 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

項番号の繰下げ 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

項番号の繰下げ 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 （使用前事業者検査） 

第 29 条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉主任技

術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただ

し、第１号ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更について

は、この限りでない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制 

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
２ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項

の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係あ

る課長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、前項の通知を受けたときは、それぞれ当

該使用前事業者検査に関係ある部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を

取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

（保守結果の報告等） 

第 30 条  

 

 

放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長及び工

務第１課長は、施設定期自主検査を終了したとき及び前条の定めにより当該施設管理

者が作成した修理及び改造計画の作業を終了したときは、別表第 15 に掲げるところに

より、その結果を同表に掲げる報告または通知先の者に報告又は通知しなければなら

ない。第２編第 41 条の規定により放射線管理施設に係る施設定期自主検査の結果の通

知を受けたときも同様とする。 

２ 工務技術部長は、前項の報告を受けたとき及び前条の定めにより修理及び改造計画

の作業を終了したときは、バックエンド技術部長に通知しなければならない。 

 

３ バックエンド技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任

技術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

（保守結果の報告等） 

第 30 条 原子力施設検査室長は、第 27 条第５項の確認及び前条第５項の確認を受けた

ときは、放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、

工務第１課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長、高減容処理技術課長、工務

第１課長及び放射線管理第２課長は、定期事業者検査が終了したとき、第 29 条の修理

及び改造計画の作業並びに前条の使用前事業者検査が終了したときは、その結果を別

表第 15 に掲げるところにより、報告又は通知しなければならない。 

 

 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、それぞれバックエ

ンド技術部長に通知しなければならない。 

 

４ バックエンド技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任

技術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

項番号の繰下げ 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

項番号の繰下げ 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

項番号の繰下げ 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

第４章  異常時の措置 

第１節  警報装置が作動した場合の措置 

第 31 条 （省略） 

 

第４章  異常時の措置 

第１節  警報装置が作動した場合の措置 

第 31 条 （変更なし） 

 

 

第２節  点検等において異常を認めた場合の措置 

（巡視及び点検等において異常を認めた場合の措置） 

 

第 32 条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課

長は、第 13 条の作業開始前の点検、第 14 条の作業中の点検、第 15 条の作業終了後の

点検、第 25 条の巡視及び点検並びに第 26 条の地震後の点検の結果、放射性廃棄物管

第２節  点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

 

第 32 条 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課

長は、第 13 条の作業開始前の点検、第 14 条の作業中の巡視、第 15 条の作業終了後の

点検、第 25 条の巡視並びに第 26 条の地震後の点検の結果、放射性廃棄物管理第１課

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
理第１課長は、第 22 条の汚染除去作業に係る点検の結果、異常を認めたときは、その

原因及び状況を調査し、通常運転状態へ復旧させるための措置を講じなければならな

い。また、放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、その異常が特

定施設に影響を及ぼすおそれのある場合は、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第 13 条の作業開始前の点検、第 14 条の作業中の点検、第 15 条の

作業終了後の点検、第 22 条の汚染除去作業に係る点検、第 25 条の巡視及び点検並び

に第 26 条の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、

通常運転状態へ復旧させるための措置を講じなければならない。この場合において、重

要と認める異常については、その原因及び状況並びに講じた措置を放射性廃棄物管理

第１課長又は放射性廃棄物管理第２課長に通報しなければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、前項の通報及び第２

編第 56 条第２項の規定により放射線管理第２課長から点検の結果、異常を認めた旨の

通報を受けたとき、また、高減容処理技術課長は、第２編第 56 条第２項の規定により

放射線管理第２課長から点検の結果、異常を認めた旨の通報を受けたときは、その原因

及び状況を調査し、通常運転状態へ復旧させるための措置を講じなければならない。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は、

第１項及び前項の調査の結果、その異常が廃棄物処理場の保安に影響を及ぼすと認め

たときは、バックエンド技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

５ バックエンド技術部長は、前項の規定により通報を受けたときは、廃棄物処理場の保

安に必要な措置を講ずるよう指示するとともに、その異常が廃棄物処理場の保安に重

大な影響があると認めたときは、所長に通報しなければならない。 

 

長は、第 22 条の汚染除去作業に係る点検又は巡視の結果、異常を認めたときは、その

原因及び状況を調査し、通常運転状態へ復旧させるための措置を講じなければならな

い。また、放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、その異常が特

定施設に影響を及ぼすおそれのある場合は、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第 13 条の作業開始前の点検、第 15 条の作業終了後の点検、第 22

条の汚染除去作業に係る点検、第 25 条の巡視並びに第 26 条の地震後の点検の結果、

異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、通常運転状態へ復旧させるための措

置を講じなければならない。この場合において、重要と認める異常については、その原

因及び状況並びに講じた措置を放射性廃棄物管理第１課長又は放射性廃棄物管理第２

課長に通報しなければならない。 

３ 放射性廃棄物管理第１課長及び放射性廃棄物管理第２課長は、前項の通報及び第２

編第 56 条第２項の規定により放射線管理第２課長から点検の結果、異常を認めた旨の

通報を受けたとき、また、高減容処理技術課長は、第２編第 56 条第２項の規定により

放射線管理第２課長から点検の結果、異常を認めた旨の通報を受けたときは、その原因

及び状況を調査し、通常運転状態へ復旧させるための措置を講じなければならない。 

４ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は、

第１項及び前項の調査の結果、その異常が廃棄物処理場の保安に影響を及ぼすと認め

たときは、バックエンド技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

５ バックエンド技術部長は、前項の規定により通報を受けたときは、廃棄物処理場の保

安に必要な措置を講ずるよう指示するとともに、その異常が廃棄物処理場の保安に重

大な影響があると認めたときは、所長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

 

 

 

第３節  勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第 33 条 勤務時間外において第１編第 40 条第２項の定めにより異常が発生した旨の通

報を受けた者は、ただちに現場に赴き、又は第１編第 39 条第３号において定める通報

連絡系統により関係者を動員し、その原因及び状況を調査するとともに、正常な状態に

復帰させるための措置を講じ、かつ、その原因及び状況を、第２廃棄物処理棟、解体分

別保管棟（ただし、保管室を除く。）及び減容処理棟を除く廃棄物処理場に係る異常の

ときは放射性廃棄物管理第１課長に、第２廃棄物処理棟に係る異常のときは放射性廃

棄物管理第２課長に、解体分別保管棟（ただし、保管室を除く。）及び減容処理棟に係

る異常のときは高減容処理技術課長に通報しなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は、

前項の通報を受けた場合において、その異常が廃棄物処理場の保安に影響を及ぼすと

認めたときは、バックエンド技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならな

い。 

第３節  勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第 33 条 勤務時間外において第１編第 40 条第２項の定めにより異常が発生した旨の通

報を受けた者は、直ちに現場に赴き、又は第１編第 39 条第１項第３号において定める

通報連絡系統により関係者を動員し、その原因及び状況を調査するとともに、正常な状

態に復帰させるための措置を講じ、かつ、その原因及び状況を、第２廃棄物処理棟、解

体分別保管棟（ただし、保管室を除く。）及び減容処理棟を除く廃棄物処理場に係る異

常のときは放射性廃棄物管理第１課長に、第２廃棄物処理棟に係る異常のときは放射

性廃棄物管理第２課長に、解体分別保管棟（ただし、保管室を除く。）及び減容処理棟

に係る異常のときは高減容処理技術課長に通報しなければならない。 

２ 放射性廃棄物管理第１課長、放射性廃棄物管理第２課長及び高減容処理技術課長は、

前項の通報を受けた場合において、その異常が廃棄物処理場の保安に影響を及ぼすと

認めたときは、バックエンド技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならな

い。 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
３ バックエンド技術部長は、前項の通報を受けたときは、廃棄物処理場の保安に必要な

措置を講ずるよう指示するとともに、その異常が廃棄物処理場の保安に重大な影響が

あると認めたときは、所長に通報しなければならない。 

 

３ バックエンド技術部長は、前項の通報を受けたときは、廃棄物処理場の保安に必要な

措置を講ずるよう指示するとともに、その異常が廃棄物処理場の保安に重大な影響が

あると認めたときは、所長に通報しなければならない。 

 

第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第 34 条 （省略） 

 

第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第 34 条 （変更なし） 

 

 

第５章  放射線管理 

第 35 条 ～ 第 37 条 （省略） 

 

第５章  放射線管理 

第 35 条 ～ 第 37 条 （変更なし） 

 

第６章  放射性廃棄物の受託処理に係る措置 

第 38 条 （省略） 

 

第６章  放射性廃棄物の受託処理に係る措置 

第 38 条 （変更なし） 

 

第７章  記録及び保存 

第 39 条 （省略） 

 

第７章  記録及び保存 

第 39 条 （変更なし） 

 

別表第１ ～ 別表第４の４ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１ ～ 別表第４の４ （変更なし）  
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第５ 作業中の廃棄物処理場本体施設の点検 

〔放射性廃棄物管理第１課長管理施設〕（第14条及び第22条関係） 

 

 
設   備 点  検  項  目 

第
１
廃
棄
物
処
理
棟 

焼却処理設備 

(1) 焼却炉内の温度 

(2) 焼却炉内の負圧 

(3) セラミックフィルタ入口温度 

(4) セラミックフィルタ差圧 

(5) 高性能フィルタ差圧 

第
３
廃
棄
物
処
理
棟 

蒸発処理装置・Ⅰ 

(1) 蒸発缶内の負圧 

(2) 加熱蒸気の圧力 

(3) 蒸発缶の液位 

(4) 供給槽の液位 

(5) 凝縮液貯槽の液位 

(6) 冷却水の流量 

(7) オフガス系の負圧 

(8) 圧縮空気の圧力 

セメント固化装置 

(1) 計量槽の液位 

(2) セメントホッパー重量 

(3) 機器の作動状況 

(4) 圧縮空気の圧力 

汚
染
除
去
場 

汚染除去施設 作業室、フードの換気 

 

 

 

 

 

 

別表第５ （削除） 施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第５の２ 作業中の廃棄物処理場本体施設の点検 

〔放射性廃棄物管理第２課長管理施設〕（第14条関係） 

 

設   備 点  検  項  目 

固体廃棄物処理設備・Ⅱ 

(1) 固体系セルの負圧 

(2) 機器の作動状況 

(3) マニプレータの作動状況 

(4) 油圧ユニットの油圧（圧縮作業時に限る） 

蒸発処理装置・Ⅱ 

(1) 供給槽の液位 

(2) 凝縮液貯槽・Ⅱの液位 

(3) 蒸発缶の液位 

(4) 蒸発缶の温度 

(5) 蒸発缶の圧力 

(6) 加熱用蒸気の圧力 

(7) 冷却水の温度 

(8) 濃縮セルの負圧 

アスファルト固化装置 

(1) 供給槽の液位 

(2) 熱媒の温度 

(3) 混和蒸発機の温度 

(4) 復水貯槽の液位 

(5) 油水分離ユニットの作動状況 

(6) 冷却水の温度 

(7) 固化セルの負圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５の２ （削除） 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第５の３ 作業中の廃棄物処理場本体施設の点検 

〔高減容処理技術課長管理施設〕（第14条関係） 

 

 設  備 点  検  項  目 

解
体
分
別
保
管
棟 

解 体 室 作業室の換気 

受変電設備 商用電源の電圧及び電流 

気体廃棄設備 
(1) 排風機の作動状態 

(2) フィルタユニットの状態 

空気圧縮設備 
(1) 空気圧縮機の作動状態 

(2) タンクの圧力 

減 

容 

処 

理 

棟 

高圧圧縮装置 
(1) 高圧圧縮機の油圧 

(2) チャンバ内の負圧 

金属溶融設備 

(1) 溶融炉の温度 

(2) 溶融炉の負圧 

(3) セラミックフィルタ差圧 

(4) 高性能フィルタ差圧 

(5) チャンバ内の負圧 

(6) チャンバ系高性能フィルタ差圧 

焼却・溶融設備 

(1) 焼却炉の温度 

(2) 溶融炉の温度 

(3) 焼却炉の負圧 

(4) 溶融炉の負圧 

(5) セラミックフィルタ差圧 

(6) 高性能フィルタ差圧 

(7) チャンバ内の負圧 

(8) チャンバ系高性能フィルタ差圧 

前処理設備 チャンバ内の負圧 

受変電設備 商用電源の電圧及び電流 

気体廃棄設備 
(1) 排風機の作動状態 

(2) フィルタユニットの状態 

空気圧縮設備 
(1) 空気圧縮機の作動状態 

(2) タンクの圧力 

 

 

別表第５の３ （削除） 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第５の４ 作業中の特定施設の点検（第14条及び第22条関係） 

 

施  設  名 設  備 点 検 項 目  

第 1 廃棄物処理棟 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 

気 体 廃 棄 設 備 排風機の作動状態 

第２廃棄物処理棟 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 

気 体 廃 棄 設 備 
(1) 排風機の作動状態 

(2) セル内負圧 

空 気 圧 縮 設 備 
(1) 空気圧縮機の作動状態 

(2) タンクの圧力 

第３廃棄物処理棟 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 

気 体 廃 棄 設 備 排風機の作動状態 

汚染除去場 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 

気 体 廃 棄 設 備 排風機の作動状態 

 

 

別表第５の４ （削除） 施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

別表第６ ～ 別表第11の２ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第６ ～ 別表第 11 の２ （変更なし）  
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第12 廃棄物処理場本体施設の巡視及び点検 

〔放射性廃棄物管理第１課長管理施設〕（第25条関係） 

 

設   備 機 器 等 点検項目 ひん度 

第
１
廃
棄
物
処
理
棟 

焼却処理設備 

配電盤類 
(1) 外観 

(2) 異常臭 

１回／日 

（運転中） 

機器類 
(1) 外観 

(2) 作動状況 

１回／日 

（運転中） 

建家類 外観 １回／月 

廃棄物一時置場 格納庫 
外観（廃棄物の 

貯蔵状況） 
１回／週 

第
３
廃
棄
物
処
理
棟 

蒸発処理装置・Ⅰ 

セメント固化装置 

配電盤類 
(1) 外観 

(2) 異常臭 

１回／日 

（運転中） 

機器類 
(1) 外観 

(2) 作動状況 

１回／日 

（運転中） 

建家類 外観 １回／月 

廃液貯槽・Ⅰ 

処理済廃液貯槽 
貯槽 

(1) 外観 

(2) 液位 

１回／日 

（運転中） 

廃液貯槽・Ⅱ－１ 貯槽 
使用停止のため 

外観のみ 
１回／月 

排水貯留ポンド 貯槽 
(1) 外観 

(2) 液位 

１回／日 

（運転中） 

廃液移送容器・Ⅰ 容器類 外観 １回／月 

保管廃棄施設・Ｌ，ＮＬ 

保管廃棄施設・Ｍ－１ 

保管廃棄施設・Ｍ－２ 

廃棄物保管棟・Ⅰ，Ⅱ 

解体分別保管棟（保管室） 

保管廃棄施設 外観 １回／週 

保管廃棄体の 

保管状況 
外観 １回／年 

特定廃棄物の保管廃棄施設 保管廃棄施設 外観 １回／週 

汚染除去場 建家類 外観 １回／月 

廃液運搬車 タンク 外観 １回／月 

ただし、(1) 運転中１回／日のひん度で点検を行うこととしている設備等が停止し

別表第12 （削除） 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
ている場合は１回／月のひん度で点検を実施することとする。 

(2) 保管廃棄施設・Ｌ、ＮＬ、保管廃棄施設・Ｍ－１、保管廃棄施設・Ｍ

－２の保管廃棄体の保管状況の点検については、原則として全体の10

％以上を行うこととする。 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第12の２ 廃棄物処理場本体施設の巡視及び点検 

〔放射性廃棄物管理第２課長管理施設〕（第25条関係） 

 

設   備 機 器 等 点検項目 ひん度 

廃液貯槽・Ⅱ－２ 
貯槽、サンプ 

ピット 

(1) 外 観 

(2) 液 位 

１回／日 

（運転中） 

固体廃棄物処理設備・Ⅱ 

配電盤類 
(1) 外 観 

(2) 異常臭 １回／日 

（運転中） 

セル扉 表示灯の点灯 

蒸発処理装置・Ⅱ 

貯槽、配管、 

機器、弁類 

(1) 外 観 

(2) 液 位 

１回／日 

（運転中） 配電盤類 
(1) 外 観 

(2) 異常臭 

セル扉 表示灯の点灯 

アスファルト固化装置 

貯槽、配管、 

機器、弁類 

(1) 外 観 

(2) 液 位 

１回／日 

（運転中） 配電盤類 
(1) 外 観 

(2) 異常臭 

セル扉 表示灯の点灯 

処理前廃棄物収納セル 
外観（廃棄物の 

貯蔵状況） 
1 回／週 

建家類 外 観 １回／月 

ただし、運転中１回／日のひん度で点検を行うこととしている設備等が停止して

いる場合は１回／月のひん度で点検を実施することとする。 

 

別表第12の２ （削除） 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第12の３ 廃棄物処理場本体施設の巡視及び点検 

〔高減容処理技術課長管理施設〕（第25条関係） 

 

 設 備 等 機 器 点検項目 ひん度 

解
体
分
別
保
管
棟 

解体室 建家類 外観 １回／月 

受変電設備 受電盤類 商用電源の電圧及び電流 
１回／日 

（運転中＊） 

気体廃棄設備 機器類 
(1) 排風機の作動状態 

(2) フィルタユニットの状態 

１回／日 

（運転中＊） 

空気圧縮設備 機器類 
(1) 空気圧縮機の作動状態 

(2) タンクの圧力 

１回／日 

（運転中＊） 

減 

容 

処 

理 

棟 

高圧圧縮装置 

金属溶融設備 

焼却・溶融設備 

前処理設備 

配電盤類 
(1) 外観 

(2) 異常臭 

１回／日 

（運転中） 

機器類 
(1) 外観 

(2) 作動状況 

１回／日 

（運転中） 

建家類 外観 １回／月 

一時保管室 格納庫 外観（廃棄物の貯蔵状況） １回／週 

受変電設備 受電盤類 商用電源の電圧及び電流 
１回／日 

（運転中＊） 

気体廃棄設備 機器類 
(1) 排風機の作動状態 

(2) フィルタユニットの状態 

１回／日 

（運転中＊） 

空気圧縮設備 機器類 
(1) 空気圧縮機の作動状態 

(2) タンクの圧力 

１回／日 

（運転中＊） 

ただし、運転中１回／日のひん度で点検を行うこととしている設備等が停止して

いる場合は１回／月のひん度で点検を実施することとする。 

＊：処理設備の運転中をいう。 

 

 

別表第12の３ （削除） 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第12の４ 特定施設の巡視及び点検（第25条関係） 

 

施  設  名 設  備 点 検 項 目  ひ ん 度 

第 1 廃棄物処理棟 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 
1 回／日 

（運転中＊） 

気体廃棄設備 排風機の作動状態 
1 回／日 

（運転中＊） 

第２廃棄物処理棟 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 
1 回／日 

（運転中＊） 

気体廃棄設備 
(1) 排風機の作動状態 

(2) セル内負圧 

1 回／日 

（運転中＊） 

空気圧縮設備 
(1) 空気圧縮機の作動状態 

(2) タンクの圧力 

1 回／日 

（運転中＊） 

第３廃棄物処理棟 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 
1 回／日 

（運転中＊） 

気体廃棄設備 排風機の作動状態 
1 回／日 

（運転中＊） 

汚染除去場 

受 変 電 設 備 商用電源の電圧及び電流 
1 回／日 

（運転中＊） 

気体廃棄設備 排風機の作動状態 
1 回／日 

（運転中＊） 

ただし、運転中１回／日のひん度で点検を行うこととしている設備等が停止して

いる場合は１回／月のひん度で点検を実施することとする。 

＊：処理設備の運転中をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第12の４ （削除） 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第13 廃棄物処理場本体施設の施設定期自主検査項目 

〔放射性廃棄物管理第１課長管理施設〕（第27条関係） 

 

 設   備 機 器 等 検 査 項 目 

第 

１ 

廃 

棄 

物 

処 

理 

棟 

焼却処理設備 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

制御回路 

作動検査（インターロック） 

(1) 焼却炉出口温度 

(2) 焼却炉内負圧 

フィルタユニット 捕集効率検査 

排水設備 

液位計 作動検査 

ピット 

 

 

漏えい検査 

第 

３ 

廃 

棄 

物 

処 

理 

棟 

蒸発処理装置・Ⅰ 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

漏えい検知器 警報作動検査 

オフガスフィルタ 捕集効率検査 

蒸発缶類 処理能力検査（除染係数） 

セメント固化装置 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

漏えい検知器 警報作動検査 

廃液貯槽・I 

処理済廃液貯槽 

液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

漏えい検知器 警報作動検査 

貯槽（ピット） 漏えい検査 

排水設備 液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

    

別表第 13 （削除） 検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

漏えい水が回収できな

いピットが対象 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第３編 廃棄物処理場の管理） 

25 

変 更 前 変 更 後 備 考 
 

汚
染
除
去
場 

排水設備 

液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

ピット 

 

 

漏えい検査 

排水貯留ポンド 

液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

液位検知器 警報作動検査 

貯槽（ピット） 漏えい検査 

廃液移送容器・I 容器類 漏えい検査 

廃液貯槽・Ⅱ－1 貯槽（タンク） 漏えい検査＊ 

保管廃棄施設 外観検査 

＊：廃液貯槽・Ⅱ－1 は、使用を停止しているため貯槽の外表面を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい水が回収できな

いピットが対象 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第13の２ 廃棄物処理場本体施設の施設定期自主検査項目 

〔放射性廃棄物管理第２課長管理施設〕（第27条関係） 

 

 設   備 機 器 等 検 査 項 目 

第 

２ 

廃 

棄 

物 

処 

理 

棟 

固体廃棄物処理設

備・Ⅱ 

制御回路 
作動検査（インターロック） 

(1) セル扉 

処理用放射線 

モニタ 

(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

蒸発処理装置・Ⅱ 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

制御回路 
作動検査（インターロック） 

(1) セル扉 

漏えい検知器 警報作動検査 

凝縮液貯槽・Ⅱ 漏えい検査 

蒸発缶類 処理能力検査（除染係数） 

アスファルト固化

装置 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

制御回路 

作動検査（インターロック） 

(1) セル扉 

(2) 熱媒ボイラ停止 

(3) 熱媒ダンプ 

(4) 自動水噴霧装置 

廃液貯槽・Ⅱ－２ 

液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

漏えい検知器 警報作動検査 

貯槽（タンク） 漏えい検査 

セ ル 
負圧警報 警報作動検査 

しゃへい体 外観検査 

排水設備 

液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

ピット 

 漏えい検査 

 

別表第 13 の２ （削除） 検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

漏えい水が回収でき

ないピットが対象 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

別表第13の３ 廃棄物処理場本体施設の施設定期自主検査項目 

〔高減容処理技術課長管理施設〕（第27条関係） 

 

 設   備 機 器 等 検 査 項 目 

減

容

処

理

棟 

高圧圧縮装置 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

制御回路 
作動検査（インターロック） 

(1) 起動 

負圧警報 警報作動検査 

フィルタユニット 捕集効率検査 

金属溶融設備 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

制御回路 

作動検査（インターロック） 

(1) 起動 

(2) 溶融炉出口温度 

(3) 溶融炉内負圧 

フィルタユニット 捕集効率検査 

焼却・溶融設備 

工業計器 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

制御回路 

作動検査（インターロック） 

(1) 起動 

(2) 焼却炉出口温度 

(3) 焼却炉内負圧 

(4) 溶融炉出口温度 

(5) 溶融炉内負圧 

フィルタユニット 捕集効率検査 

   

 

 

 

別表第 13 の３ （削除） 検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 

前処理設備 フィルタユニット 捕集効率検査 

排水設備 液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

気体廃棄設備 

排風機 
(1) 風量検査 

(2) 風向検査 

フィルタユニット 捕集効率検査 

解 

体 

分 

別 

保 

管 

棟 

排水設備 

液位計 
(1) 作動検査 

(2) 校正検査 

ピット 

 漏えい検査 

気体廃棄設備 

排風機 
(1) 風量検査 

(2) 風向検査 

フィルタユニット 捕集効率検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい水が回収でき 
ないピットが対象 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第13の４ 特定施設の施設定期自主検査項目（第27条関係） 

 

 設  備 機 器 等 検 査 項 目 

第１廃棄 

物処理棟 
気体廃棄設備 

排風機 
(1) 風量検査 

(2) 風向検査 

フィルタユニット 

フィルタチャンバ 
捕集効率検査 

第２廃棄 

物処理棟 
気体廃棄設備 

排風機 

(1) 風量検査 

(2) 風向検査 

(3) 負圧検査 

フィルタユニット 

フィルタチャンバ 
捕集効率検査 

制御回路 
作動検査（インターロック） 

(1) 予備ファン起動 

ディーゼル発電設備 

自動起動検査 

警報作動検査 

第３廃棄 

物処理棟 
気体廃棄設備 

排風機 
(1) 風量検査 

(2) 風向検査 

フィルタユニット 捕集効率検査 

汚染除去場 気体廃棄設備 

排風機 風向検査 

フィルタユニット 

フィルタチャンバ 
捕集効率検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 13 の４ （削除） 検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第14 修理及び改造（第29条関係） 

 

施設区分 施設管理者 第１同意者 第２同意者 承認者 

本体施設 

放射性廃棄物管

理第１課長 
放射性廃棄物管

理第２課長 
高減容処理技術 
課長 

バックエンド技術 
部長 

原子炉主任技術者 

所長 

特定施設 工務第１課長 工務技術部長 
バックエンド技術 
部長 
原子炉主任技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第14 （削除） 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第３編 廃棄物処理場の管理） 

31 

変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第15 保守結果の報告（第30条関係） 

 

報告者 報告事項 報告時期 報告先又は通知先 

放射性廃棄物

管理第１課長 

 

放射性廃棄物

管理第２課長 

 

高減容処理技 

術課長 

施設定期自主検査 

第27条に定める検査が終

了したとき及び第２編第

41条に定める通知を受け

たとき。 

バックエンド技術 

部長 

修理及び改造 

第29条第２項の定めによ

り放射性廃棄物管理第１

課長、放射性廃棄物管理

第２課長及び高減容処理

技術課長が作成した修理

及び改造の計画に基づく

作業が終了したとき。 

工務第１課長 

施設定期自主検査 
第27条に定める検査が終

了したとき。 
工務技術部長 

放射性廃棄物 

管理第１課長 

放射性廃棄物 

管理第２課長 
修理及び改造 

第29条第２項の定めによ

り工務第１課長が作成し

た修理及び改造の計画に

基づく作業が終了したと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第15 保守結果の報告（第30条関係） 

 

報告者 報告事項 報告時期 報告先又は通知先 

放射性廃棄物

管理第１課長 

 

放射性廃棄物

管理第２課長 

 

高減容処理技 

術課長 

定期事業者検査 
第27条に定める検査が終

了したとき。 

バックエンド技術 

部長 
修理及び改造並

びに使用前事業

者検査 

第29条第２項の定めによ

り放射性廃棄物管理第１

課長、放射性廃棄物管理

第２課長及び高減容処理

技術課長が作成した修理

及び改造計画に基づく作

業並びに使用前事業者検

査が終了したとき。 

工務第１課長 

定期事業者検査 
第27条に定める検査が終

了したとき。 
工務技術部長 

放射性廃棄物 

管理第１課長 

放射性廃棄物 

管理第２課長 

修理及び改造並

びに使用前事業

者検査 

第29条第２項の定めによ

り工務第１課長が作成し

た修理及び改造計画に基

づく作業並びに使用前事

業者検査が終了したと

き。 

放射線管理第 

２課長 

定期事業者検査 
第27条に定める検査が終

了したとき。 放射線管理部長 

放射性廃棄物 

管理第１課長 

放射性廃棄物 

管理第２課長 

高減容処理技術課長 

修理及び改造並

びに使用前事業

者検査 

第29条第２項の定めによ

り放射線管理第２課長が

作成した修理及び改造計

画に基づく作業並びに使

用前事業者検査が終了し

たとき。 
 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

別表第16 ～ 別表第20 （省略） 

 

別表第 16 ～ 別表第 20 （変更なし）  

別図第１ ～ 別図第２（その25） （省略） 別図第１ ～ 別図第２（その 25） （変更なし）  
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第４編 ＪＲＲ－２の管理 

 

目 次 

第１章 通則（第１条－第５条） 

 

第２章 特定施設の運転管理（第６条－第８条） 

第３章 保守管理（第９条－第13条） 

第４章 異常時の措置 

   第１節 点検等において異常を認めた場合の措置（第14条） 

   第２節 地震後の措置（第15条） 

   第３節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第16条） 

   第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第17条） 

第５章 放射線管理（第18条－第20条） 

 

第４編 ＪＲＲ－２の管理 

 

目 次 

第１章 通則（第１条－第５条） 

第１章の２ 廃止措置管理（第５条の２－第５条の11） 

第２章 特定施設の運転管理（第６条－第８条） 

第３章 保守管理（第８条の２－第13条） 

第４章 異常時の措置 

   第１節 点検等において異常を認めた場合の措置（第14条） 

   第２節 地震後の措置（第15条） 

   第３節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第16条） 

   第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第17条） 

第５章 放射線管理（第18条－第20条） 

第６章 保安教育（第21条） 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

条の追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

章の追加に伴う変更 

 

第１章 通則 

（部内品質保証委員会等） 

第１条 バックエンド技術部に部内品質保証委員会を、工務技術部に部内安全審査会を

設置する。 

２ バックエンド技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認又は同意しようとするとき

は、当該事項について、バックエンド技術部の部内品質保証委員会の審議を得なければ

ならない。 

(1) 第１１条第２項及び第２編第４２条に定める修理及び改造の計画 

(2) 第２条第１項に定める手引の作成及び変更 

(3) ＪＲＲ－２原子炉施設の品質保証に関する事項 

３ 工務技術部長は、第２条第２項に定める事項を承認しようとするときは、当該事項に

ついて、工務技術部の部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ バックエンド技術部長及び工務技術部長は、それぞれ、部内品質保証委員会及び部内

安全審査会の審議の結果を尊重しなければならない。 

 

第１章 通則 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理技術基準規則の制定

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（適用範囲） 

第１条 この編は、ＪＲＲ－２廃止措置計画の第２段階（原子炉本体の維持管理）に適用

し、第３段階（原子炉本体及び原子炉建屋等の解体）に着手する前に記載事項の変更に

ついて検討する。 

 

法令及び規則の改正に伴う記

載の追加 

 

 

 

（手引の作成） 

第２条 廃止措置課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪＲＲ

－２本体施設管理手引を作成し、バックエンド技術部長の承認を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 巡視及び点検に関する事項 

 

 

 

(2) 異常時の措置に関する事項 

２ 工務第２課長は、特定施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪＲＲ－２

特定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。 

これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 設備・装置の運転操作に関する事項 

(2) 巡視及び点検に関する事項 

 

(3) 異常時の措置に関する事項 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、バックエンド技術部長の同意を

得なければならない。 

４ バックエンド技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＪＲ

Ｒ－２廃止措置施設保安主務者(以下この編において「廃止措置施設保安主務者」とい

う。)の同意を得なければならない。 

５ バックエンド技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認を

したときは、それぞれ、所長に報告しなければならない。 

 

（手引の作成） 

第２条 廃止措置課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪＲＲ

－２本体施設管理手引を作成し、バックエンド技術部長の承認を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 巡視に関する事項 

 

(2) 廃止措置に関する事項 

 

(3) 異常時の措置に関する事項 

２ 工務第２課長は、特定施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪＲＲ－２

特定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。 

これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 設備・装置の運転操作に関する事項 

(2) 巡視に関する事項 

 

(3) 異常時の措置に関する事項 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、バックエンド技術部長の同意を

得なければならない。 

４ バックエンド技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＪＲ

Ｒ－２廃止措置施設保安主務者(以下この編において「廃止措置施設保安主務者」とい

う。)の同意を得なければならない。 

５ バックエンド技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認を

したときは、それぞれ、所長に報告しなければならない。 

 

 

 

 

記載の適正化 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

JRR-2 本体施設管理手引との整

合及び記載の適正化 

号番号の繰下げ 

 

 

記載の適正化 

 

法令及び規則の改正に伴う記

載の変更 

 

 

 

（年間管理計画） 

第３条  バックエンド技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項を

明らかにしたＪＲＲ－２の年間管理計画(以下この編において「年間管理計画」とい

う。)を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも

同様とする。 

(1) 廃止措置に係る項目及びその予定期間 

(2) 施設定期自主検査の予定期間 

（年間管理計画） 

第３条  バックエンド技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項を

明らかにしたＪＲＲ－２の年間管理計画(以下この編において「年間管理計画」とい

う。)を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

(1) 廃止措置に係る項目及びその予定期間 

(2) 定期事業者検査の予定期間 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

(3) 第１１条第２項及び第２編第４２条に定める修理及び改造をする施設、設備、装置

又は機器の名称、及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なけ

ればならない。 

３ バックエンド技術部長は、第１項の承認を受けたときは、廃止措置課長、工務第２課

長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

 

 

(3) 第１１条第２項に定める修理及び改造をする施設、設備、装置又は機器の名称、及

び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なけ

ればならない。 

３ バックエンド技術部長は、第１項の承認を受けたときは、廃止措置課長、工務第２課

長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

（保全区域） 

第４条（省略） 

 

（保全区域） 

第４条（変更なし） 

 

 

 

（鍵の管理） 

第５条（省略） 

 

（鍵の管理） 

第５条（変更なし） 

 

 

 第１章の２ 廃止措置管理 

（恒久停止措置） 

第５条の２ 廃止措置課長は、恒久停止措置として、制御材が挿入した状態で全ての制御

材駆動装置を取り外さなければならない。また、燃料孔及び制御材孔に封印蓋を取り付

け、燃料要素の再挿入及び制御材の引き抜きができないよう措置する。 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

第２章 特定施設の運転管理 

（運転開始前の点検） 

第６条 工務第２課長は、次の各号に掲げる設備を運転しようとするときは、それぞれの

設備について、異常のないことを確認しなければならない。 

 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

 

第２章 特定施設の運転管理 

（運転開始前の点検） 

第６条 工務第２課長は、第８条の４第１項の施設管理実施計画に定める設備を運転し

ようとするときは、それぞれの設備について、異常のないことを確認しなければならな

い。 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

（運転中の点検） 

 

第７条 工務第２課長は、前条に掲げる運転中の設備について、毎日１回以上巡視し、異

常のないことを確認しなければならない。 

 

（運転中の巡視） 

 

第７条 工務第２課長は、第８条の４第１項の施設管理実施計画に定める運転中の設備

について、異常のないことを確認しなければならない。 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

（運転停止後の点検） 

第８条 工務第２課長は、第６条に掲げる設備の運転を停止したときは、異常のないこと

（運転停止後の点検） 

第８条 工務第２課長は、第８条の４第１項の施設管理実施計画に定める設備の運転を 施設管理に係る活動の追加に
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変 更 前 変 更 後 備 考 
を確認しなければならない。 

 

停止したときは、異常のないことを確認しなければならない。 

 

係る変更 

第３章 保守管理 

 

第３章 保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第８条の２ バックエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、ＪＲＲ－２

（本体施設、特定施設及び放射線管理施設を含む。）について、第１編第２条第２項

に基づき理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標をそれぞれ

策定しなければならない。 

２ バックエンド技術部長は、前項の施設管理目標をとりまとめ、所長の承認を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ バックエンド技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線管

理部長に通知しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 （施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第８条の３ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、前条の施設管理目

標を踏まえ、それぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な

施設管理目標を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・

機器がない場合は、この限りでない。 

２ 廃止措置課長は、前項の定量的な施設管理目標をとりまとめ、バックエンド技術部長

の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 工務第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

４ バックエンド技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主

務者の同意を得なければならない。 

５ 廃止措置課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第２課長及び放射線管理第１課

長に通知しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 （施設管理実施計画等の策定） 

第８条の４ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、それぞれ所掌する

設備・機器（性能維持施設に限る。）について、次の各号に掲げる事項を定めた「施設

管理実施計画」を策定しなければならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

 ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

 ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関する

こと。 

 ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期に関すること。 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に

関すること。 

 ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関

すること。 

 ト への確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に

関すること。 

 チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、それぞれ所掌する設備・

機器（性能維持施設に限る。）について、次の各号に掲げる事項を整理した「設備保全

整理表」及び「検査要否整理表」を策定しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 廃止措置課長は、第１項及び前項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検

査要否整理表をとりまとめ、バックエンド技術部長の承認を受けなければならない。こ

れを変更しようとするときも、同様とする。 

４ 工務第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

５ バックエンド技術部長は、第３項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主

務者の同意を得なければならない。 

６ 廃止措置課長は、第３項の承認を受けたときは、工務第２課長及び放射線管理第１課

長に通知しなければならない。 

 

 （保全活動の実施） 

第８条の５ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、所掌する設備・機

器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めると

ころにより、保全活動を実施しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 （保全活動の有効性評価及び改善） 

第８条の６ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、所掌する設備・機

器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性

評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行

わなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（施設定期自主検査) 

第９条 廃止措置課長は、次の号に掲げるところにより本体施設に係る施設定期自主検

査を行わなければならない。 

(1) 保安上特に管理を必要とする本体施設の設備について、機能が維持されているか

どうかの検査を別表第１に掲げるところにより年１回行うこと。 

２  工務第２課長は、次の号に掲げるところにより特定施設に係る施設定期自主検査を、

行わなければならない。 

(1) 保安上特に管理を必要とする特定施設の設備について、機能が維持されているか

どうかの検査を別表第２に掲げるところにより年１回行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定期事業者検査） 

第９条 原子力施設検査室長は、ＪＲＲ－２の定期事業者検査を実施しようとするとき

は、次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、廃止措置

施設保安主務者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。ただし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更

については、この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第８条の３の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、原子力施設検査室長の求め

に応じ、前項の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、廃止措置課長、工務第２課長及

び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

４ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の通知を受けたとき

は、それぞれバックエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなけれ

ばならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を

とりまとめ、廃止措置施設保安主務者の確認を受けなければならない。 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

（施設定期自主検査の実施計画） 

第１０条 廃止措置課長及び工務第２課長は、前条の施設定期自主検査を行おうとする

ときは、それぞれ、次の各号に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査の実施計画

を作成しなければならない。 

(1) 対象となる施設、設備、装置又は機器等の名称 

(2) 検査の項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

２ 廃止措置課長は、前項の施設定期自主検査の実施計画をとりまとめ、ＪＲＲ－２の施

 

第１０条（削除） 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
設定期自主検査の実施計画を作成し、バックエンド技術部長の承認を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、前項第３号に定める予定

期間については、この限りでない。 

３ バックエンド技術部長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務

者の同意を得なければならない。 

４ 廃止措置課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第２課長及び放射線管理第１課

長に通知しなければならない。 

 

（修理及び改造） 

第１１条 別表第３に掲げる施設管理者は、同表に掲げる施設区分の施設について、必要

と認めたときは、修理又は改造を行うことができる。 

２ 別表第３に掲げる施設管理者は、前項の修理及び改造を行おうとする場合において、

その修理及び改造が設計及び工事の方法の認可申請を伴うときは、次の各号を明らかに

した修理及び改造の計画を作成し、同表に掲げる第１同意者の同意を得なければならな

い。これを変更するときも同様とする。 

 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、装置又は機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

 

 

３ 別表第３に掲げる第１同意者は、前項の定めにより同意した修理及び改造の計画に

ついて、所長の承認を受けなければならない。なお、工務技術部長は、前項の同意をし

ようとするときは、バックエンド技術部長の同意を得なければならない。 

４ 所長は、第３項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得な

ければならない。 

５ 別表第３に掲げる第１同意者は、第３項の承認を受けたときは、当該修理及び改造に

関係ある課長等に通知しなければならない。 

（修理及び改造） 

第１１条 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は本体施設、特定施設及

び放射線管理施設について、必要と認めた場合は、修理又は改造を行うことができる。 

２ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の修理及び改造を行お

うとする場合において、その修理及び改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検

査を伴うときは、次の各号を明らかにした修理及び改造計画を作成し、それぞれ、バッ

クエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

イ 修理及び改造をする施設、設備、装置又は機器等の名称 

ロ 修理及び改造の内容 

ハ 予定期間 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の確認をしようとするときは、それぞれバ

ックエンド技術部長の同意を得なければならない。 

４ バックエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、第２項の定めにより確

認した修理及び改造計画について、それぞれ所長の承認を受けなければならない。 

 

５ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なけ

ればならない。 

６ バックエンド技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、第４項の承認を受けた

ときは、当該修理及び改造に関係ある課長等に通知しなければならない。 

７ 廃止措置課長は本体施設について、工務第２課長は特定施設について、放射線管理第

１課長は放射線管理施設について、修理及び改造が必要と認めた場合で、その修理及び

改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴わないときは、正常な状態に復

帰するために、修理及び改造を行うことができる。 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 （使用前事業者検査） 

第１１条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、廃止措置施設

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
保安主務者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。ただし、第１号ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制 

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項

の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係あ

る課長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、前項の通知を受けたときは、それぞれ当

該使用前事業者検査に関係ある部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を

とりまとめ、廃止措置施設保安主務者の確認を受けなければならない。 

 

（保守結果の報告等） 

第１２条 廃止措置課長及び工務第２課長は、第９条の施設定期自主検査を終了したと

き及び前条第２項の修理及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を別

表第４に掲げるところにより、報告又は通知先の者に報告又は通知しなければならな

い。廃止措置課長が、第２編第４１条の定めにより放射線管理施設に係る施設定期自主

検査の結果の通知を受けたときも同様とする。 

 

 

２ 工務技術部長は、前項の報告を受けたときは、バックエンド技術部長に通知しなけれ

ばならない。 

３ バックエンド技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、廃止措置施

設保安主務者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

（保守結果の報告等） 

第１２条 原子力施設検査室長は、第９条第５項の確認及び前条第５項の確認を受けた

ときは、廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長に通知しなければならな

い。 

２ 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、第９条の定期事業者検査が

終了したとき、第１１条の修理及び改造計画に基づく作業並びに前条の使用前事業者

検査が終了したときは、その結果を別表第４に掲げるところにより、報告又は通知先の

者に報告又は通知しなければならない。 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、それぞれバックエ

ンド技術部長に通知しなければならない。 

４ バックエンド技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、廃止措置施

設保安主務者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

項番号の繰下げ 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（巡視） 

第１３条 工務第２課長は、次の各号に掲げる設備について、毎週１回以上巡視し、点検

しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

 

（巡視） 

第１３条 工務第２課長は、第８条の４第１項の施設管理実施計画に定める設備につい

て、巡視しなければならない。 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

第４章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第１４条 廃止措置課長は、第１５条第１項の地震後の点検の結果、異常を認めたとき

は、その原因及び状況を調査し、正常な状態に復帰させるための措置を講じなければな

らない。 

２ 工務第２課長は、第６条の運転開始前の点検、第７条の運転中の点検、第８条の運転

停止後の点検、第１３条の巡視及び点検並びに第１５条第１項の地震後の点検の結果、

異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常な状態に復帰させるための措置

を講ずるとともに、廃止措置課長に通報しなければならない。 

３ 廃止措置課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第５６条の定めにより放射線管理

第１課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異常が

ＪＲＲ－２の保安に支障を及ぼすと認めたときは、バックエンド技術部長及び廃止措置

施設保安主務者に通報しなければならない。 

４ バックエンド技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならな

い。 

 

第４章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第１４条 廃止措置課長は、第１５条第１項の地震後の点検の結果、異常を認めたとき

は、その原因及び状況を調査し、正常な状態に復帰させるための措置を講じなければな

らない。 

２ 工務第２課長は、第６条の運転開始前の点検、第７条の運転中の巡視、第８条の運転

停止後の点検、第１３条の巡視並びに第１５条第１項の地震後の点検の結果、異常を認

めたときは、その原因及び状況を調査し、正常な状態に復帰させるための措置を講ずる

とともに、廃止措置課長に通報しなければならない。 

３ 廃止措置課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第５６条の定めにより放射線管理

第１課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異常が

ＪＲＲ－２の保安に支障を及ぼすと認めたときは、バックエンド技術部長及び廃止措置

施設保安主務者に通報しなければならない。 

４ バックエンド技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

 

第２節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第１５条 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、震度４以上の地震が

発生したときは、廃止措置課長は本体施設を、工務第２課長は特定施設を、放射線管理

第１課長は放射線管理施設を点検しなければならない。 

２ 工務第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の点検の結果を廃止措置課長に通報

しなければならない。 

３ 廃止措置課長は、第１項の点検を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、バック

エンド技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

 

第２節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第１５条 廃止措置課長、工務第２課長及び放射線管理第１課長は、震度４以上の地震が

発生したときは、廃止措置課長は本体施設を、工務第２課長は特定施設を、放射線管理

第１課長は放射線管理施設を点検しなければならない。 

２ 工務第２課長及び放射線管理第１課長は、前項の点検の結果を廃止措置課長に通報

しなければならない。 

３ 廃止措置課長は、第１項の点検を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、バック

エンド技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌業務の整理による見直し 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第３節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第１６条（省略） 

第３節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第１６条（変更なし） 

 

 

 

 

 

第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第１７条（省略） 

 

第４節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第１７条（変更なし） 

 

 

 

 

 

第５章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第１８条（省略） 

（放射線測定機器） 

第１９条（省略） 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第２０条（省略） 

 

第５章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第１８条（変更なし） 

（放射線測定機器） 

第１９条（変更なし） 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第２０条（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 保安教育 

（保安教育項目のうち原子炉施設の構造、性能及び運転に関することの教育内容） 

第２１条 第１編別表第５に定める保安教育項目のうち原子炉施設の構造、性能及び運

転に関することの教育内容は、別表第８に掲げるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

別表第１ 本体施設の施設定期自主検査項目（第９条関係） 
 

施  設 主な設備 検査項目 

原子炉本体 放射線遮蔽体 線量当量率測定検査 

原子炉格納施設 

原子炉建屋 外観検査 

二重気密扉 
(1)外観検査 

(2)作動検査 

非常用気密扉 
(1)外観検査 

(2)作動検査 

その他原子炉の附属施設 

ホットケーブ 外観検査 

燃料貯蔵庫 外観検査 

使用済燃料貯蔵プール 外観検査 

ガンマ線照射用実験孔 外観検査 

 

別表第１（削除） 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

別表第２ 特定施設の施設定期自主検査項目（第９条関係） 

施  設 主な設備 検査項目 

放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄設備 処理能力検査 

液体廃棄設備 漏えい検査 

 

別表第２（削除） 施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第４編 ＪＲＲ－２の管理） 

12 

変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第３ 修理及び改造（第11条関係） 

施設区分 施設管理者 第１同意者 第２同意者 承認者 

本体施設 廃止措置課長 
バックエンド技術

部長 

廃止措置施設保安主

務者 

所長 

特定施設 工務第２課長 工務技術部長 

バックエンド技術部

長 

廃止措置施設保安主

務者 
 

別表第３（削除） 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第４ 保守結果の報告（第12条関係） 

報告者 報告事項 報告時期 報告又は通知先 

廃止措置課長 

施設定期自主検査 

第９条第１項に定め

る検査が終了したと

き及び第２編第41条

に定める通知を受け

たとき バックエンド技

術部長 

修理及び改造 

第11条第２項に定め

る修理及び改造に基

づく作業が終了した

とき 

工務第２課長 

施設定期自主検査 

第９条第２項に定め

る検査が終了したと

き 
工務技術部長 

廃止措置課長 

修理及び改造 

第11条第２項に定め

る修理及び改造に基

づく作業が終了した

とき 

 

 

 

 

 

 

別表第４ 保守結果の報告（第12条関係） 

報告者 報告事項 報告時期 報告又は通知先 

廃止措置課長 

定期事業者検査 
第９条に定める検

査が終了したとき 

バックエンド技

術部長 

修理及び改造並び

に使用前事業者検

査 

第11条第２項に定

める修理及び改造

に基づく作業並び

に使用前事業者検

査が終了したとき 

工務第２課長 

定期事業者検査 
第９条に定める検

査が終了したとき 

工務技術部長 

廃止措置課長 
修理及び改造並び

に使用前事業者検

査 

第11条第２項に定

める修理及び改造

に基づく作業並び

に使用前事業者検

査が終了したとき 

放射線管理第

１課長 

定期事業者検査 
第９条に定める検

査が終了したとき 

放射線管理部長 

廃止措置課長 修理及び改造並び

に使用前事業者検

査 

第11条第２項に定

める修理及び改造

に基づく作業並び

に使用前事業者検

査が終了したとき 
 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
別表第５～別表第７（省略） 別表第５～別表第７（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第１～別図第２（その３）（省略） 

別表第８ 保安教育の教育内容（第21条関係） 

保安教育項目 教育内容 

原子炉施設の

構造、性能及

び運転に関す

ること 

廃止措置計画に関すること。 

主要な設備の構造、機能、性能に関すること。 

主要な設備の運転管理及び保守管理（恒久停止

措置を含む。）に関すること。 

異常時の処置に関すること。 

 

別図第１～別図第２（その３）（変更なし） 

 

保安教育項目の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第５編 ＪＲＲ－３の管理 
 
目 次 

第１章 通則（第１条－第 13 条） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第 14 条） 

第２節 炉心構成上の遵守事項（第 15 条・第 16 条） 

第３節 運転上の条件（第 17 条－第 22 条） 

第４節 運転（第 23 条－第 27 条） 

第３章 保守管理（第 28 条－第 32 条） 

第４章 燃料要素及び燃料体の管理（第 33 条－第 43 条） 

第５章 重水の管理（第 44 条－第 47 条） 

第６章 キャプセル等の管理（第 48 条・第 49 条） 

第７章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置（第 50 条－第 53 条） 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置（第 54 条－第 58 条） 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置（第 59 条） 

第４節 燃料要素及び燃料体に異常を認めた場合の措置（第 60 条－第 62 条） 

第５節 キャプセル等に異常を認めた場合の措置（第 63 条） 

第６節 重水に異常を認めた場合の措置（第 64 条） 

第７節 地震後の措置（第 65 条） 

第８節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第 66 条） 

第９節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第 67 条） 

第８章 放射線管理（第 68 条－第 70 条） 

 

第５編 ＪＲＲ－３の管理 
 
目 次 

第１章 通則（第１条－第 13 条） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第 14 条） 

第２節 炉心構成上の遵守事項（第 15 条・第 16 条） 

第３節 運転上の条件（第 17 条－第 22 条） 

第４節 運転（第 23 条－第 27 条） 

第３章 保守管理（第 27 条の２－第 32 条） 

第４章 燃料要素及び燃料体の管理（第 33 条－第 43 条） 

第５章 重水の管理（第 44 条－第 47 条） 

第６章 キャプセル等の管理（第 48 条・第 49 条） 

第７章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置（第 50 条－第 53 条） 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置（第 54 条－第 58 条） 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置（第 59 条） 

第４節 燃料要素及び燃料体に異常を認めた場合の措置（第 60 条－第 62 条） 

第５節 キャプセル等に異常を認めた場合の措置（第 63 条） 

第６節 重水に異常を認めた場合の措置（第 64 条） 

第７節 地震後の措置（第 65 条） 

第８節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第 66 条） 

第９節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第 67 条） 

第８章 放射線管理（第68条－第70条） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条の追加に伴う変更 

 

 

 

 

第１章  通則 
第１条 （省略） 

第１章  通則 
第１条 （変更なし） 

 

（部内安全審査会) 

第２条  研究炉加速器技術部及び工務技術部に、それぞれの部内安全審査会を設置す

る。 

２ 研究炉加速器技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認又は同意しようとすると

きは、当該事項について、研究炉加速器技術部の部内安全審査会の審議を得なけれ

ばならない。 

 

第２条（削除） 
 

品質管理技術基準規則の制定に伴う変

更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(1) 第 30 条第２項及び第２編第 42 条第 1 項に定める修理及び改造計画 

(2) 第５条第 1 項及び第４項に定める手引 

(3) 第 13 条に定めるＪＲＲ－３の特殊試験計画書（以下この編において「特殊試験

計画書」という。） 

(4) ＪＲＲ－３原子炉施設の品質保証に関する事項 

(5) ＪＲＲ－３原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

３ 工務技術部長は、第５条第２項に定める事項を承認しようとするときは、当該事

項について、工務技術部の部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ 研究炉加速器技術部長及び工務技術部長は、それぞれの部内安全審査会の審議結

果を尊重しなければならない。 

 

 
 

第３条～第６条 （省略） 第３条～第６条 （変更なし）  

 

（年間運転計画） 

第７条  研究炉加速器技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事

項を明らかにしたＪＲＲ－３の年間運転計画（以下この編において「年間運転計画」

という。）を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更するときも同

様とする。 

(1) 運転の予定期間 

  (2) 施設定期自主検査の予定期間 

  (3) 第 30 条第２項及び第２編第 42 条第１項に定める修理及び改造をする施設、装

置又は機器等の名称、及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なけれ

ばならない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、第 1 項の承認を受けたときは、ＪＲＲ－３管理課長、

工務第１課長、利用施設管理課長、放射線管理第１課長及び研究炉技術課長に通知

しなければならない。 

（年間運転計画） 

第７条  研究炉加速器技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事

項を明らかにしたＪＲＲ－３の年間運転計画（以下この編において「年間運転計

画」という。）を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更すると

きも同様とする。 

(1) 運転の予定期間 

  (2) 定期事業者検査の予定期間 

  (3) 第 30 条第２項に定める修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称

及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なけれ

ばならない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、第１項の承認を受けたときは、ＪＲＲ－３管理課長、

工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課長及び放射線管理第１課長に通知

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

（運転実施計画） 

第８条 ＪＲＲ－３管理課長は、運転サイクルごとに別表第 1 に掲げる事項を明らか

にしたＪＲＲ－３の運転実施計画（以下この編において「運転実施計画」という。）

を作成し、研究炉加速器技術部長の承認を受けなければならない。運転実施計画の

原子炉運転予定日を変更しようとするとき及び予定出力を増大しようとするときも

同様とする。 

（運転実施計画） 

第８条 ＪＲＲ－３管理課長は、運転サイクルごとに別表第１に掲げる事項を明ら

かにしたＪＲＲ－３の運転実施計画（以下この編において「運転実施計画」とい

う。）を作成し、研究炉加速器技術部長の承認を受けなければならない。運転実施

計画の原子炉運転予定日を変更しようとするとき及び予定出力を増大しようとす

るときも同様とする。 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
２ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、第 1 項の承認を受けたときは、その実施前に、工務第１

課長、利用施設管理課長、放射線管理第１課長及び研究炉技術課長に通知しなけ 

ればならない。 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、第１項の承認を受けたときは、その実施前に、工務第１

課長、利用施設管理課長、研究炉技術課長及び放射線管理第１課長に通知しなけ 

ればならない。 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

第９条～第 13 条 （省略） 第９条～第 13 条 （変更なし）  

第２章  運転管理 

第１節  運転上の制限 

第 14 条 （省略） 

第２章  運転管理 

第１節  運転上の制限 

第 14 条 （変更なし） 

 

第２節  炉心構成上の遵守事項 

第 15 条～第 16 条 （省略） 

第２節  炉心構成上の遵守事項 

第 15 条～第 16 条 （変更なし） 

 

第３節  運転上の条件 

第 17 条～第 22 条 （省略）  
第３節  運転上の条件 

第 17 条～第 22 条 （変更なし） 
 

第４節  運転 

（運転開始前の措置） 

第 23 条 原子炉の運転を開始しようとするときは、ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課

長及び利用施設管理課長は、別表第 13 に掲げる設備について、それぞれ巡視及び点

検を行い、正常な状態であることを確認しなければならない。 

２ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長及び利用施設管理課長は、同一運転サイクル

内において計画停止した原子炉の運転を再開しようとするときは、前項の定めによ

り確認した状態が維持されていることを確認しなければならない。 

３ 工務第１課長及び利用施設管理課長は、第１項及び前項の確認の結果をＪＲＲ－

３管理課長に通報しなければならない。 

第４節  運転 

（運転開始前の措置） 

第 23 条 原子炉の運転を開始しようとするときは、ＪＲＲ－３管理課長、工務第１

課長及び利用施設管理課長は、別表第 13 に掲げる設備について、それぞれ点検を

行い、正常な状態であることを確認しなければならない。 

２ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長及び利用施設管理課長は、同一運転サイクル

内において計画停止した原子炉の運転を再開しようとするときは、前項の定めに

より確認した状態が維持されていることを確認しなければならない。 

３ 工務第１課長及び利用施設管理課長は、第１項及び前項の確認の結果をＪＲＲ－

３管理課長に通報しなければならない。 

 

 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変更 
 

第 24 条～第 25 条 （省略） 第 24 条～第 25 条 （変更なし）  

（原子炉運転中の巡視及び点検） 

第 26 条 炉運転班長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる施設及び設備について、

1 日 1 回以上巡視し、点検しなければならない。 

 (1) 原子炉冷却系統施設 

 (2) 制御設備 

２ 機械室運転班長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、1日 1 回以 

（原子炉運転中の巡視） 

第 26 条 炉運転班長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる施設及び設備について、

1 日 1 回以上巡視しなければならない。 

 (1) 原子炉冷却系統施設 

 (2) 制御設備 

２ 機械室運転班長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、1日 1 回 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 上巡視し、点検しなければならない。 

 (1) 受変電設備 

 (2) 非常用電源設備 

 (3) 気体廃棄設備 

 (4) 液体廃棄設備 

 (5) 空気圧縮設備 

３ 利用施設管理課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備及び装置について、

1 日 1 回以上巡視し、点検しなければならない。ただし、それぞれの設備又は装置に

ついて使用しないときは、これを省略できる。 

(1) 水力照射設備 

(2) 気送照射設備 

(3) 冷中性子源装置 

 

以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

 (2) 非常用電源設備 

 (3) 気体廃棄設備 

 (4) 液体廃棄設備 

 (5) 空気圧縮設備 

３ 利用施設管理課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備及び装置につい

て、1 日 1 回以上巡視しなければならない。ただし、それぞれの設備又は装置につ

いて使用しないときは、これを省略できる。 

(1) 水力照射設備 

(2) 気送照射設備 

(3) 冷中性子源装置 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変更 

（運転停止後の措置） 

第 27 条 ＪＲＲ－３管理課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる

事項を確認しなければならない。 

(1) 全制御棒が完全にそう入されていること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

(3) 崩壊熱除去のために必要な１次冷却設備、２次冷却設備等が正常に運転されて

いること。ただし、崩壊熱除去を必要としないときは、この限りでない。 

２ 前項の確認を行った後、ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長及び利用施設管理課

長は、同一運転サイクル内において再起動を行わないときは、別表第 14 に掲げる設

備の状態について、それぞれ巡視し、点検しなければならない。 

３ 工務第１課長及び利用施設管理課長は、前項の巡視及び点検の結果をＪＲＲ－３

管理課長に通報しなければならない。 

（運転停止後の措置） 

第 27 条 ＪＲＲ－３管理課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げ

る事項を確認しなければならない。 

(1) 全制御棒が完全に挿入されていること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

(3) 崩壊熱除去のために必要な１次冷却設備、２次冷却設備等が正常に運転され

ていること。ただし、崩壊熱除去を必要としないときは、この限りでない。 

２ 前項の確認を行った後、ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長及び利用施設管理課

長は、同一運転サイクル内において再起動を行わないときは、別表第 14 に掲げる

設備の状態について、それぞれ点検しなければならない。 

３ 工務第１課長及び利用施設管理課長は、前項の点検の結果をＪＲＲ－３管理課

長に通報しなければならない。 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

第３章  保守管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第27条の２ 研究炉加速器技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、ＪＲＲ－

３（本体施設、利用施設、特定施設及び放射線管理施設を含む。）について、第１

編第２条第２項に基づき理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施設管

理目標をそれぞれ策定しなければならない。 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受け

なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線

管理部長に通知しなければならない。 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 （施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第27条の３ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課

長及び放射線管理第１課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、それぞれ所掌する設

備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定しなけれ

ばならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機器がない場合は、この

限りでない。 

２ ＪＲＲ－３管理課長は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、研究炉加速

器技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第１課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工

務技術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

４ 研究炉加速器技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術

者の同意を得なければならない。 

５ ＪＲＲ－３管理課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長、利用施設

管理課長、研究炉技術課長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 （施設管理実施計画等の策定） 

第27条の４ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課

長及び放射線管理第１課長は、それぞれ所掌する設備・機器について、次の各号に

掲げる事項を定めた「施設管理実施計画」を策定しなければならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関す

ること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運

転停止中の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措

置に関すること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に

関すること。 

ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）

に関すること。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課長及び放

射線管理第１課長は、それぞれ所掌する設備・機器について、次の各号に掲げる事

施設管理に係る活動の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
項を整理した「設備保全整理表」及び「検査要否整理表」を策定しなければならな

い。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施

設管理を行う観点から特別な状態にある場合は、第７条の定めにより作成する「年

間運転計画」において特別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な

措置として試験炉規則第９条第１項第７号の規定に基づき「特別な施設管理実施

計画」及び「特別な設備保全整理表及び検査要否整理表」を定めることができる。 

４ ＪＲＲ－３管理課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全

整理表及び検査要否整理表を取りまとめ、研究炉加速器技術部長の承認を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第１課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工

務技術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

６ 研究炉加速器技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術

者の同意を得なければならない。 

７ ＪＲＲ－３管理課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長、利用施設

管理課長、研究炉技術課長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

 

 （保全活動の実施） 

第27条の５ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課

長及び放射線管理第１課長は、所掌する設備・機器について、施設管理実施計画並

びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところにより、保全活動を実施

しなければならない。 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

 （保全活動の有効性評価及び改善） 

第27条の６ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課

長及び放射線管理第１課長は、所掌する設備・機器について、保全活動（工事、巡

視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査の都度及

び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

（施設定期自主検査） 

第 28 条  ＪＲＲ－３管理課長及び研究炉技術課長は、次の各号に掲げるところにより

本体施設に係る施設定期自主検査を行わなければならない。 

 

 

（定期事業者検査） 

第 28 条 原子力施設検査室長は、ＪＲＲ－３の定期事業者検査を実施しようとする

ときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、

原子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。ただし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

(1) 計測制御系統施設について、緊急しゃ断のための性能検査を 1 月ごとに行うこ

と。ただし、施設定期自主検査及び第 30 条に基づく修理及び改造により緊急しゃ

断のための性能検査ができない場合は、この限りでない。 

(2) 計測制御系統施設の緊急しゃ断検査を、施設定期検査を受ける時期ごとに行う

こと。 

(3) 本体施設の保安に直接関連を有する計器の校正を、施設定期検査を受ける時期

ごとに行うこと。 

(4) 制御棒そう入時間が別表第 15 に定める値であることを、施設定期検査を受ける

時期ごとに確認すること。 

(5) 保安上特に管理を必要とする本体施設の設備について、性能が維持されている

かどうかの検査を別表第 16 に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ご

とに行うこと。 

２ 工務第１課長は、保安上特に管理を必要とする特定施設の設備について、性能が

維持されているかどうかの検査を別表第 17 に掲げるところにより施設定期検査を

受ける時期ごとに行わなければならない。 

３ 利用施設管理課長は、次の各号に掲げるところにより利用施設に係る施設定期自

主検査を行わなければならない。 

(1) 利用施設の保安に直接関連を有する計器の校正を施設定期検査を受ける時期ご

とに行うこと。 

(2) 保安上特に管理を必要とする利用施設の設備について、性能が維持されている

かどうかの検査を別表第 18 に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ご

とに行うこと。 

 

軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第27条の３の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

 

２ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課長及び放

射線管理第１課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検査に必要な情報

を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、ＪＲＲ－３管理課長、工務

第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課長及び放射線管理第１課長に通知しな

ければならない。 

４ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課長及び放

射線管理第１課長は、前項の通知を受けたときは、それぞれ研究炉加速器技術部

長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績

書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

（施設定期自主検査実施計画） 

第 29 条 ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長及び研究炉技術課長

は、第 28 条の施設定期自主検査を行おうとするときは、それぞれ、次の各号に掲げ

る事項を明らかにした施設定期自主検査実施計画を作成しなければならない。ただ

し、第 28 条第 1 項第 1号に定める緊急しゃ断のための性能検査については、この限

りでない。 

(1) 対象となる施設、設備、装置又は機器等の名称 

(2) 検査の項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

２ ＪＲＲ－３管理課長は、前項の施設定期自主検査実施計画を取りまとめ、ＪＲＲ

－３施設の施設定期自主検査実施計画を作成し、研究炉加速器技術部長の承認を受

 

第29条 （削除） 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、前項第

3 号の予定期間の変更については、この限りではない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 

４ ＪＲＲ－３管理課長は、第 2 項の承認を受けた場合は、工務第１課長、利用施設

管理課長、放射線管理第１課長及び研究炉技術課長に通知しなければならない。 

 
（修理及び改造） 

第 30 条 別表第 19 に掲げる計画作成者は、同表に掲げる施設区分の施設について、

必要と認めた場合は修理又は改造を行うことができる。 

２ 別表第 19 に掲げる計画作成者は、前項の修理及び改造を行おうとする場合におい

て、設計及び工事の方法の認可申請を伴うときは、次の各号に掲げる事項を明らか

にした修理及び改造計画を作成し、同表に掲げる第 1 同意者の同意を得るものとし、

同意した第 1 同意者は計画承認者の承認を受けなければならない。これを変更する

ときも同様とする。 

  (1) 修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称 

  (2) 修理及び改造の内容 

  (3) 予定期間 

３ 別表第 19 に掲げられている同意について、原子炉主任技術者の同意は計画承認者

が、特定施設の修理及び改造計画に係る研究炉加速器技術部長の同意は、工務技術

部長が得るものとする。 

 

 

 

 

 

４ 別表第 19 に掲げる計画作成者は、第 1 項の承認を受けたときは、当該修理及び改

造に関係ある課長等に通知しなければならない。 

５ ＪＲＲ－３管理課長及び研究炉技術課長は本体施設について、工務第１課長は特

定施設について、利用施設管理課長は利用施設について、それぞれ修理及び改造が

必要と認めた場合で、設計及び工事の方法の認可申請を伴わない場合、正常な状態

に復帰するために修理又は改造を行うことができる。 

（修理及び改造） 

第 30 条 別表第 19 に掲げる計画作成者は、同表に掲げる施設区分の施設について、

必要と認めた場合は修理及び改造を行うことができる。 

２ 別表第 19 に掲げる計画作成者は、前項の修理及び改造を行おうとする場合にお

いて、その修理及び改造が、法第 28 条第１項に定める使用前事業者検査を伴うと

きは、次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、同表に掲

げる確認者の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。 

イ 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

  ロ 修理及び改造の内容 

  ハ 予定期間 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、修理及び改造を行おうとする場合、前項の

確認をしようとするときは、それぞれ研究炉加速器技術部長の同意を得なければ

ならない。 

 

４ 別表第 19 に掲げる確認者は、第２項の定めにより確認した修理及び改造計画に

ついて、それぞれ計画承認者の承認を受けなければならない。 

５ 計画承認者は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得

なければならない。 

６ 別表第 19 に掲げる計画作成者は、第４項の承認を受けたときは、当該修理及び

改造に関係ある課長等に通知しなければならない。 

７ 別表第19に掲げる計画作成者は、同表のそれぞれの施設区分について、修理及び

改造が必要と認めた場合、その修理及び改造が法第28条第１項に定める使用前事

業者検査を伴わないときは、正常な状態に復帰するために、修理及び改造を行うこ

とができる。 

 

 

 
記載の適正化 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

 （使用前事業者検査） 

第30条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、

次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。ただし、第１号ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な

変更については、この限りでない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制 

ニ 予定期間 

 (2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、

前項の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関

係ある課長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、前項の通知を受けたときは、それぞ

れ当該使用前事業者検査に関係ある部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績

書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保守結果の報告等） 

第 31 条  

 

 

ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長及び研究炉技術課長は、

施設定期自主検査を終了したとき及び前条の定めにより当該課長が作成した修理及

び改造計画の作業が終了したとき、並びにＪＲＲ－３管理課長が第 2編第 41 条の定

めにより通知を受けたときは、別表第 20 に掲げるところにより、その結果を同表に

掲げる報告又は通知先の者に報告又は通知しなければならない。 

２ 工務技術部長は、前項の報告を受けたときは、研究炉加速器技術部長に通知しな

ければならない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、第１項の報告又は前項の通知を受けたときは、原子炉

主任技術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。ただし、第 28 条

（保守結果の報告等） 

第 31 条 原子力施設検査室長は、第 28 条第５項及び前条第５項の確認を受けたと

きは、その結果をＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉

技術課長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

２ ＪＲＲ－３管理課長、工務第１課長、利用施設管理課長、研究炉技術課長及び放

射線管理第１課長は、第 28 条の定期事業者検査を終了したとき、第２編第 41 条

の定めにより通知を受けたとき、並びに第 30 条の修理及び改造計画の作業と前条

の使用前事業者検査が終了したときは、別表第 20 に掲げるところにより、報告又

は通知しなければならない。 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、それぞれ研究

炉加速器技術部長に通知しなければならない。 

４ 研究炉加速器技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉

主任技術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 
 
 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第 1 項第 1 号に定める緊急しゃ断のための性能検査については、所長への報告を省

略することができる。 

 

 

（原子炉停止中の巡視及び点検） 

第 32 条 ＪＲＲ－３管理課長は、原子炉停止中の勤務日において、次の各号に掲げる

施設及び設備について、1 日 1 回以上巡視し、点検しなければならない。 

 (1) 原子炉冷却系統施設（１次冷却設備、２次冷却設備、重水冷却設備等） 

 (2) 制御設備 

２ 工務第１課長は、原子炉停止中の勤務日において、次の各号に掲げる施設及び設

備について、1 日 1 回以上巡視し、点検しなければならない。 

 (1) 受変電設備 

 (2) 気体廃棄設備 

 (3) 液体廃棄設備 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、原子炉停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項

について、1日 1 回以上点検しなければならない。 

 (1) 原子炉プ－ル液面 

４ 工務第１課長は、原子炉停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項につい

て、1 日 1 回以上点検しなければならない。 

 (1) 建家停電 

 (2) 廃液貯槽 

 (3) 詰替セル負圧 

 

（原子炉停止中の巡視） 

第 32 条 ＪＲＲ－３管理課長は、原子炉停止中の勤務日において、次の各号に掲げ

る施設及び設備について、1 日 1 回以上巡視しなければならない。 

 (1) 原子炉冷却系統施設（１次冷却設備、２次冷却設備、重水冷却設備等） 

 (2) 制御設備 

２ 工務第１課長は、原子炉停止中の勤務日において、次の各号に掲げる施設及び設

備について、1 日 1 回以上巡視しなければならない。 

 (1) 受変電設備 

 (2) 気体廃棄設備 

 (3) 液体廃棄設備 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、原子炉停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項

について、1日 1 回以上巡視しなければならない。 

 (1) 原子炉プ－ル液面 

４ 工務第１課長は、原子炉停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項につい

て、1 日 1 回以上巡視しなければならない。 

 (1) 建家停電 

 (2) 廃液貯槽 

 (3) 詰替セル負圧 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

第４章  燃料要素及び燃料体の管理 

（未使用燃料要素の受け入れ） 

第 33 条  ＪＲＲ－３管理課長は、未使用燃料要素を受け入れようとするときは、次の

各号に掲げる事項を明らかにした受入票を作成し、研究炉加速器技術部長の承認を

受けなければならない。これを変更するときも同様とする。 

(1) 受入年月日 

(2) 受け入れる燃料要素の番号及び数量 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、未使用燃料要素を受け入れようとするときは、次の各号

に掲げる事項について、検査しなければならない。 

 (1) 燃料要素の番号 

 (2) 燃料要素の外観 

 (3) 燃料要素の表面密度 

第４章  燃料要素及び燃料体の管理 

（未使用燃料要素の受け入れ） 

第 33 条  ＪＲＲ－３管理課長は、未使用燃料要素を受け入れようとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした受入票を作成し、研究炉加速器技術部長の承

認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。 

(1) 受入年月日 

(2) 受け入れる燃料要素の番号及び数量 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、未使用燃料要素を受け入れようとするときは、次の各号

に掲げる事項について、点検しなければならない。 

 (1) 燃料要素の番号 

 (2) 燃料要素の外観 

 (3) 燃料要素の表面密度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
４ ＪＲＲ－３管理課長は、前項の検査の終了後、次の各号に掲げる事項について、

研究炉加速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければな

らない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 検査の結果 

(3) 受け入れた燃料要素の数量 

(4) 貯蔵状況 

 

 

４ ＪＲＲ－３管理課長は、前項の点検の終了後、次の各号に掲げる事項について、

研究炉加速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければ

ならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 点検の結果 

(3) 受け入れた燃料要素の数量 

(4) 貯蔵状況 
 
 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

第 34 条～第 43 条 （省略） 第 34 条～第 43 条 （変更なし）  

第５章  重水の管理 

（重水の受け入れ） 

第 44 条  ＪＲＲ－３管理課長は、重水を受け入れようとするときは、次の各号に掲げ

る事項について、検査しなければならない。 

(1) 重水の重量 

  (2) 重水の濃度 

２  ＪＲＲ－３管理課長は、前項の検査の終了後、その検査結果について、研究炉加

速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

第５章  重水の管理 

（重水の受け入れ） 

第 44 条  ＪＲＲ－３管理課長は、重水を受け入れようとするときは、次の各号に掲

げる事項について、点検しなければならない。 

(1) 重水の重量 

  (2) 重水の濃度 

２  ＪＲＲ－３管理課長は、前項の点検の終了後、その点検結果について、研究炉加

速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

第 45 条～第 47 条 （省略） 第 45 条～第 47 条 （変更なし）  

第６章  キャプセル等の管理 

第 48 条～第 49 条 （省略） 
第６章  キャプセル等の管理 

第 48 条～第 49 条 （変更なし） 
 

第７章  異常時の措置 

第１節  警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置 

第 50 条～第 53 条 （省略）  

 

第７章  異常時の措置 

第１節  警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置 

第 50 条～第 53 条 （変更なし） 

 

 

 

第２節  運転上の制限等に係る異常の場合の措置 

第 54 条～第 58 条 （省略） 
第２節  運転上の制限等に係る異常の場合の措置 

第 54 条～第 58 条 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 59 条 炉運転班長は、第 26 条第 1 項の原子炉運転中の巡視及び点検の結果、異常

を認めたときは、その原因及び状況を調査し、通常運転状態に復帰させるための措

置を講ずるとともにＪＲＲ－３管理課長に通報しなければならない。また、その異

常が特定施設に影響を及ぼす恐れのあるときは、機械室運転班長に通報しなければ

ならない。 

２ 機械室運転班長は、第 26 条第 2 項の原子炉運転中の巡視及び点検の結果、異常を

認めたときは、その原因及び状況を調査し、通常運転状態に復帰させるための措置

を講ずるとともに炉運転班長及び工務第１課長に通報しなければならない。 

３ 炉運転班長は、第 1 項及び前項における原因及び状況が、原子炉の運転に支障を

及ぼし又は支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、原子炉を停止し、その旨を

ＪＲＲ－３管理課長に通報しなければならない。 

４ ＪＲＲ－３管理課長は、第 23 条の原子炉運転開始前の巡視及び点検、第 27 条第

2 項の原子炉停止後の巡視及び点検、第 32 条第 1 項の原子炉停止中の巡視及び点検

並びに第 65 条第 1 項の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状

況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。 

５ 利用施設管理課長は、第 23 条の原子炉運転開始前の巡視及び点検、第 26 条第 3

項の原子炉運転中の巡視及び点検、第 27 条第 2項の原子炉停止後の巡視及び点検並

びに第 65 条第 1 項の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況

を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、ＪＲＲ－３管理課

長に通報しなければならない。 

６ ＪＲＲ－３管理課長は、第 1 項、第 3 項及び前項の通報を受けたとき、第 2 編第

56 条の定めにより放射線管理第１課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び

第 4 項の調査の結果、その異常が原子炉の運転に支障を及ぼすと認めたときは、研

究炉加速器技術部長、原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

７ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければな

らない。 

 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 59 条 炉運転班長は、第 26 条第 1 項の原子炉運転中の巡視の結果、異常を認め

たときは、その原因及び状況を調査し、通常運転状態に復帰させるための措置を講

ずるとともにＪＲＲ－３管理課長に通報しなければならない。また、その異常が特

定施設に影響を及ぼす恐れのあるときは、機械室運転班長に通報しなければなら

ない。 

２ 機械室運転班長は、第 26 条第 2 項の原子炉運転中の巡視の結果、異常を認めた

ときは、その原因及び状況を調査し、通常運転状態に復帰させるための措置を講ず

るとともに炉運転班長及び工務第１課長に通報しなければならない。 

３ 炉運転班長は、第 1 項及び前項における原因及び状況が、原子炉の運転に支障

を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、原子炉を停止し、その旨

をＪＲＲ－３管理課長に通報しなければならない。 

４ ＪＲＲ－３管理課長は、第 23 条の原子炉運転開始前の点検、第 27 条第 2 項の

原子炉停止後の点検、第 32 条第 1 項の原子炉停止中の巡視並びに第 65 条第 1 項

の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状

態に復帰させるための措置を講じなければならない。 

５ 利用施設管理課長は、第 23 条の原子炉運転開始前の点検、第 26 条第 3 項の原

子炉運転中の巡視、第 27 条第 2 項の原子炉停止後の点検並びに第 65 条第 1 項の

地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態

に復帰させるための措置を講ずるとともに、ＪＲＲ－３管理課長に通報しなけれ

ばならない。 

６ ＪＲＲ－３管理課長は、第 1 項、第 3 項及び前項の通報を受けたとき、第 2 編

第 56条の定めにより放射線管理第１課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき

及び第 4 項の調査の結果、その異常が原子炉の運転に支障を及ぼすと認めたとき

は、研究炉加速器技術部長、原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

７ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければな

らない。 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

施設管理に係る活動の追加に係る変更 

 

 

第４節  燃料要素及び燃料体に異常を認めた場合の措置 

第 60 条 （省略）  

第４節  燃料要素及び燃料体に異常を認めた場合の措置 

第 60 条 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（使用中及び使用済の燃料要素又は使用済の燃料体に異常を認めた場合の措置） 

第 61 条 ＪＲＲ－３管理課長は、使用中の燃料要素に異常を認めたときは、燃料要素

を点検し、継続使用の可否を判断しなければならない。この場合において、継続使

用を不可としたときは、研究炉加速器技術部長に報告するとともに研究炉技術課長

及び原子炉主任技術者に通知し、その燃料要素を炉心から取り出さなければならな

い。 

２ 研究炉技術課長は、前項の通知を受けた燃料要素を受け入れたときは、破損状況

等の検査を行い、破損を認めた燃料要素については、専用容器に収納しなければな

らない。 

３ 研究炉技術課長は、使用済の燃料要素又は燃料体に異常を認めたとき及び前項で

受け入れた燃料要素に措置を講じたときは、その状況及び講じた措置を研究炉加速

器技術部長に報告するとともにＪＲＲ－３管理課長及び原子炉主任技術者に通知し

なければならない。 

 

（使用中及び使用済の燃料要素又は使用済の燃料体に異常を認めた場合の措置） 

第 61 条 ＪＲＲ－３管理課長は、使用中の燃料要素に異常を認めたときは、燃料要

素を点検し、継続使用の可否を判断しなければならない。この場合において、継続

使用を不可としたときは、研究炉加速器技術部長に報告するとともに研究炉技術

課長及び原子炉主任技術者に通知し、その燃料要素を炉心から取り出さなければ

ならない。 

２ 研究炉技術課長は、前項の通知を受けた燃料要素を受け入れたときは、破損状況

等の確認を行い、破損を認めた燃料要素については、専用容器に収納しなければな

らない。 

３ 研究炉技術課長は、使用済の燃料要素又は燃料体に異常を認めたとき及び前項

で受け入れた燃料要素に措置を講じたときは、その状況及び講じた措置を研究炉

加速器技術部長に報告するとともにＪＲＲ－３管理課長及び原子炉主任技術者に

通知しなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
施設管理に係る活動の追加に係る変更 

第 62 条 （省略） 
 

第 62 条 （変更なし） 

 

 

第５節  キャプセル等に異常を認めた場合の措置 

第 63 条 （省略） 

第５節  キャプセル等に異常を認めた場合の措置 

第 63 条 （変更なし） 

 

第６節 重水に異常を認めた場合の措置 

第 64 条 （省略） 

 

第６節 重水に異常を認めた場合の措置 

第 64 条 （変更なし） 
 

第７節  地震後の措置 

（地震後の措置） 

第 65 条 震度 4 以上の地震が発生したときは、ＪＲＲ－３管理課長は本体施設を、工

務第１課長は特定施設を、利用施設管理課長は利用施設を、放射線管理第１課長は

ＪＲＲ－３の放射線管理施設を及び研究炉技術課長は使用済燃料貯蔵施設（北地区）

等について、それぞれ所管する施設を点検しなければならない。 

２ 工務第１課長、利用施設管理課長、放射線管理第１課長及び研究炉技術課長は、

前項の点検の結果をＪＲＲ－３管理課長に通報しなければならない。 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、第 1 項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたとき

は、研究炉加速器技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

第７節  地震後の措置 

（地震後の措置） 

第 65 条 震度 4 以上の地震が発生したときは、ＪＲＲ－３管理課長は本体施設を、

工務第１課長は特定施設を、利用施設管理課長は利用施設を、放射線管理第１課長

はＪＲＲ－３の放射線管理施設を及び研究炉技術課長は使用済燃料貯蔵施設（北

地区）等について、それぞれ所管する施設を点検しなければならない。 

２ 工務第１課長、利用施設管理課長、放射線管理第１課長及び研究炉技術課長は、

前項の点検の結果をＪＲＲ－３管理課長に通報しなければならない。 

３ ＪＲＲ－３管理課長は、第 1 項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたと

きは、研究炉加速器技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
所掌業務の整理による見直し 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第８節  勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

第 66 条 （省略） 
第８節  勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

第 66 条 （変更なし） 
 

第９節  非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第 67 条 （省略） 

第９節  非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第 67 条 （変更なし） 

 

第８章  放射線管理 

第 68 条～第 70 条 （省略） 

第８章  放射線管理 

第 68 条～第 70 条 （変更なし） 

 

 

別表第 1～別表第 14 （省略） 

 

別表第 1～別表第 14 （変更なし） 
 

 

 

別表第 15 制御棒のそう入時間（第 28 条第 1項第 4 号関係） 

項     目 基  準  値 

ス  ク  ラ  ム １ 秒以下 
 

 

別表第 15 （削除） 

 

 

  

 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

 

別表第 16 本体施設の施設定期自主検査（第 28 条第 1 項第 3 号及び第 5 号関係） 

施設 系統又は設備 装置又は機器 検 査 項 目 

本体 

施設 

原子炉本体 全体 ・反応度停止余裕

検査 

・最大反応度添加

率検査 

・最大過剰反応度

検査 

・飽和値確認検査 

・線量当量率の測

定検査 

・空気中の放射性

物質濃度の測

定検査 

燃料要素 ・ＦＰ漏えい検査 

原子炉プール ・漏えい検査 

 

別表第 16 （削除） 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

核燃料物質取扱設備 使用済燃料取扱装置 ・作動検査 

使用済燃料移送装置 ・作動検査 

使用済燃料貯蔵施設 循環系設備 ・作動検査 

核燃料物質貯蔵施設 未使用燃料貯蔵庫 ・未臨界性及び貯

蔵能力確認検査 

使用済燃料プ－ル ・未臨界性及び貯

蔵能力確認検査 

使用済燃料貯槽 

（No.1, No.2） 

・未臨界性及び貯

蔵能力確認検査 

・浄化能力確認検

査 

使用済燃料貯蔵施設 ・貯蔵能力確認検

査 

１次冷却設備 １次冷却材主ポンプ ・作動検査 

１次冷却材補助ポンプ ・作動検査 

１次冷却材熱交換器 ・漏えい検査 

主配管 ・漏えい検査 

主要弁 ・作動検査 

２次冷却設備 ２次冷却材ポンプ ・作動検査 

主配管 ・漏えい検査 

重水系設備 重水ポンプ ・作動検査 

主配管 ・漏えい検査 

主要弁 ・作動検査 

ヘリウム系設備 ヘリウム圧縮機 ・作動検査 

主配管 ・漏えい検査 

主要弁 ・作動検査 

サイフォンブレ－ク弁 ・作動検査 

自然循環弁 ・作動検査 

原子炉プ－ル水浄化系設

備 

主要弁 ・作動検査 

主配管 ・漏えい検査 

原子炉プール水浄化系設

備 

・浄化能力確認検

査 

使用済燃料プ－ル水 

浄化冷却系設備 

使用済燃料プ－ル水浄化

ポンプ 

・作動検査 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

使用済燃料プ－ル水浄化

冷却系設備 

・冷却能力確認検

査 

・浄化能力確認検

査 

計測制御系統設備 計装設備 

 

・作動検査 

・警報検査 

・点検校正検査 

制御設備 

制御棒駆動装置 

 

・作動検査 

非常用制御設備 重水ダンプ弁 ・作動検査 

原子炉建家 原子炉建家 ・負圧確認検査 

・漏えい検査 

非常用排気設備 非常用排風機 ・作動検査 

空気浄化装置 ・除去効率検査 

 
 

 
別表第 17 特定施設の施設定期自主検査（第 28 条第 2 項関係） 

施設 系統又は設備 装置又は機器 検 査 項 目 

特定 

施設 

附属施設 非常用電源設備 ・作動検査 

空気圧縮設備 ・漏えい検査 

放射性廃棄物廃棄施設 気体廃棄設備 ・外観検査（排気

筒のみ） 

・処理能力検査 

・作動検査 

・除去効率検査 

液体廃棄設備 ・漏えい検査 

 

 

 

別表第 17 （削除） 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

 
別表第 18 利用施設の施設定期自主検査（第 28 条第 3 項第 1 号及び第 2 号関係） 

施 設 設備又は装置 検 査 項 目 

利 用 施 設 

水 平 実 験 孔 設 備 ・漏えい検査 

水 力 照 射 設 備 ・機器作動検査 

・校正検査 

 

別表第 18 （削除） 
 
検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

気 送 照 射 設 備 ・機器作動検査 

・校正検査 

冷 中 性 子 源 装 置 ・耐圧検査（水素格

納部分） 

・漏えい検査 

（0.98 MPa 以

上の機器） 

・機器作動検査 

・校正検査 

 
 
 

別表第 19 修理及び改造（第 30 条関係） 

施設区分 計画作成者 第１同意者 第２同意者 

計

画

承

認

者 

本体施設 
ＪＲＲ－３管理課長 

研究炉技術課長 

研究炉加速器技術

部長 

原子炉主任技術

者 

所

長 
特定施設 工務第１課長 工務技術部長 

研究炉加速器技

術部長 

原子炉主任技術

者 

利用施設 利用施設管理課長 
研究炉加速器技術

部長 

原子炉主任技術

者 

 

 
 
 
 

 

別表第 19 修理及び改造（第 30 条関係） 

施設区分 計画作成者 確認者 同意者 

計

画

承

認

者 

本体施設 
ＪＲＲ－３管理課長 

研究炉技術課長 

研究炉加速器技術

部長 

原子炉主任技術

者 

所

長 

特定施設 工務第１課長 工務技術部長 

研究炉加速器技

術部長 

原子炉主任技術

者 

利用施設 利用施設管理課長 
研究炉加速器技術

部長 

原子炉主任技術

者 

放射線管理

施設 
放射線管理第 1 課長 放射線管理部長 

研究炉加速器技

術部長 

原子炉主任技術

者 
 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
 

 

別表第 20 保守結果の報告（第 31 条関係） 

報 告 者 報 告 事 項 報 告 時 期 報告及び通知先 

JRR-3管理

課長 

施設定期自主

検査 

第 28 条第 1 項に定める検査

が終了したとき 

研究炉加速器技術部

長 

 

別表第 20 保守結果の報告（第 31 条関係） 

報 告 者 報 告 事 項 報 告 時 期 報告又は通知先 

JRR-3管理

課長 

定期事業者検

査 

第 28 条第 1 項に定める

検査が終了したとき 

研究炉加速器技術部

長 

 

検査制度の見直しに伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第 2 編第 41 条に定める通知

を受けたとき 

修理及び改造 

第 30 条第 2 項の定めにより

JRR-3 管理課長が作成した修

理及び改造計画に基づく作業

が終了したとき 

工務第１

課長 

施設定期自主

検査 

第 28 条第 2 項に定める検査

が終了したとき 

工務技術部長 

JRR-3 管理課長 
修理及び改造 

第 30 条第 2 項の定めにより

工務第１課長が作成した修理

及び改造計画に基づく作業が

終了したとき 

利用施設

管理課長 

施設定期自主

検査 

第 28 条第 3 項に定める検査

が終了したとき 

研究炉加速器技術部

長 

JRR-3 管理課長 修理及び改造 

第 30 条第 1 項及び第 2 項の

定めにより利用施設管理課長

が作成した修理及び改造計画

に基づく作業が終了したとき 

研究炉技

術課長 

施設定期自主

検査 

第 28 条第 1 項第 5 号に定め

る検査が終了したとき 
研究炉加速器技術部

長          

JRR-3 管理課長 修理及び改造 

第 30 条第 1 項及び第 2 項の

定めにより研究炉技術課長が

作成した修理及び改造計画に

基づく作業が終了したとき 

 

 

第 2 編第 41 条に定める

通知を受けたとき 

修理及び改造 

第 30 条第 2 項の定めに

よりJRR-3管理課長が作

成した修理及び改造計

画に基づく作業と第 30

条の２に定める使用前

事業者検査が終了した

とき 

工務第１

課長 

定期事業者検

査 

第 28 条第 1 項に定める

検査が終了したとき 

工務技術部長 

JRR-3 管理課長 
修理及び改造 

第 30 条第 2 項の定めに

より工務第１課長が作

成した修理及び改造計

画に基づく作業と第 30

条の２に定める使用前

事業者検査が終了した

とき 

利用施設

管理課長 

定期事業者検

査 

第 28 条第１項に定める

検査が終了したとき 

研究炉加速器技術部

長 

JRR-3 管理課長 修理及び改造 

第 30 条第２項の定めに

より利用施設管理課長

が作成した修理及び改

造計画に基づく作業と

第 30 条の２に定める使

用前事業者検査が終了

したとき 

研究炉技

術課長 

定期事業者検

査 

第 28 条第 1 項に定める

検査が終了したとき 

研究炉加速器技術部

長 

JRR-3 管理課長 
修理及び改造 

第 30 条第２項の定めに

より研究炉技術課長が

作成した修理及び改造

計画に基づく作業と第

30 条の２に定める使用

前事業者検査が終了し

たとき 

放射線管

理第 1 課

定期事業者検

査 

第 28 条第１項に定める

検査が終了したとき 

放射線管理部長 

JRR-3 管理課長 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
長 

修理及び改造 

第 30 条第２項の定めに

より放射線管理第1課長

が作成した修理及び改

造計画に基づく作業と

第 30 条の２に定める使

用前事業者検査が終了

したとき 

 

 
 
別表第 21  貯蔵施設における燃料要素及び燃料体の貯蔵制限量（第 34 条関係） 

区  分 
貯  蔵  施  設 制  限  量 

貯 蔵 場 所 貯蔵設備 天然ウラン 濃 縮 ウ ラ ン 

未使用の燃料

要素 
未使用燃料貯蔵庫 貯蔵ラック 

 
150 体 

使用済の燃料

要素及び燃料

体 

使用済燃料プール 

注 3) 
貯蔵ラック  130 体 

使用済燃料貯槽

No.1 

注 4) 

貯蔵ラック  520 体 

冷却架台 450 体 

使用済燃料貯槽

No.2 

注 1) 

貯蔵ラック  
80 体 

注 2) 

冷却架台 450 体 

使用済燃料貯蔵施

設 

（北地区） 

保管孔 600 体  

 
注1) 使用済燃料貯槽 No.2 には、標準型燃料要素、フォロワ型燃料要素及びＪＲＲ 

－２、４の燃料要素とＵＯ2 燃料、金属天然ウラン燃料を同時に貯蔵しない。 

なお、ＪＲＲ－４の燃料要素は使用済燃料貯槽 No.2 のみに貯蔵する。 

注 2) ＪＲＲ－２使用済燃料要素の貯蔵及びＪＲＲ－４使用済燃料要素を再処理輸 

送時に一時貯蔵した場合も含む。 

注 3) 使用済燃料プールにおいては、炉心に装荷されている全燃料要素を貯蔵でき 

る領域を確保する。 
注 4) 使用済燃料プールから使用済燃料要素を受入れるときは、使用済燃料プ－ル 

で１年間以上冷却された燃料要素を受け入れる。 

 
 
 

 
別表第 21  貯蔵施設における燃料要素及び燃料体の貯蔵制限量（第 34 条関係） 

区  分 
貯  蔵  施  設 制  限  量 

貯 蔵 場 所 貯蔵設備 天然ウラン 濃 縮 ウ ラ ン 

未使用の燃料

要素 
未使用燃料貯蔵庫 貯蔵ラック 

 
150 体 

使用済の燃料

要素及び燃料

体 

使用済燃料プール 

注 3) 
貯蔵ラック  130 体 

使用済燃料貯槽

No.1 

注 4) 

貯蔵ラック  520 体 

冷却架台 450 体 

使用済燃料貯槽

No.2 

注 1) 

貯蔵ラック  
80 体 

注 2) 

冷却架台 450 体 

使用済燃料貯蔵施

設 

（北地区） 

保管孔 600 体  

 
注1) 使用済燃料貯槽 No.2 には、標準型燃料要素、フォロワ型燃料要素及びＪＲＲ

－２、４の燃料要素とＵＯ2 燃料、金属天然ウラン燃料を同時に貯蔵しない。 

なお、ＪＲＲ－４の燃料要素は使用済燃料貯槽 No.2 のみに貯蔵する。 

注 2) ＪＲＲ－２使用済燃料要素の貯蔵及びＪＲＲ－４使用済燃料要素を輸送時に 
一時貯蔵した場合も含む。 

注 3) 使用済燃料プールにおいては、炉心に装荷されている全燃料要素を貯蔵でき 

る領域を確保する。 
注 4) 使用済燃料プールから使用済燃料要素を受入れるときは、使用済燃料プ－ル

で１年間以上冷却された燃料要素を受け入れる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 
別表第 22～別表第 26 （省略） 

 

 

別表第 22～別表第 26 （変更なし） 
 

 
別図第１（その１）～別図第２（その５） （省略） 

 

別図第１（その１）～別図第２（その５） （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

第６編 ＪＲＲ－４の管理 

 

目次 

第１章 通則（第１条－第６条） 

 

第２章 保守管理（第７条－第11条） 

第３章 未使用燃料要素の管理（第12条－第15条） 

第４章 プールの管理（第16条・第17条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置（第18条） 

第２節 未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置（第19条・第20条） 

第３節 プールに異常を認めた場合の措置（第21条・第22条） 

第４節 地震後の措置（第23条） 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第24条） 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第25条） 

第６章 放射線管理（第26条－第28条） 

第７章 保安教育（第29条） 

第８章 固体廃棄物の保管（第 30 条） 

 

第１章  通則 

（適用範囲） 

第１条 （省略） 

 

（定義） 

第１条の２ この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)「本体施設等」とは、第１編別表第１に掲げるＪＲＲ－４の本体施設及び特定施設をい

う。 

(2)「利用施設」とは、第１編別表第１に掲げるＪＲＲ－４の利用施設をいう。 

（部内安全審査会） 

第２条 研究炉加速器技術部に、部内安全審査会を設置する。 

２ 研究炉加速器技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認又は同意しようとするときは、当

該事項について、研究炉加速器技術部の部内安全審査会の審議を得なければならない。 

(1) 第９条第２項及び第２編第42条第１項に定める修理及び改造計画 

第６編 ＪＲＲ－４の管理 

 

目次 

第１章 通則（第１条－第６条） 

第１章の２ 廃止措置管理（第６条の２） 

第２章 保守管理（第６条の３－第11条） 

第３章 未使用燃料要素の管理（第12条－第15条） 

第４章 プールの管理（第16条・第17条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置（第18条） 

第２節 未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置（第19条・第20条） 

第３節 プールに異常を認めた場合の措置（第21条・第22条） 

第４節 地震後の措置（第23条） 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第24条） 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第25条） 

第６章 放射線管理（第26条－第28条） 

第７章 保安教育（第29条） 

第８章 固体廃棄物の保管（第 30 条） 

 

第１章  通則 

（適用範囲） 

第１条 （変更なし） 

 

（定義） 

第２条 この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1)「本体施設等」とは、第１編別表第１に掲げるＪＲＲ－４の本体施設及び特定施設をい

う。 

(2)「利用施設」とは、第１編別表第１に掲げるＪＲＲ－４の利用施設をいう。 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

品質管理技術基準規

則の制定に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(2) 第３条第１項及び第２項に定める手引 

(3) ＪＲＲ－４原子炉施設の品質保証に関する事項 

(4) 廃止措置に関する事項 

３ 研究炉加速器技術部長は､部内安全審査会の審議結果を尊重しなければならない。 

（手引の作成） 

第３条 （省略） 

 

（年間管理計画） 

第４条 研究炉加速器技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項を明ら

かにしたＪＲＲ－４の年間管理計画（以下この編において「年間管理計画」という。）を作

成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 廃止措置に係る項目及びその予定期間 

(2) 施設定期自主検査の予定期間 

(3) 第９条第２項及び第２編第42条第１項に定める修理及び改造をする施設、装置又は機

器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なければ

ならない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、第１項の承認を受けたときは、ＪＲＲ－４管理課長、利用施設

管理課長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

（保全区域） 

第５条 （省略） 

（鍵の管理） 

第６条 （省略） 

 

 

 

 

 

 

第２章 保守管理 

（施設定期自主検査） 

第７条 ＪＲＲ－４管理課長は、次の各号に掲げるところにより本体施設等に係る施設定期自

主検査を行わなければならない。 

(1) 本体施設の保安に直接関連を有する計器の校正を年１回行うこと。 

(2) 保安上特に管理を必要とする本体施設等の設備について、施設定期自主検査を別表第１

に掲げるところにより、年１回行うこと。 

 

 

 

 

（手引の作成） 

第３条 （変更なし） 

 

（年間管理計画） 

第４条 研究炉加速器技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項を明ら

かにしたＪＲＲ－４の年間管理計画（以下この編において「年間管理計画」という。）を作成

し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 廃止措置に係る項目及びその予定期間 

(2) 定期事業者検査の予定期間 

(3) 第８条第２項に定める修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称及び予定期

間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なければ

ならない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、第１項の承認を受けたときは、ＪＲＲ－４管理課長、利用施設

管理課長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

（保全区域） 

第５条 （変更なし） 

（鍵の管理） 

第６条 （変更なし） 

 

第１章の２ 廃止措置管理 

（恒久停止措置） 

第６条の２ ＪＲＲ－４管理課長は、恒久停止措置として、制御材を挿入した状態での固定及

び制御設備の駆動部の撤去をしなければならない。 

 

第２章 保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第６条の３ 研究炉加速器技術部長及び放射線管理部長は、ＪＲＲ－４（本体施設等、利用施

設及び放射線管理施設を含む。）について、第１編第２条第２項に基づき理事長が定める施設

管理方針に従って達成すべき施設管理目標をそれぞれ策定しなければならない。 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（恒久停止措置） 

第７条の２ ＪＲＲ－４管理課長は、恒久停止措置として、制御材を挿入した状態での固定及

び制御設備の駆動部の撤去をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認を受けたときは、放射線管理部長に通知しなければ

ならない。 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第６条の４ ＪＲＲ－４管理課長、利用施設管理課長及び放射線管理第１課長は、前条の施設

管理目標を踏まえ、それぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的

な施設管理目標を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機

器がない場合は、この限りでない。 

２ ＪＲＲ－４管理課長は、前項の定量的な施設管理目標をとりまとめ、研究炉加速器技術部

長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 放射線管理第１課長は、前項の承認を受ける前に、放射線管理部長の確認を受けなければ

ならない。 

４ 研究炉加速器技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者

の同意を得なければならない。 

５ ＪＲＲ－４管理課長は、第２項の承認を受けたときは、利用施設管理課長及び放射線管理

第１課長に通知しなければならない。 

（施設管理実施計画等の策定） 

第６条の５ ＪＲＲ－４管理課長、利用施設管理課長及び放射線管理第１課長は、それぞれ所

掌する設備・機器（性能維持施設に限る。）について、次の各号に掲げる事項を定めた「施設

管理実施計画」を策定しなければならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関するこ

と。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関すること。 

ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関するこ

と。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ ＪＲＲ－４管理課長、利用施設管理課長及び放射線管理第１課長は、それぞれ所掌する設

備・機器（性能維持施設に限る。）について、次の各号に掲げる事項を整理した「設備保全整

理表」及び「検査要否整理表」を策定しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、廃止措置に係る施設管理を行う観点から特別な状態にある場合

は、第４条の定めにより作成する「年間管理計画」において特別な状態である期間とその内

 

 

 

施設管理に係る活動

の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設定期自主検査の実施計画） 

第８条 ＪＲＲ－４管理課長は、第７条に定める施設定期自主検査を行おうとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査実施計画を作成し、研究炉加速器技

術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただ

し、第３号の予定期間の変更については、この限りでない。 

 

 

(1) 対象となる施設、設備、装置又は機器等の名称 

(2) 検査項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の

同意を得なければならない。 

３ ＪＲＲ－４管理課長は、第１項の承認を受けたときは、利用施設管理課長及び放射線管理

第１課長に通知しなければならない。 

 

容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則第９条第１項第７号の規定に基づき「特

別な施設管理実施計画」及び「特別な設備保全整理表及び検査要否整理表」を定めることが

できる。 

４ ＪＲＲ－４管理課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び

検査要否整理表をとりまとめ、研究炉加速器技術部長の承認を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

５ 放射線管理第１課長は、前項の承認を受ける前に、放射線管理部長の確認を受けなければ

ならない。 

６ 研究炉加速器技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者

の同意を得なければならない。 

７ ＪＲＲ－４管理課長は、第４項の承認を受けたときは、利用施設管理課長及び放射線管理

第１課長に通知しなければならない。 

（保全活動の実施） 

第６条の６ ＪＲＲ－４管理課長、利用施設管理課長及び放射線管理第１課長は、所掌する設

備・機器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めると

ころにより、保全活動を実施しなければならない。 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第６条の７ ＪＲＲ－４管理課長、利用施設管理課長及び放射線管理第１課長は、所掌する設

備・機器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評

価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わなけれ

ばならない。 

（定期事業者検査） 

第７条 原子力施設検査室長は、ＪＲＲ－４の定期事業者検査を実施しようとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、廃止措置施設保安主

務者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、

第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限

りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第６条の４の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動

の追加に係る変更 

 

 

施設管理に係る活動

の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修理及び改造） 

第９条 ＪＲＲ－４管理課長は、本体施設等について、必要と認めた場合は修理又は改造を行

うことができる。 

２ ＪＲＲ－４管理課長は､前項の修理及び改造を行おうとする場合において、その修理及び

改造が設計及び工事の方法の認可申請を伴うときは、次の各号を明らかにした修理及び改

造の計画を作成し、研究炉加速器技術部長の同意を得るものとし、研究炉加速器技術部長

は所長の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。 

(1) 修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

 

 

 

 

３ 所長は、前項の承認をしようとする場合には、廃止措置施設保安主務者の同意を得なけれ

ばならない。 

４ ＪＲＲ－４管理課長は、第２項の承認を受けたときは、当該修理及び改造に関係ある課長

等に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ ＪＲＲ－４管理課長及び放射線管理第１課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項

の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、ＪＲＲ－４管理課長及び放射線管理

第１課長に通知しなければならない。 

４ ＪＲＲ－４管理課長及び放射線管理第１課長は、前項の通知を受けたときは、それぞれ研

究炉加速器技術部長及び放射線管理部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を取り

まとめ、廃止措置施設保安主務者の確認を受けなければならない。 

（修理及び改造） 

第８条 ＪＲＲ－４管理課長は本体施設等について、放射線管理第１課長は放射線管理施設に

ついて、必要と認めた場合は、修理又は改造を行うことができる。 

２ ＪＲＲ－４管理課長及び放射線管理第１課長は、前項の修理及び改造を行おうとする場合

において、その修理及び改造が法28条第１項の使用前事業者検査を伴うときは、次の各号を

明らかにした修理及び改造計画を作成し、それぞれ研究炉加速器技術部長及び放射線管理部

長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

イ 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 修理及び改造の内容 

ハ 予定期間 

３ 放射線管理部長は、修理及び改造を行おうとする場合、前項の確認をしようとするときは、

研究炉加速器技術部長の同意を得なければならない。 

４ 研究炉加速器技術部長及び放射線管理部長は、前項の修理及び改造計画について、所長の

承認を受けなければならない。 

５ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なければ

ならない。 

６ ＪＲＲ－４管理課長及び放射線管理第１課長は、第４項の承認を受けたときは、当該修理

及び改造に関係ある課長等に通知しなければならない。 

７ ＪＲＲ－４管理課長は本体施設について、放射線管理第１課長は放射線管理施設について、

修理及び改造が必要と認めた場合で、その修理及び改造が法第28条第１項に定める使用前事

業者検査を伴わないときは、正常な状態に復帰するために、修理及び改造を行うことができ

る。 

（使用前事業者検査） 

第９条 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次の各号に掲

げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、廃止措置施設保安主務者の同意

を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、第１号ニの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 （第６編 ＪＲＲー４の管理） 新旧対照表 
 

6 
 

変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保守結果の報告等） 

第10条 ＪＲＲ－４管理課長は、施設定期自主検査を終了したとき及び前条第２項に定める修

理及び改造計画の作業が終了したとき、並びにＪＲＲ－４管理課長が第２編第41条の定め

により通知を受けたときは、別表第２に掲げるところにより、その結果を同表に掲げる報

告先の者に報告しなければならない。 

 

 

 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の報告を受けたときは、廃止措置施設保安主務者に通知す

るとともに、所長に報告しなければならない。 

（巡視及び点検） 

第11条 ＪＲＲ－４管理課長は、勤務日においては、次の各号に掲げる施設及び設備について、

１日１回以上巡視し、点検しなければならない。ただし、未使用燃料要素が存在しない場

合は、第５号を除き週１回以上とすることができる。 

(1) 原子炉冷却系統施設（１次冷却設備） 

(2) 受変電設備 

予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制 

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検

査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係ある課

長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、前項の通知を受けたときは、それぞれ当該使

用前事業者検査に関係ある部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を取り

まとめ、廃止措置施設保安主務者の確認を受けなければならない。 

（保守結果の報告等） 

第10条 原子力施設検査室長は、第７条第５項及び第９条第５項の確認を受けたときは、その

結果をＪＲＲ－４管理課長及び放射線管理第１課長に通知しなければならない。 

２ ＪＲＲ－４管理課長及び放射線管理第１課長は、第７条の定期事業者検査を終了したとき、

第８条の修理及び改造計画に基づく作業と前条の使用前事業者検査が終了したときは、別表

第２に掲げるところにより、報告又は通知しなければならない。 

３ 放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、研究炉加速器技術部長に通知しなければ

ならない。 

４ 研究炉加速器技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、廃止措置施設保

安主務者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

（巡視） 

第11条 ＪＲＲ－４管理課長は、勤務日においては、次の各号に掲げる施設及び設備について、

１日１回以上巡視しなければならない。ただし、未使用燃料要素が存在しない場合は、第５

号を除き週１回以上とすることができる。 

(1) 原子炉冷却系統施設（１次冷却設備） 

(2) 受変電設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動

の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(3) 通常排気設備 

(4) 液体廃棄設備 

(5) プール 

２ ＪＲＲ－４管理課長は、休日等においては、次の各号に掲げる事項について、１日１回以

上点検しなければならない。ただし、未使用燃料要素が存在しない場合は、第１号を除きこ

の限りでない。 

(1) プール水位について異常な低下がないこと。 

(2) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(3) 通常排気設備のうち、炉室の排気設備が停止状態にあること又は運転状態にあっては

異常のないこと。 

(4) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の水位に異常な上昇がないこと。 

 

第３章 未使用燃料要素の管理 

（未使用燃料要素の貯蔵） 

第12条 ～ 第17条 （省略） 

 

第５章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第18条 ＪＲＲ－４管理課長は、第11条第１項の巡視及び点検、第23条第１項の地震後の点検

並びに第30条第2項の巡視の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常

な状態に復帰させるための措置を講じるとともに、その異常がＪＲＲ－４の保安に支障を及

ぼすと認めたときは、研究炉加速器技術部長及び廃止措置施設保安主務者に通報しなければ

ならない。 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

３ 利用施設管理課長は、第23条第１項の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原

因及び状況を調査し、正常な状態に復帰させるための措置を講ずるとともにＪＲＲ－４管理

課長に通報しなければならない。 

４ ＪＲＲ－４管理課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条第２項の定めにより放射

線管理第１課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき、その異常がＪＲＲ－４の保安に支

障を及ぼすと認めたときは、研究炉加速器技術部長及び廃止措置施設保安主務者に通報しな

ければならない。 

５ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

第２節 未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置 

（未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置） 

(3) 通常排気設備 

(4) 液体廃棄設備 

(5) プール 

２ ＪＲＲ－４管理課長は、休日等においては、次の各号に掲げる事項について、１日１回以

上巡視しなければならない。ただし、未使用燃料要素が存在しない場合は、第１号を除きこ

の限りでない。 

(1) プール水位について異常な低下がないこと。 

(2) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(3) 通常排気設備のうち、炉室の排気設備が停止状態にあること又は運転状態にあっては異

常のないこと。 

(4) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の水位に異常な上昇がないこと。 

 

第３章 未使用燃料要素の管理 

（未使用燃料要素の貯蔵） 

第12条 ～ 第17条 （変更なし） 

 

第５章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第18条 ＪＲＲ－４管理課長は、第11条第１項の巡視、第23条第１項の地震後の点検並びに第

30条第2項の巡視の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常な状態に復

帰させるための措置を講じるとともに、その異常がＪＲＲ－４の保安に支障を及ぼすと認め

たときは、研究炉加速器技術部長及び廃止措置施設保安主務者に通報しなければならない。 

 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

３ 利用施設管理課長は、第23条第１項の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原

因及び状況を調査し、正常な状態に復帰させるための措置を講ずるとともにＪＲＲ－４管理課

長に通報しなければならない。 

４ ＪＲＲ－４管理課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条第２項の定めにより放射

線管理第１課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき、その異常がＪＲＲ－４の保安に支

障を及ぼすと認めたときは、研究炉加速器技術部長及び廃止措置施設保安主務者に通報しな

ければならない。 

５ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

第２節 未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置 

（未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置） 

 

 

 

 

施設管理に係る活動

の追加に係る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動

の追加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第19条 ～ 第20条 （省略） 

 

第３節 プールに異常を認めた場合の措置 

（プールの水位に異常を認めた場合の措置） 

第21条 ～ 第22条 （省略） 

 

第４節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第23条 震度４以上の地震が発生したときは、ＪＲＲ－４管理課長は本体施設等を、利用施設

管理課長は利用施設を、放射線管理第１課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなけれ

ばならない。 

２ 利用施設管理課長及び放射線管理第１課長は、前項の点検の結果をＪＲＲ－４管理課長に

通報しなければならない。 

３ ＪＲＲ－４管理課長は、第１項の点検を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、研究

炉加速器技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第24条 （省略） 

 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第25条 （省略） 

 

第６章 放射線管理 

 （管理区域の区分） 

第26条 （省略） 

（放射線測定機器） 

第27条 （省略） 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第28条 （省略） 

 

第７章 保安教育 

（保安教育項目のうち原子炉施設の構造、性能及び運転に関することの教育内容） 

第29条 （省略） 

 

第19条 ～ 第20条 （変更なし） 

 

第３節 プールに異常を認めた場合の措置 

（プールの水位に異常を認めた場合の措置） 

第21条 ～ 第22条 （変更なし） 

 

第４節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第23条 震度４以上の地震が発生したときは、ＪＲＲ－４管理課長は本体施設等を、利用施設

管理課長は利用施設を、放射線管理第１課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければ

ならない。 

２ 利用施設管理課長及び放射線管理第１課長は、前項の点検の結果をＪＲＲ－４管理課長に

通報しなければならない。 

３ ＪＲＲ－４管理課長は、第１項の点検を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、研究

炉加速器技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第 24 条 （変更なし） 

 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第 25 条 （変更なし） 

 

第６章 放射線管理 

 （管理区域の区分） 

第26条 （変更なし） 

（放射線測定機器） 

第27条 （変更なし） 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第28条 （変更なし） 

 

第７章 保安教育 

（保安教育項目のうち原子炉施設の構造、性能及び運転に関することの教育内容） 

第29条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌業務の整理によ

る見直し 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第８章 固体廃棄物の保管 

（固体廃棄物の保管） 

第30条 （省略） 

 

別表第１ 施設定期自主検査項目（第７条第１項関係） 

施

設 
系統又は設備 装置又は機器 検査項目 

本

 

体

 

施

 

設

 

等 

原子炉本体 №１プール 外観検査 

核燃料物質貯蔵施設 

燃料貯蔵棚 未臨界性確認検査 

№２プール 外観検査 

原子炉冷却

系統施設 

１次冷却設

備 
主冷却管・弁 外観検査 

精製系 プール水精製系 浄化能力確認検査 

排水系 炉室地下ピット排水系 作動検査 

原子炉格納

施設 
原子炉建家 外観検査 

放射性廃棄

物の廃棄施

設 

気体廃棄物の廃棄

設備 
通常排気設備 

作動検査 

除去効率検査 

処理能力検査 

液体廃棄物の廃棄

設備 
廃液貯槽 

漏えい検査 

処理能力検査 

 

別表第２ 保守結果の報告（第 10 条関係） 

報告者 報告事項 報告時期 報告先 

ＪＲＲ－４

管理課長 

施設定期自主

検査 

第７条第１項に定める検

査が終了したとき。 研究炉加速器技術

部長 第２編第 41 条に定める通

知を受けたとき。 

第８章 固体廃棄物の保管 

（固体廃棄物の保管） 

第30条 （変更なし） 

 

別表第１ （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２ 保守結果の報告（第 10 条関係） 

報告者 報告事項 報告時期 報告及び通知先 

ＪＲＲ－４

管理課長 

定期事業者検

査 

第７条第１項に定める検

査が終了したとき。 

研究炉加速器技術部長 

修理及び改造 

第８条第２項の定めによ

りＪＲＲ－４管理課長が

作成した修理及び改造計

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに

伴う記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

修理及び改造 

第９条第２項の定めによ

りＪＲＲ－４管理課長が

作成した修理及び改造の

計画に基づく作業が終了

したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３ ～ 別表第 10 （省略） 

 

別図第１ ～ 別図第２（その３）（省略） 

画に基づく作業とその使

用前事業者検査が終了し

たとき。 

放射線管理

第１課長 

定期事業者検

査 

第７条第１項に定める検

査が終了したとき。 

 

放射線管理部長 

ＪＲＲ－４管理課長 

 
修理及び改造 

第８条第２項の定めによ

り放射線管理第１課長が

作成した修理及び改造計

画に基づく作業とその使

用前事業者検査が終了し

たとき。 

 

 

 

別表第３ ～ 別表第 10 （変更なし） 

 

 

別図第１ ～ 別図第２（その３）（変更なし） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第７編 ＮＳＲＲの管理） 

1 
 

変 更 前 変 更 後 備考 

第７編 ＮＳＲＲの管理 

  

目次 

第１章 通則(第１条－第11条) 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限(第12条) 

第２節 炉心構成上の遵守事項(第13条・第14条) 

第３節 運転上の条件(第15条－第19条) 

第４節 運転(第20条－第24条) 

第３章 保守管理(第25条－第29条の4) 

第４章 燃料要素の管理(第30条－第38条) 

第５章 キャプセル等の管理(第39条－第42条) 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路が作動した場合の措置(第43条－第46条) 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置(第47条－第51条) 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置(第52条－第52条の2) 

第４節 燃料要素に異常を認めた場合の措置(第53条－第55条) 

第５節 キャプセル等に異常を認めた場合の措置(第56条) 

第６節 自然現象等が発生した場合の措置(第57条) 

第７節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置(第58条) 

第８節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置(第59条) 

第７章 放射線管理(第60条－第62条) 

第８章 固体廃棄物の保管(第63条) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７編 ＮＳＲＲの管理 

  

目次 

第１章 通則(第１条－第11条の２) 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限(第12条) 

第２節 炉心構成上の遵守事項(第13条・第14条) 

第３節 運転上の条件(第15条－第19条) 

第４節 運転(第20条－第24条) 

第３章 保守管理(第24条の２－第29条の4) 

第４章 燃料要素の管理(第30条－第38条) 

第５章 キャプセル等の管理(第39条－第42条) 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路が作動した場合の措置(第43条－第46条) 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置(第47条－第51条) 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置(第52条－第52条の2) 

第４節 燃料要素に異常を認めた場合の措置(第53条－第55条) 

第５節 キャプセル等に異常を認めた場合の措置(第56条) 

第６節 自然現象等が発生した場合の措置(第57条) 

第７節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置(第58条) 

第８節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置(第59条) 

第７章 放射線管理(第60条－第62条) 

第８章 固体廃棄物の保管(第63条) 

 

 

 

 

条文の追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 
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2 
 

変 更 前 変 更 後 備考 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 （省略） 

 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 （変更なし） 

 

（部内安全審査会） 

第２条 研究炉加速器技術部及び工務技術部にそれぞれの部内安全審査会を設置する。 

２ 研究炉加速器技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認又は同意しようとするとき

は、当該事項について、研究炉加速器技術部の部内安全審査会の審議を得なければな

らない。 

(1) 第27条第１項及び第２編第42条に定める修理及び改造計画 

(2) 第５条第１項に定める手引 

(3) 第11条に定めるＮＳＲＲの特殊試験計画書（以下この編において「特殊試験計

画書」という。） 

(4)  ＮＳＲＲ原子炉施設の品質保証に関する事項 

(5)  ＮＳＲＲ原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

３ 工務技術部長は、第５条第２項の承認をしようとするときは、当該事項について、

工務技術部の部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ 研究炉加速器技術部長及び工務技術部長は、それぞれの部内安全審査会の審議結果

を尊重しなければならない。 

 

第２条 （削除） 

 

 

品質管理技術基準規則の

制定に伴う変更 

（運転要員） 

第３条 （省略） 

（運転要員） 

第３条 （変更なし） 

 

 

（運転要員及び要員の配置） 

第４条 （省略） 

（運転要員及び要員の配置） 

第４条 （変更なし） 

 

 

 

（手引の作成） 

第５条 （省略）  

 

（手引の作成） 

第５条 （変更なし） 

 

 

 

 

（年間運転計画） 

第６条 研究炉加速器技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事

項を明らかにしたＮＳＲＲの年間運転計画（以下この編において「年間運転計画」

という。）を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。なお、ＮＳＲＲの運転は、デーリー運転とする。 

(1) 運転の予定期間 

(2) 施設定期自主検査の予定期間 

(3) 第27条第１項及び第２編第42条第1項に定める修理及び改造をする施設、装置又

（年間運転計画） 

第６条 研究炉加速器技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項を

明らかにしたＮＳＲＲの年間運転計画（以下この編において「年間運転計画」という。）

を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。なお、ＮＳＲＲの運転は、デーリー運転とする。 

(1) 運転の予定期間 

(2) 定期事業者検査の予定期間 

(3) 第27条第１項に定める修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称及び

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

検査制度の見直しに伴う
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変 更 前 変 更 後 備考 

は機器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければ

ならない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、第１項の承認を受けたときは、ＮＳＲＲ管理課長、工務

第１課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければな

らない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、第１項の承認を受けたときは、ＮＳＲＲ管理課長、工務第

１課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

記載の適正化 

（運転実施計画） 

第７条 （省略） 

（運転実施計画） 

第７条 （変更なし） 

 

 

（新規制基準への適合に係る経過措置） 

第７条の２ ＮＳＲＲ管理課長は、「Ｓクラスに属する施設を有しない試験研究用原子

炉施設に関する『核燃料施設等における新規制基準の適合の考え方』の見直しについ

て」（平成 28 年度第 51 回原子力規制委員会（平成 28 年 12 月 21 日））に基づき、Ｎ

ＳＲＲ原子炉施設の耐震Ｂクラス施設及び耐震Ｃクラス施設のうち耐震以外の部分

が設計及び工事の方法の認可及び使用前検査において新規制基準への適合性が確認

されている場合、新規制基準に係る設置変更許可を受けた日から、2 年を経過するま

での間、原子炉の運転を行うことができる。ただし、2 年を経過した後は、耐震Ｃク

ラス施設の耐震に係る部分について新規制基準への適合性が確認されるまで、原子炉

の運転を行わない。 

 

 

第７条の２（削除） 

 

 

 

新規制基準への適合性確

認が終了したため削除 

 

 

 

 

（新規制基準への適合に係る廃棄物処理場との関係） 

第 7 条の３ ＮＳＲＲ管理課長は、第 6 条に定める年間運転計画に記載されている運転

の予定期間において、固体廃棄物が発生した場合、廃棄物処理場における新規制基準

への適合性が確認されるまでの間、第 63 条に定める廃棄物保管場所に保管しなけれ

ばならない。 

（新規制基準への適合に係る廃棄物処理場との関係） 

第 7 条の３ ＮＳＲＲ管理課長は、第 6 条に定める年間運転計画に記載されている運転の

予定期間において、固体廃棄物が発生した場合、廃棄物処理場における新規制基準への

適合性が確認されるまでの間、第 63 条に定める廃棄物保管場所に保管しなければなら

ない。 

 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、平成 33 年 3 月までに廃棄物処理場における新規制基準への

適合性が確認されなかった場合、平成 33 年 4 月から廃棄物処理場における新規制基

準への適合性が確認されるまでの間、原子炉の運転を行わない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、令和 3 年 3 月までに廃棄物処理場における新規制基準への適合

性が確認されなかった場合、令和 3 年 4 月から廃棄物処理場における新規制基準への適

合性が確認されるまでの間、原子炉の運転を行わない。 

記載の適正化 

 

第８条 ～ 第 11 条の２ （省略） 

 

第８条 ～ 第 11 条の２ （変更なし） 

 

 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

第 12 条 ～ 第 14 条 （省略） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

第12条 ～ 第14条 （変更なし） 

 

 

第３節 運転上の条件 

第 15 条 ～ 第 19 条 （省略） 

第３節 運転上の条件 

第15条 ～ 第19条 （変更なし） 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第７編 ＮＳＲＲの管理） 

4 
 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

第４節 運転 

（運転開始前の措置） 

第 20 条 原子炉の運転を開始しようとするときは、ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課

長は、別表第９に掲げる設備について、それぞれ、巡視及び点検を行い、正常な状態

であることを確認しなければならない。 

第４節 運転 

（運転開始前の措置） 

第 20 条 原子炉の運転を開始しようとするときは、ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課長

は、別表第９に掲げる設備について、それぞれ、点検を行い、正常な状態であることを

確認しなければならない。 

 

 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

２ ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課長は、同一運転日において計画停止した原子炉の

運転を再開しようとするときは、前項の定めにより確認した状態が維持されているこ

とを確認しなければならない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課長は、同一運転日において計画停止した原子炉の運

転を再開しようとするときは、前項の定めにより確認した状態が維持されていることを

確認しなければならない。 

 

３ 工務第１課長は、第１項及び前項の確認の結果をＮＳＲＲ管理課長に通報しなけれ

ばならない。 

３ 工務第１課長は、第１項及び前項の確認の結果をＮＳＲＲ管理課長に通報しなければ

ならない。 

 

 

第21条 ～ 第22条 （省略） 

 

 

第21条 ～ 第22条 （変更なし） 

 

 

（原子炉運転中の巡視及び点検） 

第23条 ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、１日

１回以上巡視し、点検しなければならない。 

(1) 炉心及び原子炉プール 

(2) 制御棒駆動設備 

（原子炉運転中の巡視） 

第23条 ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、１日１

回以上巡視しなければならない。 

(1) 炉心及び原子炉プール 

(2) 制御棒駆動設備 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 

 

２ 工務第１課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、１日１回以上

巡視し、点検しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 液体廃棄設備 

(3) 気体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、１日１回以上巡

視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 液体廃棄設備 

(3) 気体廃棄設備 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

（運転停止後の措置） 

第24条 ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項

を確認しなければならない。 

(1) 全制御棒が完全に挿入されていること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

（運転停止後の措置） 

第24条 ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を

確認しなければならない。 

(1) 全制御棒が完全に挿入されていること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

 

 

２ 前項の確認を行った後、ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課長は、同日内において再

起動を行わないときは、別表第 10 に掲げる設備の状態について、それぞれ巡視し点

検しなければならない。 

２ 前項の確認を行った後、ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課長は、同日内において再起

動を行わないときは、別表第 10 に掲げる設備の状態について、それぞれ点検しなけれ

ばならない。 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

３ 工務第１課長は、前項の巡視及び点検の結果をＮＳＲＲ管理課長に通報しなければ

ならない。 

３ 工務第１課長は、前項の巡視及び点検の結果をＮＳＲＲ管理課長に通報しなければな

らない。 

 

第３章 保守管理 

 

第３章 保守管理 

（施設管理目標の策定） 

 

施設管理に係る活動の追



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第７編 ＮＳＲＲの管理） 

5 
 

変 更 前 変 更 後 備考 

第24条の２ 研究炉加速器技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、ＮＳＲＲ（本

体施設、特定施設及び放射線管理施設を含む。）について、第１編第２条第２項に基づ

き理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標をそれぞれ策定しな

ければならない。 

加に係る変更 

 ２ 研究炉加速器技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

 ３ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線管理

部長に通知しなければならない。 

 

 （施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第 24 条の３ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設

管理目標を踏まえ、それぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定

量的な施設管理目標を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い

設備・機器がない場合は、この限りでない。 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 ２ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の定量的な施設管理目標をとりまとめ、研究炉加速器技術

部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

 ３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

 

 ４ 研究炉加速器技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

 

 ５ ＮＳＲＲ管理課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第

２課長に通知しなければならない。 

 

 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第24条の４ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌

する設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた「施設管理実施計画」を策定

しなければならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関するこ

と。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停

止中の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関

すること。 

へ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関す

ること。 

ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関

すること。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備考 

 ２ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設

備・機器について、次の各号に掲げる事項を整理した「設備保全整理表」及び「検査要

否整理表」を策定しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

 

 ３ 第１項及び前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理

を行う観点から特別な状態にある場合は、第６条の定めにより作成する「年間運転計画」

において特別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉

規則第９条第１項第７号の規定に基づき「特別な施設管理実施計画」及び「特別な設備

保全整理表及び検査要否整理表」を定めることができる。 

 

 ４ ＮＳＲＲ管理課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及

び検査要否整理表をとりまとめ、研究炉加速器技術部長の承認を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

 ５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

 

 ６ 研究炉加速器技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

 

 ７ ＮＳＲＲ管理課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第

２課長に通知しなければならない。 

 

 （保全活動の実施） 

第 24 条の５ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設

備・機器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定め

るところにより、保全活動を実施しなければならない。 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 （保全活動の有効性評価及び改善） 

第 24 条の６ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設

備・機器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有

効性評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を

行わなければならない。 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

（施設定期自主検査） 

第25条 ＮＳＲＲ管理課長は、次の各号に掲げるところにより本体施設に係る施設定期

自主検査を行わなければならない。 

 

 

 

(1) 計測制御系統施設について緊急しゃ断のための性能検査を１月ごとに行うこと。

ただし、施設定期自主検査及び第27条に基づく修理及び改造により緊急しゃ断のた

（定期事業者検査） 

第 25 条 原子力施設検査室長は、ＮＳＲＲの定期事業者検査を実施しようとするときは、

次の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉主任技

術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただ

し、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更について

は、この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備考 

めの性能検査ができない場合は、この限りでない。  

(2) 計測制御系統施設の緊急しゃ断検査を施設定期検査を受ける時期ごとに行うこ

と。 

(3) 本体施設の保安に直接関連を有する計器の校正を施設定期検査を受ける時期ご

とに行うこと。 

(4) 制御棒落下時間が別表第11に掲げる値であることを施設定期検査を受ける時期

ごとに確認すること。 

(5) 保安上特に管理を必要とする本体施設の設備について、性能が維持されているか

どうかの検査を別表第12に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ごとに

行うこと。 

 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第24条の３の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

 

２ 工務第１課長は、保安上特に管理を必要とする特定施設の設備について、性能が維

持されているかどうかの検査を別表第13に掲げるところにより施設定期検査を受け

る時期ごとに行わなければならない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の

求めに応じ、前項の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

 

 ３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課

長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

 ４ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の通知を受けたと

きは、それぞれ研究炉加速器技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなけ

ればならない。 

 

 

 ５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を

取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

（施設定期自主検査の実施計画） 

第26条 ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課長は、第25条の施設定期自主検査を行おうと

するときは、それぞれ、次の各号に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査実施

計画を作成しなければならない。ただし、第25条第１号に定める緊急しゃ断のための

性能検査については、この限りでない。 

 

(1) 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 検査の項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

 

第26条（削除） 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 

 

 

 

 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の施設定期自主検査実施計画をとりまとめ、ＮＳＲＲ施

設定期自主検査実施計画を作成し、研究炉加速器技術部長の承認を受けなければなら

ない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、前項第３号の予定期間の

変更については、この限りでない。 

  

３ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 
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変 更 前 変 更 後 備考 

４ ＮＳＲＲ管理課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理

第２課長に通知しなければならない。 

  

（修理及び改造） 

第27条 本体施設及び特定施設の修理及び改造を行おうとする場合、その修理及び改造

が、設計及び工事の方法の認可申請を伴うときは、別表第14に掲げる計画作成者は、

次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、同表に掲げる第１

同意者の同意を得るものとし、同意した第１同意者は計画承認者の承認を受けなけれ

ばならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

(1) 修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

（修理及び改造） 

第27条 本体施設、特定施設及び放射線管理施設の修理及び改造を行おうとする場合にお

いて、その修理及び改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴うときは、別

表第14に掲げる計画作成者は、次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画

を作成し、同表に掲げる確認者の確認を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。 

 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 

 ２ 工務技術部長及び放射線管理部長は、修理及び改造を行おうとする場合で、前項の確

認をしようとするときは、それぞれ研究炉加速器技術部長の同意を得なければならな

い。 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 ３ 別表第 14 に掲げる確認者は、第１項の定めにより確認した修理及び改造計画につい

て同表に掲げる計画承認者の承認を、それぞれ受けなければならない。 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

２ 別表第 14 に掲げられている同意について、原子炉主任技術者の同意は計画承認者

が得るものとする。 

４ 別表第14に掲げられている同意について、原子炉主任技術者の同意は計画承認者が得

るものとする。 

項番号の繰下げ 

３ 別表第14に掲げる計画作成者は、第１項の承認を受けたときは、当該修理及び改造

に関係ある課長等に通知しなければならない。 

５ 別表第14に掲げる計画作成者は、第３項の承認を受けたときは、当該修理及び改造に

関係ある課長等に通知しなければならない。 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

４ ＮＳＲＲ管理課長は本体施設について、工務第１課長は特定施設について、修理及

び改造が必要と認めた場合で、その修理及び改造が設計及び工事の方法の許可申請を

伴わないときは、正常な状態に復帰するために、修理及び改造を行うことができる。 

６ ＮＳＲＲ管理課長は本体施設について、工務第１課長は特定施設について、及び放射

線管理第２課長は放射線管理施設について、修理及び改造が必要と認めた場合で、その

修理及び改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴わないときは、正常な状

態に復帰するために、修理及び改造を行うことができる。 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 （使用前事業者検査） 

第27条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次の

各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、

第１号ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、こ

の限りでない。 

 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備考 

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

 ２ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項

の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

 

 ３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係あ

る課長等に通知しなければならない。 

 

 ４ 当該修使用前事業者検査に関係ある課長等は、前項の通知を受けたときは、それぞれ

当該使用前事業者検査に関係ある部長に報告しなければならない。 

 

 ５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を

取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

（保守結果の報告等） 

第 28 条 ＮＳＲＲ管理課長及び工務第１課長は、施設定期自主検査が終了したとき及

び前条の定めにより当該課長が作成した修理及び改造計画の作業が終了したとき、並

びにＮＳＲＲ管理課長が第２編第 41 条の定めにより通知を受けたときは、別表第 15

に掲げるところにより、その結果を同表に掲げる報告又は通知先の者に報告又は通知

しなければならない。 

（保守結果の報告等） 

第 28 条 原子力施設検査室長は、第 25 条第 5 項及び、第 27 条の２第 5 項の確認を受け

たときは、その結果をＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長に通知

しなければならない。 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 ２ ＮＳＲＲ管理課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、第 25 条の定期事業者

検査を終了したとき、第 27 条の修理及び改造計画に基づく作業と前条の使用前事業者

検査が終了したときは、別表第 15 に掲げるところにより、報告又は通知しなければな

らない。 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

２ 工務技術部長は、前項の報告を受けたときは、研究炉加速器技術部長に通知しなけ

ればならない。 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、それぞれ研究炉加

速器技術部長に通知しなければならない。 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

３ 研究炉加速器技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主

任技術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。ただし、第25条第１

号に定める緊急しゃ断のための性能検査については、所長への報告を省略することが

できる。 

 

４ 研究炉加速器技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任

技術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

（原子炉停止中の巡視及び点検） 

第29条 ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる施

設及び設備について、１日１回以上巡視し、点検しなければならない。 

(1) 原子炉プール 

（原子炉停止中の巡視） 

第29条 ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる施設

及び設備について、１日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 原子炉プール 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備考 

(2) 制御棒駆動設備 (2) 制御棒駆動設備 

２ 工務第１課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の施設及び設備について１

日１回以上巡視し、点検しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 液体廃棄設備 

(3) 気体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の施設及び設備について１日

１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 液体廃棄設備 

(3) 気体廃棄設備 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる施設及

び設備について、１日１回以上点検しなければならない。 

(1) 原子炉プール水位に異常な低下がないこと。 

(2) 制御棒駆動設備が停止していること。 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる施設及び

設備について、１日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 原子炉プール水位に異常な低下がないこと。 

(2) 制御棒駆動設備が停止していること。 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

４ 工務第１課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる施設及び設

備について、１日１回以上点検しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち商用電源が確保されていること。 

(2) 液体廃棄設備のうち廃液タンク水位に異常な上昇がないこと。 

(3) 気体廃棄設備のうち原子炉建家系排風機が停止していること。 

４ 工務第１課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる施設及び設備

について、１日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち商用電源が確保されていること。 

(2) 液体廃棄設備のうち廃液タンク水位に異常な上昇がないこと。 

(3) 気体廃棄設備のうち原子炉建家系排風機が停止していること。 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 

第 29 条の 2 ～第 29 条の 3 （省略） 

 

 

第 29 条の 2 ～第 29 条の 3 （変更なし) 

 

（竜巻飛来物の管理） 

第 29 条の 4 ＮＳＲＲ管理課長は、竜巻（藤田スケールＦ１、最大風速４９m/s）によ

る飛来によってＮＳＲＲ原子炉施設に影響を及ぼすおそれがある物体に対して、飛来

防止対策を講じなければならない。 

（竜巻飛来物の管理） 

第 29 条の 4 ＮＳＲＲ管理課長は、竜巻（藤田スケールＦ１、最大風速 49m/s）による飛

来によってＮＳＲＲ原子炉施設に影響を及ぼすおそれがある物体に対して、飛来防止対

策を講じなければならない。 

 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、飛来防止対策の実施状況について、施設定期検査を受ける時

期ごとに巡視しなければならない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、飛来防止対策の実施状況について、定期事業者検査を受ける時

期ごとに巡視しなければならない。 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

第４章 燃料要素の管理 

（未使用燃料要素の受入れ） 

第30条 ＮＳＲＲ管理課長は、未使用燃料要素を受け入れようとするときは、次の各号

に掲げる事項を明らかにした燃料受入計画書を作成し、研究炉加速器技術部長の承認

を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 受入年月日 

(2) 受け入れる燃料要素の種類、番号及び数量 

第４章 燃料要素の管理 

（未使用燃料要素の受入れ） 

第30条 ＮＳＲＲ管理課長は、未使用燃料要素を受け入れようとするときは、次の各号に

掲げる事項を明らかにした燃料受入計画書を作成し、研究炉加速器技術部長の承認を受

けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 受入年月日 

(2) 受け入れる燃料要素の種類、番号及び数量 

 

 

 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

２ 研究炉加速器技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、第１項の定めにより未使用燃料要素を受け入れようとすると

きは、次の各号に掲げる事項について検査しなければならない。 

(1) 燃料要素の種類、数量 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、第１項の定めにより未使用燃料要素を受け入れようとするとき

は、次の各号に掲げる事項について点検しなければならない。 

(1) 燃料要素の種類、数量 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備考 

(2) 燃料要素の番号 

(3) 燃料要素の外観 

(4) 燃料要素の表面密度 

(2) 燃料要素の番号 

(3) 燃料要素の外観 

(4) 燃料要素の表面密度 

４ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の検査の終了後、次の各号に掲げる事項について、研究

炉加速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 検査の結果 

(3) 受け入れた燃料要素の数量 

 (4) 貯蔵状況 

４ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の点検の終了後、次の各号に掲げる事項について、研究炉

加速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 点検の結果 

(3) 受け入れた燃料要素の数量 

 (4) 貯蔵状況 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 

第 31 条 ～ 第 38 条 （省略） 

 

 

第 31 条 ～ 第 38 条  （変更なし） 

 

第５章 キャプセル等の管理 

第39条 ～ 第41条  （省略） 

 

第５章 キャプセル等の管理 

第39条 ～ 第41条  （変更なし） 

 

 

（試験燃料用カプセルの管理） 

第 42 条 ＮＳＲＲ管理課長は、試験燃料用カプセルを使用するときは、別表第 20 に掲

げる検査を行わなければならない。 

（試験燃料用カプセルの管理） 

第 42 条 ＮＳＲＲ管理課長は、試験燃料用カプセルを使用するときは、別表第 20 に掲げ

る点検を行わなければならない。 

 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、別表第 21 に掲げる試験燃料用カプセルについて、再使用前

にそれぞれの管理基準値を超えていないことを確認しなければならない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、別表第 21 に掲げる試験燃料用カプセルについて、再使用前に

それぞれの管理基準値を超えていないことを確認しなければならない。 

 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路が作動した場合の措置 

第 43 条 ～ 第 46 条 （省略） 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路が作動した場合の措置 

第43条 ～ 第46条 （変更なし） 

 

 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置 

第 47 条 ～第 51 条 （省略） 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置 

第47条 ～第51条 （変更なし） 

 

 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第52条 ＮＳＲＲ管理課長は、第20条の運転開始前の措置、第23条の原子炉運転中の巡

視及び点検、第24条の運転停止後の措置、第29条の原子炉停止中の巡視及び点検、第

29条の２の安全避難通路等に係る機器の維持点検、第57条の自然現象等が発生した場

合の措置並びに第63条の廃棄物保管場所の巡視の結果、異常を認めたときは、その原

因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。ま

た、その異常が特定施設に影響を及ぼすおそれのあるときは、工務第１課長に通報し

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第52条 ＮＳＲＲ管理課長は、第20条の運転開始前の措置、第23条の原子炉運転中の巡視、

第24条の運転停止後の措置、第29条の原子炉停止中の巡視、第29条の２の安全避難通路

等に係る機器の維持点検、第57条の自然現象等が発生した場合の措置並びに第63条の廃

棄物保管場所の巡視の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状

態に復帰させるための措置を講じなければならない。また、その異常が特定施設に影響

を及ぼすおそれのあるときは、工務第１課長に通報しなければならない。 

 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備考 

なければならない。 

２ 工務第１課長は、第 20 条の運転開始前の措置、第 23 条の原子炉運転中の巡視及び

点検、第 24 条の運転停止後の措置、第 29 条の原子炉停止中の巡視及び点検並びに第

57 条の自然現象等が発生した場合の措置の結果、異常を認めたときは、その原因及び

状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、ＮＳＲＲ管理課

長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第 20 条の運転開始前の措置、第 23 条の原子炉運転中の巡視、第

24 条の運転停止後の措置、第 29 条の原子炉停止中の巡視並びに第 57 条の自然現象等

が発生した場合の措置の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常

状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、ＮＳＲＲ管理課長に通報しなければな

らない。 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第 56 条の定めにより放射

線管理第２課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、そ

の異常が原子炉の運転に支障を及ぼすと認めたときは、原子炉の運転中にあっては原

子炉を停止するとともに、研究炉加速器技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなけ

ればならない。 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第 56 条の定めにより放射線

管理第２課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異

常が原子炉の運転に支障を及ぼすと認めたときは、原子炉の運転中にあっては原子炉を

停止するとともに、研究炉加速器技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければなら

ない。 

 

４ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければなら

ない。 

４ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならな

い。 

 

（火災が発生した場合の措置） 

第 52 条の２ （省略） 

（火災が発生した場合の措置） 

第52条の２ （変更なし） 

 

 

第４節 燃料要素に異常を認めた場合の措置 

（未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置） 

第 53 条  （省略） 

 

第４節 燃料要素に異常を認めた場合の措置 

（未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置） 

第 53 条  （変更なし） 

 

（使用中及び使用済の燃料要素に異常を認めた場合の措置） 

第 54 条 ＮＳＲＲ管理課長は、使用中の燃料要素に異常を認めたときは、燃料要素を

点検し、継続使用の可否を判断しなければならない。この場合において、継続使用を

不可としたときは、研究炉加速器技術部長に報告するとともに原子炉主任技術者に通

知し、その燃料要素を炉心から取り出さなければならない。 

（使用中及び使用済の燃料要素に異常を認めた場合の措置） 

第 54 条 ＮＳＲＲ管理課長は、使用中の燃料要素に異常を認めたときは、燃料要素を点

検し、継続使用の可否を判断しなければならない。この場合において、継続使用を不可

としたときは、研究炉加速器技術部長に報告するとともに原子炉主任技術者に通知し、

その燃料要素を炉心から取り出さなければならない。 

 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の継続使用を不可とした燃料要素について、破損状況等

の検査を行い、破損を認めた燃料要素については、専用容器に収納し、原子炉プール

又は燃料貯留プールに保管しなければならない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の継続使用を不可とした燃料要素について、破損状況等の

確認を行い、破損を認めた燃料要素については、専用容器に収納し、原子炉プール又は

燃料貯留プールに保管しなければならない。 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、使用済の燃料要素に異常を認めたとき及び前項の措置を講じ

たときは、その状況及び講じた措置を研究炉加速器技術部長に報告するとともに、原

子炉主任技術者に通知しなければならない。 

３ ＮＳＲＲ管理課長は、使用済の燃料要素に異常を認めたとき及び前項の措置を講じた

ときは、その状況及び講じた措置を研究炉加速器技術部長に報告するとともに、原子炉

主任技術者に通知しなければならない。 

 

（燃料要素の紛失を発見した場合の措置） 

第 55 条 （省略） 

 

（燃料要素の紛失を発見した場合の措置） 

第 55 条 （変更なし） 

 

第５節 キャプセル等に異常を認めた場合の措置 

（キャプセル等に異常を認めた場合の措置） 

第５節 キャプセル等に異常を認めた場合の措置 

（キャプセル等に異常を認めた場合の措置） 
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変 更 前 変 更 後 備考 

第56条 ＮＳＲＲ管理課長は、キャプセル等の内部から放射性ガスを放出するおそれが

あると認めたときには、これを密封容器に封入し、その状況を研究炉加速器技術部長

に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

第 56 条 ＮＳＲＲ管理課長は、キャプセル等の内部から放射性ガスを放出するおそれが

あると認めたときには、これを密封容器に封入し、その状況を研究炉加速器技術部長に

報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、第 42 条に定める試験燃料用カプセルを再使用するときの検

査の結果、別表第 21 に掲げる管理基準値を超えていたときは、再使用を中止し、そ

の状況を研究炉加速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなけ

ればならない。 

 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、第 42 条に定める試験燃料用カプセルを再使用するときの点検

の結果、別表第 21 に掲げる管理基準値を超えていたときは、再使用を中止し、その状

況を研究炉加速器技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければな

らない。 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

第６節 自然現象等が発生した場合の措置 

（自然現象等が発生した場合の措置） 

第 57 条 （省略） 

第６節 自然現象等が発生した場合の措置 

（自然現象等が発生した場合の措置） 

第57条 （変更なし） 

 

 

第７節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第 58 条 勤務時間外において、第１編第 40 条第２項の定めにより異常が発生した旨の

通報を受けた者は、現場に赴き、又は第１編第 39 条第３号において定める通報連絡

系統により関係者を動員し、その原因及び状況を調査するとともに、正常な状態に復

帰させるための措置を講じ、かつ、その原因及び状況をＮＳＲＲ管理課長に通報しな

ければならない。 

第７節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第 58 条 勤務時間外において、第１編第 40 条第２項の定めにより異常が発生した旨の通

報を受けた者は、現場に赴き、又は第１編第 39 条第１項第３号において定める通報連

絡系統により関係者を動員し、その原因及び状況を調査するとともに、正常な状態に復

帰させるための措置を講じ、かつ、その原因及び状況をＮＳＲＲ管理課長に通報しなけ

ればならない。 

 

 

 

記載の適正化 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の通報を受けたときにおいて、その異常がＮＳＲＲの運

転に支障を及ぼすと認めたときは、研究炉加速器技術部長及び原子炉主任技術者に通

報しなければならない。 

２ ＮＳＲＲ管理課長は、前項の通報を受けたときにおいて、その異常がＮＳＲＲの運転

に支障を及ぼすと認めたときは、研究炉加速器技術部長及び原子炉主任技術者に通報し

なければならない。 

 

３ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、ＮＳＲＲの保安に必要な措

置を講ずるよう指示するとともに、その異常がＮＳＲＲの保安に重大な影響があると

認めたときは、所長に通報しなければならない。 

３ 研究炉加速器技術部長は、前項の通報を受けたときは、ＮＳＲＲの保安に必要な措置

を講ずるよう指示するとともに、その異常がＮＳＲＲの保安に重大な影響があると認め

たときは、所長に通報しなければならない。 

 

第８節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第 59 条 （省略） 

第８節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第59条 （変更なし） 

 

 

第７章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第 60 条 ～ 第 62 条 （省略） 

第７章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第60条 ～ 第62条 （変更なし） 

 

第８章 固体廃棄物の保管 

（固体廃棄物の保管） 

第63条 （省略） 

 

第８章 固体廃棄物の保管 

（固体廃棄物の保管） 

第63条 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備考 

 

別表第１ ～ 別表第２ （省略） 

 

 

別表第１ ～ 別表第２  （変更なし） 

 

 

 
別表第３ 実験孔への装荷物の制限値 (第13条関係) 

設      備 事            項 制 限 値 

実  験  孔 実験物による最大の負の反応度 0.0365 Δk 
 

 
別表第３ 実験孔への装荷物の制限値 (第13条関係) 

設備 事項 制限値 

実験孔 

実験物による最大の負の反応度 0.0365Δｋ 

実験物による最大の正の反応度 

・停止余裕を確保できること＊ 

・調整棒以外の制御棒を全部引

抜いた場合にも臨界となら

ないこと 

＊最大反応度を有する制御棒１本を全部引抜いた場合において、実験物の正の反応

度を考慮しても、0.01Δk 以上の停止余裕を確保できること。 

原子炉設置変更許可申請

書との整合のため記載の

追記 

 

 

 

 

 

 

別表第４  ～ 別表第10 （省略） 

 

 

別表第４  ～ 別表第 10 （変更なし） 

 

 

 

別表第11 制御棒の落下時間 (第25条関係) 

種   類 基  準  値 

安全棒 

調整棒 
１ 秒 以 下 

トランジェント棒 ２ 秒 以 下 
 

 

別表第 11（削除） 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 

別表第12 本体施設の施設定期自主検査項目 (第25条関係) 

設 備 区 分 主な設備 検 査 項 目 

原子炉本体 (1) 原子炉プール (1) 漏えい検査 

核燃料物質取扱施設 
及び貯蔵施設 

(1) 燃料貯蔵庫 (1) 未臨界性確認検査 

(2) 燃料貯留プール 
(1) 漏えい検査 
(2) 未臨界性確認検査 

(3) 原子炉プール内貯蔵ラッ
ク 

(1) 未臨界性確認検査 

原子炉冷却系統施設 (1) プール水精製設備 (1) 浄化能力確認検査 

計測制御系統施設 

(1) 核計装 (1) 点検校正検査 

(2) 燃料温度計測系 (1)  作動検査 

(3) 原子炉プール水位計 (1) 作動検査 

(4) 燃料貯留プール水位計 (1) 作動検査 

 

別表第 12（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備考 

安
全
保
護
回
路 

(1) 原子炉停止回路 (1) 設定値確認検査 

(2) 原子炉保護用イ
ンターロック回
路 

(1) インターロック検査 

(6) 制御用インターロック回路 (1) インターロック検査 

(7) 警報回路 (1) 設定値確認検査 

(8) 制御棒駆動設備 (1) 駆動速度確認検査 

 
(1) 反応度抑制効果確認検査 
(2)  過剰反応度検査 
(3)  原子炉停止余裕検査 

放射性廃棄物の廃棄
施設 

の
廃
棄
設
備 

気
体
廃
棄
物 

(1) 原子炉建家排気
系 

(1) 排気中の放射能の測定 
検査 

(2) 排気筒 (1) 外観検査 

 

の
廃
棄
設
備 

液
体
廃
棄
物 

(1) ドレンタンクの

漏えい検知器 
(1) 作動検査 

原子炉格納施設 (1) 原子炉建家 (1) 負圧の確認検査 

その他の原子炉の附
属施設 

(1) サブパイル室 (1) 外観検査 

全 般  

(1) 定出力運転検査 
(2) 単一パルス運転検査 
(3) 台形パルス運転検査 
(4) 合成パルス運転検査 
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変 更 前 変 更 後 備考 

 

別表第13 特定施設の施設定期自主検査項目 (第25条関係) 

設 備 区 分 主な設備 検 査 項 目 

その他原子炉の附属

施設 

非常用電源設備 (1) 作動検査 

空気圧縮設備 (1) 作動検査 

放射性廃棄物の廃棄

施設 

の
廃
棄
設
備 

気
体
廃
棄
物 

原子炉建家排気系 
(1) 風量確認検査 

(2) 捕集効率確認検査 

その他の系統 
(1) 風量確認検査 

(2) 捕集効率確認検査 

の
廃
棄
設
備 

液
体
廃
棄
物 

廃液タンク (1) 漏えい検査 

廃液タンクの漏

えい検知器 
(1) 作動検査 

 

 

別表第 13（削除） 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 

別表第14 修理及び改造 (第27条関係) 

施設区分 計画作成者 第１同意者 第２同意者 計画承認者 

本体施設 ＮＳＲＲ管理課長 
研究炉加速器 

技術部長 

原子炉主任技術

者 
所長 

特定施設 工務第１課長 工務技術部長 

研究炉加速器 

技術部長 

原子炉主任技術

者 

所長 

 

 

別表第14 修理及び改造 (第27条関係) 

施設区分 計画作成者 確認者 同意者 計画承認者 

本体施設 ＮＳＲＲ管理課長 
研究炉加速器技

術部長 
原子炉主任技術者 所長 

特定施設 工務第１課長 工務技術部長 

研究炉加速器技術部

長 

原子炉主任技術者 

所長 

放射線管理施設 放射線管理第２課長 放射線管理部長 

研究炉加速器技術部

長 

原子炉主任技術者 

所長 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 

 

別表第15 保守結果の報告 (第28条関係) 

報 告 者 報 告 事 項 報 告 時 期 報告又は通知先 

ＮＳＲＲ管

理課長 

施設定期自主検

査 

第25条に定める検査が終了

したとき 研究炉加速器技術部

長 第２編第41条に定める通知

を受けたとき 

別表第15 保守結果の報告（第28条関係） 

報 告 者 報 告 事 項 報 告 時 期 報告又は通知先 

ＮＳＲＲ管理 

課長 
定期事業者検査 

 

第25条に定める検査が終了

したとき 

研究炉加速器技術

部長 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備考 

修理及び改造 

第27条第１項の定めによ 

りNSRR管理課長が作成し 

た修理及び改造計画に基 

づく作業が終了したとき 

工務第１課

長 

施設定期自主検

査 

第25条に定める検査が終了

したとき 

工務技術部長 

ＮＳＲＲ管理課長 
修理及び改造 

第27条第１項の定めによ 

り工務第１課長が作成し 

た修理及び改造計画に基 

づく作業が終了したとき 

 

修理及び改造 

第27条第１項の定めにより

NSRR管理課長が作成した修

理及び改造計画に基づく作

業と第27条の２に定める使

用前事業者検査が終了した

とき 

工務第１課長 

定期事業者検査 
第25条に定める検査が終了

したとき 

工務技術部長 

ＮＳＲＲ管理課長 

 修理及び改造 

第27条第１項の定めにより

工務第１課長が作成した修

理及び改造計画に基づく作

業と第27条の２に定める使

用前事業者検査が終了した

とき 

 

 

放射線管理第

２課長 

定期事業者検査 
第25条に定める検査が終了

したとき 

 

 

放射線管理部長 

ＮＳＲＲ管理課長 

 
修理及び改造 

第27条第１項の定めにより

放射線管理第２課長が作成

した修理及び改造計画に基

づく作業と第27条の２に定

める使用前事業者検査が終

了したとき 

 

 

 

別表第15の2 ～ 別表第19－2 （省略） 

 

 

別表第 15 の 2 ～ 別表第 19－2  （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備考 

別表第 20 試験燃料用カプセルを使用するときの検査 (第 42 条関係) 

試験燃料用カプセルの
種類 

検査の 
時 期 

検査項目 ひん度 

Ⅰ－Ｎ型大気圧水カプセル 
Ⅰ－Ｎ－Ｖ型大気圧水カプセル 
Ⅰ－Ｓ型大気圧水カプセル 
Ⅲ型大気圧水カプセル 
Ⅳ型大気圧水カプセル 
Ⅴ型大気圧水カプセル 
Ⅶ型大気圧水カプセル 
Ⅷ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅰ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅱ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅲ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅳ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅴ型大気圧水カプセル 
XI－Ⅰ型大気圧水カプセル 
XI－Ⅱ型大気圧水カプセル 
XⅡ－I型大気圧水カプセル 

組立前 

(1) 外観検査 
 
 
(2) 表面密度検査* 
 
 
(3) 寸法検査 

使用のつど 

非破壊検査 
変形が認め 
られた場合 

組立後 漏えい検査 使用のつど 

B－Ⅰ型高圧水カプセル 
 

組立前 

(1)外観検査 
(2)表面密度検査* 
(3)寸法検査 

使用のつど 

非破壊検査 
変形が認められた
場合 

組立後 

(1)漏えい検査 
(2)加圧試験 
(3)導通試験 
（温度計、ヒータ） 
(4)絶縁抵抗試験 
（ヒータ） 

使用のつど 

* : 未使用カプセルの場合は除く。 

 

別表第 20 試験燃料用カプセルを使用するときの点検 (第 42 条関係) 

試験燃料用カプセルの
種類 

点検の 
時 期 

点検項目 ひん度 

Ⅰ－Ｎ型大気圧水カプセル 
Ⅰ－Ｎ－Ｖ型大気圧水カプセル 
Ⅰ－Ｓ型大気圧水カプセル 
Ⅲ型大気圧水カプセル 
Ⅳ型大気圧水カプセル 
Ⅴ型大気圧水カプセル 
Ⅶ型大気圧水カプセル 
Ⅷ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅰ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅱ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅲ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅳ型大気圧水カプセル 
Ⅹ－Ⅴ型大気圧水カプセル 
XI－Ⅰ型大気圧水カプセル 
XI－Ⅱ型大気圧水カプセル 
XⅡ－I型大気圧水カプセル 

組立前 

(1) 外観点検 
 
 
(2) 表面密度点検* 
 
 
(3) 寸法点検 

使用のつど 

非破壊点検 
変形が認め 
られた場合 

組立後 漏えい点検 使用のつど 

B－Ⅰ型高圧水カプセル 
 

組立前 

(1)外観点検 
(2)表面密度点検* 
(3)寸法点検 

使用のつど 

非破壊点検 
変形が認められた
場合 

組立後 

(1)漏えい点検 
(2)加圧点検 
(3)導通点検 
（温度計、ヒータ） 
(4)絶縁抵抗点検 
（ヒータ） 

使用のつど 

* : 未使用カプセルの場合は除く。 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 

別表第21 試験燃料用カプセルの再使用検査の管理基準値 (第42条、第56条関係) 

試験燃料用カプセルの種類 検査項目 管理基準値 

Ⅰ－Ｓ型大気圧水カプセル 

Ⅲ型大気圧水カプセル 
組立前寸法検査 永久変形量   0.2 ％ 

Ⅶ型大気圧水カプセル 

Ⅷ型大気圧水カプセル 

B－Ⅰ型高圧水カプセル * 

組立前寸法検査 永久変形量     1 ％ 

* 未照射酸化ウラン燃料実験に使用した試験部容器に限る 

 

 

別表第21 試験燃料用カプセルの再使用点検の管理基準値 (第42条、第56条関係) 

試験燃料用カプセルの種類 点検項目 管理基準値 

Ⅰ－Ｓ型大気圧水カプセル 

Ⅲ型大気圧水カプセル 
組立前寸法点検 永久変形量   0.2 ％ 

Ⅶ型大気圧水カプセル 

Ⅷ型大気圧水カプセル 

B－Ⅰ型高圧水カプセル * 

組立前寸法点検 永久変形量     1 ％ 

* 未照射酸化ウラン燃料実験に使用した試験部容器に限る 

 

 

施設管理に係る活動の追

加に係る変更 

 

別表第22 ～ 別表第26  （省略） 

 

 

別表第 22 ～ 別表第 26  （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第８編 ＴＣＡの管理 

 

目 次 

第１章 通則（第１条－第９条） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第10条） 

第２節 炉心装荷物の制限（第11条） 

第３節 運転上の条件（第12条・第13条) 

第４節 運転（第14条－第18条) 

第３章 保守管理（第19条－第23条) 

第４章 燃料要素の管理（第24条－第29条) 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置（第30条－第33条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第34条） 

第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置（第35条・第36条） 

第４節 地震後の措置（第37条） 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第38条） 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第39条） 

第６章 放射線管理（第40条－第42条） 

 

第８編 ＴＣＡの管理 

 

目 次 

第１章 通則（第１条－第９条） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第10条） 

第２節 炉心装荷物の制限（第11条） 

第３節 運転上の条件（第12条・第13条) 

第４節 運転（第14条－第18条) 

第３章 保守管理（第18条の２－第23条) 

第４章 燃料要素の管理（第24条－第29条) 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置（第30条－第33条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第34条） 

第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置（第35条・第36条） 

第４節 地震後の措置（第37条） 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第38条） 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第39条） 

第６章 放射線管理（第40条－第42条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条の追加に伴う変更 

第１章 通則 

（部内品質保証委員会等） 

第１条 臨界ホット試験技術部に部内品質保証委員会、工務技術部に部内安全審査会を設置

する。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認しようとするときは、当該事項につ

いて、部内品質保証委員会の審議を得なければならない。 

(1) 第21条及び第２編第42条に定める修理及び改造計画 

(2) 第９条第１項に定める手引の作成及び変更 

(3) ＴＣＡ原子炉施設の品質保証に関する事項 

(4) ＴＣＡ原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

３ 工務技術部長は、第９条第２項に定める事項を承認しようとする場合は、当該事項について、

部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は部内品質保証委員会、工務技術部長は部内安全審査会の審議

結果を尊重しなければならない。 

 

第１章 通則 

 

第１条 （削除） 

 

 

 

 

品質管理技術基準規則の制

定に伴う削除 

第２条 ～ 第９条 （省略） 第２条 ～ 第９条 （変更なし） 

 

 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

第10条 （省略） 

第２節 炉心装荷物の制限 

第11条 （省略） 

第３節 運転上の条件 

第12条 ～ 第13条 （省略） 

 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

第10条 （変更なし） 

第２節 炉心装荷物の制限 

第11条 （変更なし） 

第３節 運転上の条件 

第12条 ～ 第13条 （変更なし） 

 

 

第４節 運転 

（運転開始前の措置） 

第４節 運転 

（運転開始前の措置） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第14条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、別表

第４に掲げる設備について、それぞれ巡視及び点検を行い、正常な状態であることを確認しな

ければならない。 

２ 臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同一運転日において計画停止した原子炉の運転を

再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認しなけ

ればならない。 

３ 工務第１課長は、第１項及び前項の確認の結果を臨界技術第２課長へ通報しなければならな

い。 

 

第14条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、別表

第４に掲げる設備について、それぞれ点検を行い、正常な状態であることを確認しなければな

らない。 

２ 臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同一運転日において計画停止した原子炉の運転を

再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認しなけ

ればならない。 

３ 工務第１課長は、第１項及び前項の確認の結果を臨界技術第２課長へ通報しなければならな

い。 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

第15条 ～ 第16条 （省略） 第15条 ～ 第16条 （変更なし） 

 

 

（原子炉運転中の巡視及び点検） 

第17条 工務第１課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、１日１回以上巡

視し、点検しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 非常用電源設備 

(3) 気体廃棄設備 

(4) 液体廃棄設備 

(5) 空気圧縮設備 

 

（原子炉運転中の巡視） 

第17条 工務第１課長は、原子炉の運転中、特定施設について、第18条の４第１項に定める施

設管理実施計画又は同条第３項に定める特別な施設管理実施計画に基づき巡視しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

（運転停止後の措置） 

第18条 臨界技術第２課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 炉心タンクの水位が零であること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

(3) 安全板が完全に挿入されていること。 

２ 前項の確認を行った後、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を

行わないときは、別表第５に掲げる設備の状態について、それぞれ巡視し、点検しなければな

らない。 

３ 工務第１課長は、前項の巡視及び点検結果を臨界技術第２課長へ通報しなければならな

い。 

 

（運転停止後の措置） 

第18条 臨界技術第２課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 炉心タンクの水位が零であること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

(3) 安全板が完全に挿入されていること。 

２ 前項の確認を行った後、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を

行わないときは、別表第５に掲げる設備について、それぞれ点検しなければならない。 

 

３ 工務第１課長は、前項の点検結果を臨界技術第２課長へ通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

第３章 保守管理 

 

 

第３章 保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第18条の２ 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長はＴＣＡ（本体施設、

特定施設及び放射線管理施設を含む。）について、第１編第２条第２項に基づき理事長が定

める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標をそれぞれ策定しなければならない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線管理部

長並びに臨界技術第２課長に通知しなければならない。 

４ 臨界技術第２課長は、前項の通知を受けたときは、工務第１課長、放射線管理第２課長に通

知しなければならない。 

 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第18条の３ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設管理目

標を踏まえ、それぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
管理目標を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機器がな

い場合は、この限りでない。 

２ 臨界技術第２課長は、前項の定量的な施設管理目標をとりまとめ、臨界ホット試験技術部長

の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

５ 臨界技術第２課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第18条の４ 臨界技術第２課長及び工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌す

る設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなければ

ならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停

止中の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関する

こと。 

ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

こと。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 臨界技術第２課長及び工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・

機器について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査要否整理表を策

定しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理を行

う観点から特別な状態にある場合は、第５条の定めにより作成する運転実施計画において特

別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則第９条第１項

第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画及び特別な設備保全整理表及び検査要否

整理表を定めることができる。 

４ 臨界技術第２課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検

査要否整理表をとりまとめ、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

７ 臨界技術第２課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（保全活動の実施） 

第18条の５ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機器

について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところに

より、保全活動を実施しなければならない。 

 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第18条の６ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機器

について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定

期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わなければな

らない。 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加に

係る変更 

 

（施設定期自主検査） 

第19条 臨界技術第２課長は、次の各号に掲げるところにより本体施設に係る施設定期自主検

査を行わなければならない。 

(1) 計測制御系統施設の緊急遮断検査を施設定期検査を受ける時期ごとに行い、安全板の落

下時間が別表第６に掲げる値であることを確認すること。 

(2) 本体施設の保安に直接関連を有する計器の校正を施設定期検査を受ける時期ごとに行うこ

と。 

(3) 計測制御系統施設について、緊急遮断のための性能検査を一月ごとに行うこと。ただし、施

設定期自主検査、並びに第21条の修理及び改造により性能検査ができない場合は、この限り

でない。 

(4) 保安上特に管理を必要とする本体施設の設備について、性能が維持されているかどうかの

検査を別表第７に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ごとに行うこと。 

２ 工務第１課長は、保安上特に管理を必要とする特定施設の設備について、性能が維持され

ているかどうかの検査を別表第８に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ごとに行わ

なければならない。 

 

 

（定期事業者検査） 

第19条 原子力施設検査室長は、ＴＣＡの定期事業者検査を実施しようとするときは、次の各号

に掲げる事項を明らかにした定期事業者検査計画及び定期事業者検査要領書を策定し、原

子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。た

だし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、

この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第18条の３の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の求め

に応じ、前項の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、臨界技術第２課長、工務第１課長及び

放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

４ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の通知を受けたときは、

それぞれ臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなければな

らない。 

５ 原子力施設検査室長は、定期事業者検査計画及び定期事業者検査要領書に従い検査を実

施し、検査成績書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

（施設定期自主検査の実施計画） 

第20条 臨界技術第２課長及び工務第１課長は、前条の施設定期自主検査を行おうとするとき

は、それぞれ、次の各号に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査実施計画を作成しな

ければならない。ただし、第19条第３号に規定する緊急遮断のための性能検査については、こ

の限りでない。 

 

(1) 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 検査の項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

 

第20条 （削除） 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
２ 臨界技術第２課長は、前項の施設定期自主検査実施計画をとりまとめ、ＴＣＡ施設の施設定

期自主検査実施計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。こ

れを変更しようとするときも、同様とする。ただし、前項第３号の予定期間の変更については、こ

の限りでない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは，原子炉主任技術者の同意を得

なければならない。 

４ 臨界技術第２課長は、前２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

 

（修理及び改造） 

第21条 臨界技術第２課長は、本体施設について修理及び改造が必要と認めたときは、正常な

状態に復帰するための修理又は改造を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 臨界技術第２課長は、本体施設の修理及び改造を行おうとする場合において、その修理及

び改造が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第27条に定める認可申

請（以下この編において「設計及び工事の方法の認可申請」という。）を伴うときは、次の各号

に掲げる事項を明らかにした本体施設の修理及び改造計画を作成し、臨界ホット試験技術部

長の同意を得なければならない。 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

３ 工務第１課長は、特定施設について修理及び改造が必要と認めたときは、正常な状態に復

帰するための修理又は改造を行わなければならない。 

４ 工務第１課長は、特定施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その修理

及び改造が設計及び工事の方法の認可申請を伴うときは、第２項の各号に掲げる事項を明ら

かにした特定施設の修理及び改造計画を作成し、工務技術部長の同意を得なければならな

い。 

５ 工務技術部長は、前項の同意をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得なけ

ればならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第２項又は前項の同意をしようとする場合は、所長の承認を受け

なければならない。 

７ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならない。 

８ 臨界技術第２課長及び工務第１課長は、それぞれ、第２項及び第４項の同意を得たときは、

当該修理及び改造に関係のある課長等に通知しなければならない。 

 

（修理及び改造） 

第21条 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ本体施設、特

定施設及び放射線管理施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その修

理及び改造が、法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴うときは、次の各号に掲げる

事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、それぞれ臨界ホット試験技術部長、工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

イ 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 修理及び改造の内容 

ハ 予定期間 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

２ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の確認をしようとするときは、それぞれ臨界ホット

試験技術部長の同意を得なければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、第１項の定めにより確認し

た修理及び改造計画について、所長の承認を受けなければならない。 

４ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、それぞれ第３項の承認を

受けたときは、当該修理及び改造に関係のある課長等に通知しなければならない。 

 

６ 臨界技術第２課長は本体施設について、工務第１課長は特定施設について、及び放射線管

理第２課長は放射線管理施設について、修理及び改造が必要と認めた場合で、その修理及

び改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴わないときは、正常な状態に復帰

するために、修理及び改造を行うことができる。 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 （使用前事業者検査） 

第21条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次の各号に

掲げる事項を明らかにした使用前事業者検査計画及び使用前事業者検査要領書を策定し、

原子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

ただし、第１号ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更について

は、この限りでない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制 

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の

検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係ある課

長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、前項の報告を受けたときは、それぞれ当該使

用前事業者検査に関係ある部長に通知しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査計画及び使用前事業者検査要領書に従い検

査を実施し、検査成績書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

（保守結果の報告等） 

第22条 

 

  臨界技術第２課長は、第19条の施設定期自主検査を終了したとき、及び前条第２項の修理

及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を臨界ホット試験技術部長に報告し

なければならない。臨界技術第２課長が第２編第41条の規定により放射線管理施設に係る施

設定期自主検査等の結果の通知を受けたときも、同様とする。 

 

２ 工務第１課長は、第19条の施設定期自主検査を終了したとき、及び前条第４項の修理及び

改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を工務技術部長に報告するとともに、臨界

技術第２課長に通知しなければならない。 

３ 工務技術部長は、前項の報告を受けたときは、臨界ホット試験技術部長に通知しなければな

らない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任技術

者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。ただし、第19条第１項第３号に定める

緊急遮断のための性能検査については、所長への報告を省略することができる。 

 

（保守結果の報告等） 

第22条 原子力施設検査室長は第19条第５項及び前条第５項の確認を受けたときは、臨界技術

第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

２ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、定期事業者検査が終了した

とき、第21条の修理及び改造計画に基づく作業と前条の使用前事業者検査が終了したとき

は、その結果をそれぞれ臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報

告しなければならない。また、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、結果を併せて臨界

技術第２課長に通知しなければならない。 

（削る） 

 

 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、臨界ホット試験技術部

長に通知しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任技術

者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

（原子炉停止中の巡視及び点検） 

第23条 工務第１課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備につい

て、１日１回以上巡視し、点検しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

（原子炉停止中の巡視） 

第23条 工務第１課長は、原子炉の停止中において、特定施設について、第18条の４第１項に

定める施設管理実施計画又は同条第３項に定める特別な施設管理実施計画に基づき巡視

しなければならない。 

 

 

法令及び規則の改正に伴う記

載の変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
(3) 液体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項について、１日

１回以上点検しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(2) 気体廃棄設備が停止していること。 

(3) 液体廃棄設備のうち、廃水タンク水位に異常な上昇がないこと。 

 

 

（削る） 

 

法令及び規則の改正に伴う記

載の変更 

第４章 燃料要素の管理 

第24条 ～ 第29条 （省略） 

第４章 燃料要素の管理 

第24条 ～ 第29条 （変更なし） 

 

 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置 

第30条 ～ 第33条 （省略） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置 

第30条 ～ 第33条 （変更なし） 

 

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第34条 臨界技術第２課長は、第14条の運転開始前の巡視及び点検、第18条の運転停止後の

巡視及び点検並びに第37条の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状

況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。また、その異常が特

定施設に影響を及ぼすおそれのある場合は、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第14条の運転開始前の巡視及び点検、第17条の原子炉運転中の巡視及

び点検、第18条の原子炉停止後の巡視及び点検、第23条の原子炉停止中の巡視及び点検

並びに第37条の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正

常状態に復帰させるための措置を講じるとともに臨界技術第２課長に通報しなければならな

い。 

３ 臨界技術第２課長は、前項の通報を受けた場合、第２編第56条の定めにより放射線管理第２

課長から異常を認めた旨の通報を受けた場合及び第１項の調査の結果、その異常が原子炉

の運転に支障を及ぼすと認めるときは、原子炉の運転中にあっては原子炉を停止するととも

に、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第34条 臨界技術第２課長は、第14条の運転開始前の点検、第18条の運転停止後の点検並び

に第37条の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状

態に復帰させるための措置を講じなければならない。また、その異常が特定施設に影響を及

ぼすおそれのある場合は、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第14条の運転開始前の点検、第17条の原子炉運転中の巡視、第18条の原

子炉停止後の点検、第23条の原子炉停止中の巡視並びに第37条の地震後の点検の結果、

異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じ

るとともに臨界技術第２課長に通報しなければならない。 

 

３ 臨界技術第２課長は、前項の通報を受けた場合、第２編第56条の定めにより放射線管理第２

課長から異常を認めた旨の通報を受けた場合及び第１項の調査の結果、その異常が原子炉

の運転に支障を及ぼすと認めるときは、原子炉の運転中にあっては原子炉を停止するととも

に、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置 

第35条 ～ 第36条 （省略） 

 

第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置 

第35条 ～ 第36条 （変更なし） 

 

 

第４節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第37条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第２課長は本体施設を、工務第１課長は

特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設をそれぞれ点検し、ＴＣＡの保安に影響

がないことを確認しなければならない。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第２課長に通報し

なければならない。 

３ 臨界技術第２課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホット

試験技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

 

第４節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第37条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第２課長は本体施設を、工務第１課長は

特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設をそれぞれ点検し、ＴＣＡの保安に影響

がないことを確認しなければならない。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第２課長に通報し

なければならない。 

３ 臨界技術第２課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホット

試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌業務の整理による見直し 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第38条 勤務時間外において、第１編第40条第２項の定めにより異常が発生した旨の通報を受

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第38条 勤務時間外において、第１編第40条第２項の定めにより異常が発生した旨の通報を受
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変 更 前 変 更 後 備 考 
けた者は、現場に赴き、又は第１編第39条第３号において定める連絡系統により関係者を動

員し、その原因及び状況を調査するとともに、正常な状態に復帰させるための措置を講じ、か

つ、その原因及び状況を臨界技術第２課長に通報しなければならない。 

２ 臨界技術第２課長は、前項の通報を受けた場合において、その異常がＴＣＡの運転に支障を

及ぼすと認めたときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければな

らない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、ＴＣＡの保安に必要な措置を講ずる

よう指示するとともに、その異常がＴＣＡの保安に重大な影響があると認めたときは、所長に通

報しなければならない。 

 

けた者は、現場に赴き、又は第１編第39条第１項第３号において定める連絡系統により関係者

を動員し、その原因及び状況を調査するとともに、正常な状態に復帰させるための措置を講

じ、かつ、その原因及び状況を臨界技術第２課長に通報しなければならない。 

２ 臨界技術第２課長は、前項の通報を受けた場合において、その異常がＴＣＡの運転に支障を

及ぼすと認めたときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければな

らない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、ＴＣＡの保安に必要な措置を講ずる

よう指示するとともに、その異常がＴＣＡの保安に重大な影響があると認めたときは、所長に通

報しなければならない。 

 

記載の適正化 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第39条 （省略） 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第39条 （変更なし） 

 

 

第６章 放射線管理 

第40条 ～ 第42条 （省略） 

第６章 放射線管理 

第40条 ～ 第42条 （変更なし） 

 

 

別表第１ ～ 別表第５ （省略） 別表第１ ～ 別表第５ （変更なし）  

 

別表第６ 安全板の落下時間（第19条関係） 

 

  項   目 基   準   値 

 安全板の落下時間 約０．６秒（落下距離約１．５ｍ） 

 

 

別表第６ （削除） 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う削除 

別表第７ 本体施設の施設定期自主検査項目（第19条関係） 

 

 設 備 区 分    主 な 設 備    検 査 項 目 

 原子炉本体 

  燃料要素   外観検査 

  炉心タンク 
  外観検査 

  漏えい検査 

 核燃料物質貯蔵設備 
  燃料要素貯蔵室   貯蔵能力検査 

  燃料要素格納容器   未臨界性確認検査 

 計測制御系統施設 

  中性子計測設備   点検校正検査 

  原子炉停止回路   作動検査 

  警報回路   作動検査 

  インターロック回路   作動検査 

  オーバーフロータンク   外観検査 

  排水系統   緊急排水時間測定検査 

  安全板装置 
  安全板落下時間測定検査 

  反応度抑制効果検査 

別表第７ （削除） 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 原子炉格納施設   炉室建屋   外観検査 
 

別表第８ 特定施設の施設定期自主検査項目（第19条関係） 

 

 設 備 区 分    主 な 設 備    検 査 項 目 

 気体廃棄設備 

  炉室排気系 
  作動検査(排気風量検査) 

  捕集効率検査 

  燃料貯蔵室排気系 
  作動検査(排気風量検査) 

  捕集効率検査 

 液体廃棄設備 

  廃水ピット 
  作動検査(警報作動検査) 

  漏えい検査 

  廃水タンク 

  作動検査(警報作動検査) 

  貯蔵能力検査 

  漏えい検査 

 その他原子炉の附属

施設 
 非常用電源設備   作動検査 

 

別表第８ （削除） 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う削除 

 

別表第９ ～ 別表第13 （省略） 

別図第１ 保全区域（第６条関係） （省略） 

別図第２（その１）   ＴＣＡ１階平面図（第40条関係） （省略） 

別図第２（その２）   ＴＣＡ地階平面図（第40条関係） （省略） 

 

別表第９ ～ 別表第13 （変更なし） 

別図第１ 保全区域（第６条関係） （変更なし） 

別図第２（その１）   ＴＣＡ１階平面図（第40条関係） （変更なし） 

別図第２（その２）   ＴＣＡ地階平面図（第40条関係） （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第９編 ＦＣＡの管理 

 

目次 

第１章 通則（第１条－第９条） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第１０条） 

第２節 炉心装荷物の制限（第１１条） 

第３節 運転上の条件（第１２条－第１４条） 

第４節 運転（第１５条－第１９条） 

第３章 保守管理（第２０条－第２４条） 

第４章 燃料要素の管理（第２５条－第２９条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置（第３０条－第３４条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第３５条） 

第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置（第３６条・第３７条） 

第４節 地震後の措置（第３８条） 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第３９条） 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第４０条） 

第６章 放射線管理（第４１条－第４３条） 

 

 

第１章 通則 

（部内品質保証委員会等） 

第１条 臨界ホット試験技術部に部内品質保証委員会を、工務技術部に部内安全審査会を設

置する。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認又は同意しようとするときは、当

該事項について、部内品質保証委員会の審議を得なければならない。 

(1)  第22条及び第２編第42条に定める修理及び改造計画 

(2)  第３条第１項に定める手引の作成及び変更 

(3)  ＦＣＡ原子炉施設の品質保証に関する事項 

(4)  ＦＣＡ原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

３ 工務技術部長は、第３条第２項に定める事項を承認しようとするときは当該事項について、

工務技術部の部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は部内品質保証委員会の審議結果を、工務技術部長は部内安全

審査会の審議結果を尊重しなければならない。 

 

第２条 ～ 第９条 （省略） 

 

第２章 運転管理 

  第１節 運転上の制限 

第10条 （省略） 

 

  第２節 炉心装荷物の制限 

第11条 （省略） 

 

  第３節 運転上の条件 

第12条 ～ 第14条 （省略） 

第９編 ＦＣＡの管理 

 

目次 

第１章 通則（第１条－第９条） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第１０条） 

第２節 炉心装荷物の制限（第１１条） 

第３節 運転上の条件（第１２条－第１４条） 

第４節 運転（第１５条－第１９条） 

第３章 保守管理（第１９条の２－第２４条） 

第４章 燃料要素の管理（第２５条－第２９条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置（第３０条－第３４条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第３５条） 

第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置（第３６条・第３７条） 

第４節 地震後の措置（第３８条） 

第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第３９条） 

第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第４０条） 

第６章 放射線管理（第４１条－第４３条） 

 

 

第１章 通則 

 

第１条  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 ～ 第９条 （変更なし） 

 

第２章 運転管理 

  第１節 運転上の制限 

第10条 （変更なし） 

 

  第２節 炉心装荷物の制限 

第11条 （変更なし） 

 

  第３節 運転上の条件 

第12条 ～ 第14条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条の追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理技術基準規則の制

定に伴う削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
  第４節 運転 

（運転開始前の措置） 

第15条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、別表

第５に掲げる設備について、それぞれ巡視及び点検を行い、正常な状態であることを確認しな

ければならない。 

２  臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同一運転日において計画停止した原子炉の運転

を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認しな

ければならない。 

３  工務第１課長は、第１項及び前項の確認の結果を臨界技術第２課長に通報しなければなら

ない。 

 

第16条 ～ 第17条 （省略） 

 

（原子炉運転中の巡視及び点検） 

第18条 工務第１課長は、原子炉の運転中、次の各号に掲げる設備について、１日１回以上巡

視し、点検しなければならない。 

(1)  受変電設備 

(2)  非常用電源設備 

(3)  気体廃棄設備 

(4)  液体廃棄設備 

（運転停止後の措置） 

第19条 臨界技術第２課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1)  中性子出力が正常に低下していること。 

(2)  制御棒が完全に引抜きされていること。 

(3)  移動側テーブルが固定側テーブルより完全に分離されていること。 

２  前項の確認を行った後、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を

行わないときは、別表第６に掲げる設備の状態について、それぞれ巡視し、点検しなければな

らない。 

３  工務第１課長は、前項の巡視及び点検の結果を臨界技術第２課長に通報しなければならな

い。 

 

第３章 保守管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第４節 運転 

（運転開始前の措置） 

第15条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、別表

第５に掲げる設備について、それぞれ点検を行い、正常な状態であることを確認しなければな

らない。 

２  臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同一運転日において計画停止した原子炉の運転

を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認しな

ければならない。 

３  工務第１課長は、第１項及び前項の確認の結果を臨界技術第２課長に通報しなければなら

ない。 

 

第16条 ～ 第17条 （変更なし） 

 

（原子炉運転中の巡視） 

第18条 工務第１課長は、原子炉の運転中、特定施設について、第19条の４第１項に定める施

設管理実施計画又は同条第３項に定める特別な施設管理実施計画に基づき巡視しなければ

ならない。 

 

 

 

（運転停止後の措置） 

第19条 臨界技術第２課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1)  中性子出力が正常に低下していること。 

(2)  制御棒が完全に引抜きされていること。 

(3)  移動側テーブルが固定側テーブルより完全に分離されていること。 

２  前項の確認を行った後、臨界技術第２課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を

行わないときは、別表第６に掲げる設備について、それぞれ点検しなければならない。 

 

３  工務第１課長は、前項の点検の結果を臨界技術第２課長に通報しなければならない。 

 

 

第３章 保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第19条の２ 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、ＦＣＡ（本体施

設、特定施設及び放射線管理施設を含む。）について、第１編第２条第２項に基づき理事長が

定める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標をそれぞれ策定しなければならない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線管理部

長並びに臨界技術第２課長に通知しなければならない。 

４  臨界技術第２課長は、前項の通知を受けたときは、工務第１課長、放射線管理第２課長に

通知しなければならない。 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第19条の３ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設管理目

標を踏まえ、それぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設

管理の目標を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機器が

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加

に係る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加

に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ない場合は、この限りでない。 

２ 臨界技術第２課長は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、臨界ホット試験技術部長

の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

５ 臨界技術第２課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

（施設管理実施計画等の策定） 

第19条の４ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する

設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなければな

らない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止

中の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関する

こと。 

ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関するこ

と。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 臨界技術第２課長及び工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・

機器について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査要否整理表を策

定しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理を行

う観点から特別な状態にある場合は、第６条の定めにより作成する運転実施計画において特

別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則第９条第１

項第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画及び特別な設備保全整理表及び検査要

否整理表を定めることができる。 

４ 臨界技術第２課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検

査要否整理表を取りまとめ、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

７ 臨界技術第２課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

（保全活動の実施） 

第19条の５ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機

器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加

に係る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 

 

 

 

 

（施設定期自主検査） 

第20条 臨界技術第２課長は、次の各号に掲げるところにより本体施設に係る施設定期自主検

査を行わなければならない。 

(1)  計測制御系統施設について、緊急遮断のための性能検査を一月ごとに行うこと。ただし、

施設定期自主検査及び第22条の修理及び改造により緊急遮断のための性能検査ができな

い場合は、この限りでない。 

(2)  計測制御系統施設の緊急遮断検査を施設定期検査を受ける時期ごとに行い、制御安全

棒引抜時間が別表第７に掲げる値であることを確認すること。 

(3)  本体施設の保安に直接関連を有する計器の校正を施設定期検査を受ける時期ごとに行

うこと。 

(4)  保安上特に管理を必要とする本体施設の設備について、性能が維持されているかどうか

の検査を別表第８に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ごとに行わなければなら

ない。 

 

 

 

 

２ 工務第１課長は、保安上特に管理を必要とする特定施設の設備について、性能が維持され

ているかどうかの検査を別表第９に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ごとに行わ

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（施設定期自主検査の実施計画） 

第21条 臨界技術第２課長及び工務第１課長は、第20条の施設定期自主検査を行おうとすると

きは、次の各号に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査実施計画を作成しなければ

ならない。ただし、第20条第１号に定める緊急遮断のための性能検査については、この限りで

ない。 

(1)  対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

(2)  検査の項目及び実施体制 

(3)  予定期間 

２ 臨界技術第２課長は、前項の施設定期自主検査実施計画をとりまとめ、ＦＣＡの施設定期自

主検査実施計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。ただし、前項第３号の予定期間の変更については、この

限りでない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

により、保全活動を実施しなければならない。 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第19条の６ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機

器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定

期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わなければな

らない。 

（定期事業者検査） 

第20条 原子力施設検査室長は、ＦＣＡの定期事業者検査を実施しようとするときは、次の各号

に掲げる事項を明らかにした定期事業者検査計画及び定期事業者検査要領書を策定し、原

子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。た

だし、第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、

この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第19条の３の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の求め

に応じ、前項の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、臨界技術第２課長、工務第１課長及び

放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

４ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の通知を受けたときは、

それぞれ臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなければな

らない。 

５ 原子力施設検査室長は、定期事業者検査計画及び定期事業者検査要領書に従い検査を実

施し、検査成績書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

第21条  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る活動の追加

に係る変更 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
４ 臨界技術第２課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長、放射線管理第２課長に

通知しなければならない。 

（修理及び改造） 

第22条 臨界技術第２課長は、本体施設について、修理及び改造が必要と認めたときは、正常

な状態に復帰するために修理又は改造を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 臨界技術第２課長は、本体施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その

修理及び改造が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この編にお

いて｢法｣という。)第27条に定める認可申請を伴うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし

た本体施設の修理及び改造計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の同意を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1)  修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

(2)  修理及び改造の内容 

(3)  予定期間 

３ 工務第１課長は、特定施設について、修理及び改造が必要と認めたときは、正常な状態に復

帰するために修理又は改造を行わなければならない。 

４ 工務第１課長は、特定施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その修理

及び改造が法第27条に定める認可申請を伴うときは、第２項各号に掲げる事項を明らかにし

た特定施設の修理及び改造計画を作成し、工務技術部長の同意を受けなければならない。こ

れを変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務技術部長は、前項の同意をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得な

ければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第２項又は前項の同意をしようとするときは、所長の承認を受け

なければならない。 

７ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならな

い。 

８ 臨界技術第２課長及び工務第１課長は、それぞれ、第６項の承認を受けたときは、当該修理

及び改造に関係のある課長等に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修理及び改造） 

第22条 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ本体施設、特

定施設及び放射線管理施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その修理

及び改造が、法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴うときは、次の各号に掲げる事

項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、それぞれ、臨界ホット試験技術部長、工務技

術部長及び放射線管理部長の確認を受ければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。 

イ 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 修理及び改造の内容 

ハ 予定期間 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

２ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の確認をしようとするときは、それぞれ臨界ホッ

ト試験技術部長の同意を得なければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、第１項の定めにより確認

した修理及び改造計画について、所長の承認を受けなければならない。 

４ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならな

い。 

５ 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、それぞれ、第３項の承認

を受けたときは、当該修理及び改造に関係のある課長等に通知しなければならない。 

６ 臨界技術第２課長は本体施設について、工務第１課長は特定施設について、及び放射線管

理第２課長は放射線管理施設について、修理及び改造が必要と認めた場合で、その修理及

び改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴わないときは、正常な状態に復帰

するために、修理及び改造を行うことができる。 

（使用前事業者検査） 

第22条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次の各号

に掲げる事項を明らかにした使用前事業者検査計画及び使用前事業者検査要領書を策定

し、原子炉主任技術者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。ただし、第１号ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更につい

ては、この限りでない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保守結果の報告等） 

第23条  

 

  臨界技術第２課長は、第20条第１項の施設定期自主検査を終了したとき及び前条第２項の

修理及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を臨界ホット試験技術部長に報

告しなければならない。臨界技術第２課長が第２編第41条の定めにより放射線管理施設に係

る施設定期自主検査の結果の通知を受けたときも、同様とする。 

 

２ 工務第１課長は、第20条第２項の施設定期自主検査を終了したとき、及び前条第４項の修理

及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を工務技術部長に報告するとともに、

臨界技術第２課長に通知しなければならない。 

３ 工務技術部長は、前項の報告を受けたときは、臨界ホット試験技術部長に通知しなければな

らない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任技

術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。ただし、第20条第１項第１号に定

める緊急遮断のための性能検査については、所長への報告を省略することができる。 

（原子炉停止中の巡視及び点検） 

第24条 工務第１課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備につい

て、１日１回以上巡視し、点検しなければならない。 

(1)  受変電設備 

(2)  気体廃棄設備 

(3)  液体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項について１日

１回以上点検を行わなければならない。 

(1)  受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(2)  気体廃棄設備が停止していること。 

(3)  液体廃棄設備のうち、廃液タンク水位に異常な上昇がないこと。 

 

第４章 燃料要素の管理 

第25条 ～ 第29条 （省略） 

 

ハ 検査の項目及び実施体制 

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の

検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係ある課

長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係ある課長等は、前項の報告を受けたときは、それぞれ当該使

用前事業者検査に関係ある部長に通知しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査計画及び使用前事業者検査要領書に従い検査

を実施し、検査成績書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

（保守結果の報告等） 

第23条 原子力施設検査室長は第20条第５項及び前条第５項の確認を受けたときは、臨界技

術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

２ 臨界技術第２課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、定期事業者検査が終了した

とき、第22条の修理及び改造計画に基づく作業と前条の使用前事業者検査が終了したとき

は、その結果をそれぞれ臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報

告しなければならない。また、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、結果を併せて臨界

技術第２課長に通知しなければならない。 

（削る） 

 

 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、臨界ホット試験技術部

長に通知しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任技

術者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

（原子炉停止中の巡視） 

第24条 工務第１課長は、原子炉の停止中において、特定施設について、第19条の４第１項に

定める施設管理実施計画又は同条第３項に定める特別な施設管理実施計画に基づき巡視し

なければならない。 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

第４章 燃料要素の管理 

第25条 ～ 第29条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

法令及び規則の改正に伴う

記載の変更 

 

 

 

法令及び規則の改正に伴う

記載の変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
第５章 異常時の措置 

  第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置 

第30条 ～ 第34条 （省略） 

 

  第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第35条 臨界技術第２課長は、第15条の原子炉運転開始前の巡視及び点検、第19条第２項の

原子炉運転停止後の巡視及び点検、第38条の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、

その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。ま

た、その異常が特定施設に影響を及ぼすおそれがある場合は、工務第１課長に通報しなけれ

ばならない。 

２ 工務第１課長は、第15条の原子炉運転開始前の巡視及び点検、第18条の原子炉運転中の

点検、第19条第２項の原子炉運転停止後の巡視及び点検、第24条の原子炉停止中の巡視

及び点検、第38条の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査

し、正常状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、臨界技術第２課長に通報しなければ

ならない。 

３ 臨界技術第２課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条の定めにより放射線管理第２

課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき、第１項の調査の結果、その異常が原子炉の運

転に支障を及ぼすと認めたときは、臨界ホット試験技術部長、原子炉主任技術者に通報しな

ければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

  第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置 

第36条 ～ 第37条 （省略） 

 

  第４節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第38条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第２課長は本体施設を、工務第１課長

は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を点検し、ＦＣＡの保安に影響がない

ことを確認しなければならない。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第２課長に通報し

なければならない。 

３ 臨界技術第２課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホット

試験技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

 

  第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第39条 勤務時間外において、第１編第40条第２項の定めにより異常が発生した旨の通報を受

けた者は、現場に赴き、又は第１編第39条３号に定める通報連絡系統により関係者を動員

し、その原因及び状況を調査するとともに、正常状態に復帰させるための措置を講じ、かつ、

その原因及び状況を臨界技術第２課長に通報しなければならない。 

２  臨界技術第２課長は、前項の通報を受けた場合において、その異常がＦＣＡの運転に支障

を及ぼすと認めたときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければ

ならない。 

３  臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、ＦＣＡの保安に必要な措置を講ず

るよう指示するとともに、その異常がＦＣＡの保安に重大な影響があると認めたときは、所長に

通報しなければならない。 

第５章 異常時の措置 

  第１節 警報装置及び緊急停止連動装置が作動した場合の措置 

第30条 ～ 第34条 （変更なし） 

 

  第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第35条 臨界技術第２課長は、第15条の原子炉運転開始前の点検、第19条第２項の原子炉運

転停止後の点検、第38条の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況

を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。また、その異常が特定

施設に影響を及ぼすおそれがある場合は、工務第１課長に通報しなければならない。 

 

２ 工務第１課長は、第15条の原子炉運転開始前の点検、第18条の原子炉運転中の巡視、第

19条第２項の原子炉運転停止後の点検、第24条の原子炉停止中の巡視、第38条の地震後

の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるた

めの措置を講ずるとともに、臨界技術第２課長に通報しなければならない。 

 

３ 臨界技術第２課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条の定めにより放射線管理第２

課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき、第１項の調査の結果、その異常が原子炉の運

転に支障を及ぼすと認めたときは、臨界ホット試験技術部長、原子炉主任技術者に通報しな

ければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

  第３節 燃料要素に異常を認めた場合の措置 

第36条 ～ 第37条 （変更なし） 

 

  第４節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第38条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第２課長は本体施設を、工務第１課長

は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を点検し、ＦＣＡの保安に影響がない

ことを確認しなければならない。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第２課長に通報し

なければならない。 

３ 臨界技術第２課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホット

試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

  第５節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第39条 勤務時間外において、第１編第40条第２項の定めにより異常が発生した旨の通報を受

けた者は、現場に赴き、又は第１編第39条第１項３号に定める通報連絡系統により関係者を

動員し、その原因及び状況を調査するとともに、正常状態に復帰させるための措置を講じ、か

つ、その原因及び状況を臨界技術第２課長に通報しなければならない。 

２  臨界技術第２課長は、前項の通報を受けた場合において、その異常がＦＣＡの運転に支障

を及ぼすと認めたときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければ

ならない。 

３  臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、ＦＣＡの保安に必要な措置を講ず

るよう指示するとともに、その異常がＦＣＡの保安に重大な影響があると認めたときは、所長に

通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う記載

の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌業務の整理による見直

し 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
  第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第40条 （省略） 

 

第６章 放射線管理 

第41条 ～ 第43条 （省略） 

 

別表第１ ～ 別表第6 （省略）  

 

別表第7 制御安全棒の引抜時間（第20条関係） 

 

項      目 基 準 値 

スクラム信号が入ってから動き始めるまでの時間 

（切れ時間） 

0.05 秒以下 

動き始めてから全行程の 80%引き抜かれる時間 

（引抜時間） 

0.2 秒以下 

 

 

別表第8 本体施設の施設定期自主検査項目（第20条関係） 

 

施  設 設  備 検査項目 

原子炉本体 1/2 格子管集合体 外観検査 

炉心 過剰反応度検査 

密着時未臨界度検査 

核燃料物質の取扱施設

及び貯蔵施設 

核燃料物質取扱設備 外観検査 

核燃料物質貯蔵設備 未臨界性確認検査 

原子炉冷却系統施設 格子管集合体冷却設備 風量及び温度検査 

計測制御系統施設 計装 

（核計装、炉心温度計） 
点検校正検査 

安全保護回路 作動検査 

制御設備 外観検査（移動ﾃｰﾌﾞﾙ） 

駆動速度検査 

挿入速度検査 

引抜時間検査 

分離時間検査 

反応度抑制効果検査 

原子炉格納施設 １次容器 負圧確認検査 

  第６節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第40条 （変更なし） 

 

第６章 放射線管理 

第41条 ～ 第43条 （変更なし） 

 

別表第１ ～ 別表第6 （変更なし）  

 

別表第7 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別表第8 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直しに伴う削

除 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

検査制度の見直しに伴う削

除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

２次容器 漏えい率検査 

非常用アルゴンガス放出

設備 

作動検査 

 

 

別表第9 特定施設の施設定期自主検査項目（第20条関係） 

 

施  設 設  備 検査項目 

附属施設 非常用電源設備 作動検査 

放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄設備 
作動検査 

捕集効率検査  

液体廃棄設備 

作動検査 

漏えい検査 

貯蔵能力検査 

 

別表第10-1 ～ 別表第14 （省略） 

 

別図第１ 保全区域  （省略） 

別図第２ （その１）ＦＣＡ１階平面図  （省略） 

別図第３ （その２）ＦＣＡ２階平面図  （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別表第9  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第10-1 ～ 別表第14 （変更なし） 

 

別図第１ 保全区域 （変更なし） 

別図第２ （その１）ＦＣＡ１階平面図 （変更なし） 

別図第３ （その２）ＦＣＡ２階平面図 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
検査制度の見直しに伴う削

除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

第 11 編 ＳＴＡＣＹの管理 

目 次 

第１章 通則（第１条－第９条の２） 

第２章 運転管理 

第１節 削除 

第２節 削除 

第３節 削除 

第４節 運転上の条件（第 17 条） 

第５節 削除 

第３章 保守管理（第 23 条－第 27 条） 

第４章 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理（第 28 条－第 31 条） 

第５章 放射性廃棄物の保管（第 32 条・第 33 条） 

第５章の２ 不使用設備の管理（第 33 条の２） 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置（第 36 条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第 39 条） 

第３節 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の異常を認めた場合の措置（第 40 条・第 41 条） 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置（第 42 条） 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置（第 43 条） 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第 44 条） 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第 45 条） 

第７章 放射線管理（第 46 条－第 48 条） 

 

第 11 編 ＳＴＡＣＹの管理 

目 次 

第１章 通則（第１条－第９条の２） 

第２章 運転管理 

第１節 削除 

第２節 削除 

第３節 削除 

第４節 運転上の条件（第 17 条） 

第５節 削除 

第３章 保守管理（第 22 条の２－第 27 条） 

第４章 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理（第 28 条－第 31 条） 

第５章 放射性廃棄物の保管（第 32 条・第 33 条） 

第５章の２ 不使用設備の管理（第 33 条の２） 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置（第 36 条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第 39 条） 

第３節 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の異常を認めた場合の措置（第 40 条・第 41 条） 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置（第 42 条） 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置（第 43 条） 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第 44 条） 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第 45 条） 

第７章 放射線管理（第 46 条－第 48 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条の追加に伴う

変更 

 

 

 

 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 （省略） 

 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 （変更なし） 

 

 

（適用範囲） 

第１条の２ （省略） 

 

（部内安全審査会） 

第２条 臨界ホット試験技術部に部内品質保証委員会を、工務技術部に部内安全審査会を設置

する。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認しようとするときは、当該事項に

（適用範囲） 

第１条の２ （変更なし） 

 

 

第２条 （削除） 

 

 

 

 

品質管理基準規

則の制定に伴う

変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

ついて、部内品質保証委員会の審議を得なければならない。 

(1) 第 25 条に定める修理及び改造計画 

(2) 第４条第１項に定める手引の作成及び変更 

(3) ＳＴＡＣＹ原子炉施設の品質保証に関する事項 

(4) ＳＴＡＣＹ原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

３ 工務技術部長は、第４条第２項に定める事項を承認しようとするときは、当該事項について、

部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、部内品質保証委員会、また、工務技術部長は、部内安全審査会

の審議結果を尊重しなければならない。 

 

 

 

第３条 （省略） 
 

第３条 （変更なし） 
 

 

（手引の作成） 
第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の第３号から第６号に掲げる事項について定

めたＳＴＡＣＹ本体施設運転手引を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理に関する事項 

(6) 不使用設備の管理に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特定

施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得な

ければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡＣ

Ｙ原子炉主任技術者（以下、この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけれ

ばならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をしたと

きは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

（手引の作成） 

第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の第３号から第６号に掲げる事項について定

めたＳＴＡＣＹ本体施設運転手引を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理に関する事項 

(6) 不使用設備の管理に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特定

施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得な

ければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡＣ

Ｙ原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけれ

ばならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をしたと

きは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 

第５条 ～ 第７条 （省略） 第５条 ～ 第７条 （変更なし）  
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 
 （年間管理計画） 

第７条の２ 臨界ホット試験技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項を

明らかにしたＳＴＡＣＹの年間管理計画（以下この編において「年間管理計画」という。）を

作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 定期事業者検査の予定期間 

(2) 第25条に定める修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならな

い。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認を受けたときは、臨界技術第１課長、工務第１課

長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

（保全区域） 
第８条 （省略） 
 

（保全区域） 

第８条 （変更なし） 

 

（鍵の管理） 

第９条 （省略） 

 

（鍵の管理） 

第９条 （変更なし） 

 

 

（ＴＲＡＣＹとの同時作業の管理） 

第９条の２ （省略） 

 

（ＴＲＡＣＹとの同時作業の管理） 

第９条の２ （変更なし） 

 

第２章 運転管理 

第１節 削除 

第 10 条 （省略） 
 

第２節 削除 

第 11 条 （省略） 
 

第３節 削除 

第 12 条 ～ 第 14 条 （省略） 
 

第４節 運転上の条件 

第 15 条 ～ 第 16 条 （省略） 

 

第２章 運転管理 

第１節 削除 

第 10 条 （変更なし） 
 

第２節 削除 

第 11 条 （変更なし） 
 

第３節 削除 

第 12 条 ～ 第 14 条 （変更なし） 
 

第４節 運転上の条件 

第 15 条 ～ 第 16 条 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（負圧の維持） 

第 17 条 （省略） 
 

第５節 削除 

第 18 条 ～ 第 22 条 （省略） 

 

（負圧の維持） 

第 17 条 （変更なし） 

 
第５節 削除 

第 18 条 ～ 第 22 条 （変更なし） 

 
第３章 保守管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第 22 条の２ 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、ＳＴＡＣＹ（本

体施設、特定施設及び放射線管理施設を含む。）について第１編第２条第２項に基づき理事

長が定める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標をそれぞれ策定しなければなら

ない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受けなけれ

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線管理部

長並びに臨界技術第１課長に通知しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、前項の通知を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第22条の３ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設管理目

標を踏まえそれぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管

理目標を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機器がない

場合は、この限りでない。 

２ 臨界技術第１課長は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、臨界ホット試験技術部

長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課

長に通知しなければならない。 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第22条の４ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する

設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなければな

らない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止中

の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関する

こと。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関するこ

と。 

ト への確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

こと。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・機

器について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査要否整理表を策定し

なければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理を行

う観点から特別な状態にある場合は、第７条の２の定めにより作成する年間管理計画におい

て特別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則第９条

第１項第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画及び特別な設備保全整理表及び検査

要否整理表を定めることができる。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検

査要否整理表を取りまとめ、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

７ 臨界技術第１課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課

長に通知しなければならない。 

 

（保全活動の実施） 

第22条の５ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する

設備・機器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定める

ところにより、保全活動を実施しなければならない。 

 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第22条の６ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する

設備・機器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効

性評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

（施設定期自主検査） 

第23条 臨界技術第１課長は、次の各号に掲げるところにより本体施設に係る施設定期自主検

査を行わなければならない。 

 

 

 

(1) 削除 

(2) 本体施設の保安のために直接関連を有する計器の校正を施設定期検査を受ける時期ごと

に行うこと。 

(3) 削除 

(4) 保安上特に管理を必要とする本体施設の設備について、性能が維持されているかどうか

の検査を別表第 13 に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ごとに行うこと。 

 

 

 

（定期事業者検査） 

第23条 原子力施設検査室長は、ＳＴＡＣＹの定期事業者検査を実施しようとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、第１号

ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでな

い。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制  

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第 22 条の３の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

２ 工務第１課長は、保安上特に管理を必要とする特定施設の設備について、性能が維持されて

いるかどうかの検査を別表第 14 に掲げるところにより施設定期検査を受ける時期ごとに行わ

なければならない。 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

 

 

 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の求めに

応じ、前項の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、臨界技術第１課長、工務第１課長及び

放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の通知を受けたときは、

それぞれ臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなければならな

い。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を取りま

とめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

（施設定期自主検査実施計画） 

第24条 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、第23条の施設定期自主検査を行おうとすると

きは、それぞれ、次の各号に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査実施計画を作成し

なければならない。 

 

(1) 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 検査の項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

２ 臨界技術第１課長は、前項の施設定期自主検査実施計画をとりまとめ、ＳＴＡＣＹの施設定

期自主検査実施計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。ただし、前項第３号の予定期間の変更については、

この限りでない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

 

第 24 条 （削除） 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

（修理及び改造） 

第25条 臨界技術第１課長は、本体施設について修理及び改造が必要と認めたときは、正常な

状態に復帰するために、修理又は改造を行わなければならない。 

２ 工務第１課長は、特定施設について修理及び改造が必要と認めたときは、正常な状態にする

ために、修理又は改造を行わなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、本体施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その

修理及び改造が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 27 条に定める認可

申請を伴うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした本体施設の修理及び改造計画を作成

し、臨界ホット試験技術部長の同意を受けなければならない。これを変更しようとするときも

同様とする。 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

４ 工務第１課長は、特定施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その修理

及び改造が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 27 条に定める認可申請

を伴うときは、前項各号に掲げる事項を明らかにした特定施設の修理及び改造計画を作成し、

工務技術部長の同意を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

５ 工務技術部長は、前項の同意をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得な

ければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第３項又は前項の同意をしようとするときは、所長の承認を受

けなければならない。 

７ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならない。 

 

８ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、それぞれ、第６項の承認を受けたときは、当該修理

及び改造に関係のある課長等に通知しなければならない。 

（修理及び改造） 

第25条 本体施設、特定施設及び放射線管理施設の修理及び改造を行おうとするときにおいて、

その修理及び改造が法第28条第１項に定める使用前事業者検査を伴う場合は、別表第13の２に

掲げる計画作成者は、次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、同表

に掲げる第１同意者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

 

 

 

 

イ 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 修理及び改造の内容 

ハ 予定期間 

 

 

 

 

２ 工務技術部長及び放射線管理部長は、修理及び改造を行おうとする場合で、前項の同意をし

ようとするときは、それぞれ臨界ホット試験技術部長の同意を得なければならない。 

３ 別表第 13 の２に掲げる第１同意者は、第１項の定めにより同意した修理及び改造計画につ

いて、同表に掲げる計画承認者の承認を受けなければならない。 

４ 別表第 13 の２に掲げられている同意について、原子炉主任技術者の同意は、修理及び改造

計画について計画承認者が得るものとする。 

５ 別表第 13 の２に掲げる計画作成者は、第３項の承認を受けたときは、当該修理及び改造に

関係のある課長等に通知しなければならない。 

６ 臨界技術第１課長は本体施設について、工務第１課長は特定施設について、及び放射線管理

第２課長は放射線管理施設について、修理及び改造が必要と認めた場合で、その修理及び改造

が法第 28 条第１項に定める使用前事業者検査を伴わないときは、正常な状態に復帰するため

に、修理及び改造を行うことができる。 

 

 
検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

（使用前事業者検査） 

第 25 条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次の各

号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、第１号ニの

予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制  

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 当該使用前事業者検査に関係のある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検

査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係のある課

長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係のある課長等は、前項の通知を受けたときは、それぞれ当該使

用前事業者検査に関係のある部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を取りま

とめ、原子炉主任技術者の確認を受けなければならない。 

 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 

（保守結果の通知等） 

第26条 臨界技術第１課長は、第23条第１項の施設定期自主検査を終了したとき及び前条第１

項の修理及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を臨界ホット試験技術部長

に報告しなければならない。臨界技術第１課長が第２編第41条の定めにより放射線管理施設

に係る施設定期自主検査の結果の通知を受けたときも、同様とする。 

２ 工務第１課長は、第 23 条第２項の施設定期自主検査を終了したとき及び前条第２項の修理

（保守結果の報告等） 

第 26 条 原子力施設検査室長は、第 23 条第５項及び第 25 条の２第５項の確認を受けたときは、

その結果を臨界技術第１課長、工務第１課長、放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、定期事業者検査が終了したと

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第 11 編 ＳＴＡＣＹの管理） 

10 
 

変 更 前 変 更 後 備 考 

及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を工務技術部長に報告するとともに、

臨界技術第１課長に通知しなければならない。 

３ 工務技術部長は、前項の報告を受けたときは、臨界ホット試験技術部長に通知しなければな

らない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任技術

者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

き、第 25 条の修理及び改造計画の作業並びに前条の使用前事業者検査が終了したときは、そ

の結果を別表第 15 の２に掲げるところにより、報告又は通知しなければならない。 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、それぞれ臨界ホット試験

技術部長に通知しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第２項の報告及び前項の通知を受けたときは、原子炉主任技術

者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

（本体施設停止中の巡視及び点検） 

第27条 工務第１課長は、本体施設の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備につい

て、１日１回以上巡視し、点検しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、本体施設の停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項について、１

日１回以上点検しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(2) 気体廃棄設備のうち、実験棟内の負圧に異常がないこと。 

(3) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の液位に異常な上昇がないこと。 

 

（本体施設停止中の巡視） 

第27条 工務第１課長は、本体施設の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備につい

て、１日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、本体施設の停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項について、１

日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(2) 気体廃棄設備のうち、実験棟内の負圧に異常がないこと。 

(3) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の液位に異常な上昇がないこと。 

 

法令及び規則の

改正に伴う記載

の変更 

第４章 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理 

（燃料の受入れ） 

第 28 条 （省略） 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵） 

第 29 条 （省略） 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵中の点検） 

第 30 条 ～ 第 31 条 （省略） 

 

第４章 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理 

（燃料の受入れ） 

第 28 条 （変更なし） 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵） 

第 29 条 （変更なし） 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵中の点検） 

第 30 条 ～ 第 31 条 （変更なし） 

 

第５章 放射性廃棄物の保管 

（放射性廃棄物の保管） 

第 32 条 （省略） 

第５章 放射性廃棄物の保管 

（放射性廃棄物の保管） 

第 32 条 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
（放射性廃棄物の保管中の点検） 

第 33 条 臨界技術第１課長は、放射性廃棄物の保管中、３か月間に１回、次の各号に掲げる事

項について点検しなければならない。 

(1) 有機廃液 

イ 保管場所の異常の有無 

ロ 保管設備の異常の有無 

(2) 固体廃棄物 

イ 保管場所の異常の有無 

ロ 廃棄物の保管状況 

 

第５章の２ 不使用設備の管理 

（不使用設備の管理） 

第 33 条の２ （省略） 

（放射性廃棄物の保管中の巡視） 

第 33 条 臨界技術第１課長は、放射性廃棄物の保管中、３か月間に１回、次の各号に掲げる事

項について巡視しなければならない。 

(1) 有機廃液 

イ 保管場所の異常の有無 

ロ 保管設備の異常の有無 

(2) 固体廃棄物 

イ 保管場所の異常の有無 

ロ 廃棄物の保管状況 

 
第５章の２ 不使用設備の管理 

（不使用設備の管理） 

第 33 条の２ （変更なし） 
 
 

法令及び規則の

改正に伴う記載

の変更 
 
 
 
 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置 

第 34 条 ～ 第 35 条 （省略） 

 

（負圧が維持できなくなった場合の措置） 

第 36 条 ～ 第 38 条 （省略） 

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 39 条 （省略） 

 

第３節 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の異常を認めた場合の措置 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 40 条 （省略） 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の紛失を発見した場合の措置） 

第 41 条 （省略） 

 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

（放射性廃棄物の点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 42 条 臨界技術第１課長は、第 33 条の放射性廃棄物の保管中の点検の結果、異常を認めたと

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置 

第 34 条 ～ 第 35 条 （変更なし） 

 

（負圧が維持できなくなった場合の措置） 

第 36 条 ～ 第 38 条 （変更なし） 

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 39 条 （変更なし） 

 

第３節 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の異常を認めた場合の措置 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 40 条 （変更なし） 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の紛失を発見した場合の措置） 

第 41 条 （変更なし） 

 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

（放射性廃棄物の点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 42 条 臨界技術第１課長は、第 33 条の放射性廃棄物の保管中の巡視の結果、異常を認めたと

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令及び規則の
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変 更 前 変 更 後 備 考 
きは、次の各号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況を臨界ホット試験技術部長に報告し、

原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 有機廃液の漏えいが確認された場合 

イ 漏えいした有機廃液を回収する等の措置を講ずること。 

ロ 放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずること。 

(2) 固体廃棄物に異常を認めた場合 

イ 固体廃棄物保管容器等に異常が認められた場合は、固体廃棄物の詰め替え等の措置を

講ずること。 

ロ 放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずること。 

 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置 

（自然現象等が発生した場合の措置） 

第 43 条 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、震度４以上の地震が発

生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第２

課長は放射線管理施設を点検し、ＳＴＡＣＹの保安に影響がないことを確認しなければならな

い。竜巻、火山による降灰、森林火災等により、施設の安全に影響を与えるおそれがあるとそ

れぞれの課長が認めたときも、同様とする。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報しな

ければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホッ

ト試験技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項のうち火山による降灰により、安全施設の安全機能を損なうお

それがあると認めたときは、火山灰を除去しなければならない。 

 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第 44 条 （省略） 

 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第 45 条 （省略） 

 

きは、次の各号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況を臨界ホット試験技術部長に報告し、

原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 有機廃液の漏えいが確認された場合 

イ 漏えいした有機廃液を回収する等の措置を講ずること。 

ロ 放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずること。 

(2) 固体廃棄物に異常を認めた場合 

イ 固体廃棄物保管容器等に異常が認められた場合は、固体廃棄物の詰め替え等の措置を

講ずること。 

ロ 放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずること。 

 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置 

（自然現象等が発生した場合の措置） 

第 43 条 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、震度４以上の地震が発

生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第２

課長は放射線管理施設を点検し、ＳＴＡＣＹの保安に影響がないことを確認しなければならな

い。竜巻、火山による降灰、森林火災等により、施設の安全に影響を与えるおそれがあるとそ

れぞれの課長が認めたときも、同様とする。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報しな

ければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホッ

ト試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項のうち火山による降灰により、安全施設の安全機能を損なうお

それがあると認めたときは、火山灰を除去しなければならない。 

 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第 44 条 （変更なし） 

 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第 45 条 （変更なし） 

改正に伴う記載

の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所掌業務の整理に

よる見直し 
 
 
 
 

第７章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第 46 条 （省略） 

第７章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第 46 条 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
  
（放射線測定機器） 

第 47 条 （省略） 

 

（放射線測定機器） 

第 47 条 （変更なし） 

 

 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第 48 条 （省略） 

 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第 48 条 （変更なし） 

 

 

別表第１ ～ 別表第 12 （省略） 別表第１ ～ 別表第 12 （変更なし）  
   

別表第 13 本体施設の施設定期自主検査項目（第 23 条第１項関係） 
施 設 区 分 設  備 検 査 項 目 

核燃料物質貯蔵施設 

溶液燃料貯蔵設備 (1)外観検査 

(2)作動検査 

(3)負圧確認検査 

棒状燃料貯蔵設備 (1)未臨界性確認検査 

粉末燃料貯蔵設備 (1)未臨界性確認検査 

(2)作動検査 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備 

（ウラン酸化物燃料収納架台） 

(1)未臨界性確認検査 

使用済ウラン黒鉛混合燃料 

貯蔵設備 

(1)未臨界性確認検査 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

槽ベント設備Ｂ (1)外観検査 

(2)負圧確認検査 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

槽ベント設備Ｄ (1)外観検査 

(2)作動検査 

(3)捕集効率検査 

気体廃棄物処理設備 (1)外観検査 

(2)作動検査 

(3)捕集効率検査 

(4)負圧確認検査 

廃液系設備 (1)漏えい検査 
 

別表第 13 （削除） 検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 
 

 

別表第 13 の２ 修理及び改造（第 25 条関係） 

施設区分 計画作成者 第１同意者 第２同意者 計画承認者 

本体施設 臨界技術第１課長 
臨界ホット試験

技術部長 
原子炉主任技術者 所長 

特定施設 工務第１課長 工務技術部長 

臨界ホット試験技

術部長 

原子炉主任技術者 

所長 

放射線 

管理施設 
放射線管理第２課長 放射線管理部長 

臨界ホット試験技

術部長 

原子炉主任技術者 

所長 

 

 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第14 特定施設の施設定期自主検査項目（第23条第２項関係） 

設   備 検 査 項 目 

非常用電源設備 (1)作動検査 

炉室（Ｓ）換気空調設備 

(1)外観検査 

(2)作動検査 

(3)捕集効率検査 

廃液系設備 
(1)漏えい検査 

(2)警報検査 

圧縮空気設備 
(1)作動検査 

(2)漏えい検査 
 

別表第 14 （削除） 検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
 
 
 
 
 
 

別表第15 （省略） 

 

別表第15 （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第 15 の２ 保守結果の報告（第 26 条関係） 

報告者 報告事項 報告時期 報告先又は通知先 

臨界技術第１ 

課長 

定期事業者検査 第23条に定める検査が終了したとき 

臨界ホット試験技術

部長 修理及び改造 

第25条第１項の定めにより臨界技術

第１課長が作成した修理及び改造計

画に基づく作業とその使用前事業者

検査が終了したとき 

工務第１課長 

定期事業者検査 第23条に定める検査が終了したとき 

工務技術部長 

臨界技術第１課長 修理及び改造 

第25条第１項の定めにより工務第１

課長が作成した修理及び改造計画に

基づく作業とその使用前事業者検査

が終了したとき 

放射線管理 

第２課長 

定期事業者検査 第23条に定める検査が終了したとき 

放射線管理部長 

臨界技術第１課長 修理及び改造 

第25条第１項の定めにより放射線管

理第２課長が作成した修理及び改造

計画に基づく作業とその使用前事業

者検査が終了したとき 
 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第 16 ～ 別表第 21 （省略） 
 
別図第１（その１） ～ 別図第２（その４） （省略） 

別表第 16 ～ 別表第 21 （変更なし） 
 
別図第１（その１） ～ 別図第２（その４） （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

第12編 ＴＲＡＣＹの管理 

目次 

第１章 通則（第１条－第４条の２） 

 

第２章 保守管理（第５条－第９条） 

第３章 放射性廃棄物の保管（第10条・第11条） 

第４章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置（第12条） 

第２節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置（第13条） 

第３節 地震後の措置（第14条） 

第４節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第15条） 

第５節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第16条） 

第５章 放射線管理（第17条－第19条） 

第６章 保安教育（第20条） 

 

第 12 編 ＴＲＡＣＹの管理 

目次 

第１章 通則（第１条－第４条の２） 

第１章の２ 廃止措置管理（第４条の３－第４条の 12） 

第２章 保守管理（第４条の 13－第９条） 

第３章 放射性廃棄物の保管（第10条・第11条） 

第４章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置（第12条） 

第２節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置（第13条） 

第３節 地震後の措置（第14条） 

第４節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第15条） 

第５節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第16条） 

第５章 放射線管理（第17条－第19条） 

第６章 保安教育（第20条） 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

条の追加に伴う

変更 

 

第１章 通則 

（適用範囲） 

第１条 （省略） 

 

（部内安全審査会） 

第１条の２ 臨界ホット試験技術部に部内品質保証委員会を、工務技術部に部内安全審査会

を設置する。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、次の各号に掲げる事項を承認しようとするときは、当該事項

について、部内品質保証委員会の審議を得なければならない。 

(1) 第７条に定める修理及び改造計画 

(2) 第２条第１項に定める手引の作成及び変更 

(3) ＴＲＡＣＹ原子炉施設の品質保証に関する事項 

(4) 廃止措置に関する事項 

３ 工務技術部長は、第２条第２項に定める事項を承認しようとするときは、当該事項につい

て、部内安全審査会の審議を得なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、部内品質保証委員会、また、工務技術部長は、部内安全審査会

第１章 通則 

（適用範囲） 

第１条 （変更なし） 

 

 

第１条の２ （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理基準規

則の制定に伴う

変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

の審議結果を尊重しなければならない。 

 

（手引の作成） 

第２条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＴＲＡ

ＣＹ本体施設管理手引を作成し臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 巡視及び点検に関する事項 

(2) 異常時の措置に関する事項 

(3) 廃止措置に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めた特定施設運転手

引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも

同様とする。 

(1) 運転操作に関する事項 

(2) 巡視及び点検に関する事項 

(3) 異常時の措置に関する事項 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＴＲＡ

ＣＹ廃止措置施設保安主務者（以下、この編において「廃止措置施設保安主務者」という。）

の同意を得なければならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をしたとき

は、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

（手引の作成） 

第２条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＴＲＡ

ＣＹ本体施設管理手引を作成し臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。こ

れを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 巡視及び点検に関する事項 

(2) 異常時の措置に関する事項 

(3) 廃止措置に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めた特定施設運転手

引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも

同様とする。 

(1) 運転操作に関する事項 

(2) 巡視及び点検に関する事項 

(3) 異常時の措置に関する事項 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＴＲＡ

ＣＹ廃止措置施設保安主務者（以下この編において「廃止措置施設保安主務者」という。）の

同意を得なければならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をしたとき

は、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

（年間管理計画） 

第２条の２ 臨界ホット試験技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項を

明らかにしたＴＲＡＣＹの年間管理計画（以下この編において「年間管理計画」という。）を

作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 廃止措置に係る項目及びその予定期間 

(2) 定期事業者検査の予定期間 

(3) 第７条に定める修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なければな

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

らない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認を受けたときは、臨界技術第１課長、工務第１課

長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

（保全区域） 

第３条 （省略） 

 

（鍵の管理） 

第４条 （省略） 

 

（ＳＴＡＣＹとの同時作業の管理） 

第４条の２ （省略） 

（保全区域） 

第３条 （変更なし） 

 

（鍵の管理） 

第４条 （変更なし） 

 

（ＳＴＡＣＹとの同時作業の管理） 

第４条の２ （変更なし） 

 

   

 第１章の２ 廃止措置管理 

（ＴＲＡＣＹの恒久停止措置） 

第４条の３ 臨界技術第１課長は、ＴＲＡＣＹの恒久停止措置として、次の各号に掲げる配管

を切断するまで当該系統を遮断しなければならない。 

(1) 調整設備 溶液払出槽から供給設備(Ⅱ) ダンプ槽ⅢＡまで 

(2) 調整設備 溶液払出槽から供給設備(Ⅱ) ダンプ槽ⅢＢまで 

(3) 燃取補助設備 回収水貯槽から供給設備(Ⅱ) 補給液調整槽まで 

(4) 燃取補助設備 回収酸貯槽から供給設備(Ⅱ) 補給液調整槽まで 

(5) 供給設備(Ⅱ)から調整設備 戻液受槽まで 

(6) 槽ベント設備Ｃから気体廃棄物処理設備まで 

(7) 真空設備から供給設備(Ⅱ)まで 

(8) 圧縮空気設備(ＬＡ) 

(9) 圧縮空気設備(ＥＬＡ) 

(10) 圧縮空気設備(ＥＩＡ) 

 

（実施計画） 

第４条の４ 臨界技術第１課長は、廃止措置計画に基づき、廃止措置の対象となる施設・設備

の解体撤去工事及び核燃料物質等による汚染の除去工事（研究開発を含む。）に係る実施計

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更（第５条の

２から移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

画を作成し、廃止措置施設保安主務者の確認を受け、臨界ホット試験技術部長の承認を得て、

当該工事に関係のある課長等に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしたときは、所長に報告しなければならない。 

 

（対象施設・設備等の供用終了確認） 

第４条の５ 臨界技術第１課長は、解体撤去工事又は核燃料物質等による汚染の除去工事（以

下この編において「汚染の除去工事」という。）を行う場合は、対象施設・設備等の供用が終

了していることを確認しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、供用を終了した設備のうち、系統内に放射性物質が残存している設

備については、第４条の12第２項に基づく措置を完了するまで放射性物質の漏えい防止及び

拡散防止の機能が維持されていることを確認しなければならない。 

 

（汚染状況等の調査、原子炉施設を活用した調査及び研究） 

第４条の６ 臨界技術第１課長は、次条に基づく工事計画の策定に資するため、必要に応じて

汚染状況等の調査を実施することができる。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉施設を活用した廃止措置及び高経年化に係る調査及び研究を

実施するに当たっては、次条の工事計画に基づく工事並びに第４条の12及び第４条の15に基

づき管理する施設に影響を与えないことを確認しなければならない。 

 

（工事計画） 

第４条の７ 臨界技術第１課長は、廃止措置計画に基づき工事を実施しようとするときは、工

事件名ごとに工事対象範囲の汚染状況の確認を行った上で、次の各号に掲げる項目を記載し

た工事計画を作成し、廃止措置施設保安主務者の確認を受け、臨界ホット試験技術部長の承

認を得て、当該工事に関係のある課長等に通知しなければならない。 

(1) 工事件名 

(2) 対象施設・設備名 

(3) 工事場所 

(4) 工事期間 

(5) 工事内容 

(6) 工事方法 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

(7) 工程表 

(8) 工事体制 

(9) 放射線管理及び安全確保対策 

イ 漏えい及び拡散防止対策 

ロ 被ばく低減対策 

ハ 事故防止対策 

(10) 放射性廃棄物及び解体撤去物等の管理 

２ 臨界技術第１課長は、前項に定める工事計画の作成に当たっては、廃止措置計画に記載す

る廃止措置の基本方針及び解体撤去に係る安全確保対策を考慮しなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項に定める工事計画の作成に当たっては、工事を必要に応じて

分割又は統合することができる。分割又は統合する場合は、廃止措置計画に記載された安全

確保対策に影響がないことを確認しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項に定める工事計画の作成に当たり、工事中に解体撤去物等を

一時保管（仮置き）する場合は、管理方法について記載しなければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、汚染の除去工事を廃止措置対象施設の解体撤去工事において実施す

る場合は、解体撤去の工事計画に含めることができる。 

６ 臨界技術第１課長は、解体撤去工事及び汚染の除去工事において、廃止措置計画に定める

廃止措置のための装置を導入する場合は、工事計画に安全対策の設計方針及び仕様を記載し

なければならない。 

 

（工事の実施） 

第４条の８ 臨界技術第１課長は、前条で定めた工事計画に基づき工事を実施しなければなら

ない。 

２ 臨界技術第１課長は、工事中に工事計画の安全確保対策に支障が生じた場合は、工事を中

断しなければならない。工事の再開に当たっては、当該事象を復旧するか、又は代替措置を

講じ、廃止措置計画に基づいていることを確認しなければならない。この場合において、代

替措置を講じるときは、廃止措置施設保安主務者の確認を受けなければならない。 

 

（工事完了の報告） 

第４条の９ 臨界技術第１課長は、第４条の７で定めた工事計画に基づく工事が完了した場合

には、解体撤去工事及び汚染の除去工事に係る工事方法、時期及び対象となる施設・設備の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

名称について、臨界ホット試験技術部長及び廃止措置施設保安主務者に報告するとともに、

当該工事に関係のある課長等に通知しなければならない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の報告を受けたときは、所長に報告しなければならない。 

 

（廃止措置のために導入する装置） 

第４条の10 臨界技術第１課長は、第４条の７第６項の廃止措置のために導入する装置につい

ては、第７条を準用する。この場合において、同条中「修理及び改造」とあるのは「導入」

と読み替えるものとする。 

２ 前項の装置導入に当たっては、日本産業規格等の規格及び規準に準拠するとともに、必要

に応じて放射性物質の漏えい及び拡散防止対策、被ばく低減対策、事故防止対策の安全確保

対策を講じなければならない。 

 

（管理区域内の解体撤去物等の区分） 

第４条の11 臨界技術第１課長は、第４条の７で定めた工事計画に基づく工事において、管理

区域内で発生した解体撤去物等については第２編別表第22に基づき区分するとともに、廃棄

物処理場に引き渡す前のものについては第２編第７章に基づき管理しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、前項の解体撤去物等を廃棄物処理場に引き渡すための準備（第３編

第２章第８節に定める「放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価」のための準備

を含む。）として、「放射性廃棄物」、「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるも

の」、「『放射性廃棄物でない廃棄物』と推定されるもの」として区分するとともに、それぞれ

が混在しないための措置を講じて分別管理しなければならない。 

 

（設備の保安管理） 

第４条の12 第４条の10に定める装置については、第４条の15に準じて施設管理実施計画並び

に設備保全整理表及び検査要否整理表を作成し、第４条の16に準じて保全活動を実施しなけ

ればならない。 

２ 臨界技術第１課長は、供用を終了した設備のうち、放射性物質が系統内に残存する場合は、

その状況を把握し、解体撤去工事の着手までに系統の隔離、密封、機器の電源隔離等の適切

な措置を講じるとともに、系統内に残存する放射性気体及び放射性液体を除去する措置を講

じなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、供用を終了した設備のうち、系統内に放射性物質が残存している設

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

備について、前項に基づく措置を完了した場合は、臨界ホット試験技術部長及び廃止措置施

設保安主務者に報告するとともに、当該工事に関係のある課長等に通知しなければならな

い。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の報告を受けたときは、所長に報告しなければならない。 

 

第２章 保守管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 保守管理 

（施設管理目標の策定） 

第４条の13 臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長は、ＴＲＡＣＹ（本

体施設、特定施設及び放射線管理施設を含む。）について第１編第２条に基づき理事長が定

める施設管理方針に従って達成するべき施設管理目標をそれぞれ策定しなければならない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の施設管理目標を取りまとめ、所長の承認を受けなけれ

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認を受けたときは、工務技術部長及び放射線管理部

長並びに臨界技術第１課長に通知しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、前項の通知を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課長

に通知しなければならない。 

 

 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第４条の14 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設管理目

標を踏まえそれぞれ所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管

理目標を策定しなければならない。ただし、目標設定すべき重要度の高い設備・機器がない

場合は、この限りでない。 

２ 臨界技術第１課長は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、臨界ホット試験技術部

長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第２項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務

者の同意を得なければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課

長に通知しなければならない。 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第４条の15 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する

設備・機器（性能維持施設に限る。）について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施

計画を策定しなければならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関するこ

と。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関すること。 

ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関するこ

と。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・機

器（性能維持施設に限る。）について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び

検査要否整理表を策定しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、廃止措置に係る施設管理を行う観点から特別な状態にある場合

は、第２条の２の定めにより作成する年間管理計画において特別な状態である期間とその内容

を示した上で、その特別な措置として試験炉規則第９条第１項第７号の規定に基づき特別な施

設管理実施計画及び特別な設備保全整理表及び検査要否整理表を定めることができる。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検

査要否整理表を取りまとめ、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術部

長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務

者の同意を得なければならない。 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



原子力科学研究所原子炉施設保安規定 新旧対照表（第 12 編 ＴＲＡＣＹの管理） 

9 
 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 臨界技術第１課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課

長に通知しなければならない。 

 

（保全活動の実施） 

第４条の16 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機

器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところに

より、保全活動を実施しなければならない。 

 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第４条の17 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、所掌する設備・機

器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定

期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場合には改善を行わなければなら

ない。 

 

 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

施設管理に係る

活動の追加に係

る変更 

 

 

（施設定期自主検査） 

第５条 臨界技術第１課長は、次の各号に掲げるところにより本体施設に係る施設定期自主

検査を行わなければならない。 

(1) 本体施設の保安のために直接関連を有する計器の校正を年１回行うこと。 

(2) 保安上特に管理を必要とする本体施設の設備について、性能が維持されているかどうか

の検査を別表第１に掲げるところにより年１回行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定期事業者検査） 

第５条 原子力施設検査室長は、ＴＲＡＣＹの定期事業者検査を実施しようとするときは、次

の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、廃止措置施設保安主

務者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、

第１号ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限

りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標（第４条の14の規定により策定した場合に限る。） 

(2) 定期事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

２ 工務第１課長は、保安上特に管理を必要とする特定施設の設備について、性能が維持され

ているかどうかの検査を別表第２に掲げるところにより年１回行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＴＲＡＣＹの恒久停止措置） 

第５条の２ 臨界技術第１課長は、ＴＲＡＣＹの恒久停止措置として、次の各号に掲げる配管

を切断するまで当該系統を遮断しなければならない。 

(1) 調整設備 溶液払出槽から供給設備(Ⅱ) ダンプ槽ⅢＡまで 

(2) 調整設備 溶液払出槽から供給設備(Ⅱ) ダンプ槽ⅢＢまで 

(3) 燃取補助設備 回収水貯槽から供給設備(Ⅱ) 補給液調整槽まで 

(4) 燃取補助設備 回収酸貯槽から供給設備(Ⅱ) 補給液調整槽まで 

(5) 供給設備(Ⅱ)から調整設備 戻液受槽まで 

(6) 槽ベント設備Ｃから気体廃棄物処理設備まで 

(7) 真空設備から供給設備(Ⅱ)まで 

(8) 圧縮空気設備(ＬＡ) 

(9) 圧縮空気設備(ＥＬＡ) 

(10) 圧縮空気設備(ＥＩＡ) 

 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の求め

に応じ、前項の検査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、臨界技術第１課長、工務第１課長及

び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の通知を受けたときは、

それぞれ臨界ホット試験技術部長、工務技術部長及び放射線管理部長に報告しなければならな

い。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を取りま

とめ、廃止措置施設保安主務者の確認を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令及び規則の

改正に伴う記載

の変更（第４条の

３に移動） 

 

 

（施設定期自主検査実施計画） 

第６条 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、第５条の施設定期自主検査を行おうとする

ときは、それぞれ、次の各号に掲げる事項を明らかにした施設定期自主検査実施計画を作成

しなければならない。 

(1) 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 検査の項目及び実施体制 

(3) 予定期間 

 

第６条 （削除） 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

２ 臨界技術第１課長は、前項の施設定期自主検査実施計画をとりまとめ、ＴＲＡＣＹの施設

定期自主検査実施計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、前項第３号の予定期間の変更につい

ては、この限りでない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者

の同意を得なければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第２項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２課

長に通知しなければならない。 

 

（修理及び改造） 

第７条 臨界技術第１課長は、本体施設について修理及び改造が必要と認めたときは、正常な

状態に復帰するために、修理又は改造を行わなければならない。 

２ 工務第１課長は、特定施設について修理及び改造が必要と認めたときは、正常な状態に復

帰するために、修理又は改造を行わなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、本体施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、そ

の修理及び改造が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 27 条に定める認

可申請を伴うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした本体施設の修理及び改造計画を

作成し、臨界ホット試験技術部長の同意を受けなければならない。これを変更しようとする

ときも同様とする。 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

４ 工務第１課長は、特定施設について、修理及び改造を行おうとする場合において、その修

理及び改造が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 27 条に定める認可申

請を伴うときは、前項各号に掲げる事項を明らかにした特定施設の修理及び改造計画を作成

し、工務技術部長の同意を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

５ 工務技術部長は、前項の同意をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

なければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第３項又は前項の同意をしようとするときは、所長の承認を

受けなければならない。 

（修理及び改造） 

第７条 本体施設、特定施設及び放射線管理施設の修理及び改造を行おうとするときにおい

て、その修理及び改造が法28条第１項の使用前事業者検査を伴う場合は、別表第２の２に掲

げる計画作成者は、次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、同表

に掲げる第１同意者の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。 

 

 

 

 

イ 修理及び改造をする施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 修理及び改造の内容 

ハ 予定期間 

 

 

 

 

 

２ 工務技術部長及び放射線管理部長は、修理及び改造を行おうとする場合で、前項の同意をし

ようとするときは、それぞれ臨界ホット試験技術部長の同意を得なければならない。 

３ 別表第２の２に掲げる第１同意者は、第１項の定めにより同意した修理及び改造計画につい

て、同表に掲げる計画承認者の承認を受けなければならない。 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

７ 所長は、前項の承認をしようとするときは、廃止措置施設保安主務者の同意を得なければ

ならない。 

８ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、それぞれ、第６項の承認を受けたときは、当該修

理及び改造に関係のある課長等に通知しなければならない。 

４ 別表第２の２に掲げられている同意について、廃止措置施設保安主務者の同意は、修理及び

改造計画について計画承認者が得るものとする。 

５ 別表第２の２に掲げる計画作成者は、第３項の承認を受けたときは、当該修理及び改造に関

係のある課長等に通知しなければならない。 

６ 臨界技術第１課長は本体施設について、工務第１課長は特定施設について、及び放射線管理

第２課長は放射線管理施設について、修理及び改造が必要と認めた場合で、法28条第１項の使

用前事業者検査を伴わないときは、正常な状態に復帰するために、修理及び改造を行うことが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （使用前事業者検査） 

第７条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとするときは、次の各号

に掲げる事項を明らかにした検査計画及び検査要領書を策定し、廃止措置施設保安主務者の

同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、第１号

ニの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでな

い。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 工事の内容 

ハ 検査の項目及び実施体制 

ニ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領書 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 当該使用前事業者検査に関係のある課長等は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の検

査に必要な情報を提供しなければならない。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の同意を得たときは、当該使用前事業者検査に関係のある課

長等に通知しなければならない。 

４ 当該使用前事業者検査に関係のある課長等は、前項の通知を受けたときは、それぞれ当該使

用前事業者検査に関係のある部長に報告しなければならない。 

５ 原子力施設検査室長は、検査計画及び検査要領書に従い検査を実施し、検査成績書を取りま

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

とめ、廃止措置施設保安主務者の確認を受けなければならない。 

 

（保守結果の通知等） 

第８条 臨界技術第１課長は、第５条第１項の施設定期自主検査を終了したとき及び前条第

３項の修理及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を臨界ホット試験技術

部長に報告しなければならない。臨界技術第１課長が第２編第41条の定めにより放射線管

理施設に係る施設定期自主検査の結果の通知を受けたときも、同様とする。 

２ 工務第１課長は、第５条第２項の施設定期自主検査を終了したとき及び前条第４項の修理

及び改造計画に基づく作業を終了したときは、その結果を工務技術部長に報告するとともに、

臨界技術第１課長に通知しなければならない。 

３ 工務技術部長は、前項の報告を受けたときは、臨界ホット試験技術部長に通知しなければ

ならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、廃止措置施設

保安主務者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

（保守結果の報告等） 

第８条 原子力施設検査室長は、第５条第５項及び第７条の２第５項の確認を受けたときは、

その結果を臨界技術第１課長、工務第１課長、放射線管理第２課長に通知しなければならな

い。 

 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、定期事業者検査が終了した

とき、第７条の修理及び改造計画の作業並びに前条の使用前事業者検査が終了したときは、

その結果を別表第３の２に掲げるところにより報告又は通知しなければならない。 

３ 工務技術部長及び放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、それぞれ臨界ホット試験

技術部長に通知しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の報告及び前項の通知を受けたときは、廃止措置施設保

安主務者に通知するとともに、所長に報告しなければならない。 

 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 

 

 

（巡視及び点検） 

第９条 工務第１課長は、次の各号に掲げる設備について、毎週１回以上巡視し、点検しなけ

ればならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

（巡視） 

第９条 工務第１課長は、次の各号に掲げる設備について、毎週１回以上巡視しなければなら

ない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

法令及び規則の

改正に伴う記載

の変更 

 

 

第３章 放射性廃棄物の保管 

（放射性廃棄物の保管） 

第10条 （省略） 

 

（放射性廃棄物の保管中の点検） 

第11条 臨界技術第１課長は、放射性廃棄物の保管中、３か月間に１回、次の各号に掲げる事

項について点検しなければならない。 

(1) 固体廃棄物 

イ 保管場所の異常の有無 

 

第３章 放射性廃棄物の保管 

（放射性廃棄物の保管） 

第10条 （変更なし） 

 

（放射性廃棄物の保管中の巡視） 

第11条 臨界技術第１課長は、放射性廃棄物の保管中、３か月間に１回、次の各号に掲げる事

項について巡視しなければならない。 

(1) 固体廃棄物 

イ 保管場所の異常の有無 

 

 

 

 

 

法令及び規則の

改正に伴う記載

の変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

ロ 廃棄物の保管状況 

 

ロ 廃棄物の保管状況 

 

第４章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 12 条 （省略） 

 

第２節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

（放射性廃棄物の点検等において異常を認めた場合の措置） 

第13条 臨界技術第１課長は、第11条の放射性廃棄物の保管中の点検の結果、異常を認めたと

きは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、そ

の状況を臨界ホット試験技術部長に報告し、廃止措置施設保安主務者に通知しなければな

らない。 

 

第３節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第14条 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、震度４以上の地震が発

生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第

２課長は放射線管理施設を点検し、ＴＲＡＣＹの保安に影響がないことを確認しなければ

ならない。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホ

ット試験技術部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

 

第４節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第15条 （省略） 

 

第５節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第４章 異常時の措置 

第１節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第 12 条 （変更なし） 

 

第２節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

（放射性廃棄物の点検等において異常を認めた場合の措置） 

第13条 臨界技術第１課長は、第11条の放射性廃棄物の保管中の巡視の結果、異常を認めたと

きは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、そ

の状況を臨界ホット試験技術部長に報告し、廃止措置施設保安主務者に通知しなければなら

ない。 

 

第３節 地震後の措置 

（地震後の措置） 

第14条 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、震度４以上の地震が発

生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第

２課長は放射線管理施設を点検し、ＴＲＡＣＹの保安に影響がないことを確認しなければな

らない。 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報しな

ければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホッ

ト試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

第４節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

（勤務時間外に異常が発生した場合の措置） 

第15条 （変更なし） 

 

第５節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

 

 

 

 

 

 

 

法令及び規則の

改正に伴う記載

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌業務の整理に

よる見直し 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

第16条 （省略） 

 

第16条 （変更なし） 

 

第５章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第17条 （省略） 

 

（放射線測定機器） 

第18条 （省略） 

 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第19条 （省略） 

第５章 放射線管理 

（管理区域の区分） 

第17条 （変更なし） 

 

（放射線測定機器） 

第18条 （変更なし） 

 

（放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第19条 （変更なし） 

 

 

第６章 保安教育 

（保安教育項目のうち原子炉施設の構造､性能及び運転に関することの教育内容） 

第20条 （省略） 

 

第６章 保安教育 

（保安教育項目のうち原子炉施設の構造､性能及び運転に関することの教育内容） 

第20条 （変更なし） 

 

 

別表第１ 本体施設の施設定期自主検査項目（第５条第１項関係） 

施 設 区 分 設  備 検 査 項 目 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

槽ベント設備Ｄ (1)外観検査 

(2)作動検査 

(3)捕集効率検査 

排気筒 (1)外観検査 

廃液系設備 (1)漏えい検査 

原子炉格納施設 
炉室（Ｔ） (1)外観検査 

炉下室（Ｔ） (1)外観検査 

原子炉施設 原子炉建家 (1)外観検査 
 

別表第１ （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

別表第２ 特定施設の施設定期自主検査項目（第５条第２項関係） 

設   備 検 査 項 目 

非常用電源設備 (1)作動検査 

炉室（Ｔ）換気空調設備 

(1)外観検査 

(2)作動検査 

(3)捕集効率検査 

廃液系設備 
(1)漏えい検査 

(2)警報検査 

圧縮空気設備 
(1)作動検査 

(2)漏えい検査 
 

別表第２ （削除） 

 

 

 

 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２の２ 修理及び改造（第７条関係） 

施設区分 計画作成者 第１同意者 第２同意者 計画承認者 

本体施設 臨界技術第１課長 
臨界ホット試験

技術部長 

廃止措置施設保安

主務者 
所長 

特定施設 工務第１課長 工務技術部長 

臨界ホット試験技

術部長 

廃止措置施設保安

主務者 

所長 

放射線 

管理施設 
放射線管理第２課長 放射線管理部長 

臨界ホット試験技

術部長 

廃止措置施設保安

主務者 

所長 

 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 

 

別表第３ （省略） 

 

 

別表第３ （変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３の２ 保守結果の報告（第８条関係） 

報告者 報告事項 報告時期 報告先又は通知先 

臨界技術第１ 

課長 

定期事業者検査 第５条に定める検査が終了したとき 

臨界ホット試験技術

部長 

修理及び改造 

第７条第１項の定めにより臨界技術

第１課長が作成した修理及び改造計

画に基づく作業とその使用前事業者

検査が終了したとき 

工務第１課長 

定期事業者検査 第５条に定める検査が終了したとき 

工務技術部長 

臨界技術第１課長 修理及び改造 

第７条第１項の定めにより工務第１

課長が作成した修理及び改造計画に

基づく作業とその使用前事業者検査

が終了したとき 

放射線管理 

第２課長 

定期事業者検査 第５条に定める検査が終了したとき 

放射線管理部長 

臨界技術第１課長 修理及び改造 

第７条第１項の定めにより放射線管

理第２課長が作成した修理及び改造

計画に基づく作業とその使用前事業

者検査が終了したとき 
 

検査制度の見直し

に伴う記載の適正

化 
 
 

 

別表第４ ～ 別表第７ （省略） 

 

 

別表第４ ～ 別表第７ （変更なし） 

 

 

 

別図第１（その１） ～ 別図第２（その４） （省略） 別図第１（その１） ～ 別図第２（その４） （変更なし）  
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